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条 例

　 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 一 号

（ 石 川 県 情 報 公 開 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

一 石 川 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） 第 三 十 六 条

二 石 川 県 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） 第 二 十 一 条

及 び 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で

三 石 川 県 統 計 調 査 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ） 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条

四 石 川 県 行 政 不 服 審 査 会 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 石 川 県 条 例 第 八 号 ） 第 六 条

五 石 川 県 ふ ぐ の 処 理 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 条 例 第 三 十 三 号 ） 第 三 十 一 条 及

び 第 三 十 二 条

六 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） 第 二 十 四 条 か

ら 第 二 十 六 条 ま で

七 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ） 第 九 十 二 条 か ら 第 九 十 四 条 ま で

八 い し か わ 景 観 総 合 条 例 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ） 第 百 二 十 条

九 多 衆 運 動 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） 第 七 条

十 石 川 県 迷 惑 行 為 等 防 止 条 例 （ 昭 和 三 十 八 年 石 川 県 条 例 第 九 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、

第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 十 七 条 第 二 項

十 一 拡 声 機 に よ る 暴 騒 音 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 元 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ） 第 十 一 条 第 一

項
十 二 年 少 者 に よ る テ レ ホ ン ク ラ ブ 等 営 業 の 利 用 を 助 長 す る 行 為 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 八

年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） 第 十 四 条 及 び 第 十 五 条

十 三 石 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 号 ） 第 二 十 三 条 第 一 項

十 四 石 川 県 議 会 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和 五 年 石 川 県 条 例 第 十 七 号 ） 第 五

十 三 条 か ら 第 五 十 五 条 ま で

議 案 第 十 九 号

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例

に つ い て

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例
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（ １ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 1石 川 県 公 報

令和 ７ 年 ３ 月 25 日（火曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 １１ 　号）



（ 石 川 県 情 報 公 開 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

一 石 川 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） 第 三 十 六 条

二 石 川 県 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 三 十 二 号 ） 第 二 十 一 条

及 び 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で

三 石 川 県 統 計 調 査 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ） 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条

四 石 川 県 行 政 不 服 審 査 会 条 例 （ 平 成 二 十 八 年 石 川 県 条 例 第 八 号 ） 第 六 条

五 石 川 県 ふ ぐ の 処 理 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 石 川 県 条 例 第 三 十 三 号 ） 第 三 十 一 条 及

び 第 三 十 二 条

六 石 川 県 薬 物 の 濫 用 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ） 第 二 十 四 条 か

ら 第 二 十 六 条 ま で

七 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ） 第 九 十 二 条 か ら 第 九 十 四 条 ま で

八 い し か わ 景 観 総 合 条 例 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ） 第 百 二 十 条

九 多 衆 運 動 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） 第 七 条

十 石 川 県 迷 惑 行 為 等 防 止 条 例 （ 昭 和 三 十 八 年 石 川 県 条 例 第 九 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、

第 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 十 七 条 第 二 項

十 一 拡 声 機 に よ る 暴 騒 音 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 元 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ） 第 十 一 条 第 一

項
十 二 年 少 者 に よ る テ レ ホ ン ク ラ ブ 等 営 業 の 利 用 を 助 長 す る 行 為 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 平 成 八

年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） 第 十 四 条 及 び 第 十 五 条

十 三 石 川 県 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 二 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 号 ） 第 二 十 三 条 第 一 項

十 四 石 川 県 議 会 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和 五 年 石 川 県 条 例 第 十 七 号 ） 第 五

十 三 条 か ら 第 五 十 五 条 ま で

議 案 第 十 九 号

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例

に つ い て

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例
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（ １ ）

（ 石 川 県 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

一 石 川 県 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ）

第 七 条 第 一 項

二 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 及 び 同 条

第 五 項 第 二 号 、 第 十 四 条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 一 項 第 一 号 、 第 十 五 条 第 一 項 第 一 号 並 び に 第 十 七

条 第 四 項

三 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ） 第 十 九 条 の 二 第 三 号

及 び 第 四 号 、 第 十 九 条 の 三 第 一 項 第 一 号 及 び 同 条 第 三 項 第 一 号 並 び に 第 二 十 五 条 の 二 の 二 第 二

項 第 一 号

四 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 号 ） 第 十

八 条 第 三 項 第 一 号

（ 石 川 県 恩 給 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 恩 給 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 石 川 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 一 項 中 「 左 の 各 号 の 一 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 こ え る 懲

役 若 し く は 禁 こ
�

の 刑 」 を 「 超 え る 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 因 り 禁 こ
�

」 を 「 よ り 拘 禁 刑 」

に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 但 し 」 を 「 た だ し 」 に 、 「 因 り 」 を 「 よ り 」 に 改 め る 。

第 十 八 条 中 「 左 に 」 を 「 次 に 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 禁 こ
�

」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

第 二 十 八 条 中 「 左 の 各 号 の 一 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 禁 こ
�

」 を 「 拘

禁 刑 」 に 改 め る 。

第 三 十 一 条 第 一 項 中 「 左 の 各 号 の 一 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 懲 役

又 は 禁 錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 第 三 号 」 を 「 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め 、

同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 退 職 年 金 の 停 止 に つ い て は 、 刑 法 （ 明 治 四

十 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 二 十 七 条 第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 二 十 七 条 の 七 第

三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

第 四 十 二 条 第 一 項 中 「 懲 役 又 は 禁 錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 前

二 項 」 に 、 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を

加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 遺 族 年 金 の 停 止 に つ い て は 、 刑 法 第 二 十 七 条 第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に

限 る 。 ） 及 び 第 二 十 七 条 の 七 第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

附 則 第 五 十 七 項 第 二 号 中 「 （ 明 治 四 十 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 」 を 削 る 。

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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（ 石 川 県 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

一 石 川 県 職 員 の 分 限 に 関 す る 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ）

第 七 条 第 一 項

二 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 及 び 同 条

第 五 項 第 二 号 、 第 十 四 条 の 見 出 し 及 び 同 条 第 一 項 第 一 号 、 第 十 五 条 第 一 項 第 一 号 並 び に 第 十 七

条 第 四 項

三 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ） 第 十 九 条 の 二 第 三 号

及 び 第 四 号 、 第 十 九 条 の 三 第 一 項 第 一 号 及 び 同 条 第 三 項 第 一 号 並 び に 第 二 十 五 条 の 二 の 二 第 二

項 第 一 号

四 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 号 ） 第 十

八 条 第 三 項 第 一 号

（ 石 川 県 恩 給 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 恩 給 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 石 川 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 一 項 中 「 左 の 各 号 の 一 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 こ え る 懲

役 若 し く は 禁 こ
�

の 刑 」 を 「 超 え る 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 因 り 禁 こ
�

」 を 「 よ り 拘 禁 刑 」

に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 但 し 」 を 「 た だ し 」 に 、 「 因 り 」 を 「 よ り 」 に 改 め る 。

第 十 八 条 中 「 左 に 」 を 「 次 に 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 禁 こ
�

」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

第 二 十 八 条 中 「 左 の 各 号 の 一 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 禁 こ
�

」 を 「 拘

禁 刑 」 に 改 め る 。

第 三 十 一 条 第 一 項 中 「 左 の 各 号 の 一 」 を 「 次 の 各 号 の い ず れ か 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 懲 役

又 は 禁 錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 第 三 号 」 を 「 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め 、

同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 退 職 年 金 の 停 止 に つ い て は 、 刑 法 （ 明 治 四

十 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 二 十 七 条 第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 二 十 七 条 の 七 第

三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

第 四 十 二 条 第 一 項 中 「 懲 役 又 は 禁 錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 前

二 項 」 に 、 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を

加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 遺 族 年 金 の 停 止 に つ い て は 、 刑 法 第 二 十 七 条 第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に

限 る 。 ） 及 び 第 二 十 七 条 の 七 第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 適 用 し な い 。

附 則 第 五 十 七 項 第 二 号 中 「 （ 明 治 四 十 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 」 を 削 る 。

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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第 九 十 五 条 第 一 項 中 「 者 は 」 を 「 と き は 、 そ の 違 反 行 為 を し た 者 は 」 に 、 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」

に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 石 川 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

こ

第 十 一 条 第 二 号 中 「 懲 役 又 は 禁 錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 百 七 十 二 条 第 三 項 第 四 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

第 二 百 五 十 八 条 か ら 第 二 百 六 十 四 条 ま で の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 砂 防 指 定 地 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 石 川 県 砂 防 指 定 地 管 理 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

こ

第 九 条 中 「 懲 役 若 し く は 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

こ

第 三 条 第 一 項 、 第 四 条 各 号 並 び に 第 四 条 の 二 第 一 項 各 号 及 び 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘

禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 罰 則 の 適 用 等 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 九 条 こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 の 処 罰 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 し て 、 他 の 条 例 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ 、

な お 効 力 を 有 す る こ と と さ れ 又 は 改 正 前 若 し く は 廃 止 前 の 条 例 の 規 定 の 例 に よ る こ と と さ れ る 罰

則 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 罰 則 に 定 め る 刑 に 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律

第 六 十 七 号 。 以 下 「 刑 法 等 一 部 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 刑 法 （ 明 治 四 十

年 法 律 第 四 十 五 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 旧 刑 法 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 に 規 定 す る 懲 役 （ 以 下 「 懲

役 」 と い う 。 ） （ 有 期 の も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 旧 刑 法 第 十 三 条 に 規 定 す る 禁 錮

（ 以 下 「 禁 錮 」 と い う 。 ） （ 有 期 の も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 旧 刑 法 第 十 六 条

に 規 定 す る 拘 留 （ 以 下 「 旧 拘 留 」 と い う 。 ） が 含 ま れ る と き は 、 当 該 刑 の う ち 懲 役 又 は 禁 錮 は そ

れ ぞ れ そ の 刑 と 長 期 及 び 短 期 を 同 じ く す る 有 期 拘 禁 刑 と 、 旧 拘 留 は 長 期 及 び 短 期 を 同 じ く す る 拘

留 と す る 。

（ 人 の 資 格 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 十 条 拘 禁 刑 又 は 拘 留 に 処 せ ら れ た 者 に 係 る 他 の 条 例 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ
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（ ３ ）
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第 九 十 五 条 第 一 項 中 「 者 は 」 を 「 と き は 、 そ の 違 反 行 為 を し た 者 は 」 に 、 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」

に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 に お い て は 」 を 「 に は 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 石 川 県 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 石 川 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

こ

第 十 一 条 第 二 号 中 「 懲 役 又 は 禁 錮 の 刑 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 百 七 十 二 条 第 三 項 第 四 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

第 二 百 五 十 八 条 か ら 第 二 百 六 十 四 条 ま で の 規 定 中 「 懲 役 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 砂 防 指 定 地 管 理 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 石 川 県 砂 防 指 定 地 管 理 条 例 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 条 例 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

こ

第 九 条 中 「 懲 役 若 し く は 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

こ

第 三 条 第 一 項 、 第 四 条 各 号 並 び に 第 四 条 の 二 第 一 項 各 号 及 び 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 禁 錮 」 を 「 拘

禁 刑 」 に 改 め る 。

（ 罰 則 の 適 用 等 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 九 条 こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 の 処 罰 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 し て 、 他 の 条 例 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ 、

な お 効 力 を 有 す る こ と と さ れ 又 は 改 正 前 若 し く は 廃 止 前 の 条 例 の 規 定 の 例 に よ る こ と と さ れ る 罰

則 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 罰 則 に 定 め る 刑 に 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律

第 六 十 七 号 。 以 下 「 刑 法 等 一 部 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 刑 法 （ 明 治 四 十

年 法 律 第 四 十 五 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 旧 刑 法 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 に 規 定 す る 懲 役 （ 以 下 「 懲

役 」 と い う 。 ） （ 有 期 の も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 旧 刑 法 第 十 三 条 に 規 定 す る 禁 錮

（ 以 下 「 禁 錮 」 と い う 。 ） （ 有 期 の も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 旧 刑 法 第 十 六 条

に 規 定 す る 拘 留 （ 以 下 「 旧 拘 留 」 と い う 。 ） が 含 ま れ る と き は 、 当 該 刑 の う ち 懲 役 又 は 禁 錮 は そ

れ ぞ れ そ の 刑 と 長 期 及 び 短 期 を 同 じ く す る 有 期 拘 禁 刑 と 、 旧 拘 留 は 長 期 及 び 短 期 を 同 じ く す る 拘

留 と す る 。

（ 人 の 資 格 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 十 条 拘 禁 刑 又 は 拘 留 に 処 せ ら れ た 者 に 係 る 他 の 条 例 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ
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れ 、 な お 効 力 を 有 す る こ と と さ れ 又 は 改 正 前 若 し く は 廃 止 前 の 条 例 の 規 定 の 例 に よ る こ と と さ れ

る 人 の 資 格 に 関 す る 法 令 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 無 期 拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た 者 は 無 期 禁 錮 に 処 せ

ら れ た 者 と 、 有 期 拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た 者 は 刑 期 を 同 じ く す る 有 期 禁 錮 に 処 せ ら れ た 者 と 、 拘 留 に

処 せ ら れ た 者 は 刑 期 を 同 じ く す る 旧 拘 留 に 処 せ ら れ た 者 と み な す 。

（ 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 一 条 刑 法 等 一 部 改 正 法 及 び 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関

す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 六 十 八 号 ） 並 び に こ の 条 例 （ 以 下 こ れ ら を 「 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 」 と

い う 。 ） の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た

者 は 、 第 二 条 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 第 十

三 条 第 一 項 及 び 第 五 項 、 第 十 四 条 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 十 七 条 第 四 項 並

び に 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら れ て い る

罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 二 条 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て い る

罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 第 二 条 （ 第 三 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職

の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 十 九 条 の 三 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 三 項 （ 第 三

号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ

た 者 と み な す 。

（ 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 三 条 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て い る

罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用

弁 償 支 給 条 例 第 四 条 の 二 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑

が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。

２ 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 前 に し た 行 為 に つ い て 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て

い る 罪 を 犯 し た 嫌 疑 に よ り 逮 捕 を さ れ た 者 は 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 議 会 議 員 の 議

員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 第 四 条 の 二 第 一 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら れ て い る 罪 を 犯 し た 嫌 疑 に よ り 逮 捕 を さ れ た 者 と み な す 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 　

提 案 理 由

刑 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 条 例 の 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。
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（ ４ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外4 石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 二 号

れ 、 な お 効 力 を 有 す る こ と と さ れ 又 は 改 正 前 若 し く は 廃 止 前 の 条 例 の 規 定 の 例 に よ る こ と と さ れ

る 人 の 資 格 に 関 す る 法 令 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 無 期 拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た 者 は 無 期 禁 錮 に 処 せ

ら れ た 者 と 、 有 期 拘 禁 刑 に 処 せ ら れ た 者 は 刑 期 を 同 じ く す る 有 期 禁 錮 に 処 せ ら れ た 者 と 、 拘 留 に

処 せ ら れ た 者 は 刑 期 を 同 じ く す る 旧 拘 留 に 処 せ ら れ た 者 と み な す 。

（ 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 一 条 刑 法 等 一 部 改 正 法 及 び 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関

す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 六 十 八 号 ） 並 び に こ の 条 例 （ 以 下 こ れ ら を 「 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 」 と

い う 。 ） の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た

者 は 、 第 二 条 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 第 十

三 条 第 一 項 及 び 第 五 項 、 第 十 四 条 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 十 七 条 第 四 項 並

び に 石 川 県 職 員 退 職 手 当 条 例 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら れ て い る

罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 二 条 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て い る

罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 第 二 条 （ 第 三 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職

の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 第 十 九 条 の 三 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 第 三 項 （ 第 三

号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ

た 者 と み な す 。

（ 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

第 十 三 条 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 前 に 犯 し た 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て い る

罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 は 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用

弁 償 支 給 条 例 第 四 条 の 二 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 拘 禁 刑

が 定 め ら れ て い る 罪 に つ き 起 訴 を さ れ た 者 と み な す 。

２ 刑 法 等 一 部 改 正 法 等 の 施 行 前 に し た 行 為 に つ い て 禁 錮 以 上 の 刑 （ 死 刑 を 除 く 。 ） が 定 め ら れ て

い る 罪 を 犯 し た 嫌 疑 に よ り 逮 捕 を さ れ た 者 は 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 議 会 議 員 の 議

員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 第 四 条 の 二 第 一 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 拘 禁 刑 が 定 め ら れ て い る 罪 を 犯 し た 嫌 疑 に よ り 逮 捕 を さ れ た 者 と み な す 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 　

提 案 理 由

刑 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 条 例 の 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。
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（ ４ ）

石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
目 次 を 次 の よ う に 改 め る 。

目 次
第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 七 条 ）

第 二 章 旅 費 の 種 目 及 び 内 容

第 一 節 通 則 （ 第 八 条 ）

第 二 節 交 通 費 （ 第 九 条 ― 第 十 二 条 ）

第 三 節 宿 泊 費 等 （ 第 十 三 条 ― 第 十 五 条 ）

第 四 節 転 居 費 等 （ 第 十 六 条 ― 第 十 八 条 ）

第 五 節 そ の 他 の 種 目 （ 第 十 九 条 ― 第 二 十 一 条 ）

第 三 章 雑 則 （ 第 二 十 二 条 ― 第 二 十 八 条 ）

附 則
第 二 条 第 一 項 第 三 号 中 「 在 勤 庁 」 の 下 に 「 （ 任 命 権 者 若 し く は そ の 委 任 を 受 け た 者 又 は 旅 行 依 頼

若 し く は 要 求 を 行 う 他 の 機 関 （ 以 下 「 旅 行 命 令 権 者 」 と い う 。 ） が 認 め る 場 合 に は 、 そ の 住 所 、 居

所 そ の 他 旅 行 命 令 権 者 が 認 め る 場 所 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 五 号 中 「 若 し く は そ の 扶 養 親 族 」 を 削 り 、 「 遺

族 」 を 「 そ の 遺 族 」 に 、 「 根 拠 地 」 を 「 根 拠 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

六 家 族 内 国 旅 行 に あ つ て は 職 員 の 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同

様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 及 び 兄 弟 姉 妹 で 職 員 と 生 計 を 一

に す る も の を い い 、 外 国 旅 行 に あ つ て は 職 員 の 配 偶 者 及 び 子 で 職 員 と 生 計 を 一 に す る も の を い

う 。

第 二 条 第 一 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

八 旅 行 役 務 提 供 者 旅 行 業 者 （ 旅 行 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ） 第 六 条 の 四 第 一

項 に 規 定 す る 旅 行 業 者 を い う 。 ） そ の 他 の 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 （ 以 下 「 人 事 委 員 会 規 則 」 と

議 案 第 二 十 号

石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
二
十
号

石
川
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 5石 川 県 公 報



石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
目 次 を 次 の よ う に 改 め る 。

目 次
第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 七 条 ）

第 二 章 旅 費 の 種 目 及 び 内 容

第 一 節 通 則 （ 第 八 条 ）

第 二 節 交 通 費 （ 第 九 条 ― 第 十 二 条 ）

第 三 節 宿 泊 費 等 （ 第 十 三 条 ― 第 十 五 条 ）

第 四 節 転 居 費 等 （ 第 十 六 条 ― 第 十 八 条 ）

第 五 節 そ の 他 の 種 目 （ 第 十 九 条 ― 第 二 十 一 条 ）

第 三 章 雑 則 （ 第 二 十 二 条 ― 第 二 十 八 条 ）

附 則
第 二 条 第 一 項 第 三 号 中 「 在 勤 庁 」 の 下 に 「 （ 任 命 権 者 若 し く は そ の 委 任 を 受 け た 者 又 は 旅 行 依 頼

若 し く は 要 求 を 行 う 他 の 機 関 （ 以 下 「 旅 行 命 令 権 者 」 と い う 。 ） が 認 め る 場 合 に は 、 そ の 住 所 、 居

所 そ の 他 旅 行 命 令 権 者 が 認 め る 場 所 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 五 号 中 「 若 し く は そ の 扶 養 親 族 」 を 削 り 、 「 遺

族 」 を 「 そ の 遺 族 」 に 、 「 根 拠 地 」 を 「 根 拠 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

六 家 族 内 国 旅 行 に あ つ て は 職 員 の 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同

様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父 母 及 び 兄 弟 姉 妹 で 職 員 と 生 計 を 一

に す る も の を い い 、 外 国 旅 行 に あ つ て は 職 員 の 配 偶 者 及 び 子 で 職 員 と 生 計 を 一 に す る も の を い

う 。

第 二 条 第 一 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

八 旅 行 役 務 提 供 者 旅 行 業 者 （ 旅 行 業 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ） 第 六 条 の 四 第 一

項 に 規 定 す る 旅 行 業 者 を い う 。 ） そ の 他 の 石 川 県 人 事 委 員 会 規 則 （ 以 下 「 人 事 委 員 会 規 則 」 と
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い う 。 ） で 定 め る 者 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 旅 行 業 者 等 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 県 と 旅 行 役 務 提

供 契 約 （ 旅 行 業 者 等 が 県 に 対 し て 旅 行 に 係 る 役 務 そ の 他 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を 旅 行

者 に 提 供 す る こ と を 約 し 、 か つ 、 県 が 当 該 旅 行 業 者 等 に 対 し て 当 該 旅 行 に 係 る 旅 費 に 相 当 す る

金 額 を 支 払 う こ と を 約 す る 契 約 を い う 。 次 条 第 七 項 に お い て 同 じ 。 ） を 締 結 し た も の を い う 。

九 職 務 の 級 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ） 第 三 条 第

一 項 第 一 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 に よ る 職 務 の 級 及 び 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け な い 者 に つ

い て は 任 命 権 者 が 知 事 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 相 当 す る 職 務 の 級 を い う 。

第 二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 を 削 る 。

第 三 条 第 二 項 中 「 職 員 又 は 」 を 「 職 員 、 そ の 配 偶 者 若 し く は 子 又 は 」 に 、 「 一 に 」 を 「 い ず れ か

に 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 職 員 の 」 の 下 に 「 本 邦 に あ る 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 中 「 出 張 の た め 」

を 「 、 外 国 の 在 勤 地 に お い て 退 職 等 と な り 、 一 定 の 期 間 内 に 本 邦 に 帰 住 し 、 又 は 出 張 若 し く は 赴 任

の た め の 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 出 張 の た め 」 を 「 、 外 国 の 在 勤 地 に お い て 死 亡 し 、 又 は 出 張 若

し く は 赴 任 の た め の 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

六 外 国 在 勤 の 職 員 が 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 当 該 職 員 の 外 国 に あ る 遺 族 （ 配 偶 者 及 び 子 に 限

る 。 ） が そ の 死 亡 の 日 の 翌 日 か ら 三 月 以 内 に そ の 居 住 地 を 出 発 し て 帰 住 し た と き は 、 当 該 遺 族

七 外 国 在 勤 の 職 員 の 配 偶 者 又 は 子 が 、 当 該 職 員 の 在 勤 地 に お い て 死 亡 し 、 又 は 第 十 八 条 第 一 項

第 二 号 イ 、 ロ 若 し く は ニ に 規 定 す る 場 合 に お け る 外 国 旅 行 中 に 死 亡 し た と き は 、 当 該 職 員

第 三 条 第 五 項 中 「 （ そ の 者 の 扶 養 親 族 の 旅 行 に つ い て 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に は 、

当 該 扶 養 親 族 を 含 む 。 以 下 本 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「 そ の 出 発 前 に 」 を 「 次 条 第 三 項 の 規 定

に よ り 」 に 、 「 を 変 更 （ 取 消 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） さ れ 」 を 「 の 変 更 （ 取 消 し を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ）

を 受 け 」 に 、 「 死 亡 し た 場 合 に お い て 」 を 「 死 亡 し た 場 合 そ の 他 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 に は 」

に 改 め 、 「 が あ る と き は 、 当 該 金 額 」 を 削 り 、 「 な つ た 」 を 「 な る 金 額 又 は 支 出 を 要 す る 」 に 、 「 人

事 委 員 会 が 」 を 「 人 事 委 員 会 規 則 で 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 交 通 機 関 の 事 故 又 は 」 を 削 り 、 「 人

事 委 員 会 が 」 を 「 人 事 委 員 会 規 則 で 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

７ 第 一 項 、 第 二 項 、 第 四 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 県 が 旅 行 役 務 提 供 契 約 に 基 づ き

旅 行 役 務 提 供 者 に 支 払 う べ き 金 額 が あ る と き は 、 こ れ ら の 項 に 規 定 す る 者 に 対 す る 旅 費 の 支 給 に

代 え て 、 当 該 旅 行 役 務 提 供 者 に 対 し 、 当 該 金 額 を 旅 費 に 相 当 す る も の と し て 支 払 う こ と が で き る 。

第 四 条 第 一 項 中 「 任 命 権 者 若 し く は そ の 委 任 を 受 け た 者 又 は 旅 行 依 頼 若 し く は 要 求 を 行 う 他 の 機

関 （ 以 下 「 旅 行 命 令 権 者 」 と い う 。 ） 」 を 「 旅 行 命 令 権 者 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 且 つ 」 を 「 か つ 」

に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 を 変 更 す る 必 要 」 を 「 の 変 更 を す る 必 要 」 に 、 「 第 五 条 第 一 項 」 を 「 次 条

第 一 項 」 に 、 「 基 き 、 こ れ を 変 更 」 を 「 基 づ き 、 そ の 変 更 を 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 及 び 第 五 項 を 次

の よ う に 改 め る 。

４ 旅 行 命 令 権 者 は 、 旅 行 命 令 等 を 発 し 、 又 は そ の 変 更 を す る に は 、 旅 行 命 令 簿 又 は 旅 行 依 頼 簿 若

し く は 旅 行 要 求 簿 （ 以 下 「 旅 行 命 令 簿 等 」 と い う 。 ） に 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 の 記 載 又 は
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い う 。 ） で 定 め る 者 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 旅 行 業 者 等 」 と い う 。 ） で あ つ て 、 県 と 旅 行 役 務 提

供 契 約 （ 旅 行 業 者 等 が 県 に 対 し て 旅 行 に 係 る 役 務 そ の 他 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を 旅 行

者 に 提 供 す る こ と を 約 し 、 か つ 、 県 が 当 該 旅 行 業 者 等 に 対 し て 当 該 旅 行 に 係 る 旅 費 に 相 当 す る

金 額 を 支 払 う こ と を 約 す る 契 約 を い う 。 次 条 第 七 項 に お い て 同 じ 。 ） を 締 結 し た も の を い う 。

九 職 務 の 級 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ） 第 三 条 第

一 項 第 一 号 に 規 定 す る 行 政 職 給 料 表 に よ る 職 務 の 級 及 び 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け な い 者 に つ

い て は 任 命 権 者 が 知 事 と 協 議 し て 定 め る こ れ に 相 当 す る 職 務 の 級 を い う 。

第 二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 を 削 る 。

第 三 条 第 二 項 中 「 職 員 又 は 」 を 「 職 員 、 そ の 配 偶 者 若 し く は 子 又 は 」 に 、 「 一 に 」 を 「 い ず れ か

に 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 職 員 の 」 の 下 に 「 本 邦 に あ る 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 中 「 出 張 の た め 」

を 「 、 外 国 の 在 勤 地 に お い て 退 職 等 と な り 、 一 定 の 期 間 内 に 本 邦 に 帰 住 し 、 又 は 出 張 若 し く は 赴 任

の た め の 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 出 張 の た め 」 を 「 、 外 国 の 在 勤 地 に お い て 死 亡 し 、 又 は 出 張 若

し く は 赴 任 の た め の 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

六 外 国 在 勤 の 職 員 が 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 当 該 職 員 の 外 国 に あ る 遺 族 （ 配 偶 者 及 び 子 に 限

る 。 ） が そ の 死 亡 の 日 の 翌 日 か ら 三 月 以 内 に そ の 居 住 地 を 出 発 し て 帰 住 し た と き は 、 当 該 遺 族

七 外 国 在 勤 の 職 員 の 配 偶 者 又 は 子 が 、 当 該 職 員 の 在 勤 地 に お い て 死 亡 し 、 又 は 第 十 八 条 第 一 項

第 二 号 イ 、 ロ 若 し く は ニ に 規 定 す る 場 合 に お け る 外 国 旅 行 中 に 死 亡 し た と き は 、 当 該 職 員

第 三 条 第 五 項 中 「 （ そ の 者 の 扶 養 親 族 の 旅 行 に つ い て 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に は 、

当 該 扶 養 親 族 を 含 む 。 以 下 本 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 「 そ の 出 発 前 に 」 を 「 次 条 第 三 項 の 規 定

に よ り 」 に 、 「 を 変 更 （ 取 消 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） さ れ 」 を 「 の 変 更 （ 取 消 し を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ）

を 受 け 」 に 、 「 死 亡 し た 場 合 に お い て 」 を 「 死 亡 し た 場 合 そ の 他 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 に は 」

に 改 め 、 「 が あ る と き は 、 当 該 金 額 」 を 削 り 、 「 な つ た 」 を 「 な る 金 額 又 は 支 出 を 要 す る 」 に 、 「 人

事 委 員 会 が 」 を 「 人 事 委 員 会 規 則 で 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 交 通 機 関 の 事 故 又 は 」 を 削 り 、 「 人

事 委 員 会 が 」 を 「 人 事 委 員 会 規 則 で 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

７ 第 一 項 、 第 二 項 、 第 四 項 及 び 第 五 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 県 が 旅 行 役 務 提 供 契 約 に 基 づ き

旅 行 役 務 提 供 者 に 支 払 う べ き 金 額 が あ る と き は 、 こ れ ら の 項 に 規 定 す る 者 に 対 す る 旅 費 の 支 給 に

代 え て 、 当 該 旅 行 役 務 提 供 者 に 対 し 、 当 該 金 額 を 旅 費 に 相 当 す る も の と し て 支 払 う こ と が で き る 。

第 四 条 第 一 項 中 「 任 命 権 者 若 し く は そ の 委 任 を 受 け た 者 又 は 旅 行 依 頼 若 し く は 要 求 を 行 う 他 の 機

関 （ 以 下 「 旅 行 命 令 権 者 」 と い う 。 ） 」 を 「 旅 行 命 令 権 者 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 且 つ 」 を 「 か つ 」

に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 を 変 更 す る 必 要 」 を 「 の 変 更 を す る 必 要 」 に 、 「 第 五 条 第 一 項 」 を 「 次 条

第 一 項 」 に 、 「 基 き 、 こ れ を 変 更 」 を 「 基 づ き 、 そ の 変 更 を 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 及 び 第 五 項 を 次

の よ う に 改 め る 。

４ 旅 行 命 令 権 者 は 、 旅 行 命 令 等 を 発 し 、 又 は そ の 変 更 を す る に は 、 旅 行 命 令 簿 又 は 旅 行 依 頼 簿 若

し く は 旅 行 要 求 簿 （ 以 下 「 旅 行 命 令 簿 等 」 と い う 。 ） に 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 の 記 載 又 は
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記 録 を し 、 当 該 事 項 を 当 該 旅 行 者 に 通 知 し て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 旅 行 命 令 簿 等 に 当 該

事 項 の 記 載 又 は 記 録 を す る い と ま が な い 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。

５ 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 旅 行 命 令 簿 等 に 記 載 又 は 記 録 を し な か つ た 場 合 に は 、 で き る だ け 速

や か に 旅 行 命 令 簿 等 に 同 項 に 定 め る 事 項 の 記 載 又 は 記 録 を し な け れ ば な ら な い 。

第 五 条 第 一 項 中 「 に よ つ て 変 更 さ れ た 」 を 「 の 規 定 に よ り 変 更 を 受 け た 」 に 、 「 本 条 」 を 「 こ の

条 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 す み や か に 」 を 「 速 や か に 」 に 改 め る 。

第 六 条 及 び 第 七 条 を 削 る 。

第 八 条 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 旅 費 の 計 算 ） 」 を 付 し 、 同 条 中 「 旅 費 は 」 の

下 に 「 、 旅 行 に 要 す る 実 費 を 弁 償 す る た め の も の と し て 次 章 に 定 め る 種 目 及 び 内 容 に 基 づ き 」 を 加

え 、 「 の 旅 費 に よ り 」 を 「 に よ つ て 」 に 改 め 、 同 条 た だ し 書 中 「 但 し 」 を 「 た だ し 」 に 、 「 よ つ て 旅

行 し 」 を 「 よ り 旅 行 し 」 に 改 め 、 同 条 を 第 六 条 と す る 。

第 九 条 か ら 第 十 三 条 ま で を 削 る 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 旅 費 の 支 出 」 を 「 旅 費 及 び 旅 費 に 相 当 す る 金 額 の 支 出 」 に 、 「 当 該 旅 行 者 」

を 「 旅 行 者 」 に 、 「 書 類 」 を 「 資 料 」 に 、 「 求 め る こ と が で き る 」 を 「 求 め る も の と す る 」 に 、 「 支

給 す る こ と が で き る 旅 費 額 」 を 「 支 給 に 係 る 旅 費 」 に 、 「 旅 費 は 」 を 「 金 額 は 」 に 改 め 、 同 条 第 二

項 中 「 提 示 」 を 「 通 知 」 に 、 「 書 類 」 を 「 資 料 」 に 、 「 旅 費 額 」 を 「 旅 費 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 は

前 項 」 を 「 は 、 前 項 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 書 類 」 を 「 資 料 」 に 、 「 及 び 前 項 」 を 「 、 第 五 項 」

に 改 め 、 「 給 与 の 種 類 」 の 下 に 「 並 び に 前 項 に 規 定 す る 請 求 書 及 び 必 要 な 資 料 の 種 類 、 記 載 事 項 又

は 記 録 事 項 そ の 他 の 必 要 な 事 項 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 五 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加

え 、 同 条 を 第 七 条 と す る 。

６ 支 出 担 当 者 等 は 、 旅 費 に 相 当 す る 金 額 の 支 払 を し よ う と す る 際 に 、 旅 行 役 務 提 供 者 に 対 し て 所

定 の 請 求 書 （ 当 該 請 求 書 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の

他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る

情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を 含 む 。 ） 及 び 必 要 な 資 料 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 必 要 な 資 料 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 提 出 が な か つ た と き は 、 そ の 支 払 に 係 る 旅

費 に 相 当 す る 金 額 の う ち そ の 資 料 の 提 出 が な か つ た た め 、 そ の 旅 費 に 相 当 す る 金 額 の 必 要 が 明 ら

か に さ れ な か つ た 部 分 の 金 額 の 支 払 を し な い 。

第 二 章 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 二 章 旅 費 の 種 目 及 び 内 容

第 一 節 通 則

（ 旅 費 の 種 目 及 び 内 容 ）

第 八 条 旅 費 の 種 目 は 、 鉄 道 費 、 船 賃 、 航 空 費 、 そ の 他 の 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 宿 泊 手 当 、

転 居 費 、 着 後 滞 在 費 、 家 族 移 転 費 、 渡 航 雑 費 、 死 亡 手 当 、 航 海 日 当 及 び 船 員 食 卓 料 と し 、 こ れ ら

の 内 容 に つ い て は 、 こ の 章 の 定 め る と こ ろ に よ る 。
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記 録 を し 、 当 該 事 項 を 当 該 旅 行 者 に 通 知 し て し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 旅 行 命 令 簿 等 に 当 該

事 項 の 記 載 又 は 記 録 を す る い と ま が な い 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。

５ 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 旅 行 命 令 簿 等 に 記 載 又 は 記 録 を し な か つ た 場 合 に は 、 で き る だ け 速

や か に 旅 行 命 令 簿 等 に 同 項 に 定 め る 事 項 の 記 載 又 は 記 録 を し な け れ ば な ら な い 。

第 五 条 第 一 項 中 「 に よ つ て 変 更 さ れ た 」 を 「 の 規 定 に よ り 変 更 を 受 け た 」 に 、 「 本 条 」 を 「 こ の

条 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 す み や か に 」 を 「 速 や か に 」 に 改 め る 。

第 六 条 及 び 第 七 条 を 削 る 。

第 八 条 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 旅 費 の 計 算 ） 」 を 付 し 、 同 条 中 「 旅 費 は 」 の

下 に 「 、 旅 行 に 要 す る 実 費 を 弁 償 す る た め の も の と し て 次 章 に 定 め る 種 目 及 び 内 容 に 基 づ き 」 を 加

え 、 「 の 旅 費 に よ り 」 を 「 に よ つ て 」 に 改 め 、 同 条 た だ し 書 中 「 但 し 」 を 「 た だ し 」 に 、 「 よ つ て 旅

行 し 」 を 「 よ り 旅 行 し 」 に 改 め 、 同 条 を 第 六 条 と す る 。

第 九 条 か ら 第 十 三 条 ま で を 削 る 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 旅 費 の 支 出 」 を 「 旅 費 及 び 旅 費 に 相 当 す る 金 額 の 支 出 」 に 、 「 当 該 旅 行 者 」

を 「 旅 行 者 」 に 、 「 書 類 」 を 「 資 料 」 に 、 「 求 め る こ と が で き る 」 を 「 求 め る も の と す る 」 に 、 「 支

給 す る こ と が で き る 旅 費 額 」 を 「 支 給 に 係 る 旅 費 」 に 、 「 旅 費 は 」 を 「 金 額 は 」 に 改 め 、 同 条 第 二

項 中 「 提 示 」 を 「 通 知 」 に 、 「 書 類 」 を 「 資 料 」 に 、 「 旅 費 額 」 を 「 旅 費 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 は

前 項 」 を 「 は 、 前 項 」 に 改 め 、 同 条 第 六 項 中 「 書 類 」 を 「 資 料 」 に 、 「 及 び 前 項 」 を 「 、 第 五 項 」

に 改 め 、 「 給 与 の 種 類 」 の 下 に 「 並 び に 前 項 に 規 定 す る 請 求 書 及 び 必 要 な 資 料 の 種 類 、 記 載 事 項 又

は 記 録 事 項 そ の 他 の 必 要 な 事 項 」 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 七 項 と し 、 同 条 第 五 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加

え 、 同 条 を 第 七 条 と す る 。

６ 支 出 担 当 者 等 は 、 旅 費 に 相 当 す る 金 額 の 支 払 を し よ う と す る 際 に 、 旅 行 役 務 提 供 者 に 対 し て 所

定 の 請 求 書 （ 当 該 請 求 書 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の

他 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ つ て 、 電 子 計 算 機 に よ る

情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を 含 む 。 ） 及 び 必 要 な 資 料 の 提 出 を 求 め る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 必 要 な 資 料 の 全 部 又 は 一 部 に つ い て 提 出 が な か つ た と き は 、 そ の 支 払 に 係 る 旅

費 に 相 当 す る 金 額 の う ち そ の 資 料 の 提 出 が な か つ た た め 、 そ の 旅 費 に 相 当 す る 金 額 の 必 要 が 明 ら

か に さ れ な か つ た 部 分 の 金 額 の 支 払 を し な い 。

第 二 章 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 二 章 旅 費 の 種 目 及 び 内 容

第 一 節 通 則

（ 旅 費 の 種 目 及 び 内 容 ）

第 八 条 旅 費 の 種 目 は 、 鉄 道 費 、 船 賃 、 航 空 費 、 そ の 他 の 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 宿 泊 手 当 、

転 居 費 、 着 後 滞 在 費 、 家 族 移 転 費 、 渡 航 雑 費 、 死 亡 手 当 、 航 海 日 当 及 び 船 員 食 卓 料 と し 、 こ れ ら

の 内 容 に つ い て は 、 こ の 章 の 定 め る と こ ろ に よ る 。
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第 二 節 交 通 費

（ 鉄 道 賃 ）

第 九 条 鉄 道 賃 は 、 鉄 道 （ 鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 六 十 一 年 法 律 第 九 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 鉄

道 事 業 の 用 に 供 す る 鉄 道 及 び 軌 道 法 （ 大 正 十 年 法 律 第 七 十 六 号 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 軌 道 、

外 国 に お け る こ れ ら に 相 当 す る も の そ の 他 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を い う 。 次 項 及 び 第 十 二

条 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 二 号 か ら

第 六 号 ま で に 掲 げ る 費 用 は 、 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払 う も の で あ つ て 、 公 務 の た め

特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。

一 運 賃

二 急 行 料 金

三 寝 台 料 金

四 座 席 指 定 料 金

五 特 別 車 両 料 金 （ 知 事 及 び 副 知 事 に 限 る 。 ）

六 前 各 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用

２ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 内 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 鉄 道

に よ り 移 動 す る と き は 最 下 級 （ 知 事 及 び 副 知 事 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 ） 、 外 国 旅 行 の 場 合

で あ つ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 鉄 道 に よ り 移 動 す る と き は 最 上 級 （ 等 級 が 三 以 上 に 区 分 さ れ た

鉄 道 に よ り 職 務 の 級 が 九 級 以 下 の 者 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 ） の 運 賃 の 額 と

す る 。

（ 船 賃 ）

第 十 条 船 賃 は 、 船 舶 （ 海 上 運 送 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 七 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 船

舶 運 航 事 業 の 用 に 供 す る 船 舶 、 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の そ の 他 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

も の を い う 。 次 項 及 び 第 十 二 条 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、

次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 費 用 は 、 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払

う も の で あ つ て 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。

一 運 賃

二 寝 台 料 金

三 座 席 指 定 料 金

四 特 別 船 室 料 金 （ 知 事 及 び 副 知 事 に 限 る 。 ）

五 前 各 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用

２ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 内 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 船 舶

に よ り 移 動 す る と き は 最 下 級 （ 知 事 及 び 副 知 事 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 ） 、 外 国 旅 行 の 場 合

で あ つ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 船 舶 に よ り 移 動 す る と き は 最 上 級 （ 等 級 が 三 以 上 に 区 分 さ れ た

船 舶 に よ り 職 務 の 級 が 九 級 以 下 の 者 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 ） の 運 賃 の 額 と
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第 二 節 交 通 費

（ 鉄 道 賃 ）

第 九 条 鉄 道 賃 は 、 鉄 道 （ 鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 六 十 一 年 法 律 第 九 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 鉄

道 事 業 の 用 に 供 す る 鉄 道 及 び 軌 道 法 （ 大 正 十 年 法 律 第 七 十 六 号 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 軌 道 、

外 国 に お け る こ れ ら に 相 当 す る も の そ の 他 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の を い う 。 次 項 及 び 第 十 二

条 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 二 号 か ら

第 六 号 ま で に 掲 げ る 費 用 は 、 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払 う も の で あ つ て 、 公 務 の た め

特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。

一 運 賃

二 急 行 料 金

三 寝 台 料 金

四 座 席 指 定 料 金

五 特 別 車 両 料 金 （ 知 事 及 び 副 知 事 に 限 る 。 ）

六 前 各 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用

２ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 内 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 鉄 道

に よ り 移 動 す る と き は 最 下 級 （ 知 事 及 び 副 知 事 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 ） 、 外 国 旅 行 の 場 合

で あ つ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 鉄 道 に よ り 移 動 す る と き は 最 上 級 （ 等 級 が 三 以 上 に 区 分 さ れ た

鉄 道 に よ り 職 務 の 級 が 九 級 以 下 の 者 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 ） の 運 賃 の 額 と

す る 。

（ 船 賃 ）

第 十 条 船 賃 は 、 船 舶 （ 海 上 運 送 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 八 十 七 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 船

舶 運 航 事 業 の 用 に 供 す る 船 舶 、 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の そ の 他 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

も の を い う 。 次 項 及 び 第 十 二 条 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、

次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 費 用 は 、 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払

う も の で あ つ て 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。

一 運 賃

二 寝 台 料 金

三 座 席 指 定 料 金

四 特 別 船 室 料 金 （ 知 事 及 び 副 知 事 に 限 る 。 ）

五 前 各 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用

２ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 内 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 船 舶

に よ り 移 動 す る と き は 最 下 級 （ 知 事 及 び 副 知 事 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 ） 、 外 国 旅 行 の 場 合

で あ つ て 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 船 舶 に よ り 移 動 す る と き は 最 上 級 （ 等 級 が 三 以 上 に 区 分 さ れ た

船 舶 に よ り 職 務 の 級 が 九 級 以 下 の 者 が 移 動 す る 場 合 に は 、 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 ） の 運 賃 の 額 と
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す る 。

（ 航 空 賃 ）

第 十 一 条 航 空 賃 は 、 航 空 機 （ 航 空 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 一 号 ） 第 二 条 第 十 八 項 に 規 定

す る 航 空 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 航 空 機 、 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の そ の 他 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る も の を い う 。 次 項 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額

は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 費 用 は 、 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払

う も の で あ つ て 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。

一 運 賃

二 座 席 指 定 料 金

三 前 二 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用

２ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 航 空 機 に よ り 移 動 す る 場 合 に

は 、 最 下 級 の 運 賃 の 額 と す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 内 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 、 知 事 及 び 副 知 事 が 移 動 す る と き 最 上 級 の 運 賃 の 額

二 外 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 、 知 事 及 び 副 知 事 が 移 動 す る と き 並 び に 職 務 の 級 が 五 級 以 上 の 者 が

長 時 間 に わ た る 移 動 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の （ 次 号 に お い て 「 特 定 航 空 移 動 」 と い

う 。 ） を す る と き （ 同 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 最 上 級 の 運 賃 の 額

三 外 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 、 運 賃 の 等 級 が 三 以 上 に 区 分 さ れ た 航 空 機 に よ り 知 事 、 副 知 事 及 び

職 務 の 級 が 七 級 以 上 の 者 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 限 る 。 ） が 移 動 す る と き 並 び に 職 務 の

級 が 七 級 の 者 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 を 除 く 。 ） 及 び 職 務 の 級 が 六 級 又 は 五 級 の 者 が 特 定

航 空 移 動 を す る と き 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 の 運 賃 の 額

四 外 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 、 職 務 の 級 が 四 級 以 下 の 者 が 著 し く 長 時 間 に わ た る 移 動 と し て 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る も の を す る と き 最 下 級 の 直 近 上 位 の 級 の 運 賃 の 額

（ そ の 他 の 交 通 費 ）

第 十 二 条 そ の 他 の 交 通 費 は 、 鉄 道 、 船 舶 及 び 航 空 機 以 外 を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の

額 は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 費 用 は 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の

に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。

一 道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 ） 第 三 条 第 一 号 イ に 掲 げ る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車

運 送 事 業 （ 路 線 を 定 め て 定 期 に 運 行 す る 自 動 車 に よ り 乗 合 旅 客 の 運 送 を 行 う も の に 限 る 。 ） の

用 に 供 す る 自 動 車 （ 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 運 賃

二 道 路 運 送 法 第 三 条 第 一 号 ハ に 掲 げ る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 外 国

に お け る こ れ に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） そ の 他 の 旅 客 を 運 送 す る 交 通 手 段 （ 前 号 に 規 定 す る 自

動 車 を 除 く 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 運 賃

三 前 二 号 に 掲 げ る 運 賃 以 外 の 費 用 で あ つ て 、 道 路 運 送 法 第 八 十 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 業 と し

て 有 償 で 貸 し 渡 す 自 家 用 自 動 車 （ 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） の 賃 料 そ の 他 の
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す る 。

（ 航 空 賃 ）

第 十 一 条 航 空 賃 は 、 航 空 機 （ 航 空 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 二 百 三 十 一 号 ） 第 二 条 第 十 八 項 に 規 定

す る 航 空 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 航 空 機 、 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の そ の 他 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る も の を い う 。 次 項 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額

は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 費 用 は 、 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 に 加 え て 別 に 支 払

う も の で あ つ て 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。

一 運 賃

二 座 席 指 定 料 金

三 前 二 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用

２ 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 運 賃 の 額 の 上 限 は 、 運 賃 の 等 級 が 区 分 さ れ た 航 空 機 に よ り 移 動 す る 場 合 に

は 、 最 下 級 の 運 賃 の 額 と す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 内 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 、 知 事 及 び 副 知 事 が 移 動 す る と き 最 上 級 の 運 賃 の 額

二 外 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 、 知 事 及 び 副 知 事 が 移 動 す る と き 並 び に 職 務 の 級 が 五 級 以 上 の 者 が

長 時 間 に わ た る 移 動 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の （ 次 号 に お い て 「 特 定 航 空 移 動 」 と い

う 。 ） を す る と き （ 同 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） 最 上 級 の 運 賃 の 額

三 外 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 、 運 賃 の 等 級 が 三 以 上 に 区 分 さ れ た 航 空 機 に よ り 知 事 、 副 知 事 及 び

職 務 の 級 が 七 級 以 上 の 者 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 限 る 。 ） が 移 動 す る と き 並 び に 職 務 の

級 が 七 級 の 者 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 を 除 く 。 ） 及 び 職 務 の 級 が 六 級 又 は 五 級 の 者 が 特 定

航 空 移 動 を す る と き 最 上 級 の 直 近 下 位 の 級 の 運 賃 の 額

四 外 国 旅 行 の 場 合 で あ つ て 、 職 務 の 級 が 四 級 以 下 の 者 が 著 し く 長 時 間 に わ た る 移 動 と し て 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る も の を す る と き 最 下 級 の 直 近 上 位 の 級 の 運 賃 の 額

（ そ の 他 の 交 通 費 ）

第 十 二 条 そ の 他 の 交 通 費 は 、 鉄 道 、 船 舶 及 び 航 空 機 以 外 を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の

額 は 、 次 に 掲 げ る 費 用 （ 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で に 掲 げ る 費 用 は 、 公 務 の た め 特 に 必 要 と す る も の

に 限 る 。 ） の 額 の 合 計 額 と す る 。

一 道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 ） 第 三 条 第 一 号 イ に 掲 げ る 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車

運 送 事 業 （ 路 線 を 定 め て 定 期 に 運 行 す る 自 動 車 に よ り 乗 合 旅 客 の 運 送 を 行 う も の に 限 る 。 ） の

用 に 供 す る 自 動 車 （ 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 運 賃

二 道 路 運 送 法 第 三 条 第 一 号 ハ に 掲 げ る 一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の 用 に 供 す る 自 動 車 （ 外 国

に お け る こ れ に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） そ の 他 の 旅 客 を 運 送 す る 交 通 手 段 （ 前 号 に 規 定 す る 自

動 車 を 除 く 。 ） を 利 用 す る 移 動 に 要 す る 運 賃

三 前 二 号 に 掲 げ る 運 賃 以 外 の 費 用 で あ つ て 、 道 路 運 送 法 第 八 十 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け て 業 と し

て 有 償 で 貸 し 渡 す 自 家 用 自 動 車 （ 外 国 に お け る こ れ に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） の 賃 料 そ の 他 の
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移 動 に 直 接 要 す る 費 用 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

四 私 有 車 に よ り 旅 行 す る 場 合 （ 職 員 に あ つ て は 、 旅 行 命 令 権 者 の 承 認 を 受 け た 場 合 に 限 る 。 ）

に 要 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 費 用

五 前 各 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用

第 三 節 宿 泊 費 等

（ 宿 泊 費 ）

第 十 三 条 宿 泊 費 は 、 旅 行 中 の 宿 泊 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 地 域 の 実 情 及 び 旅 行 者 の 職 務 を

勘 案 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 （ 知 事 及 び 副 知 事 に あ つ て は 、 知 事 が 定 め る 額 。 次 条 に お い

て 「 宿 泊 費 基 準 額 」 と い う 。 ） と す る 。 た だ し 、 当 該 宿 泊 に 係 る 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 と し て 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 当 該 宿 泊 に 要 す る 費 用 の 額 と す る 。

（ 包 括 宿 泊 費 ）

第 十 四 条 包 括 宿 泊 費 は 、 移 動 及 び 宿 泊 に 対 す る 一 体 の 対 価 と し て 支 払 わ れ る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、

当 該 移 動 に 係 る 前 節 の 規 定 に よ る 交 通 費 の 額 及 び 当 該 宿 泊 に 係 る 宿 泊 費 基 準 額 の 合 計 額 と す る 。

（ 宿 泊 手 当 ）

第 十 五 条 宿 泊 手 当 は 、 宿 泊 を 伴 う 旅 行 に 必 要 な 諸 雑 費 に 充 て る た め の 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 通 常

要 す る 費 用 の 額 を 勘 案 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 一 夜 当 た り の 定 額 と す る 。

第 四 節 転 居 費 等

（ 転 居 費 ）

第 十 六 条 転 居 費 は 、 赴 任 に 伴 う 転 居 に 要 す る 費 用 （ 第 十 八 条 第 一 項 第 一 号 イ 若 し く は ロ 又 は 同 項

第 二 号 イ 若 し く は ロ に 規 定 す る 場 合 の 家 族 の 転 居 に 要 す る 費 用 を 含 む 。 ） と し 、 そ の 額 は 、 転 居

の 実 態 を 勘 案 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 算 定 さ れ る 額 と す る 。

（ 着 後 滞 在 費 ）

第 十 七 条 着 後 滞 在 費 は 、 赴 任 に 伴 う 転 居 に 必 要 な 滞 在 に 係 る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 内 国 旅 行 に あ

つ て は 五 夜 分 を 、 外 国 旅 行 に あ つ て は 十 夜 分 を 限 度 と し て 、 現 に 宿 泊 し た 夜 数 に 係 る 宿 泊 費 及 び

宿 泊 手 当 の 合 計 額 に 相 当 す る 額 と す る 。

（ 家 族 移 転 費 ）

第 十 八 条 家 族 移 転 費 は 、 赴 任 に 伴 う 家 族 の 移 転 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 額 と す

る 。
一 内 国 旅 行 に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 額

イ 赴 任 の 際 家 族 （ 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日 に お い て 同 居 し て い る 者 に 限 る 。 以 下 こ の イ 及 び ロ 並

び に 次 号 イ か ら ハ ま で に お い て 同 じ 。 ） を 職 員 の 新 居 住 地 に 移 転 す る 場 合 に は 、 家 族 一 人 ご

と に 、 職 員 が そ の 移 転 を す る も の と し て 算 定 し た 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 宿 泊 手 当 及

び 着 後 滞 在 費 の 合 計 額 に 相 当 す る 額

ロ イ に 規 定 す る 場 合 に 該 当 せ ず 、 か つ 、 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日 の 翌 日 か ら 一 年 以 内 に 家 族 を 職
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移 動 に 直 接 要 す る 費 用 （ 次 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

四 私 有 車 に よ り 旅 行 す る 場 合 （ 職 員 に あ つ て は 、 旅 行 命 令 権 者 の 承 認 を 受 け た 場 合 に 限 る 。 ）

に 要 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 費 用

五 前 各 号 に 掲 げ る 費 用 に 付 随 す る 費 用

第 三 節 宿 泊 費 等

（ 宿 泊 費 ）

第 十 三 条 宿 泊 費 は 、 旅 行 中 の 宿 泊 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 地 域 の 実 情 及 び 旅 行 者 の 職 務 を

勘 案 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 （ 知 事 及 び 副 知 事 に あ つ て は 、 知 事 が 定 め る 額 。 次 条 に お い

て 「 宿 泊 費 基 準 額 」 と い う 。 ） と す る 。 た だ し 、 当 該 宿 泊 に 係 る 特 別 な 事 情 が あ る 場 合 と し て 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 当 該 宿 泊 に 要 す る 費 用 の 額 と す る 。

（ 包 括 宿 泊 費 ）

第 十 四 条 包 括 宿 泊 費 は 、 移 動 及 び 宿 泊 に 対 す る 一 体 の 対 価 と し て 支 払 わ れ る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、

当 該 移 動 に 係 る 前 節 の 規 定 に よ る 交 通 費 の 額 及 び 当 該 宿 泊 に 係 る 宿 泊 費 基 準 額 の 合 計 額 と す る 。

（ 宿 泊 手 当 ）

第 十 五 条 宿 泊 手 当 は 、 宿 泊 を 伴 う 旅 行 に 必 要 な 諸 雑 費 に 充 て る た め の 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 通 常

要 す る 費 用 の 額 を 勘 案 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 一 夜 当 た り の 定 額 と す る 。

第 四 節 転 居 費 等

（ 転 居 費 ）

第 十 六 条 転 居 費 は 、 赴 任 に 伴 う 転 居 に 要 す る 費 用 （ 第 十 八 条 第 一 項 第 一 号 イ 若 し く は ロ 又 は 同 項

第 二 号 イ 若 し く は ロ に 規 定 す る 場 合 の 家 族 の 転 居 に 要 す る 費 用 を 含 む 。 ） と し 、 そ の 額 は 、 転 居

の 実 態 を 勘 案 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 方 法 に よ り 算 定 さ れ る 額 と す る 。

（ 着 後 滞 在 費 ）

第 十 七 条 着 後 滞 在 費 は 、 赴 任 に 伴 う 転 居 に 必 要 な 滞 在 に 係 る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 内 国 旅 行 に あ

つ て は 五 夜 分 を 、 外 国 旅 行 に あ つ て は 十 夜 分 を 限 度 と し て 、 現 に 宿 泊 し た 夜 数 に 係 る 宿 泊 費 及 び

宿 泊 手 当 の 合 計 額 に 相 当 す る 額 と す る 。

（ 家 族 移 転 費 ）

第 十 八 条 家 族 移 転 費 は 、 赴 任 に 伴 う 家 族 の 移 転 に 要 す る 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 次 に 掲 げ る 額 と す

る 。
一 内 国 旅 行 に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 額

イ 赴 任 の 際 家 族 （ 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日 に お い て 同 居 し て い る 者 に 限 る 。 以 下 こ の イ 及 び ロ 並

び に 次 号 イ か ら ハ ま で に お い て 同 じ 。 ） を 職 員 の 新 居 住 地 に 移 転 す る 場 合 に は 、 家 族 一 人 ご

と に 、 職 員 が そ の 移 転 を す る も の と し て 算 定 し た 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 宿 泊 手 当 及

び 着 後 滞 在 費 の 合 計 額 に 相 当 す る 額

ロ イ に 規 定 す る 場 合 に 該 当 せ ず 、 か つ 、 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日 の 翌 日 か ら 一 年 以 内 に 家 族 を 職
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員 の 居 住 地 （ 赴 任 後 家 族 を 移 転 す る ま で の 間 に 更 に 赴 任 が あ つ た 場 合 に は 、 当 該 赴 任 後 に お

け る 職 員 の 新 居 住 地 ） に 移 転 す る 場 合 に は 、 イ の 規 定 に 準 じ て 算 定 し た 額

二 外 国 旅 行 に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 額

イ 赴 任 の 際 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け 、 家 族 を 職 員 の 新 居 住 地 に 移 転 す る 場 合 に は 、 家 族 一 人 ご

と に 、 職 員 が そ の 移 転 を す る も の と し て 算 定 し た 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 宿 泊 手 当 、

着 後 滞 在 費 及 び 渡 航 雑 費 の 合 計 額 に 相 当 す る 額

ロ イ に 規 定 す る 場 合 に 該 当 せ ず 、 か つ 、 赴 任 後 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け 、 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日

の 翌 日 か ら 一 年 以 内 に 家 族 を 職 員 の 居 住 地 （ 赴 任 後 家 族 を 移 転 す る ま で の 間 に 更 に 赴 任 が あ

つ た 場 合 に は 、 当 該 赴 任 後 に お け る 職 員 の 新 居 住 地 ） に 移 転 す る 場 合 に は 、 イ の 規 定 に 準 じ

て 算 定 し た 額

ハ イ に 規 定 す る 場 合 に 該 当 せ ず 、 か つ 、 本 邦 か ら 外 国 に 赴 任 後 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け 、 赴 任

を 命 ぜ ら れ た 日 の 翌 日 か ら 一 年 以 内 に 家 族 を 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日 に お け る 居 住 地 か ら 本 邦 内

の 他 の 地 に 移 転 す る 場 合 に は 、 前 号 イ の 規 定 に 準 じ て 算 定 し た 額

ニ 外 国 に 赴 任 後 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け 、 家 族 （ イ 又 は ロ に 規 定 す る 許 可 を 受 け 移 転 し た 者 で

あ つ て 同 居 し て い る も の に 限 る 。 ） を 本 邦 に 移 転 す る 場 合 に は 、 イ の 規 定 に 準 じ て 算 定 し た

額

２ 旅 行 命 令 権 者 は 、 公 務 上 の 必 要 又 は 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に は 、 前 項 第 一 号

ロ 又 は 第 二 号 ロ 若 し く は ハ に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

第 五 節 そ の 他 の 種 目

（ 渡 航 雑 費 ）

第 十 九 条 渡 航 雑 費 は 、 外 国 旅 行 に 要 す る 雑 費 と し 、 そ の 額 は 、 予 防 接 種 に 係 る 費 用 、 旅 券 の 交 付

手 数 料 及 び 査 証 手 数 料 、 外 貨 交 換 手 数 料 並 び に 入 出 国 税 そ の 他 外 国 旅 行 に 必 要 な も の と し て 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 費 用 の 額 と す る 。

（ 死 亡 手 当 ）

第 二 十 条 死 亡 手 当 は 、 職 員 又 は そ の 配 偶 者 若 し く は 子 の 外 国 に お け る 死 亡 （ 第 三 条 第 二 項 第 五 号

又 は 第 七 号 に 規 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） に 伴 う 諸 雑 費 に 充 て る た め の 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 通 常 要

す る 費 用 の 額 を 勘 案 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 定 額 と す る 。

（ 航 海 日 当 及 び 船 員 食 卓 料 ）

第 二 十 一 条 航 海 日 当 及 び 船 員 食 卓 料 は 、 漁 業 取 締 り 、 漁 業 調 査 指 導 等 の た め 船 舶 （ 船 員 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 百 号 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 船 舶 を い う 。 ） に 乗 船 す る 職 員 に 対 す る 旅 費 と し 、

そ の 支 給 を 受 け る 者 の 範 囲 、 額 、 支 給 条 件 及 び 支 給 方 法 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

第 三 章 を 削 る 。

第 四 十 条 第 一 項 中 「 公 用 の 交 通 機 関 、 宿 泊 施 設 等 を 利 用 し て 旅 行 し た 」 を 「 県 以 外 の 者 か ら 旅 費

の 支 給 を 受 け る 」 に 、 「 そ の 他 当 該 」 を 「 そ の 他 」 に 、 「 又 は 当 該 」 を 「 又 は 」 に 、 「 場 合 に は 、 」 を
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員 の 居 住 地 （ 赴 任 後 家 族 を 移 転 す る ま で の 間 に 更 に 赴 任 が あ つ た 場 合 に は 、 当 該 赴 任 後 に お

け る 職 員 の 新 居 住 地 ） に 移 転 す る 場 合 に は 、 イ の 規 定 に 準 じ て 算 定 し た 額

二 外 国 旅 行 に あ つ て は 、 次 に 掲 げ る 額

イ 赴 任 の 際 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け 、 家 族 を 職 員 の 新 居 住 地 に 移 転 す る 場 合 に は 、 家 族 一 人 ご

と に 、 職 員 が そ の 移 転 を す る も の と し て 算 定 し た 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 宿 泊 手 当 、

着 後 滞 在 費 及 び 渡 航 雑 費 の 合 計 額 に 相 当 す る 額

ロ イ に 規 定 す る 場 合 に 該 当 せ ず 、 か つ 、 赴 任 後 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け 、 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日

の 翌 日 か ら 一 年 以 内 に 家 族 を 職 員 の 居 住 地 （ 赴 任 後 家 族 を 移 転 す る ま で の 間 に 更 に 赴 任 が あ

つ た 場 合 に は 、 当 該 赴 任 後 に お け る 職 員 の 新 居 住 地 ） に 移 転 す る 場 合 に は 、 イ の 規 定 に 準 じ

て 算 定 し た 額

ハ イ に 規 定 す る 場 合 に 該 当 せ ず 、 か つ 、 本 邦 か ら 外 国 に 赴 任 後 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け 、 赴 任

を 命 ぜ ら れ た 日 の 翌 日 か ら 一 年 以 内 に 家 族 を 赴 任 を 命 ぜ ら れ た 日 に お け る 居 住 地 か ら 本 邦 内

の 他 の 地 に 移 転 す る 場 合 に は 、 前 号 イ の 規 定 に 準 じ て 算 定 し た 額

ニ 外 国 に 赴 任 後 任 命 権 者 の 許 可 を 受 け 、 家 族 （ イ 又 は ロ に 規 定 す る 許 可 を 受 け 移 転 し た 者 で

あ つ て 同 居 し て い る も の に 限 る 。 ） を 本 邦 に 移 転 す る 場 合 に は 、 イ の 規 定 に 準 じ て 算 定 し た

額

２ 旅 行 命 令 権 者 は 、 公 務 上 の 必 要 又 は 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に は 、 前 項 第 一 号

ロ 又 は 第 二 号 ロ 若 し く は ハ に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

第 五 節 そ の 他 の 種 目

（ 渡 航 雑 費 ）

第 十 九 条 渡 航 雑 費 は 、 外 国 旅 行 に 要 す る 雑 費 と し 、 そ の 額 は 、 予 防 接 種 に 係 る 費 用 、 旅 券 の 交 付

手 数 料 及 び 査 証 手 数 料 、 外 貨 交 換 手 数 料 並 び に 入 出 国 税 そ の 他 外 国 旅 行 に 必 要 な も の と し て 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 費 用 の 額 と す る 。

（ 死 亡 手 当 ）

第 二 十 条 死 亡 手 当 は 、 職 員 又 は そ の 配 偶 者 若 し く は 子 の 外 国 に お け る 死 亡 （ 第 三 条 第 二 項 第 五 号

又 は 第 七 号 に 規 定 す る 場 合 に 限 る 。 ） に 伴 う 諸 雑 費 に 充 て る た め の 費 用 と し 、 そ の 額 は 、 通 常 要

す る 費 用 の 額 を 勘 案 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 定 額 と す る 。

（ 航 海 日 当 及 び 船 員 食 卓 料 ）

第 二 十 一 条 航 海 日 当 及 び 船 員 食 卓 料 は 、 漁 業 取 締 り 、 漁 業 調 査 指 導 等 の た め 船 舶 （ 船 員 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 百 号 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 船 舶 を い う 。 ） に 乗 船 す る 職 員 に 対 す る 旅 費 と し 、

そ の 支 給 を 受 け る 者 の 範 囲 、 額 、 支 給 条 件 及 び 支 給 方 法 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

第 三 章 を 削 る 。

第 四 十 条 第 一 項 中 「 公 用 の 交 通 機 関 、 宿 泊 施 設 等 を 利 用 し て 旅 行 し た 」 を 「 県 以 外 の 者 か ら 旅 費

の 支 給 を 受 け る 」 に 、 「 そ の 他 当 該 」 を 「 そ の 他 」 に 、 「 又 は 当 該 」 を 「 又 は 」 に 、 「 場 合 に は 、 」 を
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「 場 合 に は 」 に 、 「 こ え た 」 を 「 超 え た 」 に 、 「 こ え る 」 を 「 超 え る 」 に 改 め 、 第 四 章 中 同 条 を 第 二

十 四 条 と し 、 同 条 の 前 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 退 職 者 等 の 旅 費 ）

第 二 十 二 条 第 三 条 第 二 項 第 一 号 又 は 第 四 号 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 退 職 等 の 日 の 翌 日 か ら

三 月 以 内 に お け る 当 該 退 職 等 に 伴 う 旅 行 又 は 本 邦 へ の 帰 住 に つ い て 、 出 張 又 は 赴 任 の 例 に 準 じ て

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の と す る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 退 職 等 と な つ た 職 員 が 家 族 を 移 転 す る と き は 、 同 項 に 規 定 す る 旅 費 に 、

転 居 費 の う ち 家 族 の 転 居 に 要 す る 費 用 及 び 家 族 移 転 費 に 相 当 す る も の を 加 え る も の と す る 。

３ 任 命 権 者 は 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に は 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る

こ と が で き る 。

（ 遺 族 等 の 旅 費 ）

第 二 十 三 条 第 三 条 第 二 項 第 二 号 、 第 三 号 又 は 第 五 号 か ら 第 七 号 ま で の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 （ 死

亡 手 当 に 係 る も の を 除 く 。 ） は 、 出 張 又 は 赴 任 の 例 に 準 じ て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の と す る 。

第 四 十 一 条 第 一 項 中 「 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 号 ） 」 を 削 り 、 同 条 を 第 二 十 六 条 と し 、 同 条 の 前 に

次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 旅 費 の 支 給 額 の 上 限 ）

第 二 十 五 条 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 （ 家 族 移 転 費 の う ち こ れ ら に 相 当 す る 部 分

を 含 む 。 ） に 係 る 旅 費 の 支 給 額 は 、 第 九 条 第 一 項 各 号 、 第 十 条 第 一 項 各 号 、 第 十 一 条 第 一 項 各 号

及 び 第 十 二 条 各 号 に 掲 げ る 各 費 用 に つ い て 、 第 六 条 及 び 第 九 条 か ら 第 十 二 条 ま で の 規 定 に よ り 計

算 し た 額 と 現 に 支 払 つ た 額 を 比 較 し 、 当 該 各 費 用 ご と の い ず れ か 少 な い 額 を 合 計 し た 額 と す る 。

２ 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 転 居 費 、 着 後 滞 在 費 （ 宿 泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） 、 家 族 移 転 費 （ 宿

泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び 渡 航 雑 費 に 係 る 旅 費 の 支 給 額 は 、 当 該 各 種 目 に つ い て 第 六

条 、 第 十 三 条 、 第 十 四 条 、 第 十 六 条 、 第 十 七 条 、 第 十 八 条 第 一 項 及 び 第 十 九 条 の 規 定 に よ り 計 算

し た 額 と 現 に 支 払 つ た 額 を 比 較 し 、 当 該 各 種 目 ご と の い ず れ か 少 な い 額 を 合 計 し た 額 と す る 。

第 四 十 二 条 の 見 出 し を 「 （ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ） 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 八 条 と し 、 同 条 の 前

に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 旅 費 の 返 納 ）

第 二 十 七 条 支 出 担 当 者 等 は 、 旅 行 者 又 は 旅 行 役 務 提 供 者 が こ の 条 例 又 は こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会

規 則 の 規 定 若 し く は こ れ に 基 づ き 任 命 権 者 が 定 め る 事 項 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 又 は 旅 費 に 相 当 す

る 金 額 の 支 払 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 旅 費 又 は 当 該 金 額 を 返 納 さ せ な け れ ば な ら な い 。

２ 旅 行 者 が こ の 条 例 又 は こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 の 規 定 若 し く は こ れ に 基 づ き 任 命 権 者 が 定

め る 事 項 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 を 受 け た 場 合 に は 、 支 出 担 当 者 等 は 、 前 項 に 規 定 す る 返 納 に 代 え

て 、 当 該 支 出 担 当 者 等 が そ の 後 に お い て そ の 者 に 対 し 支 出 し 、 又 は 支 払 う 給 与 又 は 旅 費 の 額 か ら 、

当 該 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を 差 し 引 く こ と が で き る 。
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（ １２ ）
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「 場 合 に は 」 に 、 「 こ え た 」 を 「 超 え た 」 に 、 「 こ え る 」 を 「 超 え る 」 に 改 め 、 第 四 章 中 同 条 を 第 二

十 四 条 と し 、 同 条 の 前 に 次 の 二 条 を 加 え る 。

（ 退 職 者 等 の 旅 費 ）

第 二 十 二 条 第 三 条 第 二 項 第 一 号 又 は 第 四 号 の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 は 、 退 職 等 の 日 の 翌 日 か ら

三 月 以 内 に お け る 当 該 退 職 等 に 伴 う 旅 行 又 は 本 邦 へ の 帰 住 に つ い て 、 出 張 又 は 赴 任 の 例 に 準 じ て

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の と す る 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 退 職 等 と な つ た 職 員 が 家 族 を 移 転 す る と き は 、 同 項 に 規 定 す る 旅 費 に 、

転 居 費 の う ち 家 族 の 転 居 に 要 す る 費 用 及 び 家 族 移 転 費 に 相 当 す る も の を 加 え る も の と す る 。

３ 任 命 権 者 は 、 天 災 そ の 他 や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 に は 、 第 一 項 に 規 定 す る 期 間 を 延 長 す る

こ と が で き る 。

（ 遺 族 等 の 旅 費 ）

第 二 十 三 条 第 三 条 第 二 項 第 二 号 、 第 三 号 又 は 第 五 号 か ら 第 七 号 ま で の 規 定 に よ り 支 給 す る 旅 費 （ 死

亡 手 当 に 係 る も の を 除 く 。 ） は 、 出 張 又 は 赴 任 の 例 に 準 じ て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の と す る 。

第 四 十 一 条 第 一 項 中 「 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 号 ） 」 を 削 り 、 同 条 を 第 二 十 六 条 と し 、 同 条 の 前 に

次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 旅 費 の 支 給 額 の 上 限 ）

第 二 十 五 条 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 及 び そ の 他 の 交 通 費 （ 家 族 移 転 費 の う ち こ れ ら に 相 当 す る 部 分

を 含 む 。 ） に 係 る 旅 費 の 支 給 額 は 、 第 九 条 第 一 項 各 号 、 第 十 条 第 一 項 各 号 、 第 十 一 条 第 一 項 各 号

及 び 第 十 二 条 各 号 に 掲 げ る 各 費 用 に つ い て 、 第 六 条 及 び 第 九 条 か ら 第 十 二 条 ま で の 規 定 に よ り 計

算 し た 額 と 現 に 支 払 つ た 額 を 比 較 し 、 当 該 各 費 用 ご と の い ず れ か 少 な い 額 を 合 計 し た 額 と す る 。

２ 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 、 転 居 費 、 着 後 滞 在 費 （ 宿 泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） 、 家 族 移 転 費 （ 宿

泊 手 当 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） 及 び 渡 航 雑 費 に 係 る 旅 費 の 支 給 額 は 、 当 該 各 種 目 に つ い て 第 六

条 、 第 十 三 条 、 第 十 四 条 、 第 十 六 条 、 第 十 七 条 、 第 十 八 条 第 一 項 及 び 第 十 九 条 の 規 定 に よ り 計 算

し た 額 と 現 に 支 払 つ た 額 を 比 較 し 、 当 該 各 種 目 ご と の い ず れ か 少 な い 額 を 合 計 し た 額 と す る 。

第 四 十 二 条 の 見 出 し を 「 （ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ） 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 八 条 と し 、 同 条 の 前

に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 旅 費 の 返 納 ）

第 二 十 七 条 支 出 担 当 者 等 は 、 旅 行 者 又 は 旅 行 役 務 提 供 者 が こ の 条 例 又 は こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会

規 則 の 規 定 若 し く は こ れ に 基 づ き 任 命 権 者 が 定 め る 事 項 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 又 は 旅 費 に 相 当 す

る 金 額 の 支 払 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 旅 費 又 は 当 該 金 額 を 返 納 さ せ な け れ ば な ら な い 。

２ 旅 行 者 が こ の 条 例 又 は こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 の 規 定 若 し く は こ れ に 基 づ き 任 命 権 者 が 定

め る 事 項 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 を 受 け た 場 合 に は 、 支 出 担 当 者 等 は 、 前 項 に 規 定 す る 返 納 に 代 え

て 、 当 該 支 出 担 当 者 等 が そ の 後 に お い て そ の 者 に 対 し 支 出 し 、 又 は 支 払 う 給 与 又 は 旅 費 の 額 か ら 、

当 該 旅 費 に 相 当 す る 金 額 を 差 し 引 く こ と が で き る 。
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（ １２ ）

３ 前 項 に 規 定 す る 給 与 の 種 類 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

第 四 章 を 第 三 章 と す る 。

附 則 第 三 項 を 削 る 。

別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 こ の

条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 出 発 す る 旅 行 に つ い

て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 出 発 し た 旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 改 正 後 の 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 退 職 （ 免 職 を 含 む 。 ） 、 失 職 若 し く は 休 職 （ 以

下 こ の 項 に お い て 「 退 職 等 」 と い う 。 ） と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日

前 に 退 職 等 と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 改 正 後 の 条 例 第 三 条 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 は 、 こ れ ら の 項 に 規 定 す る 者 が 同 条 第 一 項 、 第 二

項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て 適 用 し 、 改 正 前 の 条 例

第 三 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 改 正 後 の 条 例 第 二 十 七 条 の 規 定 は 、 改 正 後 の 条 例 又 は こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 の 規 定 若 し

く は こ れ に 基 づ き 任 命 権 者 が 定 め る 事 項 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 を 受 け た 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

（ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ）

６ 附 則 第 二 項 か ら 前 項 ま で に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

（ 石 川 県 建 築 審 査 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）

７ 石 川 県 建 築 審 査 会 設 置 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 九 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 費 用 弁 償 は 、 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 、 そ の 他 の 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 及 び 宿 泊 手 当 と

し 、 そ の 額 は 、 そ の 都 度 相 当 と 認 め る 職 員 の 出 張 の 例 に 準 じ て 計 算 し た 額 と す る 。

第 十 条 中 「 石 川 県 職 員 旅 費 支 給 規 程 」 を 「 石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石

川 県 条 例 第 四 号 ） 」 に 改 め る 。

（ 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

８ 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 五 十 二

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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（ １３ ）
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　 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

３ 前 項 に 規 定 す る 給 与 の 種 類 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

第 四 章 を 第 三 章 と す る 。

附 則 第 三 項 を 削 る 。

別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 こ の

条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 出 発 す る 旅 行 に つ い

て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 出 発 し た 旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 改 正 後 の 条 例 第 三 条 第 二 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 退 職 （ 免 職 を 含 む 。 ） 、 失 職 若 し く は 休 職 （ 以

下 こ の 項 に お い て 「 退 職 等 」 と い う 。 ） と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て 適 用 し 、 施 行 日

前 に 退 職 等 と な っ た 場 合 又 は 死 亡 し た 場 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

４ 改 正 後 の 条 例 第 三 条 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 は 、 こ れ ら の 項 に 規 定 す る 者 が 同 条 第 一 項 、 第 二

項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て 適 用 し 、 改 正 前 の 条 例

第 三 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ り 旅 費 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 場 合 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

５ 改 正 後 の 条 例 第 二 十 七 条 の 規 定 は 、 改 正 後 の 条 例 又 は こ れ に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 の 規 定 若 し

く は こ れ に 基 づ き 任 命 権 者 が 定 め る 事 項 に 違 反 し て 旅 費 の 支 給 を 受 け た 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

（ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ）

６ 附 則 第 二 項 か ら 前 項 ま で に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 経 過 措 置 は 、 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

（ 石 川 県 建 築 審 査 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 ）

７ 石 川 県 建 築 審 査 会 設 置 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 石 川 県 条 例 第 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 九 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 費 用 弁 償 は 、 鉄 道 賃 、 船 賃 、 航 空 賃 、 そ の 他 の 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包 括 宿 泊 費 及 び 宿 泊 手 当 と

し 、 そ の 額 は 、 そ の 都 度 相 当 と 認 め る 職 員 の 出 張 の 例 に 準 じ て 計 算 し た 額 と す る 。

第 十 条 中 「 石 川 県 職 員 旅 費 支 給 規 程 」 を 「 石 川 県 職 員 等 の 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石

川 県 条 例 第 四 号 ） 」 に 改 め る 。

（ 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

８ 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 五 十 二

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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（ １３ ）

第 五 条 第 一 項 中 「 第 三 条 第 四 項 中 「 当 該 職 員 の 」 を 「 第 二 条 第 三 号 、 第 十 八 条 第 一 項 第 二 号 、

第 二 十 二 条 第 三 項 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 六 条 並 び に 第 二 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 」 に 、 「 第

四 条 第 一 項 、 第 十 七 条 第 二 項 、 第 二 十 五 条 、 第 三 十 条 第 五 項 、 第 四 十 条 及 び 第 四 十 一 条 中 「 」 を

「 第 三 条 第 四 項 中 「 当 該 職 員 の 」 に 改 め る 。

（ 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）

９ 前 項 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 教 育 長 の 給 与 、 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 第 五 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 改 正 後 の 条 例 第 二 十 七 条 の 規 定 は 、 改 正 後 の 条 例 又 は こ れ

に 基 づ く 人 事 委 員 会 規 則 の 規 定 若 し く は こ れ に 基 づ き 教 育 委 員 会 が 定 め る 事 項 に 違 反 し て 旅 費 の

支 給 を 受 け た 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

（ 実 費 弁 償 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 選 挙 長 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

１０ 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 車 賃 、 日 当 及 び 宿 泊 料 」 を 「 航 空 賃 、 そ の 他 の 交 通 費 、 宿 泊 費 、 包

括 宿 泊 費 及 び 宿 泊 手 当 」 に 改 め る 。

一 実 費 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 号 ） 第 二 条

二 石 川 県 選 挙 長 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 条 例 第 三 十 三 号 ） 第

三 条

（ ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 の 一 部 改 正 ）

１１ ふ る さ と 石 川 の 環 境 を 守 り 育 て る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 三 十 五 条 第 一 項 中 「 車 賃 、 日 当 、 宿 泊 料 」 を 「 航 空 賃 、 そ の 他 の 交 通 費 、 宿 泊 費 、 宿 泊 手 当 」

に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 車 賃 、 日 当 又 は 宿 泊 料 」 を 「 航 空 賃 、 そ の 他 の 交 通 費 、 宿 泊 費 又 は 宿 泊

手 当 」 に 改 め る 。

提 案 理 由

国 家 公 務 員 等 の 旅 費 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 改 正 を 踏 ま え 、 本 県 の 旅 費 制 度 に つ い て こ れ に 準 じ た

見 直 し を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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石 川 県 条 例 第 三 号

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 四 条 第 七 項 中 「 次 項 に 規 定 す る 五 十 五 歳 以 上 の 職 員 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 」 を 「 次

項 各 号 に 掲 げ る 」 に 、 「 行 政 職 給 料 表 」 を 「 医 療 職 給 料 表 ㈡ 」 に 、 「 及 び 同 表 以 外 の 各 給 料 表 の 適

用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 」 を 「 の う ち 」 に 改 め 、 同 条 第 八 項

中 「 五 十 五 歳 以 上 の 職 員 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 」 に 改 め 、 同 項

に 次 の 各 号 を 加 え る 。

一 五 十 五 歳 以 上 の 職 員 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 （ 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。 ）

二 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各

給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 職 員

第 九 条 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 扶 養 手 当 ） 」 を 付 し 、 同 条 第 一 項 た だ し 書

中 「 次 項 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で 」 を 「 次 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で 」 に 、 「 以 下 「 扶 養

親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 」 を 「 以 下 「 扶 養 親 族 た る 父 母 等 」 に 改 め 、 「 （ 以 下 「 行 政 九 級 職 員 等 」

と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 第 一 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 一 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で を

一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 条 第 三 項 中 「 扶 養 親 族 た る 配 偶 者 、 父 母 等 」 を 「 前 項 第 一 号 に 該 当 す る 扶

養 親 族 （ 次 項 に お い て 「 扶 養 親 族 た る 子 」 と い う 。 ） に つ い て は 一 人 に つ き 一 万 三 千 円 、 扶 養 親

族 た る 父 母 等 」 に 改 め 、 「 （ 以 下 「 行 政 八 級 職 員 等 」 と い う 。 ） 」 及 び 「 、 前 項 第 二 号 に 該 当 す る 扶

養 親 族 （ 以 下 「 扶 養 親 族 た る 子 」 と い う 。 ） に つ い て は 一 人 に つ き 一 万 円 」 を 削 り 、 同 条 第 四 項

中 「 （ 以 下 「 特 定 期 間 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 「 特 定 期 間 に 」 を 「 当 該 期 間 に 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の

一 項 を 加 え る 。

５ 前 各 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 扶 養 親 族 の 数 の 変 更 に 伴 う 支 給 額 の 改 定 そ の 他 扶 養 手 当 の 支

給 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

議 案 第 二 十 一 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ １５ ）

第 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 削 除

第 十 条 の 二 第 二 項 第 三 号 中 「 百 分 の 十 五 」 を 「 百 分 の 十 二 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 百 分 の 十

二 」 を 「 百 分 の 八 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 百 分 の 十 」 を 「 百 分 の 四 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 及 び

第 七 号 を 削 る 。

第 十 条 の 四 第 一 項 本 文 中 「 か ら 二 年 」 を 「 か ら 三 年 」 に 改 め 、 「 異 動 等 後 の 支 給 割 合 （ 」 の 下

に 「 第 十 条 の 二 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 変 更 に よ り 、 」 を 加 え 、 「 改 定 さ れ た 場 合

に あ つ て は 、 当 該 改 定 後 」 を 「 変 更 さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 当 該 変 更 後 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書

中 「 か ら 二 年 」 を 「 か ら 三 年 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 改 定 さ れ た 」 を 「 第 十 条 の 二 第 三 項 の 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 変 更 に よ り 当 該 異 動 等 の 日 の 前 日 の 異 動 等 前 の 支 給 割 合 を 超 え た 」

に 改 め 、 「 次 号 」 の 下 に 「 及 び 第 三 号 」 を 加 え 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 当 該 異 動 等 の 日 か ら 同 日 以 後 三 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 （ 前 二 号 に 掲 げ る 期 間 を 除 く 。 ）

異 動 等 前 の 支 給 割 合 に 百 分 の 六 十 を 乗 じ て 得 た 割 合

第 十 条 の 四 第 二 項 中 「 者 が 、 」 を 「 者 か ら 」 に 、 「 な り 」 を 「 な つ た 者 又 は 前 項 に 規 定 す る 異 動

等 に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の が あ つ た 者 が 」 に 改 め る 。

第 十 条 の 五 第 一 項 第 二 号 中 「 配 偶 者 」 の 下 に 「 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情

に あ る 者 を 含 む 。 同 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 十 条 の 六 第 三 項 中 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家 公 務 員 又 は そ の 業 務 が 県 の 事 務 若 し く は 事

業 と 密 接 な 関 連 を 有 す る 法 人 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 使 用 さ れ る 者 か ら 引 き 続 き 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な り 、 こ れ 」 を 「 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た こ と 」 に

改 め 、 「 （ 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 に 限 る 。 ） 」 を 削 る 。

第 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 勤 務 し た 」 を 「 勤 務 を し た 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 週 休 日 等 以 外 の

日 の 午 前 零 時 か ら 」 を 「 午 後 十 時 か ら 翌 日 の 」 に 改 め 、 「 の 間 」 の 下 に 「 （ 週 休 日 等 に 含 ま れ る 時

間 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 「 勤 務 し た 」 を 「 勤 務 を し た 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 に 定 め る 額 」 の 下

に 「 （ 前 二 項 に 規 定 す る 勤 務 に 従 事 す る 時 間 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 勤 務 を し た 職 員

に あ つ て は 、 そ の 額 に 百 分 の 百 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 一 号 中 「 （ 当 該 勤 務 に 従 事

す る 時 間 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 勤 務 を し た 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 に 百 分 の 百 五

十 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 削 る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 で あ つ て 国 家 公 務 員 の 寒 冷 地 手 当 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二

百 号 。 以 下 「 寒 冷 地 手 当 法 」 と い う 。 ） 別 表 に 掲 げ る 地 域 又 は 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 区 域 に 居

住 す る も の 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 の 表 備 考 中 「 寒 冷 地 手 当 法 別 表 」 を 「 国 家 公 務 員 の 寒 冷 地 手 当

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 号 ） 別 表 」 に 改 め る 。

第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 一 号 中 「 ま た は 有 料 の 道 路 （ 以 下 こ の 項 か ら 第 三 項 ま で 」 を 「 又 は 有

料 の 道 路 （ 以 下 こ の 条 」 に 、 「 ま た は 料 金 」 を 「 又 は 料 金 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 以 下
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第 十 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 十 条 削 除

第 十 条 の 二 第 二 項 第 三 号 中 「 百 分 の 十 五 」 を 「 百 分 の 十 二 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 百 分 の 十

二 」 を 「 百 分 の 八 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 百 分 の 十 」 を 「 百 分 の 四 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号 及 び

第 七 号 を 削 る 。

第 十 条 の 四 第 一 項 本 文 中 「 か ら 二 年 」 を 「 か ら 三 年 」 に 改 め 、 「 異 動 等 後 の 支 給 割 合 （ 」 の 下

に 「 第 十 条 の 二 第 三 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 変 更 に よ り 、 」 を 加 え 、 「 改 定 さ れ た 場 合

に あ つ て は 、 当 該 改 定 後 」 を 「 変 更 さ れ た 場 合 に あ つ て は 、 当 該 変 更 後 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書

中 「 か ら 二 年 」 を 「 か ら 三 年 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 中 「 改 定 さ れ た 」 を 「 第 十 条 の 二 第 三 項 の 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 変 更 に よ り 当 該 異 動 等 の 日 の 前 日 の 異 動 等 前 の 支 給 割 合 を 超 え た 」

に 改 め 、 「 次 号 」 の 下 に 「 及 び 第 三 号 」 を 加 え 、 同 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

三 当 該 異 動 等 の 日 か ら 同 日 以 後 三 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 （ 前 二 号 に 掲 げ る 期 間 を 除 く 。 ）

異 動 等 前 の 支 給 割 合 に 百 分 の 六 十 を 乗 じ て 得 た 割 合

第 十 条 の 四 第 二 項 中 「 者 が 、 」 を 「 者 か ら 」 に 、 「 な り 」 を 「 な つ た 者 又 は 前 項 に 規 定 す る 異 動

等 に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の が あ つ た 者 が 」 に 改 め る 。

第 十 条 の 五 第 一 項 第 二 号 中 「 配 偶 者 」 の 下 に 「 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情

に あ る 者 を 含 む 。 同 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 十 条 の 六 第 三 項 中 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家 公 務 員 又 は そ の 業 務 が 県 の 事 務 若 し く は 事

業 と 密 接 な 関 連 を 有 す る 法 人 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 使 用 さ れ る 者 か ら 引 き 続 き 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な り 、 こ れ 」 を 「 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な つ た こ と 」 に

改 め 、 「 （ 任 用 の 事 情 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 に 限 る 。 ） 」 を 削 る 。

第 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 勤 務 し た 」 を 「 勤 務 を し た 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 週 休 日 等 以 外 の

日 の 午 前 零 時 か ら 」 を 「 午 後 十 時 か ら 翌 日 の 」 に 改 め 、 「 の 間 」 の 下 に 「 （ 週 休 日 等 に 含 ま れ る 時

間 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 「 勤 務 し た 」 を 「 勤 務 を し た 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 に 定 め る 額 」 の 下

に 「 （ 前 二 項 に 規 定 す る 勤 務 に 従 事 す る 時 間 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 勤 務 を し た 職 員

に あ つ て は 、 そ の 額 に 百 分 の 百 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 一 号 中 「 （ 当 該 勤 務 に 従 事

す る 時 間 等 を 考 慮 し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 勤 務 を し た 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 に 百 分 の 百 五

十 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 削 る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 で あ つ て 国 家 公 務 員 の 寒 冷 地 手 当 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二

百 号 。 以 下 「 寒 冷 地 手 当 法 」 と い う 。 ） 別 表 に 掲 げ る 地 域 又 は 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 区 域 に 居

住 す る も の 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 の 表 備 考 中 「 寒 冷 地 手 当 法 別 表 」 を 「 国 家 公 務 員 の 寒 冷 地 手 当

に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 号 ） 別 表 」 に 改 め る 。

第 二 十 二 条 の 六 第 一 項 第 一 号 中 「 ま た は 有 料 の 道 路 （ 以 下 こ の 項 か ら 第 三 項 ま で 」 を 「 又 は 有

料 の 道 路 （ 以 下 こ の 条 」 に 、 「 ま た は 料 金 」 を 「 又 は 料 金 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中 「 以 下
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こ の 号 及 び 次 項 」 を 「 次 項 及 び 第 五 項 」 に 、 「 い う 。 ） 。 」 を 「 い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 号 た だ し 書 を 削

り 、 同 項 第 三 号 中 「 （ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 前 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 が 六 万 円 を 超 え

る と き は 、 当 該 職 員 の 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 六 万 円

に 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 （ 第 一 号 及 び 次 項 」 を 「 （ 第

一 号 、 次 項 及 び 第 五 項 」 に 改 め 、 「 で そ の 利 用 が 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 基 準 に 照 ら し て 通 勤 事

情 の 改 善 に 相 当 程 度 資 す る も の で あ る と 認 め ら れ る も の 」 を 削 り 、 同 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め

る 。
一 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 に 係 る 通 勤 手 当 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 当 該 職 員 の 支 給 単 位 期 間 の 通 勤 に 要 す る 特 別 料 金 等 の 額

に 相 当 す る 額 （ 第 五 項 に お い て 「 特 別 料 金 等 相 当 額 」 と い う 。 ）

第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 中 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家 公 務 員 又 は そ の 業 務 が 県 の 事 務 若 し く

は 事 業 と 密 接 な 関 連 を 有 す る 法 人 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 使 用 さ れ る 者 か ら 引 き 続

き 」 を 「 新 た に 」 に 改 め 、 「 で そ の 利 用 が 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 基 準 に 照 ら し て 通 勤 事 情 の 改

善 に 相 当 程 度 資 す る も の で あ る と 認 め ら れ る も の 」 を 削 る 。

第 二 十 二 条 の 六 中 第 八 項 を 第 九 項 と し 、 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 四 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 運 賃 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 交 通 機 関 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お

い て は 、 そ の 合 計 額 ） 、 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額 及 び 特 別 料 金 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の

月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 新 幹 線 鉄 道 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 合 計 額 ） の 合 計 額 が 十

五 万 円 を 超 え る 職 員 の 通 勤 手 当 の 額 は 、 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 職 員 の 通 勤 手 当 に 係

る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 十 五 万 円 に 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を 乗

じ て 得 た 額 と す る 。

第 二 十 二 条 の 七 中 「 か ら 第 十 条 ま で 、 第 十 条 の 三 か ら 第 十 条 の 五 ま で 、 第 十 一 条 の 二 か ら 第 十

一 条 の 五 ま で 及 び 第 二 十 一 条 」 を 「 及 び 第 九 条 」 に 改 め る 。

第 二 十 三 条 の 見 出 し 中 「 扶 養 手 当 等 」 を 「 管 理 職 手 当 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 、 扶 養 手 当 」 を 削

る 。
別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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こ の 号 及 び 次 項 」 を 「 次 項 及 び 第 五 項 」 に 、 「 い う 。 ） 。 」 を 「 い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 号 た だ し 書 を 削

り 、 同 項 第 三 号 中 「 （ 一 箇 月 当 た り の 運 賃 等 相 当 額 及 び 前 号 に 定 め る 額 の 合 計 額 が 六 万 円 を 超 え

る と き は 、 当 該 職 員 の 通 勤 手 当 に 係 る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 六 万 円

に 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 ） 」 を 削 り 、 同 条 第 三 項 中 「 （ 第 一 号 及 び 次 項 」 を 「 （ 第

一 号 、 次 項 及 び 第 五 項 」 に 改 め 、 「 で そ の 利 用 が 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 基 準 に 照 ら し て 通 勤 事

情 の 改 善 に 相 当 程 度 資 す る も の で あ る と 認 め ら れ る も の 」 を 削 り 、 同 項 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め

る 。
一 新 幹 線 鉄 道 等 の 利 用 に 係 る 特 別 料 金 等 に 係 る 通 勤 手 当 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 当 該 職 員 の 支 給 単 位 期 間 の 通 勤 に 要 す る 特 別 料 金 等 の 額

に 相 当 す る 額 （ 第 五 項 に お い て 「 特 別 料 金 等 相 当 額 」 と い う 。 ）

第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 中 「 職 員 以 外 の 地 方 公 務 員 、 国 家 公 務 員 又 は そ の 業 務 が 県 の 事 務 若 し く

は 事 業 と 密 接 な 関 連 を 有 す る 法 人 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の に 使 用 さ れ る 者 か ら 引 き 続

き 」 を 「 新 た に 」 に 改 め 、 「 で そ の 利 用 が 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 基 準 に 照 ら し て 通 勤 事 情 の 改

善 に 相 当 程 度 資 す る も の で あ る と 認 め ら れ る も の 」 を 削 る 。

第 二 十 二 条 の 六 中 第 八 項 を 第 九 項 と し 、 第 五 項 か ら 第 七 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 四 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

５ 運 賃 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の 月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 交 通 機 関 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お

い て は 、 そ の 合 計 額 ） 、 第 二 項 第 二 号 に 定 め る 額 及 び 特 別 料 金 等 相 当 額 を そ の 支 給 単 位 期 間 の

月 数 で 除 し て 得 た 額 （ 新 幹 線 鉄 道 等 が 二 以 上 あ る 場 合 に お い て は 、 そ の 合 計 額 ） の 合 計 額 が 十

五 万 円 を 超 え る 職 員 の 通 勤 手 当 の 額 は 、 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 職 員 の 通 勤 手 当 に 係

る 支 給 単 位 期 間 の う ち 最 も 長 い 支 給 単 位 期 間 に つ き 、 十 五 万 円 に 当 該 支 給 単 位 期 間 の 月 数 を 乗

じ て 得 た 額 と す る 。

第 二 十 二 条 の 七 中 「 か ら 第 十 条 ま で 、 第 十 条 の 三 か ら 第 十 条 の 五 ま で 、 第 十 一 条 の 二 か ら 第 十

一 条 の 五 ま で 及 び 第 二 十 一 条 」 を 「 及 び 第 九 条 」 に 改 め る 。

第 二 十 三 条 の 見 出 し 中 「 扶 養 手 当 等 」 を 「 管 理 職 手 当 等 」 に 改 め 、 同 条 中 「 、 扶 養 手 当 」 を 削

る 。
別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。
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別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

行
政

職
給

料
表

職
員
の
区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
１

１８
３，
９０
０

２３
０，
６０
０

２６
５，
９０
０

２９
９，
５０
０

３２
２，
１０
０

３５
６，
１０
０

４０
９，
３０
０

４５
９，
４０
０

５１
１，
４０
０

２
１８
５，
００
０

２３
２，
１０
０

２６
６，
９０
０

３０
１，
００
０

３２
３，
９０
０

３５
７，
８０
０

４１
１，
２０
０

４６
４，
９０
０

５１
８，
３０
０

３
１８
６，
２０
０

２３
３，
６０
０

２６
７，
９０
０

３０
２，
５０
０

３２
５，
７０
０

３５
９，
４０
０

４１
３，
１０
０

４６
９，
９０
０

５２
３，
６０
０

４
１８
７，
３０
０

２３
５，
１０
０

２６
８，
９０
０

３０
３，
９０
０

３２
７，
４０
０

３６
１，
００
０

４１
４，
９０
０

４７
４，
６０
０

５２
７，
９０
０

５
１８
８，
５０
０

２３
６，
６０
０

２６
９，
９０
０

３０
５，
３０
０

３２
９，
１０
０

３６
２，
６０
０

４１
６，
７０
０

４７
８，
６０
０

５３
１，
４０
０

６
１９
０，
２０
０

２３
８，
１０
０

２７
０，
９０
０

３０
６，
４０
０

３３
０，
８０
０

３６
４，
４０
０

４１
８，
５０
０

４８
２，
２０
０

５３
４，
７０
０

７
１９
１，
８０
０

２３
９，
６０
０

２７
２，
００
０

３０
７，
４０
０

３３
２，
５０
０

３６
５，
９０
０

４２
０，
３０
０

４８
５，
２０
０

５３
７，
７０
０

８
１９
３，
４０
０

２４
１，
１０
０

２７
３，
００
０

３０
８，
６０
０

３３
４，
２０
０

３６
７，
５０
０

４２
２，
１０
０

４８
７，
７０
０

５４
０，
２０
０

９
１９
５，
００
０

２４
２，
６０
０

２７
４，
００
０

３０
９，
８０
０

３３
５，
８０
０

３６
８，
９０
０

４２
３，
７０
０

４８
９，
７０
０

５４
２，
２０
０

１０
１９
６ ，
７０
０

２４
４，
００
０

２７
５，
００
０

３１
１，
４０
０

３３
７，
５０
０

３７
０，
５０
０

４２
５，
２０
０

１１
１９
８ ，
３０
０

２４
５，
４０
０

２７
６，
００
０

３１
３，
００
０

３３
９，
２０
０

３７
２，
１０
０

４２
６，
７０
０

１２
１９
９ ，
９０
０

２４
６，
８０
０

２７
７，
１０
０

３１
４，
７０
０

３４
０，
８０
０

３７
３，
６０
０

４２
８，
２０
０

１３
２０
１，
５０
０

２４
８，
００
０

２７
８，
１０
０

３１
６，
２０
０

３４
２，
３０
０

３７
５，
５０
０

４２
９，
７０
０

１４
２０
３ ，
２０
０

２４
９，
２０
０

２７
９，
４０
０

３１
７，
８０
０

３４
３，
９０
０

３７
７，
４０
０

４３
１，
００
０

１５
２０
４ ，
９０
０

２５
０，
４０
０

２８
０，
７０
０

３１
９，
４０
０

３４
５，
５０
０

３７
９，
３０
０

４３
２，
３０
０

１６
２０
６ ，
６０
０

２５
１，
６０
０

２８
１，
９０
０

３２
１，
００
０

３４
７，
００
０

３８
１，
１０
０

４３
３，
５０
０

１７
２０
７，
９０
０

２５
２，
７０
０

２８
３，
２０
０

３２
２，
５０
０

３４
８，
４０
０

３８
２，
６０
０

４３
４，
７０
０

１８
２０
９ ，
５０
０

２５
３，
８０
０

２８
４，
５０
０

３２
４，
２０
０

３５
０，
１０
０

３８
４，
４０
０

４３
６，
００
０

１９
２１
１ ，
１０
０

２５
４，
９０
０

２８
５，
７０
０

３２
５，
８０
０

３５
１，
７０
０

３８
６，
１０
０

４３
７，
３０
０

２０
２１
２ ，
６０
０

２５
６，
００
０

２８
６，
９０
０

３２
７，
４０
０

３５
３，
３０
０

３８
７，
７０
０

４３
８，
６０
０

２１
２１
４，
１０
０

２５
７，
００
０

２８
８，
００
０

３２
８，
８０
０

３５
４，
５０
０

３８
９，
４０
０

４３
９，
８０
０

２２
２１
５ ，
７０
０

２５
８，
００
０

２８
９，
２０
０

３３
０，
５０
０

３５
６，
１０
０

３９
０，
８０
０

４４
０，
６０
０

２３
２１
７ ，
３０
０

２５
９，
００
０

２９
０，
５０
０

３３
２，
２０
０

３５
７，
６０
０

３９
２，
２０
０

４４
１，
４０
０

２４
２１
８ ，
９０
０

２６
０，
００
０

２９
１，
８０
０

３３
３，
８０
０

３５
９，
１０
０

３９
３，
６０
０

４４
２，
２０
０

２５
２２
０，
５０
０

２６
１，
００
０

２９
３，
１０
０

３３
５，
００
０

３６
０，
８０
０

３９
５，
００
０

４４
２，
８０
０

２６
２２
２ ，
２０
０

２６
１，
９０
０

２９
４，
１０
０

３３
６，
９０
０

３６
２，
６０
０

３９
６，
２０
０

４４
３，
４０
０

２７
２２
３ ，
５０
０

２６
２，
８０
０

２９
５，
１０
０

３３
８，
６０
０

３６
４，
３０
０

３９
７，
５０
０

４４
４，
００
０

２８
２２
４ ，
８０
０

２６
３，
７０
０

２９
６，
２０
０

３４
０，
２０
０

３６
６，
００
０

３９
８，
５０
０

４４
４，
６０
０

２９
２２
６，
１０
０

２６
４，
５０
０

２９
７，
３０
０

３４
１，
７０
０

３６
７，
４０
０

３９
９，
６０
０

４４
５，
３０
０

３０
２２
７ ，
２０
０

２６
５，
３０
０

２９
８，
５０
０

３４
３，
３０
０

３６
８，
７０
０

４０
０，
８０
０

４４
６，
１０
０

３１
２２
８ ，
３０
０

２６
６，
１０
０

２９
９，
６０
０

３４
４，
９０
０

３６
９，
９０
０

４０
１，
９０
０

４４
６，
５０
０

３２
２２
９ ，
４０
０

２６
６，
９０
０

３０
０，
８０
０

３４
６，
５０
０

３７
１，
３０
０

４０
３，
００
０

４４
７，
２０
０

３３
２３
０，
６０
０

２６
７，
６０
０

３０
２，
００
０

３４
８，
２０
０

３７
２，
４０
０

４０
３，
７０
０

４４
７，
７０
０

３４
２３
１ ，
７０
０

２６
８，
４０
０

３０
３，
３０
０

３５
０，
００
０

３７
３，
３０
０

４０
４，
４０
０

４４
８，
１０
０

３５
２３
２ ，
８０
０

２６
９，
２０
０

３０
４，
６０
０

３５
１，
８０
０

３７
４，
３０
０

４０
５，
１０
０

４４
８，
５０
０

３６
２３
３ ，
９０
０

２６
９，
９０
０

３０
５，
９０
０

３５
３，
６０
０

３７
５，
４０
０

４０
５，
８０
０

４４
８，
９０
０
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３７
２３
５，
００
０

２７
０，
６０
０

３０
７，
２０
０

３５
５，
２０
０

３７
６，
２０
０

４０
６，
４０
０

４４
９，
３０
０

３８
２３
６ ，
００
０

２７
１，
４０
０

３０
８，
５０
０

３５
６，
６０
０

３７
７，
１０
０

４０
７，
００
０

４４
９，
７０
０

３９
２３
７ ，
００
０

２７
２，
３０
０

３０
９，
８０
０

３５
８，
００
０

３７
８，
００
０

４０
７，
５０
０

４５
０，
１０
０

４０
２３
７ ，
９０
０

２７
３，
００
０

３１
１，
１０
０

３５
９，
４０
０

３７
８，
８０
０

４０
７，
９０
０

４５
０，
４０
０

４１
２３
８，
８０
０

２７
３，
７０
０

３１
２，
４０
０

３６
０，
９０
０

３７
９，
６０
０

４０
８，
３０
０

４５
０，
７０
０

４２
２３
９ ，
７０
０

２７
４，
５０
０

３１
３，
８０
０

３６
１，
７０
０

３８
０，
４０
０

４０
８，
５０
０

４５
１，
１０
０

４３
２４
０ ，
５０
０

２７
５，
３０
０

３１
５，
１０
０

３６
２，
７０
０

３８
１，
２０
０

４０
８，
８０
０

４５
１，
４０
０

４４
２４
１ ，
３０
０

２７
６，
００
０

３１
６，
２０
０

３６
３，
７０
０

３８
１，
９０
０

４０
９，
１０
０

４５
１，
７０
０

４５
２４
２，
００
０

２７
６，
７０
０

３１
７，
１０
０

３６
４，
６０
０

３８
２，
６０
０

４０
９，
４０
０

４５
２，
００
０

４６
２４
２ ，
６０
０

２７
７，
４０
０

３１
８，
４０
０

３６
５，
７０
０

３８
３，
３０
０

４０
９，
７０
０

４７
２４
３ ，
２０
０

２７
８，
１０
０

３１
９，
７０
０

３６
６，
６０
０

３８
４，
００
０

４１
０，
００
０

４８
２４
３ ，
８０
０

２７
８，
８０
０

３２
１，
００
０

３６
７，
６０
０

３８
４，
７０
０

４１
０，
３０
０

４９
２４
４，
４０
０

２７
９，
５０
０

３２
２，
２０
０

３６
８，
５０
０

３８
５，
２０
０

４１
０，
５０
０

５０
２４
５ ，
００
０

２８
０，
２０
０

３２
３，
５０
０

３６
９，
２０
０

３８
５，
８０
０

４１
０，
８０
０

５１
２４
５ ，
６０
０

２８
０，
９０
０

３２
４，
７０
０

３６
９，
９０
０

３８
６，
４０
０

４１
１，
１０
０

５２
２４
６ ，
１０
０

２８
１，
６０
０

３２
５，
９０
０

３７
０，
５０
０

３８
７，
１０
０

４１
１，
４０
０

５３
２４
６，
６０
０

２８
２，
２０
０

３２
７，
２０
０

３７
０，
９０
０

３８
７，
５０
０

４１
１，
６０
０

５４
２４
７ ，
００
０

２８
２，
９０
０

３２
８，
３０
０

３７
１，
５０
０

３８
８，
１０
０

４１
１，
９０
０

５５
２４
７ ，
３０
０

２８
３，
５０
０

３２
９，
４０
０

３７
２，
２０
０

３８
８，
７０
０

４１
２，
２０
０

５６
２４
７ ，
６０
０

２８
４，
２０
０

３３
０，
５０
０

３７
２，
９０
０

３８
９，
２０
０

４１
２，
５０
０

５７
２４
７，
９０
０

２８
４，
８０
０

３３
１，
２０
０

３７
３，
２０
０

３８
９，
６０
０

４１
２，
７０
０

５８
２４
８ ，
２０
０

２８
５，
５０
０

３３
２，
１０
０

３７
３，
９０
０

３９
０，
２０
０

４１
３，
００
０

５９
２４
８ ，
５０
０

２８
６，
１０
０

３３
２，
８０
０

３７
４，
６０
０

３９
０，
８０
０

４１
３，
３０
０

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

６０
２４
８，
８０
０

２８
６，
８０
０

３３
３，
６０
０

３７
５，
２０
０

３９
１，
３０
０

４１
３，
５０
０

６１
２４
９，
１０
０

２８
７，
４０
０

３３
４，
４０
０

３７
５，
５０
０

３９
１，
７０
０

４１
３，
７０
０

６２
２４
９ ，
４０
０

２８
８，
１０
０

３３
４，
８０
０

３７
６，
００
０

３９
２，
２０
０

４１
４，
００
０

６３
２４
９ ，
７０
０

２８
８，
７０
０

３３
５，
４０
０

３７
６，
６０
０

３９
２，
７０
０

４１
４，
３０
０

６４
２５
０ ，
００
０

２８
９，
２０
０

３３
６，
１０
０

３７
７，
２０
０

３９
３，
３０
０

４１
４，
５０
０

６５
２５
０，
３０
０

２８
９，
７０
０

３３
６，
９０
０

３７
７，
５０
０

３９
３，
６０
０

４１
４，
７０
０

６６
２５
０ ，
６０
０

２９
０，
３０
０

３３
７，
６０
０

３７
８，
１０
０

３９
４，
００
０

４１
５，
００
０

６７
２５
０ ，
９０
０

２９
０，
８０
０

３３
８，
３０
０

３７
８，
８０
０

３９
４，
４０
０

４１
５，
３０
０

６８
２５
１ ，
２０
０

２９
１，
４０
０

３３
８，
９０
０

３７
９，
４０
０

３９
４，
８０
０

４１
５，
５０
０

６９
２５
１，
５０
０

２９
１，
９０
０

３３
９，
４０
０

３７
９，
８０
０

３９
５，
１０
０

４１
５，
７０
０

７０
２５
１ ，
８０
０

２９
２，
４０
０

３４
０，
００
０

３８
０，
３０
０

３９
５，
４０
０

４１
６，
００
０

７１
２５
２ ，
１０
０

２９
３，
００
０

３４
０，
５０
０

３８
０，
９０
０

３９
５，
７０
０

４１
６，
３０
０

７２
２５
２ ，
４０
０

２９
３，
６０
０

３４
１，
１０
０

３８
１，
４０
０

３９
５，
９０
０

４１
６，
５０
０

７３
２５
２，
７０
０

２９
４，
１０
０

３４
１，
４０
０

３８
１，
９０
０

３９
６，
１０
０

４１
６，
７０
０

７４
２５
３ ，
００
０

２９
４，
６０
０

３４
１，
９０
０

３８
２，
５０
０

３９
６，
４０
０

７５
２５
３ ，
３０
０

２９
５，
００
０

３４
２，
３０
０

３８
３，
００
０

３９
６，
７０
０

７６
２５
３ ，
６０
０

２９
５，
３０
０

３４
２，
７０
０

３８
３，
３０
０

３９
７，
００
０

７７
２５
３，
９０
０

２９
５，
５０
０

３４
３，
１０
０

３８
３，
７０
０

３９
７，
２０
０

７８
２５
４，
２０
０

２９
５，
８０
０

３４
３，
６０
０

３８
４，
２０
０

３９
７，
５０
０

７９
２５
４ ，
５０
０

２９
６，
００
０

３４
４，
１０
０

３８
４，
６０
０

３９
７，
８０
０

８０
２５
４ ，
８０
０

２９
６，
３０
０

３４
４，
６０
０

３８
５，
００
０

３９
８，
００
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ １９ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 19石 川 県 公 報



８１
２５
５，
１０
０

２９
６，
５０
０

３４
４，
９０
０

３８
５，
４０
０

３９
８，
２０
０

８２
２５
５ ，
４０
０

２９
６，
７０
０

３４
５，
３０
０

３８
５，
９０
０

３９
８，
５０
０

８３
２５
５ ，
７０
０

２９
７，
００
０

３４
５，
７０
０

３８
６，
３０
０

３９
８，
８０
０

８４
２５
６ ，
００
０

２９
７，
２０
０

３４
６，
１０
０

３８
６，
７０
０

３９
９，
００
０

８５
２５
６，
３０
０

２９
７，
５０
０

３４
６，
４０
０

３８
７，
００
０

３９
９，
２０
０

８６
２５
６ ，
６０
０

２９
７，
８０
０

３４
６，
８０
０

８７
２５
６ ，
９０
０

２９
８，
１０
０

３４
７，
２０
０

８８
２５
７ ，
２０
０

２９
８，
４０
０

３４
７，
６０
０

８９
２５
７，
５０
０

２９
８，
７０
０

３４
７，
８０
０

９０
２５
７ ，
８０
０

２９
９，
００
０

３４
８，
２０
０

９１
２５
８ ，
１０
０

２９
９，
３０
０

３４
８，
６０
０

９２
２５
８ ，
４０
０

２９
９，
７０
０

３４
９，
００
０

９３
２５
８，
７０
０

２９
９，
９０
０

３４
９，
２０
０

９４
３０
０ ，
１０
０

３４
９，
６０
０

９５
３０
０ ，
４０
０

３５
０，
００
０

９６
３０
０ ，
８０
０

３５
０，
３０
０

９７
３０
１，
００
０

３５
０，
６０
０

９８
３０
１ ，
３０
０

３５
１，
００
０

９９
３０
１ ，
７０
０

３５
１，
４０
０

１０
０

３０
２ ，
１０
０

３５
１，
８０
０

１０
１

３０
２，
３０
０

３５
２，
３０
０

１０
２

３０
２ ，
６０
０

３５
２，
７０
０

１０
３

３０
２ ，
９０
０

３５
３，
１０
０

１０
４

３０
３ ，
２０
０

３５
３，
５０
０

１０
５

３０
３，
４０
０

３５
４，
００
０

１０
６

３０
３ ，
７０
０

３５
４，
４０
０

１０
７

３０
４ ，
００
０

３５
４，
７０
０

１０
８

３０
４ ，
３０
０

３５
５，
１０
０

１０
９

３０
４，
５０
０

３５
５，
６０
０

１１
０

３０
４ ，
９０
０

１１
１

３０
５ ，
３０
０

１１
２

３０
５ ，
６０
０

１１
３

３０
５，
８０
０

１１
４

３０
６ ，
００
０

１１
５

３０
６ ，
３０
０

１１
６

３０
６ ，
７０
０

１１
７

３０
６，
９０
０

１１
８

３０
７ ，
１０
０

１１
９

３０
７ ，
４０
０

１２
０

３０
７ ，
７０
０

１２
１

３０
８，
１０
０

１２
２

３０
８ ，
３０
０

１２
３

３０
８ ，
６０
０

１２
４

３０
８ ，
９０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ２０ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外20 石 川 県 公 報



１２
５

３０
９，
２０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

１９
２，
５０
０

２２
０，
００
０

２６
０，
６０
０

２８
０，
４０
０

２９
５，
６０
０

３２
１，
４０
０

３６
３，
６０
０

３９
７，
２０
０

４４
９，
１０
０

備
考
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
２５
条
、
第
２５
条
の
２
及
び
附
則
第
１８
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ２１ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 21石 川 県 公 報



別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

公
安

職
給

料
表

職
員
の
区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
１

２１
２，
１０
０

２３
３，
２０
０

２５
６，
１０
０

２９
６，
１０
０

３３
２，
７０
０

３５
４，
１０
０

３８
５，
００
０

４２
１，
３０
０

４６
７，
１０
０

２
２１
４，
５０
０

２３
５，
４０
０

２５
８，
１０
０

２９
７，
１０
０

３３
４，
２０
０

３５
５，
９０
０

３８
６，
７０
０

４２
２，
９０
０

４７
３，
３０
０

３
２１
６，
９０
０

２３
７，
６０
０

２６
０，
３０
０

２９
８，
１０
０

３３
５，
７０
０

３５
７，
６０
０

３８
８，
４０
０

４２
４，
５０
０

４７
８，
３０
０

４
２１
９，
３０
０

２３
９，
８０
０

２６
２，
５０
０

２９
９，
００
０

３３
７，
２０
０

３５
９，
２０
０

３９
０，
１０
０

４２
６，
００
０

４８
２，
７０
０

５
２２
１，
７０
０

２４
２，
００
０

２６
４，
６０
０

２９
９，
６０
０

３３
８，
７０
０

３６
０，
８０
０

３９
１，
６０
０

４２
７，
５０
０

４８
６，
７０
０

６
２２
４，
１０
０

２４
４，
００
０

２６
５，
９０
０

３０
０，
３０
０

３４
０，
１０
０

３６
２，
５０
０

３９
３，
２０
０

４２
９，
１０
０

４９
０，
２０
０

７
２２
６，
５０
０

２４
６，
００
０

２６
７，
２０
０

３０
１，
００
０

３４
１，
４０
０

３６
４，
１０
０

３９
４，
８０
０

４３
０，
５０
０

４９
３，
２０
０

８
２２
８，
７０
０

２４
７，
８０
０

２６
８，
５０
０

３０
１，
７０
０

３４
２，
７０
０

３６
５，
７０
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９０
０

４２
６，
２０
０

４４
５，
００
０

６４
２９
０ ，
８０
０

３０
２，
００
０

３１
８，
５０
０

３６
５，
４０
０

４１
３，
４０
０

４２
６，
５０
０

４４
５，
３０
０

６５
２９
１，
３０
０

３０
２，
８０
０

３１
９，
５０
０

３６
６，
６０
０

４１
３，
９０
０

４２
６，
８０
０

４４
５，
５０
０

６６
２９
１ ，
８０
０

３０
３，
７０
０

３２
０，
６０
０

３６
８，
００
０

４１
４，
３０
０

４２
７，
１０
０

４４
５，
８０
０

６７
２９
２ ，
３０
０

３０
４，
５０
０

３２
１，
７０
０

３６
９，
３０
０

４１
４，
８０
０

４２
７，
４０
０

４４
６，
１０
０

６８
２９
２ ，
８０
０

３０
５，
３０
０

３２
２，
８０
０

３７
０，
７０
０

４１
５，
３０
０

４２
７，
６０
０

４４
６，
４０
０

６９
２９
３，
３０
０

３０
６，
２０
０

３２
３，
８０
０

３７
１，
８０
０

４１
５，
８０
０

４２
７，
８０
０

４４
６，
６０
０

７０
２９
３ ，
８０
０

３０
７，
１０
０

３２
５，
００
０

３７
３，
００
０

４１
６，
３０
０

４２
８，
１０
０

４４
６，
９０
０

７１
２９
４ ，
３０
０

３０
８，
００
０

３２
６，
２０
０

３７
４，
２０
０

４１
６，
９０
０

４２
８，
４０
０

４４
７，
２０
０

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

７２
２９
４，
８０
０

３０
８，
９０
０

３２
７，
４０
０

３７
５，
４０
０

４１
７，
４０
０

４２
８，
６０
０

４４
７，
５０
０

７３
２９
５，
３０
０

３０
９，
７０
０

３２
８，
１０
０

３７
６，
７０
０

４１
７，
８０
０

４２
８，
８０
０

４４
７，
７０
０

７４
２９
５ ，
９０
０

３１
０，
６０
０

３２
９，
４０
０

３７
７，
９０
０

４１
８，
４０
０

４２
９，
１０
０

７５
２９
６ ，
５０
０

３１
１，
５０
０

３３
０，
７０
０

３７
９，
１０
０

４１
８，
９０
０

４２
９，
４０
０

７６
２９
７ ，
００
０

３１
２，
３０
０

３３
２，
００
０

３８
０，
２０
０

４１
９，
１０
０

４２
９，
６０
０

７７
２９
７，
５０
０

３１
３，
００
０

３３
３，
３０
０

３８
１，
３０
０

４１
９，
４０
０

４２
９，
８０
０

７８
２９
８ ，
１０
０

３１
４，
００
０

３３
４，
７０
０

３８
２，
５０
０

４１
９，
９０
０

４３
０，
１０
０

７９
２９
８ ，
７０
０

３１
４，
９０
０

３３
６，
１０
０

３８
３，
６０
０

４２
０，
２０
０

４３
０，
４０
０

８０
２９
９ ，
３０
０

３１
５，
９０
０

３３
７，
５０
０

３８
４，
８０
０

４２
０，
５０
０

４３
０，
６０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ２３ ）
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８１
２９
９，
９０
０

３１
６，
８０
０

３３
８，
８０
０

３８
５，
９０
０

４２
０，
８０
０

４３
０，
８０
０

８２
３０
０ ，
６０
０

３１
７，
９０
０

３４
０，
４０
０

３８
６，
５０
０

４２
１，
２０
０

４３
１，
１０
０

８３
３０
１ ，
３０
０

３１
８，
９０
０

３４
１，
９０
０

３８
７，
００
０

４２
１，
６０
０

４３
１，
４０
０

８４
３０
１ ，
９０
０

３１
９，
９０
０

３４
３，
４０
０

３８
７，
５０
０

４２
２，
００
０

４３
１，
６０
０

８５
３０
２，
５０
０

３２
０，
８０
０

３４
４，
８０
０

３８
８，
１０
０

４２
２，
３０
０

４３
１，
８０
０

８６
３０
３ ，
２０
０

３２
１，
８０
０

３４
６，
３０
０

３８
８，
７０
０

８７
３０
３ ，
９０
０

３２
２，
８０
０

３４
７，
８０
０

３８
９，
３０
０

８８
３０
４ ，
６０
０

３２
３，
８０
０

３４
９，
２０
０

３８
９，
９０
０

８９
３０
５，
３０
０

３２
４，
８０
０

３５
０，
５０
０

３９
０，
２０
０

９０
３０
６ ，
１０
０

３２
６，
１０
０

３５
１，
７０
０

３９
０，
７０
０

９１
３０
６ ，
９０
０

３２
７，
３０
０

３５
２，
９０
０

３９
１，
２０
０

９２
３０
７ ，
６０
０

３２
８，
５０
０

３５
４，
２０
０

３９
１，
７０
０

９３
３０
８，
１０
０

３２
９，
７０
０

３５
５，
６０
０

３９
２，
１０
０

９４
３ ０
９，
００
０

３３
１，
００
０

３５
７，
１０
０

３９
２，
５０
０

９５
３０
９ ，
９０
０

３３
２，
２０
０

３５
８，
６０
０

３９
３，
００
０

９６
３１
０ ，
７０
０

３３
３，
４０
０

３６
０，
００
０

３９
３，
５０
０

９７
３１
１，
５０
０

３３
４，
６０
０

３６
１，
３０
０

３９
３，
９０
０

９８
３１
２ ，
５０
０

３３
５，
９０
０

３６
２，
５０
０

３９
４，
４０
０

９９
３１
３ ，
５０
０

３３
７，
１０
０

３６
３，
６０
０

３９
４，
９０
０

１０
０

３１
４ ，
４０
０

３３
８，
３０
０

３６
４，
８０
０

３９
５，
４０
０

１０
１

３１
５，
３０
０

３３
９，
７０
０

３６
５，
９０
０

３９
５，
７０
０

１０
２

３１
６ ，
３０
０

３４
０，
６０
０

３６
７，
００
０

３９
６，
１０
０

１０
３

３１
７ ，
３０
０

３４
１，
６０
０

３６
８，
１０
０

３９
６，
６０
０

１０
４

３１
８ ，
２０
０

３４
２，
７０
０

３６
９，
２０
０

３９
７，
００
０

１０
５

３１
９，
００
０

３４
３，
８０
０

３７
０，
４０
０

３９
７，
３０
０

１０
６

３１
９ ，
６０
０

３４
４，
９０
０

３７
０，
９０
０

３９
７，
８０
０

１０
７

３２
０ ，
２０
０

３４
５，
９０
０

３７
１，
５０
０

３９
８，
３０
０

１０
８

３２
０ ，
８０
０

３４
６，
９０
０

３７
２，
１０
０

３９
８，
８０
０

１０
９

３２
１ ，
３０
０

３４
８，
１０
０

３７
２，
７０
０

３９
９，
１０
０

１１
０

３２
１ ，
８０
０

３４
９，
１０
０

３７
３，
２０
０

３９
９，
６０
０

１１
１

３２
２ ，
２０
０

３５
０，
１０
０

３７
３，
６０
０

４０
０，
１０
０

１１
２

３２
２ ，
７０
０

３５
１，
００
０

３７
４，
１０
０

４０
０，
６０
０

１１
３

３２
３，
５０
０

３５
１，
９０
０

３７
４，
５０
０

４０
０，
９０
０

１１
４

３２
４ ，
２０
０

３５
２，
８０
０

３７
４，
９０
０

４０
１，
４０
０

１１
５

３２
４ ，
９０
０

３５
３，
８０
０

３７
５，
４０
０

４０
１，
９０
０

１１
６

３２
５ ，
５０
０

３５
４，
８０
０

３７
５，
９０
０

４０
２，
４０
０

１１
７

３２
６，
１０
０

３５
５，
９０
０

３７
６，
３０
０

４０
２，
８０
０

１１
８

３２
６ ，
８０
０

３５
６，
３０
０

３７
６，
８０
０

４０
３，
３０
０

１１
９

３２
７ ，
５０
０

３５
６，
９０
０

３７
７，
４０
０

４０
３，
７０
０

１２
０

３２
８ ，
３０
０

３５
７，
５０
０

３７
７，
９０
０

４０
４，
２０
０

１２
１

３２
８，
９０
０

３５
７，
８０
０

３７
８，
１０
０

４０
４，
６０
０

１２
２

３２
９ ，
２０
０

３５
８，
２０
０

３７
８，
６０
０

１２
３

３２
９ ，
７０
０

３５
８，
６０
０

３７
９，
１０
０

１２
４

３３
０ ，
２０
０

３５
９，
００
０

３７
９，
５０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ２４ ）
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１２
５

３３
０，
５０
０

３５
９，
４０
０

３８
０，
００
０

１２
６

３５
９ ，
８０
０

３８
０，
５０
０

１２
７

３６
０ ，
２０
０

３８
１，
００
０

１２
８

３６
０ ，
６０
０

３８
１，
５０
０

１２
９

３６
１，
００
０

３８
１，
８０
０

１３
０

３６
１ ，
４０
０

３８
２，
３０
０

１３
１

３６
１ ，
８０
０

３８
２，
８０
０

１３
２

３６
２ ，
２０
０

３８
３，
３０
０

１３
３

３６
２，
４０
０

３８
３，
６０
０

１３
４

３６
２ ，
９０
０

３８
４，
１０
０

１３
５

３６
３ ，
３０
０

３８
４，
５０
０

１３
６

３６
３ ，
６０
０

３８
４，
９０
０

１３
７

３６
３，
９０
０

３８
５，
２０
０

１３
８

３６
４ ，
３０
０

３８
５，
７０
０

１３
９

３６
４ ，
８０
０

３８
６，
２０
０

１４
０

３６
５ ，
３０
０

３８
６，
７０
０

１４
１

３６
５，
６０
０

３８
７，
００
０

１４
２

３６
６ ，
１０
０

１４
３

３６
６ ，
６０
０

１４
４

３６
７ ，
１０
０

１４
５

３６
７，
４０
０

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

２４
６，
８０
０

２５
８，
６０
０

２６
２，
８０
０

２９
４，
５０
０

３１
１，
３０
０

３２
５，
７０
０

３４
９，
４０
０

３８
５，
１０
０

４１
７，
２０
０

備
考
こ
の
表
は
、
警
察
官
に
適
用
す
る
。

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ２５ ）
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別
表
第
３
（
第
３
条
関
係
）
教
育

職
給

料
表

イ
教
育
職
給
料
表
（
一
）

職
員
の
区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

２０
０，
４０
０

２４
６，
９０
０

３２
０，
５０
０

３７
７，
７０
０

４５
３，
００
０

２
２０
２，
７０
０

２４
８，
４０
０

３２
２，
３０
０

３７
９，
２０
０

４５
４，
８０
０

３
２０
５，
００
０

２４
９，
８０
０

３２
４，
１０
０

３８
０，
６０
０

４５
６，
６０
０

４
２０
７，
２０
０

２５
１，
２０
０

３２
５，
８０
０

３８
２，
００
０

４５
８，
４０
０

５
２０
９，
４０
０

２５
２，
６０
０

３２
７，
４０
０

３８
３，
４０
０

４６
０，
００
０

６
２１
１，
７０
０

２５
３，
８０
０

３２
９，
３０
０

３８
４，
９０
０

４６
１，
７０
０

７
２１
３，
９０
０

２５
５，
００
０

３３
１，
２０
０

３８
６，
４０
０

４６
３，
６０
０

８
２１
６，
１０
０

２５
６，
２０
０

３３
３，
１０
０

３８
７，
８０
０

４６
５，
３０
０

９
２１
８，
３０
０

２５
７，
６０
０

３３
４，
９０
０

３８
９，
１０
０

４６
７，
００
０

１０
２２
０ ，
５０
０

２５
８，
８０
０

３３
６，
９０
０

３９
０，
６０
０

４６
８，
６０
０

１１
２２
２ ，
７０
０

２６
０，
１０
０

３３
８，
７０
０

３９
２，
１０
０

４７
０，
１０
０

１２
２２
４，
９０
０

２６
１，
４０
０

３４
０，
５０
０

３９
３，
６０
０

４７
１，
６０
０

１３
２２
７ ，
１０
０

２６
２，
７０
０

３４
２，
２０
０

３９
５，
００
０

４７
３，
１０
０

１４
２２
９ ，
２０
０

２６
４，
６０
０

３４
３，
９０
０

３９
６，
５０
０

４７
４，
４０
０

１５
２３
１ ，
４０
０

２６
６，
４０
０

３４
５，
５０
０

３９
８，
１０
０

４７
５，
７０
０

１６
２３
３ ，
５０
０

２６
８，
２０
０

３４
７，
１０
０

３９
９，
６０
０

４７
７，
００
０

１７
２３
５ ，
６０
０

２６
９，
９０
０

３４
８，
７０
０

４０
１，
００
０

４７
８，
２０
０

１８
２３
７ ，
４０
０

２７
２，
２０
０

３５
０，
００
０

４０
２，
６０
０

４７
８，
９０
０

１９
２３
９ ，
１０
０

２７
４，
４０
０

３５
１，
２０
０

４０
４，
２０
０

４７
９，
６０
０

２０
２４
０，
８０
０

２７
６，
６０
０

３５
２，
４０
０

４０
５，
７０
０

４８
０，
４０
０

２１
２４
２ ，
５０
０

２７
８，
８０
０

３５
３，
７０
０

４０
６，
９０
０

４８
１，
００
０

２２
２４
３ ，
８０
０

２８
１，
００
０

３５
５，
４０
０

４０
８，
３０
０

２３
２４
５ ，
１０
０

２８
３，
２０
０

３５
７，
００
０

４０
９，
７０
０

２４
２４
６，
４０
０

２８
５，
３０
０

３５
８，
５０
０

４１
１，
００
０

２５
２４
７ ，
６０
０

２８
７，
３０
０

３６
０，
００
０

４１
２，
６０
０

２６
２４
８ ，
８０
０

２８
９，
２０
０

３６
１，
６０
０

４１
４，
００
０

２７
２５
０ ，
００
０

２９
１，
１０
０

３６
３，
２０
０

４１
５，
３０
０

２８
２５
１，
２０
０

２９
２，
９０
０

３６
４，
７０
０

４１
６，
７０
０

２９
２５
２ ，
３０
０

２９
４，
７０
０

３６
６，
２０
０

４１
８，
１０
０

３０
２５
３ ，
５０
０

２９
６，
６０
０

３６
７，
８０
０

４１
９，
４０
０

３１
２５
４ ，
７０
０

２９
８，
４０
０

３６
９，
４０
０

４２
０，
９０
０

３２
２５
５，
９０
０

３０
０，
１０
０

３７
０，
９０
０

４２
２，
４０
０

３３
２５
７ ，
００
０

３０
１，
８０
０

３７
２，
４０
０

４２
４，
００
０

３４
２５
８ ，
３０
０

３０
３，
６０
０

３７
４，
００
０

４２
５，
４０
０

３５
２５
９ ，
６０
０

３０
５，
３０
０

３７
５，
６０
０

４２
７，
００
０

３６
２６
０，
９０
０

３０
６，
９０
０

３７
７，
１０
０

４２
８，
５０
０

３７
２６
２ ，
３０
０

３０
８，
５０
０

３７
８，
６０
０

４３
０，
２０
０

３８
２６
３ ，
７０
０

３１
０，
２０
０

３８
０，
１０
０

４３
１，
７０
０

３９
２６
５ ，
００
０

３１
２，
００
０

３８
１，
６０
０

４３
３，
３０
０

４０
２６
６，
３０
０

３１
３，
８０
０

３８
３，
００
０

４３
４，
９０
０

４１
２６
７ ，
６０
０

３１
５，
１０
０

３８
４，
４０
０

４３
６，
４０
０

４２
２６
８，
６０
０

３１
７，
００
０

３８
５，
９０
０

４３
７，
９０
０

４３
２６
９ ，
６０
０

３１
８，
８０
０

３８
７，
３０
０

４３
９，
２０
０

４４
２７
０，
５０
０

３２
０，
５０
０

３８
８，
７０
０

４４
０，
４０
０

４５
２７
１ ，
２０
０

３２
２，
２０
０

３９
０，
２０
０

４４
１，
６０
０

４６
２７
２ ，
１０
０

３２
４，
１０
０

３９
１，
８０
０

４４
２，
９０
０

４７
２７
２ ，
９０
０

３２
５，
８０
０

３９
３，
４０
０

４４
４，
１０
０

４８
２７
３，
７０
０

３２
７，
５０
０

３９
４，
８０
０

４４
５，
３０
０

４９
２７
４ ，
５０
０

３２
９，
２０
０

３９
６，
００
０

４４
６，
４０
０

５０
２７
５ ，
３０
０

３３
１，
００
０

３９
７，
５０
０

４４
７，
６０
０

５１
２７
６ ，
００
０

３３
２，
８０
０

３９
８，
９０
０

４４
８，
８０
０

５２
２７
６，
８０
０

３３
４，
５０
０

４０
０，
２０
０

４５
０，
００
０

５３
２７
７ ，
６０
０

３３
６，
２０
０

４０
１，
４０
０

４５
１，
２０
０

５４
２７
８ ，
４０
０

３３
７，
５０
０

４０
２，
６０
０

４５
２，
４０
０

５５
２７
９ ，
２０
０

３３
８，
８０
０

４０
３，
９０
０

４５
３，
６０
０

５６
２８
０ ，
００
０

３４
０，
１０
０

４０
５，
２０
０

４５
４，
８０
０

５７
２８
０ ，
７０
０

３４
１，
６０
０

４０
６，
５０
０

４５
５，
９０
０

５８
２８
１ ，
３０
０

３４
３，
２０
０

４０
７，
８０
０

４５
６，
５０
０

５９
２８
２ ，
１０
０

３４
４，
７０
０

４０
９，
２０
０

４５
７，
００
０

６０
２８
３ ，
００
０

３４
６，
３０
０

４１
０，
４０
０

４５
７，
５０
０

６１
２８
３ ，
８０
０

３４
７，
８０
０

４１
１，
６０
０

４５
８，
００
０

６２
２８
４ ，
４０
０

３４
９，
４０
０

４１
３，
００
０

６３
２８
５ ，
２０
０

３５
１，
００
０

４１
４，
４０
０

６４
２８
５，
９０
０

３５
２，
５０
０

４１
５，
７０
０

６５
２８
６ ，
９０
０

３５
４，
００
０

４１
６，
９０
０

６６
２８
７ ，
７０
０

３５
５，
７０
０

４１
８，
１０
０

６７
２８
８ ，
５０
０

３５
７，
３０
０

４１
９，
４０
０

６８
２８
９，
２０
０

３５
８，
８０
０

４２
０，
８０
０

６９
２８
９ ，
９０
０

３６
０，
３０
０

４２
２，
１０
０

７０
２９
０ ，
７０
０

３６
１，
９０
０

４２
３，
３０
０

７１
２９
１ ，
５０
０

３６
３，
５０
０

４２
４，
３０
０

７２
２９
２，
２０
０

３６
５，
００
０

４２
５，
５０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

７３
２９
２，
９０
０

３６
６，
５０
０

４２
６，
７０
０

７４
２９
３ ，
６０
０

３６
８，
１０
０

４２
７，
８０
０

７５
２９
４，
３０
０

３６
９，
７０
０

４２
９，
００
０

７６
２９
４，
９０
０

３７
１，
２０
０

４３
０，
００
０

７７
２９
５ ，
５０
０

３７
２，
７０
０

４３
１，
１０
０

７８
２９
６ ，
２０
０

３７
４，
１０
０

４３
２，
１０
０

７９
２９
６ ，
９０
０

３７
５，
５０
０

４３
３，
１０
０

８０
２９
７，
５０
０

３７
６，
８０
０

４３
４，
１０
０

８１
２９
８ ，
１０
０

３７
８，
１０
０

４３
５，
００
０

８２
２９
８ ，
８０
０

３７
９，
５０
０

４３
５，
８０
０

８３
２９
９ ，
５０
０

３８
０，
９０
０

４３
６，
６０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ２６ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外26 石 川 県 公 報



１２
９

３２
８，
００
０

４１
８，
８０
０

１３
０

３２
８ ，
３０
０

４１
９，
１０
０

１３
１

３２
８ ，
６０
０

４１
９，
４０
０

１３
２

３２
８，
８０
０

４１
９，
６０
０

１３
３

３２
９ ，
００
０

４１
９，
８０
０

１３
４

３２
９ ，
２０
０

４２
０，
１０
０

１３
５

３２
９ ，
４０
０

４２
０，
４０
０

１３
６

３２
９ ，
７０
０

４２
０，
６０
０

１３
７

３３
０ ，
００
０

４２
０，
８０
０

１３
８

３３
０ ，
２０
０

４２
１，
１０
０

１３
９

３３
０ ，
５０
０

４２
１，
４０
０

１４
０

３３
０，
８０
０

４２
１，
６０
０

１４
１

３３
１ ，
００
０

４２
１，
８０
０

１４
２

３３
１ ，
２０
０

４２
２，
１０
０

１４
３

３３
１ ，
５０
０

４２
２，
４０
０

１４
４

３３
１，
７０
０

４２
２，
６０
０

１４
５

３３
２ ，
００
０

４２
２，
８０
０

１４
６

３３
２ ，
２０
０

１４
７

３３
２ ，
５０
０

１４
８

３３
２，
８０
０

１４
９

３３
３ ，
００
０

１５
０

３３
３ ，
２０
０

１５
１

３３
３ ，
５０
０

１５
２

３３
３ ，
８０
０

１５
３

３３
４ ，
００
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

２３
９，
１０
０

２７
９，
８０
０

３０
８，
９０
０

３３
７，
４０
０

４２
２，
９０
０

備
考
１
こ
の
表
は
、
高
等
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に

勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養

教
諭
、
助
教
諭
、
実
習
助
手
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。

２
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
７，
７０
０円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

８４
３０
０，
２０
０

３８
２，
２０
０

４３
７，
４０
０

８５
３０
０ ，
９０
０

３８
３，
３０
０

４３
８，
１０
０

８６
３０
１ ，
７０
０

３８
４，
７０
０

４３
８，
６０
０

８７
３０
２ ，
４０
０

３８
６，
００
０

４３
９，
００
０

８８
３０
３，
１０
０

３８
７，
３０
０

４３
９，
４０
０

８９
３０
３ ，
８０
０

３８
８，
５０
０

４３
９，
８０
０

９０
３０
４ ，
７０
０

３８
９，
８０
０

４４
０，
１０
０

９１
３０
５ ，
５０
０

３９
０，
９０
０

４４
０，
４０
０

９２
３０
６ ，
３０
０

３９
２，
１０
０

４４
０，
６０
０

９３
３０
６ ，
８０
０

３９
３，
３０
０

４４
０，
９０
０

９４
３０
７ ，
６０
０

３９
４，
４０
０

４４
１，
２０
０

９５
３０
８ ，
４０
０

３９
５，
６０
０

４４
１，
５０
０

９６
３０
９，
２０
０

３９
６，
９０
０

４４
１，
７０
０

９７
３０
９ ，
９０
０

３９
８，
３０
０

４４
１，
９０
０

９８
３１
０ ，
７０
０

３９
９，
３０
０

４４
２，
２０
０

９９
３１
１ ，
５０
０

４０
０，
３０
０

４４
２，
５０
０

１０
０

３１
２，
２０
０

４０
１，
３０
０

４４
２，
７０
０

１０
１

３１
３ ，
００
０

４０
２，
２０
０

４４
２，
９０
０

１０
２

３１
４ ，
００
０

４０
３，
２０
０

４４
３，
２０
０

１０
３

３１
４ ，
９０
０

４０
４，
３０
０

４４
３，
５０
０

１０
４

３１
５，
７０
０

４０
５，
４０
０

４４
３，
７０
０

１０
５

３１
６ ，
３０
０

４０
６，
１０
０

４４
３，
９０
０

１０
６

３１
７ ，
１０
０

４０
７，
００
０

１０
７

３１
７ ，
９０
０

４０
７，
９０
０

１０
８

３１
８，
７０
０

４０
８，
８０
０

１０
９

３１
９ ，
４０
０

４０
９，
６０
０

１１
０

３１
９ ，
８０
０

４１
０，
４０
０

１１
１

３２
０ ，
２０
０

４１
１，
２０
０

１１
２

３２
０，
７０
０

４１
２，
００
０

１１
３

３２
１ ，
２０
０

４１
２，
６０
０

１１
４

３２
１ ，
６０
０

４１
３，
３０
０

１１
５

３２
２ ，
１０
０

４１
４，
００
０

１１
６

３２
２，
５０
０

４１
４，
７０
０

１１
７

３２
３ ，
００
０

４１
５，
３０
０

１１
８

３２
３ ，
５０
０

４１
５，
８０
０

１１
９

３２
３ ，
９０
０

４１
６，
２０
０

１２
０

３２
４，
４０
０

４１
６，
５０
０

１２
１

３２
４ ，
９０
０

４１
６，
８０
０

１２
２

３２
５ ，
３０
０

４１
７，
１０
０

１２
３

３２
５ ，
８０
０

４１
７，
４０
０

１２
４

３２
６ ，
３０
０

４１
７，
６０
０

１２
５

３２
６ ，
９０
０

４１
７，
８０
０

１２
６

３２
７ ，
２０
０

４１
８，
１０
０

１２
７

３２
７ ，
５０
０

４１
８，
４０
０

１２
８

３２
７ ，
８０
０

４１
８，
６０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ２７ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 27石 川 県 公 報



ロ
教
育
職
給
料
表
（
二
）

職
員
の
区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

２０
０，
４０
０

２２
１，
２０
０

３２
０，
５０
０

３４
９，
５０
０

４３
６，
７０
０

２
２０
２，
７０
０

２２
３，
６０
０

３２
２，
３０
０

３５
１，
００
０

４３
８，
００
０

３
２０
５，
００
０

２２
６，
００
０

３２
４，
１０
０

３５
２，
５０
０

４３
９，
３０
０

４
２０
７，
２０
０

２２
８，
４０
０

３２
５，
８０
０

３５
４，
００
０

４４
０，
６０
０

５
２０
９，
４０
０

２３
０，
９０
０

３２
７，
４０
０

３５
５，
５０
０

４４
１，
７０
０

６
２１
１，
７０
０

２３
３，
３０
０

３２
９，
３０
０

３５
６，
９０
０

４４
２，
８０
０

７
２１
３，
９０
０

２３
５，
７０
０

３３
１，
２０
０

３５
８，
３０
０

４４
４，
００
０

８
２１
６，
１０
０

２３
８，
１０
０

３３
３，
１０
０

３５
９，
７０
０

４４
５，
２０
０

９
２１
８，
３０
０

２４
０，
５０
０

３３
４，
９０
０

３６
１，
１０
０

４４
６，
５０
０

１０
２２
０ ，
５０
０

２４
２，
１０
０

３３
６，
９０
０

３６
２，
４０
０

４４
７，
７０
０

１１
２２
２ ，
７０
０

２４
３，
７０
０

３３
８，
７０
０

３６
３，
７０
０

４４
８，
７０
０

１２
２２
４ ，
９０
０

２４
５，
３０
０

３４
０，
５０
０

３６
５，
００
０

４４
９，
８０
０

１３
２２
７ ，
１０
０

２４
６，
９０
０

３４
２，
２０
０

３６
６，
２０
０

４５
１，
００
０

１４
２２
９ ，
２０
０

２４
８，
４０
０

３４
３，
９０
０

３６
７，
５０
０

４５
１，
８０
０

１５
２３
１ ，
４０
０

２４
９，
８０
０

３４
５，
５０
０

３６
８，
７０
０

４５
２，
６０
０

１６
２３
３ ，
５０
０

２５
１，
２０
０

３４
７，
１０
０

３６
９，
９０
０

４５
３，
５０
０

１７
２３
５ ，
６０
０

２５
２，
６０
０

３４
８，
７０
０

３７
１，
１０
０

４５
４，
４０
０

１８
２３
７ ，
４０
０

２５
３，
８０
０

３５
０，
００
０

３７
２，
３０
０

４５
４，
９０
０

１９
２３
９ ，
１０
０

２５
５，
００
０

３５
１，
２０
０

３７
３，
５０
０

４５
５，
４０
０

２０
２４
０，
８０
０

２５
６，
２０
０

３５
２，
４０
０

３７
４，
６０
０

４５
５，
９０
０

２１
２４
２ ，
５０
０

２５
７，
６０
０

３５
３，
７０
０

３７
５，
７０
０

４５
６，
４０
０

２２
２４
３ ，
８０
０

２５
８，
８０
０

３５
５，
２０
０

３７
６，
９０
０

２３
２４
５ ，
１０
０

２６
０，
１０
０

３５
６，
６０
０

３７
８，
１０
０

２４
２４
６，
４０
０

２６
１，
４０
０

３５
７，
９０
０

３７
９，
２０
０

２５
２４
７ ，
６０
０

２６
２，
７０
０

３５
９，
２０
０

３８
０，
３０
０

２６
２４
８ ，
７０
０

２６
４，
６０
０

３６
０，
６０
０

３８
１，
５０
０

２７
２４
９ ，
８０
０

２６
６，
４０
０

３６
２，
００
０

３８
２，
７０
０

２８
２５
０，
９０
０

２６
８，
２０
０

３６
３，
３０
０

３８
３，
８０
０

２９
２５
２ ，
１０
０

２６
９，
９０
０

３６
４，
６０
０

３８
４，
９０
０

３０
２５
３ ，
４０
０

２７
２，
２０
０

３６
６，
００
０

３８
６，
１０
０

３１
２５
４ ，
６０
０

２７
４，
４０
０

３６
７，
３０
０

３８
７，
３０
０

３２
２５
５，
８０
０

２７
６，
６０
０

３６
８，
６０
０

３８
８，
４０
０

３３
２５
６ ，
９０
０

２７
８，
８０
０

３６
９，
９０
０

３８
９，
５０
０

３４
２５
８ ，
１０
０

２８
１，
００
０

３７
１，
１０
０

３９
０，
７０
０

３５
２５
９ ，
３０
０

２８
３，
２０
０

３７
２，
３０
０

３９
１，
９０
０

３６
２６
０，
５０
０

２８
５，
３０
０

３７
３，
５０
０

３９
３，
１０
０

３７
２６
１ ，
７０
０

２８
７，
３０
０

３７
４，
７０
０

３９
４，
３０
０

３８
２６
２ ，
９０
０

２８
９，
２０
０

３７
５，
９０
０

３９
５，
６０
０

３９
２６
４ ，
１０
０

２９
１，
１０
０

３７
７，
１０
０

３９
６，
９０
０

４０
２６
５，
３０
０

２９
２，
９０
０

３７
８，
３０
０

３９
８，
１０
０

４１
２６
６ ，
５０
０

２９
４，
７０
０

３７
９，
４０
０

３９
９，
３０
０

４２
２６
７，
６０
０

２９
６，
６０
０

３８
０，
６０
０

４０
０，
６０
０

４３
２６
８ ，
７０
０

２９
８，
４０
０

３８
１，
８０
０

４０
１，
６０
０

４４
２６
９，
８０
０

３０
０，
１０
０

３８
３，
００
０

４０
２，
７０
０

４５
２７
０ ，
８０
０

３０
１，
８０
０

３８
４，
１０
０

４０
３，
９０
０

４６
２７
１ ，
７０
０

３０
３，
６０
０

３８
５，
４０
０

４０
５，
１０
０

４７
２７
２ ，
５０
０

３０
５，
３０
０

３８
６，
７０
０

４０
６，
３０
０

４８
２７
３，
３０
０

３０
６，
９０
０

３８
７，
９０
０

４０
７，
５０
０

４９
２７
４ ，
００
０

３０
８，
５０
０

３８
８，
８０
０

４０
８，
６０
０

５０
２７
４ ，
８０
０

３１
０，
２０
０

３９
０，
００
０

４０
９，
６０
０

５１
２７
５ ，
５０
０

３１
２，
００
０

３９
１，
００
０

４１
０，
９０
０

５２
２７
６，
２０
０

３１
３，
８０
０

３９
２，
１０
０

４１
２，
１０
０

５３
２７
７ ，
００
０

３１
５，
１０
０

３９
２，
９０
０

４１
３，
３０
０

５４
２７
７ ，
８０
０

３１
７，
００
０

３９
４，
００
０

４１
４，
４０
０

５５
２７
８ ，
６０
０

３１
８，
８０
０

３９
５，
００
０

４１
５，
５０
０

５６
２７
９ ，
３０
０

３２
０，
５０
０

３９
６，
００
０

４１
６，
６０
０

５７
２８
０ ，
００
０

３２
２，
２０
０

３９
７，
２０
０

４１
７，
６０
０

５８
２８
０ ，
８０
０

３２
４，
１０
０

３９
８，
２０
０

４１
８，
８０
０

５９
２８
１ ，
６０
０

３２
５，
８０
０

３９
９，
３０
０

４２
０，
００
０

６０
２８
２ ，
３０
０

３２
７，
５０
０

４０
０，
４０
０

４２
１，
２０
０

６１
２８
２ ，
９０
０

３２
９，
２０
０

４０
１，
４０
０

４２
１，
８０
０

６２
２８
３ ，
６０
０

３３
１，
００
０

４０
２，
５０
０

４２
２，
６０
０

６３
２８
４ ，
３０
０

３３
２，
８０
０

４０
３，
６０
０

４２
３，
３０
０

６４
２８
４ ，
９０
０

３３
４，
５０
０

４０
４，
６０
０

４２
３，
８０
０

６５
２８
５ ，
６０
０

３３
６，
２０
０

４０
５，
５０
０

４２
４，
１０
０

６６
２８
６ ，
３０
０

３３
７，
５０
０

４０
６，
４０
０

４２
４，
４０
０

６７
２８
７ ，
００
０

３３
８，
８０
０

４０
７，
４０
０

４２
４，
８０
０

６８
２８
７ ，
７０
０

３４
０，
１０
０

４０
８，
４０
０

４２
５，
２０
０

６９
２８
８ ，
４０
０

３４
１，
６０
０

４０
９，
２０
０

４２
５，
５０
０

７０
２８
９ ，
２０
０

３４
３，
１０
０

４１
０，
００
０

４２
５，
９０
０

７１
２８
９ ，
９０
０

３４
４，
６０
０

４１
０，
７０
０

４２
６，
２０
０

７２
２９
０，
６０
０

３４
６，
１０
０

４１
１，
５０
０

４２
６，
５０
０

７３
２９
１ ，
１０
０

３４
７，
５０
０

４１
２，
２０
０

４２
６，
８０
０

７４
２９
１ ，
８０
０

３４
９，
００
０

４１
２，
８０
０

４２
７，
２０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

７５
２９
２，
５０
０

３５
０，
５０
０

４１
３，
５０
０

４２
７，
５０
０

７６
２９
３ ，
１０
０

３５
２，
００
０

４１
４，
２０
０

４２
７，
８０
０

７７
２９
３ ，
７０
０

３５
３，
４０
０

４１
４，
８０
０

４２
８，
１０
０

７８
２９
４ ，
４０
０

３５
４，
９０
０

４１
５，
５０
０

４２
８，
４０
０

７９
２９
５ ，
００
０

３５
６，
５０
０

４１
６，
００
０

４２
８，
７０
０

８０
２９
５ ，
６０
０

３５
８，
００
０

４１
６，
６０
０

４２
８，
９０
０

８１
２９
６ ，
２０
０

３５
９，
４０
０

４１
７，
００
０

４２
９，
１０
０

８２
２９
６ ，
８０
０

３６
０，
７０
０

４１
７，
４０
０

８３
２９
７ ，
４０
０

３６
２，
００
０

４１
７，
７０
０

８４
２９
８，
００
０

３６
３，
２０
０

４１
８，
００
０

８５
２９
８ ，
５０
０

３６
４，
４０
０

４１
８，
２０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
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す
る
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例
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す
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１３
１

４０
４，
５０
０

１３
２

４０
５ ，
００
０

１３
３

４０
５ ，
３０
０

１３
４

４０
５ ，
６０
０

１３
５

４０
５ ，
９０
０

１３
６

４０
６ ，
２０
０

１３
７

４０
６ ，
５０
０

１３
８

４０
６ ，
８０
０

１３
９

４０
７ ，
１０
０

１４
０

４０
７，
４０
０

１４
１

４０
７ ，
７０
０

１４
２

４０
８ ，
００
０

１４
３

４０
８ ，
３０
０

１４
４

４０
８ ，
６０
０

１４
５

４０
８ ，
８０
０

１４
６

４０
９ ，
１０
０

１４
７

４０
９ ，
４０
０

１４
８

４０
９ ，
６０
０

１４
９

４０
９ ，
８０
０

１５
０

４１
０ ，
１０
０

１５
１

４１
０ ，
４０
０

１５
２

４１
０，
６０
０

１５
３

４１
０ ，
８０
０

１５
４

４１
１ ，
１０
０

１５
５

４１
１ ，
４０
０

１５
６

４１
１ ，
６０
０

１５
７

４１
１ ，
８０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

２３
０，
３０
０

２７
６，
７０
０

３０
４，
１０
０

３３
０，
８０
０

４１
２，
９０
０

備
考
１
こ
の
表
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
人
事

委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
に
適
用
す
る
。

２
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
７，
５０
０円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

８６
２９
９，
００
０

３６
５，
６０
０

４１
８，
５０
０

８７
２９
９ ，
５０
０

３６
６，
８０
０

４１
８，
８０
０

８８
３０
０ ，
００
０

３６
７，
９０
０

４１
９，
００
０

８９
３０
０ ，
４０
０

３６
９，
００
０

４１
９，
２０
０

９０
３ ０
１，
００
０

３７
０，
１０
０

４１
９，
５０
０

９１
３０
１ ，
５０
０

３７
１，
２０
０

４１
９，
８０
０

９２
３０
２，
００
０

３７
２，
３０
０

４２
０，
００
０

９３
３０
２ ，
３０
０

３７
３，
４０
０

４２
０，
２０
０

９４
３０
２ ，
８０
０

３７
４，
６０
０

４２
０，
５０
０

９５
３０
３ ，
３０
０

３７
５，
７０
０

４２
０，
８０
０

９６
３０
３，
７０
０

３７
６，
８０
０

４２
１，
００
０

９７
３０
４ ，
１０
０

３７
７，
８０
０

４２
１，
２０
０

９８
３０
４ ，
６０
０

３７
８，
８０
０

４２
１，
５０
０

９９
３０
５ ，
１０
０

３７
９，
７０
０

４２
１，
８０
０

１０
０

３０
５，
５０
０

３８
０，
６０
０

４２
２，
００
０

１０
１

３０
５ ，
９０
０

３８
１，
４０
０

４２
２，
２０
０

１０
２

３０
６ ，
３０
０

３８
２，
４０
０

４２
２，
５０
０

１０
３

３０
６ ，
７０
０

３８
３，
３０
０

４２
２，
８０
０

１０
４

３０
７，
００
０

３８
４，
２０
０

４２
３，
００
０

１０
５

３０
７ ，
２０
０

３８
５，
００
０

４２
３，
２０
０

１０
６

３０
７ ，
５０
０

３８
５，
９０
０

１０
７

３０
７ ，
８０
０

３８
６，
８０
０

１０
８

３０
８，
００
０

３８
７，
７０
０

１０
９

３０
８ ，
２０
０

３８
８，
５０
０

１１
０

３０
８ ，
４０
０

３８
９，
５０
０

１１
１

３０
８ ，
７０
０

３９
０，
４０
０

１１
２

３０
９，
００
０

３９
１，
３０
０

１１
３

３０
９ ，
２０
０

３９
１，
９０
０

１１
４

３０
９ ，
４０
０

３９
２，
８０
０

１１
５

３０
９ ，
６０
０

３９
３，
７０
０

１１
６

３０
９，
９０
０

３９
４，
６０
０

１１
７

３１
０ ，
２０
０

３９
５，
４０
０

１１
８

３１
０ ，
４０
０

３９
６，
１０
０

１１
９

３１
０ ，
７０
０

３９
７，
００
０

１２
０

３１
１，
００
０

３９
７，
８０
０

１２
１

３１
１ ，
２０
０

３９
８，
４０
０

１２
２

３１
１ ，
４０
０

３９
９，
１０
０

１２
３

３１
１ ，
６０
０

３９
９，
８０
０

１２
４

３１
１，
９０
０

４０
０，
４０
０

１２
５

３１
２ ，
２０
０

４０
１，
００
０

１２
６

４０
１ ，
７０
０

１２
７

４０
２ ，
２０
０

１２
８

４０
２，
８０
０

１２
９

４０
３ ，
４０
０

１３
０

４０
４ ，
００
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
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別
表
第
４
（
第
３
条
関
係
）
研

究
職

給
料

表
職
員
の
区
分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

１８
４，
３０
０

２３
４，
５０
０

３２
６，
９０
０

３７
６，
９０
０

４４
７，
６０
０

２
１８
５，
４０
０

２３
８，
８０
０

３２
８，
９０
０

３７
８，
３０
０

４５
７，
５０
０

３
１８
６，
６０
０

２４
１，
５０
０

３３
０，
９０
０

３７
９，
７０
０

４６
６，
９０
０

４
１８
７，
７０
０

２４
４，
２０
０

３３
２，
９０
０

３８
１，
１０
０

４７
６，
８０
０

５
１８
８，
９０
０

２４
６，
８０
０

３３
４，
７０
０

３８
２，
５０
０

４８
６，
５０
０

６
１９
１，
００
０

２４
８，
４０
０

３３
６，
７０
０

３８
３，
９０
０

４９
６，
３０
０

７
１９
３，
１０
０

２４
９，
９０
０

３３
８，
６０
０

３８
５，
３０
０

５０
５，
２０
０

８
１９
５，
２０
０

２５
１，
４０
０

３４
０，
５０
０

３８
６，
７０
０

５１
３，
１０
０

９
１９
７，
３０
０

２５
２，
９０
０

３４
２，
３０
０

３８
８，
１０
０

５２
０，
９０
０

１０
１９
９ ，
３０
０

２５
５，
００
０

３４
３，
９０
０

３８
９，
６０
０

５２
８，
１０
０

１１
２０
１ ，
３０
０

２５
７，
１０
０

３４
５，
５０
０

３９
１，
００
０

５３
３，
４０
０

１２
２０
３ ，
３０
０

２５
９，
１０
０

３４
７，
１０
０

３９
２，
４０
０

５３
７，
９０
０

１３
２０
５ ，
３０
０

２６
１，
１０
０

３４
８，
７０
０

３９
３，
８０
０

５４
０，
９０
０

１４
２０
７ ，
２０
０

２６
３，
４０
０

３４
９，
７０
０

３９
５，
３０
０

５４
２，
９０
０

１５
２０
９ ，
１０
０

２６
５，
７０
０

３５
０，
７０
０

３９
６，
９０
０

１６
２１
０，
９０
０

２６
７，
９０
０

３５
１，
７０
０

３９
８，
４０
０

１７
２１
２ ，
６０
０

２７
０，
１０
０

３５
２，
８０
０

３９
９，
９０
０

１８
２１
４ ，
４０
０

２７
２，
６０
０

３５
４，
１０
０

４０
１，
５０
０

１９
２１
６ ，
２０
０

２７
５，
００
０

３５
５，
４０
０

４０
３，
１０
０

２０
２１
８ ，
００
０

２７
７，
４０
０

３５
６，
６０
０

４０
４，
８０
０

２１
２１
９ ，
８０
０

２７
９，
７０
０

３５
７，
８０
０

４０
６，
００
０

２２
２２
１ ，
６０
０

２８
１，
８０
０

３５
８，
９０
０

４０
７，
４０
０

２３
２２
３ ，
３０
０

２８
３，
９０
０

３６
０，
００
０

４０
８，
８０
０

２４
２２
５，
００
０

２８
５，
９０
０

３６
１，
１０
０

４１
０，
１０
０

２５
２２
６ ，
７０
０

２８
７，
９０
０

３６
２，
２０
０

４１
１，
４０
０

２６
２２
８ ，
８０
０

２８
９，
８０
０

３６
３，
２０
０

４１
２，
７０
０

２７
２３
０ ，
８０
０

２９
１，
７０
０

３６
４，
２０
０

４１
４，
２０
０

２８
２３
２ ，
７０
０

２９
３，
６０
０

３６
５，
２０
０

４１
５，
７０
０

２９
２３
４ ，
６０
０

２９
５，
５０
０

３６
６，
１０
０

４１
６，
９０
０

３０
２３
５ ，
７０
０

２９
７，
００
０

３６
７，
００
０

４１
８，
１０
０

３１
２３
６ ，
８０
０

２９
８，
５０
０

３６
７，
８０
０

４１
９，
７０
０

３２
２３
７，
９０
０

３０
０，
００
０

３６
８，
６０
０

４２
１，
２０
０

３３
２３
９ ，
３０
０

３０
１，
５０
０

３６
９，
３０
０

４２
２，
５０
０

３４
２４
０ ，
８０
０

３０
３，
００
０

３７
０，
１０
０

４２
３，
９０
０

３５
２４
２ ，
３０
０

３０
４，
５０
０

３７
０，
９０
０

４２
５，
３０
０

３６
２４
３，
８０
０

３０
５，
９０
０

３７
１，
７０
０

４２
６，
７０
０

３７
２４
５ ，
３０
０

３０
７，
３０
０

３７
２，
５０
０

４２
８，
１０
０

３８
２４
６ ，
９０
０

３０
８，
２０
０

３７
３，
３０
０

４２
９，
５０
０

３９
２４
８ ，
５０
０

３０
９，
１０
０

３７
４，
１０
０

４３
０，
９０
０

４０
２５
０，
１０
０

３１
０，
００
０

３７
４，
９０
０

４３
２，
３０
０

４１
２５
１ ，
７０
０

３１
０，
８０
０

３７
５，
７０
０

４３
３，
４０
０

４２
２５
３ ，
２０
０

３１
１，
３０
０

３７
７，
００
０

４３
４，
７０
０

４３
２５
４ ，
７０
０

３１
１，
８０
０

３７
８，
３０
０

４３
６，
１０
０

４４
２５
６，
２０
０

３１
２，
３０
０

３７
９，
５０
０

４３
７，
４０
０

４５
２５
７ ，
７０
０

３１
２，
８０
０

３８
０，
２０
０

４３
８，
２０
０

４６
２５
９ ，
００
０

３１
３，
４０
０

３８
１，
２０
０

４３
９，
１０
０

４７
２６
０ ，
２０
０

３１
３，
９０
０

３８
２，
００
０

４４
０，
００
０

４８
２６
１ ，
４０
０

３１
４，
４０
０

３８
２，
７０
０

４４
０，
９０
０

４９
２６
２ ，
６０
０

３１
４，
８０
０

３８
３，
４０
０

４４
１，
７０
０

５０
２６
３ ，
７０
０

３１
５，
３０
０

３８
４，
１０
０

４４
２，
５０
０

５１
２６
４ ，
８０
０

３１
５，
８０
０

３８
４，
８０
０

４４
３，
１０
０

５２
２６
５ ，
９０
０

３１
６，
３０
０

３８
５，
５０
０

４４
３，
９０
０

５３
２６
７ ，
００
０

３１
６，
７０
０

３８
６，
１０
０

４４
４，
３０
０

５４
２６
８ ，
１０
０

３１
７，
２０
０

３８
６，
８０
０

４４
４，
９０
０

５５
２６
９ ，
１０
０

３１
７，
６０
０

３８
７，
６０
０

４４
５，
４０
０

５６
２７
０ ，
１０
０

３１
８，
００
０

３８
８，
４０
０

４４
５，
９０
０

５７
２７
１ ，
１０
０

３１
８，
４０
０

３８
９，
００
０

４４
６，
４０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

５８
２７
１，
９０
０

３１
８，
８０
０

３８
９，
８０
０

５９
２７
２ ，
５０
０

３１
９，
２０
０

３９
０，
５０
０

６０
２７
３，
１０
０

３１
９，
６０
０

３９
１，
２０
０

６１
２７
３ ，
７０
０

３２
０，
００
０

３９
１，
８０
０

６２
２７
４ ，
３０
０

３２
０，
６０
０

３９
２，
５０
０

６３
２７
４ ，
９０
０

３２
１，
２０
０

３９
３，
２０
０

６４
２７
５，
５０
０

３２
１，
８０
０

３９
３，
９０
０

６５
２７
６ ，
１０
０

３２
２，
３０
０

３９
４，
６０
０

６６
２７
６ ，
７０
０

３２
２，
９０
０

３９
５，
２０
０

６７
２７
７ ，
３０
０

３２
３，
５０
０

３９
５，
８０
０

６８
２７
７，
９０
０

３２
４，
１０
０

３９
６，
５０
０

６９
２７
８ ，
５０
０

３２
４，
６０
０

３９
７，
３０
０

７０
２７
９ ，
２０
０

３２
５，
２０
０

３９
７，
８０
０

７１
２７
９ ，
９０
０

３２
５，
８０
０

３９
８，
４０
０

７２
２８
０，
６０
０

３２
６，
４０
０

３９
９，
００
０

７３
２８
１ ，
２０
０

３２
６，
９０
０

３９
９，
５０
０

７４
２８
１ ，
９０
０

３２
７，
６０
０

４０
０，
１０
０

７５
２８
２ ，
６０
０

３２
８，
３０
０

４０
０，
７０
０

７６
２８
３，
３０
０

３２
９，
００
０

４０
１，
２０
０

７７
２８
３ ，
９０
０

３２
９，
７０
０

４０
１，
７０
０

７８
２８
４ ，
６０
０

３３
０，
４０
０

４０
２，
２０
０

７９
２８
５ ，
３０
０

３３
１，
１０
０

４０
２，
７０
０

８０
２８
５ ，
９０
０

３３
１，
８０
０

４０
３，
４０
０

８１
２８
６ ，
５０
０

３３
２，
５０
０

４０
３，
８０
０

８２
２８
７ ，
２０
０

３３
３，
３０
０

８３
２８
７ ，
９０
０

３３
４，
００
０

８４
２８
８ ，
５０
０

３３
４，
６０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ３０ ）
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８５
２８
９，
１０
０

３３
５，
１０
０

８６
２８
９ ，
８０
０

３３
５，
６０
０

８７
２９
０ ，
５０
０

３３
６，
００
０

８８
２９
１ ，
１０
０

３３
６，
４０
０

８９
２９
１ ，
７０
０

３３
６，
７０
０

９０
２９
２ ，
４０
０

３３
７，
２０
０

９１
２９
３ ，
１０
０

３３
７，
６０
０

９２
２９
３ ，
７０
０

３３
８，
００
０

９３
２９
４ ，
３０
０

３３
８，
３０
０

９４
２９
５ ，
００
０

３３
８，
７０
０

９５
２９
５ ，
６０
０

３３
９，
１０
０

９６
２９
６ ，
２０
０

３３
９，
５０
０

９７
２９
６ ，
５０
０

３４
０，
００
０

９８
２９
７ ，
１０
０

３４
０，
５０
０

９９
２９
７ ，
７０
０

３４
１，
００
０

１０
０

２９
８，
２０
０

３４
１，
５０
０

１０
１

２９
８ ，
７０
０

３４
２，
００
０

１０
２

２９
９ ，
１０
０

３４
２，
５０
０

１０
３

２９
９ ，
５０
０

３４
３，
００
０

１０
４

２９
９，
９０
０

３４
３，
５０
０

１０
５

３０
０ ，
３０
０

３４
３，
９０
０

１０
６

３０
０ ，
８０
０

３４
４，
３０
０

１０
７

３０
１ ，
３０
０

３４
４，
８０
０

１０
８

３０
１ ，
６０
０

３４
５，
２０
０

１０
９

３０
１ ，
８０
０

３４
５，
７０
０

１１
０

３０
２ ，
２０
０

３４
６，
１０
０

１１
１

３０
２ ，
５０
０

３４
６，
５０
０

１１
２

３ ０
２，
７０
０

３４
６，
９０
０

１１
３

３０
３ ，
００
０

３４
７，
４０
０

１１
４

３０
３ ，
３０
０

３４
７，
８０
０

１１
５

３０
３ ，
６０
０

３４
８，
２０
０

１１
６

３０
３ ，
９０
０

３４
８，
６０
０

１１
７

３０
４ ，
２０
０

３４
９，
１０
０

１１
８

３０
４ ，
５０
０

３４
９，
５０
０

１１
９

３０
４ ，
７０
０

３４
９，
９０
０

１２
０

３０
５，
００
０

３５
０，
３０
０

１２
１

３０
５ ，
３０
０

３５
０，
７０
０

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

２２
２，
３０
０

２６
４，
２０
０

２８
９，
３０
０

３３
２，
２０
０

３９
１，
５０
０

備
考
こ
の
表
は
、
試
験
場
、
研
究
所
等
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
し
、
試
験
研

究
又
は
調
査
研
究
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

別
表
第
５
（
第
３
条
関
係
）
医
療

職
給

料
表

イ
医
療
職
給
料
表
（
一
）

職
員

の
区

分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

１
２９
２，
１０
０

４０
１，
３０
０

４５
６，
２０
０

５５
１，
１０
０

２
２９
４，
４０
０

４０
４，
００
０

４５
８，
２０
０

５５
７，
２０
０

３
２９
６，
７０
０

４０
６，
６０
０

４６
０，
１０
０

５６
２，
５０
０

４
２９
８，
９０
０

４０
９，
１０
０

４６
２，
００
０

５６
７，
５０
０

５
３０
１，
００
０

４１
１，
５０
０

４６
３，
４０
０

５７
１，
９０
０

６
３０
４，
５０
０

４１
３，
７０
０

４６
５，
２０
０

５７
６，
２０
０

７
３０
８，
００
０

４１
５，
８０
０

４６
７，
００
０

５７
９，
８０
０

８
３１
１，
４０
０

４１
７，
９０
０

４６
８，
８０
０

５８
２，
８０
０

９
３１
４，
９０
０

４２
０，
００
０

４７
０，
６０
０

５８
５，
３０
０

１０
３１
８ ，
４０
０

４２
１，
５０
０

４７
２，
４０
０

５８
７，
６０
０

１１
３２
１ ，
８０
０

４２
３，
００
０

４７
４，
２０
０

１２
３２
５，
２０
０

４２
４，
５０
０

４７
６，
００
０

１３
３２
８ ，
６０
０

４２
５，
９０
０

４７
７，
８０
０

１４
３３
２ ，
１０
０

４２
７，
４０
０

４７
９，
６０
０

１５
３３
５ ，
５０
０

４２
８，
９０
０

４８
１，
５０
０

１６
３３
８，
９０
０

４３
０，
３０
０

４８
３，
３０
０

１７
３４
２，
３０
０

４３
１，
７０
０

４８
５，
１０
０

１８
３４
５ ，
４０
０

４３
３，
２０
０

４８
７，
００
０

１９
３４
８ ，
５０
０

４３
４，
７０
０

４８
８，
９０
０

２０
３５
１，
６０
０

４３
６，
１０
０

４９
０，
８０
０

２１
３５
４ ，
８０
０

４３
７，
５０
０

４９
２，
７０
０

２２
３５
８ ，
００
０

４３
９，
１０
０

４９
４，
４０
０

２３
３６
１ ，
１０
０

４４
０，
６０
０

４９
６，
２０
０

２４
３６
４ ，
１０
０

４４
２，
００
０

４９
８，
００
０

２５
３６
７ ，
１０
０

４４
３，
４０
０

４９
９，
６０
０

２６
３６
９ ，
４０
０

４４
４，
８０
０

５０
１，
４０
０

２７
３７
１ ，
７０
０

４４
６，
２０
０

５０
３，
２０
０

２８
３７
３ ，
９０
０

４４
７，
６０
０

５０
４，
８０
０

２９
３７
５ ，
８０
０

４４
９，
００
０

５０
６，
２０
０

３０
３７
７ ，
５０
０

４５
０，
４０
０

５０
７，
９０
０

３１
３７
９ ，
２０
０

４５
１，
８０
０

５０
９，
７０
０

３２
３８
１ ，
００
０

４５
３，
２０
０

５１
１，
４０
０

３３
３８
２ ，
８０
０

４５
４，
６０
０

５１
２，
９０
０

３４
３８
４ ，
６０
０

４５
６，
００
０

５１
４，
２０
０

３５
３８
６ ，
２０
０

４５
７，
４０
０

５１
５，
５０
０

３６
３８
７，
６０
０

４５
８，
８０
０

５１
６，
８０
０

３７
３８
９ ，
００
０

４６
０，
２０
０

５１
７，
８０
０

３８
３９
０ ，
５０
０

４６
１，
９０
０

５１
９，
１０
０
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８４
４９
４，
２０
０

８５
４９
４ ，
７０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

３０
２，
４０
０

３４
５，
２０
０

４０
０，
５０
０

４７
４，
４０
０

備
考
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
で
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

３９
３９
２，
００
０

４６
３，
５０
０

５２
０，
４０
０

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

４０
３９
３，
５０
０

４６
５，
１０
０

５２
１，
７０
０

４１
３９
５ ，
００
０

４６
６，
７０
０

５２
２，
８０
０

４２
３９
５ ，
７０
０

４６
７，
９０
０

５２
３，
６０
０

４３
３９
６ ，
３０
０

４６
９，
１０
０

５２
４，
４０
０

４４
３９
７ ，
１０
０

４７
０，
２０
０

５２
５，
２０
０

４５
３９
８ ，
００
０

４７
１，
２０
０

５２
６，
１０
０

４６
３９
８ ，
６０
０

４７
２，
２０
０

５２
６，
９０
０

４７
３９
９ ，
２０
０

４７
３，
１０
０

５２
７，
７０
０

４８
３９
９，
８０
０

４７
３，
９０
０

５２
８，
４０
０

４９
４０
０ ，
４０
０

４７
４，
６０
０

５２
９，
２０
０

５０
４０
０ ，
９０
０

４７
５，
３０
０

５３
０，
００
０

５１
４０
１ ，
４０
０

４７
６，
００
０

５３
０，
７０
０

５２
４０
１ ，
９０
０

４７
６，
６０
０

５３
１，
６０
０

５３
４０
２ ，
４０
０

４７
７，
３０
０

５３
２，
５０
０

５４
４０
２ ，
８０
０

４７
８，
００
０

５３
３，
３０
０

５５
４０
３ ，
２０
０

４７
８，
６０
０

５３
４，
２０
０

５６
４０
３ ，
６０
０

４７
９，
２０
０

５３
５，
１０
０

５７
４０
４ ，
００
０

４７
９，
５０
０

５３
５，
９０
０

５８
４０
４ ，
４０
０

４８
０，
１０
０

５３
６，
８０
０

５９
４０
４ ，
８０
０

４８
０，
９０
０

５３
７，
７０
０

６０
４０
５ ，
２０
０

４８
１，
６０
０

５３
８，
４０
０

６１
４０
５ ，
６０
０

４８
２，
００
０

５３
９，
２０
０

６２
４０
６ ，
００
０

４８
２，
６０
０

５４
０，
１０
０

６３
４０
６ ，
４０
０

４８
３，
３０
０

５４
１，
００
０

６４
４０
６，
８０
０

４８
４，
００
０

５４
１，
９０
０

６５
４０
７ ，
１０
０

４８
４，
４０
０

５４
２，
７０
０

６６
４８
５ ，
００
０

５４
３，
６０
０

６７
４８
５ ，
６０
０

５４
４，
５０
０

６８
４８
６ ，
１０
０

５４
５，
４０
０

６９
４８
６ ，
６０
０

５４
６，
２０
０

７０
４８
７ ，
１０
０

５４
７，
１０
０

７１
４８
７ ，
６０
０

５４
８，
００
０

７２
４８
８，
１０
０

５４
８，
９０
０

７３
４８
８ ，
５０
０

５４
９，
７０
０

７４
４８
９ ，
００
０

７５
４８
９ ，
４０
０

７６
４８
９，
９０
０

７７
４９
０ ，
４０
０

７８
４９
１ ，
００
０

７９
４９
１ ，
６０
０

８０
４９
２，
００
０

８１
４９
２ ，
５０
０

８２
４９
３，
１０
０

８３
４９
３ ，
７０
０
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ロ
医
療
職
給
料
表
（
二
）

職
員

の
区

分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
１

１８
９，
１０
０

２２
７，
９０
０

２６
３，
６０
０

２８
２，
５０
０

３１
５，
８０
０

３６
１，
６０
０

４１
６，
００
０

２
１９
１，
２０
０

２２
９，
２０
０

２６
４，
４０
０

２８
３，
３０
０

３１
７，
２０
０

３６
３，
３０
０

４１
７，
９０
０

３
１９
３，
３０
０

２３
０，
６０
０

２６
５，
２０
０

２８
４，
１０
０

３１
８，
６０
０

３６
４，
９０
０

４１
９，
８０
０

４
１９
５，
４０
０

２３
１，
９０
０

２６
６，
００
０

２８
４，
８０
０

３２
０，
００
０

３６
６，
５０
０

４２
１，
６０
０

５
１９
７，
４０
０

２３
３，
１０
０

２６
６，
８０
０

２８
５，
５０
０

３２
１，
４０
０

３６
８，
１０
０

４２
３，
４０
０

６
１９
９，
４０
０

２３
４，
２０
０

２６
７，
６０
０

２８
６，
２０
０

３２
３，
００
０

３６
９，
７０
０

４２
５，
００
０

７
２０
１，
４０
０

２３
５，
２０
０

２６
８，
４０
０

２８
６，
９０
０

３２
４，
５０
０

３７
１，
３０
０

４２
６，
６０
０

８
２０
３，
２０
０

２３
６，
２０
０

２６
９，
２０
０

２８
７，
７０
０

３２
６，
００
０

３７
２，
９０
０

４２
８，
１０
０

９
２０
５，
００
０

２３
７，
３０
０

２７
０，
００
０

２８
８，
５０
０

３２
７，
５０
０

３７
４，
５０
０

４２
９，
６０
０

１０
２０
６ ，
９０
０

２３
８，
５０
０

２７
０，
８０
０

２８
９，
３０
０

３２
９，
１０
０

３７
６，
５０
０

４３
０，
９０
０

１１
２０
８ ，
８０
０

２３
９，
８０
０

２７
１，
７０
０

２９
０，
１０
０

３３
０，
６０
０

３７
８，
５０
０

４３
２，
２０
０

１２
２１
０ ，
９０
０

２４
１，
１０
０

２７
２，
５０
０

２９
０，
８０
０

３３
２，
１０
０

３８
０，
５０
０

４３
３，
５０
０

１３
２１
２，
６０
０

２４
２，
４０
０

２７
３，
３０
０

２９
１，
５０
０

３３
３，
６０
０

３８
１，
９０
０

４３
４，
８０
０

１４
２１
４ ，
６０
０

２４
３，
７０
０

２７
４，
１０
０

２９
２，
６０
０

３３
５，
２０
０

３８
３，
６０
０

４３
６，
００
０

１５
２１
６ ，
８０
０

２４
５，
００
０

２７
４，
９０
０

２９
３，
７０
０

３３
６，
７０
０

３８
５，
３０
０

４３
７，
２０
０

１６
２１
８ ，
９０
０

２４
６，
２０
０

２７
５，
７０
０

２９
４，
９０
０

３３
８，
２０
０

３８
７，
００
０

４３
８，
３０
０

１７
２２
１，
００
０

２４
７，
４０
０

２７
６，
５０
０

２９
６，
１０
０

３３
９，
７０
０

３８
８，
７０
０

４３
９，
６０
０

１８
２２
２ ，
１０
０

２４
８，
６０
０

２７
７，
３０
０

２９
７，
３０
０

３４
１，
３０
０

３９
０，
２０
０

４４
０，
７０
０

１９
２２
３ ，
２０
０

２４
９，
８０
０

２７
８，
１０
０

２９
８，
５０
０

３４
２，
９０
０

３９
１，
７０
０

４４
１，
９０
０

２０
２２
４ ，
３０
０

２５
１，
００
０

２７
８，
９０
０

２９
９，
７０
０

３４
４，
４０
０

３９
３，
２０
０

４４
３，
１０
０

２１
２２
５，
４０
０

２５
２，
１０
０

２７
９，
７０
０

３０
０，
９０
０

３４
５，
７０
０

３９
４，
５０
０

４４
４，
２０
０

２２
２２
６ ，
３０
０

２５
３，
００
０

２８
０，
６０
０

３０
２，
１０
０

３４
７，
２０
０

３９
５，
８０
０

４４
５，
００
０

２３
２２
７ ，
２０
０

２５
３，
８０
０

２８
１，
５０
０

３０
３，
３０
０

３４
８，
７０
０

３９
７，
２０
０

４４
５，
４０
０

２４
２２
８ ，
１０
０

２５
４，
６０
０

２８
２，
３０
０

３０
４，
５０
０

３５
０，
２０
０

３９
８，
３０
０

４４
６，
１０
０

２５
２２
９，
００
０

２５
５，
４０
０

２８
３，
１０
０

３０
５，
７０
０

３５
１，
７０
０

３９
９，
４０
０

４４
６，
６０
０

２６
２３
０ ，
００
０

２５
６，
２０
０

２８
４，
００
０

３０
６，
９０
０

３５
３，
２０
０

４０
０，
５０
０

４４
７，
００
０

２７
２３
０ ，
９０
０

２５
７，
００
０

２８
４，
９０
０

３０
８，
００
０

３５
４，
７０
０

４０
１，
６０
０

４４
７，
４０
０

２８
２３
１ ，
８０
０

２５
７，
８０
０

２８
５，
７０
０

３０
９，
２０
０

３５
６，
２０
０

４０
２，
７０
０

４４
７，
８０
０

２９
２３
２，
７０
０

２５
８，
６０
０

２８
６，
５０
０

３１
０，
５０
０

３５
７，
６０
０

４０
３，
５０
０

４４
８，
２０
０

３０
２３
３ ，
６０
０

２５
９，
４０
０

２８
７，
６０
０

３１
１，
７０
０

３５
９，
２０
０

４０
４，
３０
０

４４
８，
６０
０

３１
２３
４ ，
５０
０

２６
０，
２０
０

２８
８，
６０
０

３１
２，
９０
０

３６
０，
７０
０

４０
５，
１０
０

４４
９，
００
０

３２
２３
５ ，
４０
０

２６
１，
００
０

２８
９，
６０
０

３１
４，
２０
０

３６
２，
２０
０

４０
５，
９０
０

４４
９，
３０
０

３３
２３
６，
２０
０

２６
１，
８０
０

２９
０，
６０
０

３１
５，
４０
０

３６
３，
４０
０

４０
６，
３０
０

４４
９，
６０
０

３４
２３
７ ，
００
０

２６
２，
６０
０

２９
１，
７０
０

３１
６，
５０
０

３６
４，
５０
０

４０
６，
９０
０

４５
０，
００
０

３５
２３
７ ，
８０
０

２６
３，
３０
０

２９
２，
７０
０

３１
７，
７０
０

３６
５，
７０
０

４０
７，
４０
０

４５
０，
３０
０

３６
２３
８ ，
６０
０

２６
４，
１０
０

２９
３，
７０
０

３１
８，
９０
０

３６
６，
８０
０

４０
７，
８０
０

４５
０，
６０
０

３７
２３
９，
４０
０

２６
５，
００
０

２９
４，
７０
０

３２
０，
１０
０

３６
７，
８０
０

４０
８，
２０
０

４５
０，
９０
０

３８
２４
０ ，
２０
０

２６
５，
８０
０

２９
５，
７０
０

３２
１，
４０
０

３６
８，
６０
０

４０
８，
４０
０

３９
２４
１ ，
００
０

２６
６，
６０
０

２９
６，
７０
０

３２
２，
７０
０

３６
９，
６０
０

４０
８，
７０
０
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４０
２４
１，
８０
０

２６
７，
４０
０

２９
７，
７０
０

３２
３，
９０
０

３７
０，
７０
０

４０
９，
００
０

４１
２４
２，
４０
０

２６
８，
２０
０

２９
８，
７０
０

３２
４，
８０
０

３７
１，
７０
０

４０
９，
３０
０

４２
２４
３ ，
００
０

２６
９，
００
０

２９
９，
９０
０

３２
６，
００
０

３７
２，
７０
０

４０
９，
６０
０

４３
２４
３ ，
６０
０

２６
９，
８０
０

３０
１，
００
０

３２
７，
２０
０

３７
３，
７０
０

４０
９，
９０
０

４４
２４
４ ，
１０
０

２７
０，
６０
０

３０
２，
１０
０

３２
８，
４０
０

３７
４，
６０
０

４１
０，
２０
０

４５
２４
４，
６０
０

２７
１，
３０
０

３０
３，
２０
０

３２
９，
５０
０

３７
５，
４０
０

４１
０，
４０
０

４６
２４
５ ，
２０
０

２７
２，
２０
０

３０
４，
３０
０

３３
０，
５０
０

３７
６，
２０
０

４１
０，
７０
０

４７
２４
５ ，
７０
０

２７
３，
００
０

３０
５，
４０
０

３３
１，
５０
０

３７
７，
１０
０

４１
１，
００
０

４８
２４
６ ，
１０
０

２７
３，
８０
０

３０
６，
５０
０

３３
２，
４０
０

３７
７，
９０
０

４１
１，
３０
０

４９
２４
６，
５０
０

２７
４，
５０
０

３０
７，
６０
０

３３
３，
３０
０

３７
８，
４０
０

４１
１，
５０
０

５０
２４
７ ，
００
０

２７
５，
３０
０

３０
８，
７０
０

３３
４，
３０
０

３７
９，
２０
０

４１
１，
８０
０

５１
２４
７ ，
５０
０

２７
６，
００
０

３０
９，
８０
０

３３
５，
３０
０

３８
０，
００
０

４１
２，
１０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

５２
２４
８，
００
０

２７
６，
７０
０

３１
０，
９０
０

３３
６，
２０
０

３８
０，
８０
０

４１
２，
４０
０

５３
２４
８，
３０
０

２７
７，
４０
０

３１
１，
９０
０

３３
６，
７０
０

３８
１，
２０
０

４１
２，
６０
０

５４
２４
８ ，
６０
０

２７
８，
１０
０

３１
２，
９０
０

３３
７，
６０
０

３８
１，
９０
０

５５
２４
８ ，
９０
０

２７
８，
８０
０

３１
４，
００
０

３３
８，
３０
０

３８
２，
６０
０

５６
２４
９ ，
２０
０

２７
９，
５０
０

３１
５，
００
０

３３
９，
２０
０

３８
３，
２０
０

５７
２４
９，
５０
０

２８
０，
２０
０

３１
６，
００
０

３３
９，
９０
０

３８
３，
６０
０

５８
２４
９ ，
８０
０

２８
０，
９０
０

３１
７，
００
０

３４
０，
２０
０

３８
４，
１０
０

５９
２５
０ ，
１０
０

２８
１，
６０
０

３１
８，
００
０

３４
０，
７０
０

３８
４，
７０
０

６０
２５
０ ，
４０
０

２８
２，
２０
０

３１
８，
９０
０

３４
１，
３０
０

３８
５，
３０
０

６１
２５
０，
７０
０

２８
２，
８０
０

３１
９，
８０
０

３４
１，
９０
０

３８
５，
７０
０

６２
２５
１，
００
０

２８
３，
５０
０

３２
０，
６０
０

３４
２，
６０
０

３８
６，
２０
０

６３
２５
１ ，
３０
０

２８
４，
２０
０

３２
１，
３０
０

３４
３，
３０
０

３８
６，
７０
０

６４
２５
１ ，
６０
０

２８
４，
８０
０

３２
２，
００
０

３４
３，
９０
０

３８
７，
２０
０

６５
２５
１，
９０
０

２８
５，
４０
０

３２
２，
６０
０

３４
４，
６０
０

３８
７，
８０
０

６６
２５
２ ，
２０
０

２８
６，
１０
０

３２
３，
３０
０

３４
５，
１０
０

３８
８，
３０
０

６７
２５
２ ，
５０
０

２８
６，
８０
０

３２
３，
９０
０

３４
５，
７０
０

３８
８，
９０
０

６８
２５
２ ，
８０
０

２８
７，
４０
０

３２
４，
５０
０

３４
６，
３０
０

３８
９，
５０
０

６９
２５
３，
１０
０

２８
８，
００
０

３２
５，
１０
０

３４
６，
６０
０

３９
０，
００
０

７０
２５
３ ，
４０
０

２８
８，
７０
０

３２
５，
３０
０

３４
７，
２０
０

３９
０，
５０
０

７１
２５
３ ，
７０
０

２８
９，
４０
０

３２
５，
８０
０

３４
７，
７０
０

３９
１，
００
０

７２
２５
３ ，
９０
０

２９
０，
００
０

３２
６，
３０
０

３４
８，
２０
０

３９
１，
５０
０

７３
２５
４，
１０
０

２９
０，
６０
０

３２
６，
９０
０

３４
８，
７０
０

３９
１，
８０
０

７４
２５
４ ，
４０
０

２９
１，
１０
０

３２
７，
４０
０

３４
９，
２０
０

３９
２，
３０
０

７５
２５
４ ，
７０
０

２９
１，
５０
０

３２
７，
９０
０

３４
９，
７０
０

３９
２，
７０
０

７６
２５
４ ，
９０
０

２９
１，
９０
０

３２
８，
３０
０

３５
０，
１０
０

３９
３，
１０
０

７７
２５
５，
１０
０

２９
２，
３０
０

３２
８，
９０
０

３５
０，
４０
０

３９
３，
５０
０

７８
２５
５ ，
４０
０

２９
２，
６０
０

３２
９，
４０
０

３５
０，
７０
０

７９
２５
５ ，
７０
０

２９
２，
９０
０

３２
９，
８０
０

３５
０，
９０
０

８０
２５
５ ，
９０
０

２９
３，
２０
０

３３
０，
３０
０

３５
１，
２０
０

８１
２５
６，
１０
０

２９
３，
５０
０

３３
０，
８０
０

３５
１，
７０
０

８２
２５
６ ，
４０
０

２９
３，
８０
０

３３
１，
２０
０

３５
２，
００
０

議
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８３
２５
６，
７０
０

２９
４，
１０
０

３３
１，
４０
０

３５
２，
３０
０

８４
２５
６ ，
９０
０

２９
４，
４０
０

３３
１，
７０
０

３５
２，
６０
０

８５
２５
７，
１０
０

２９
４，
６０
０

３３
２，
１０
０

３５
３，
００
０

８６
２９
４ ，
８０
０

３３
２，
５０
０

３５
３，
３０
０

８７
２９
５ ，
００
０

３３
２，
８０
０

３５
３，
６０
０

８８
２９
５ ，
２０
０

３３
３，
１０
０

３５
３，
９０
０

８９
２９
５，
６０
０

３３
３，
４０
０

３５
４，
３０
０

９０
２９
５ ，
８０
０

３３
３，
６０
０

３５
４，
６０
０

９１
２９
６ ，
００
０

３３
４，
００
０

３５
４，
９０
０

９２
２９
６ ，
２０
０

３３
４，
３０
０

３５
５，
３０
０

９３
２９
６，
６０
０

３３
４，
５０
０

３５
５，
６０
０

９４
２９
６ ，
８０
０

３３
４，
８０
０

３５
６，
００
０

９５
２９
７ ，
００
０

３３
５，
１０
０

３５
６，
４０
０

９６
２９
７ ，
３０
０

３３
５，
４０
０

３５
６，
８０
０

９７
２９
７，
６０
０

３３
５，
６０
０

３５
７，
３０
０

９８
２９
７ ，
８０
０

３３
５，
９０
０

３５
７，
７０
０

９９
２９
８ ，
００
０

３３
６，
２０
０

３５
８，
１０
０

１０
０

２９
８ ，
３０
０

３３
６，
４０
０

３５
８，
５０
０

１０
１

２９
８，
６０
０

３３
６，
６０
０

３５
９，
００
０

１０
２

２９
８，
８０
０

３３
６，
８０
０

１０
３

２９
９ ，
００
０

３３
７，
２０
０

１０
４

２９
９ ，
３０
０

３３
７，
４０
０

１０
５

２９
９，
６０
０

３３
７，
６０
０

１０
６

３３
８ ，
００
０

１０
７

３３
８ ，
４０
０

１０
８

３３
８ ，
８０
０

１０
９

３３
９，
００
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

１９
３，
５０
０

２２
０，
１０
０

２４
８，
７０
０

２６
２，
３０
０

２８
８，
００
０

３２
９，
２０
０

３７
１，
９０
０

備
考
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
、
家
畜
保
健
衛
生
所
等
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す

る
。
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職
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職
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給
与
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る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
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ハ
医
療
職
給
料
表
（
三
）

職
員

の
区

分

職
務
の
級

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

号
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
１

２０
８，
２０
０

２４
１，
２０
０

２８
２，
５０
０

２９
５，
９０
０

３２
０，
１０
０

３６
２，
９０
０

４１
７，
３０
０

２
２１
０，
１０
０

２４
３，
４０
０

２８
３，
００
０

２９
６，
５０
０

３２
１，
１０
０

３６
４，
６０
０

４１
９，
５０
０

３
２１
１，
９０
０

２４
５，
６０
０

２８
３，
５０
０

２９
７，
１０
０

３２
２，
１０
０

３６
６，
３０
０

４２
１，
７０
０

４
２１
３，
６０
０

２４
７，
８０
０

２８
４，
００
０

２９
７，
６０
０

３２
３，
１０
０

３６
８，
００
０

４２
３，
８０
０

５
２１
５，
３０
０

２５
０，
００
０

２８
４，
５０
０

２９
８，
１０
０

３２
４，
１０
０

３６
９，
８０
０

４２
５，
７０
０

６
２１
７，
２０
０

２５
１，
００
０

２８
５，
００
０

２９
８，
７０
０

３２
５，
３０
０

３７
１，
８０
０

４２
７，
６０
０

７
２１
９，
００
０

２５
１，
９０
０

２８
５，
５０
０

２９
９，
３０
０

３２
６，
５０
０

３７
３，
８０
０

４２
９，
４０
０

８
２２
０，
７０
０

２５
２，
８０
０

２８
６，
００
０

２９
９，
８０
０

３２
７，
７０
０

３７
５，
８０
０

４３
１，
３０
０

９
２２
２，
４０
０

２５
３，
７０
０

２８
６，
５０
０

３０
０，
３０
０

３２
８，
８０
０

３７
７，
５０
０

４３
３，
００
０

１０
２２
４ ，
４０
０

２５
４，
９０
０

２８
７，
００
０

３０
０，
９０
０

３３
０，
００
０

３７
９，
６０
０

４３
４，
６０
０

１１
２２
６ ，
３０
０

２５
６，
００
０

２８
７，
５０
０

３０
１，
５０
０

３３
１，
１０
０

３８
１，
７０
０

４３
６，
３０
０

１２
２２
８ ，
２０
０

２５
６，
９０
０

２８
８，
００
０

３０
２，
００
０

３３
２，
２０
０

３８
３，
７０
０

４３
７，
９０
０

１３
２３
０，
２０
０

２５
７，
７０
０

２８
８，
５０
０

３０
２，
５０
０

３３
３，
３０
０

３８
５，
６０
０

４３
９，
３０
０

１４
２３
２ ，
２０
０

２５
８，
４０
０

２８
９，
００
０

３０
３，
２０
０

３３
４，
５０
０

３８
７，
２０
０

４４
０，
６０
０

１５
２３
４ ，
２０
０

２５
９，
１０
０

２８
９，
５０
０

３０
３，
９０
０

３３
５，
６０
０

３８
９，
００
０

４４
２，
２０
０

１６
２３
６ ，
２０
０

２６
０，
００
０

２９
０，
００
０

３０
４，
６０
０

３３
６，
７０
０

３９
０，
８０
０

４４
３，
７０
０

１７
２３
８，
２０
０

２６
１，
１０
０

２９
０，
５０
０

３０
５，
３０
０

３３
７，
８０
０

３９
２，
５０
０

４４
５，
４０
０

１８
２４
０ ，
２０
０

２６
２，
２０
０

２９
１，
００
０

３０
６，
２０
０

３３
９，
００
０

３９
４，
２０
０

４４
７，
００
０

１９
２４
２ ，
３０
０

２６
３，
３０
０

２９
１，
５０
０

３０
７，
１０
０

３４
０，
１０
０

３９
６，
１０
０

４４
８，
４０
０

２０
２４
４ ，
３０
０

２６
４，
４０
０

２９
２，
００
０

３０
８，
００
０

３４
１，
２０
０

３９
７，
９０
０

４４
９，
８０
０

２１
２４
６，
２０
０

２６
５，
５０
０

２９
２，
５０
０

３０
８，
８０
０

３４
２，
３０
０

３９
９，
６０
０

４５
０，
９０
０

２２
２４
７ ，
４０
０

２６
６，
６０
０

２９
３，
００
０

３０
９，
７０
０

３４
３，
５０
０

４０
１，
３０
０

４５
２，
２０
０

２３
２４
８ ，
６０
０

２６
７，
７０
０

２９
３，
５０
０

３１
０，
６０
０

３４
４，
６０
０

４０
３，
１０
０

４５
３，
５０
０

２４
２４
９ ，
７０
０

２６
８，
８０
０

２９
４，
００
０

３１
１，
５０
０

３４
５，
７０
０

４０
４，
８０
０

４５
４，
９０
０

２５
２５
０，
８０
０

２６
９，
８０
０

２９
４，
５０
０

３１
２，
３０
０

３４
６，
８０
０

４０
６，
４０
０

４５
５，
９０
０

２６
２５
１ ，
７０
０

２７
０，
９０
０

２９
５，
１０
０

３１
３，
３０
０

３４
８，
１０
０

４０
８，
１０
０

４５
６，
６０
０

２７
２５
２ ，
６０
０

２７
２，
１０
０

２９
５，
９０
０

３１
４，
２０
０

３４
９，
４０
０

４０
９，
９０
０

４５
７，
４０
０

２８
２５
３ ，
５０
０

２７
３，
１０
０

２９
６，
７０
０

３１
５，
１０
０

３５
０，
７０
０

４１
１，
７０
０

４５
８，
００
０

２９
２５
４，
３０
０

２７
４，
１０
０

２９
７，
４０
０

３１
５，
９０
０

３５
１，
９０
０

４１
３，
２０
０

４５
８，
９０
０

３０
２５
５ ，
１０
０

２７
４，
８０
０

２９
８，
２０
０

３１
７，
００
０

３５
３，
４０
０

４１
４，
７０
０

４５
９，
６０
０

３１
２５
５ ，
８０
０

２７
５，
５０
０

２９
９，
００
０

３１
８，
１０
０

３５
４，
９０
０

４１
６，
２０
０

４６
０，
４０
０

３２
２５
６ ，
５０
０

２７
６，
２０
０

２９
９，
８０
０

３１
９，
２０
０

３５
６，
５０
０

４１
７，
５０
０

４６
１，
２０
０

３３
２５
７，
３０
０

２７
６，
９０
０

３０
０，
５０
０

３２
０，
３０
０

３５
７，
７０
０

４１
８，
６０
０

４６
１，
９０
０

３４
２５
８ ，
１０
０

２７
７，
５０
０

３０
１，
３０
０

３２
１，
４０
０

３５
９，
２０
０

４１
９，
７０
０

４６
２，
６０
０

３５
２５
８ ，
９０
０

２７
８，
００
０

３０
２，
１０
０

３２
２，
５０
０

３６
０，
６０
０

４２
０，
８０
０

４６
３，
３０
０

３６
２５
９ ，
６０
０

２７
８，
５０
０

３０
２，
８０
０

３２
３，
６０
０

３６
２，
００
０

４２
２，
００
０

４６
４，
１０
０

３７
２６
０，
３０
０

２７
９，
００
０

３０
３，
６０
０

３２
４，
７０
０

３６
３，
４０
０

４２
３，
３０
０

４６
４，
９０
０

３８
２６
１ ，
２０
０

２７
９，
６０
０

３０
４，
４０
０

３２
５，
９０
０

３６
４，
４０
０

４２
４，
４０
０

４６
５，
７０
０

３９
２６
２ ，
１０
０

２８
０，
１０
０

３０
５，
２０
０

３２
７，
００
０

３６
５，
８０
０

４２
５，
６０
０

４６
６，
４０
０
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４０
２６
２，
９０
０

２８
０，
６０
０

３０
６，
００
０

３２
８，
１０
０

３６
７，
１０
０

４２
６，
７０
０

４６
７，
１０
０

４１
２６
３，
７０
０

２８
１，
００
０

３０
６，
７０
０

３２
８，
９０
０

３６
８，
４０
０

４２
７，
９０
０

４６
７，
９０
０

４２
２６
４ ，
６０
０

２８
１，
５０
０

３０
７，
７０
０

３３
０，
００
０

３６
９，
８０
０

４２
８，
９０
０

４３
２６
５ ，
４０
０

２８
２，
００
０

３０
８，
７０
０

３３
１，
１０
０

３７
１，
１０
０

４３
０，
００
０

４４
２６
６ ，
２０
０

２８
２，
５０
０

３０
９，
６０
０

３３
２，
１０
０

３７
２，
４０
０

４３
１，
１０
０

４５
２６
７，
００
０

２８
３，
００
０

３１
０，
５０
０

３３
３，
１０
０

３７
３，
９０
０

４３
２，
１０
０

４６
２６
７ ，
７０
０

２８
３，
５０
０

３１
１，
５０
０

３３
４，
１０
０

３７
５，
１０
０

４３
２，
６０
０

４７
２６
８ ，
４０
０

２８
４，
００
０

３１
２，
５０
０

３３
５，
１０
０

３７
６，
２０
０

４３
３，
２０
０

４８
２６
９ ，
００
０

２８
４，
５０
０

３１
３，
５０
０

３３
６，
１０
０

３７
７，
４０
０

４３
３，
６０
０

４９
２６
９，
６０
０

２８
５，
００
０

３１
４，
４０
０

３３
７，
３０
０

３７
８，
５０
０

４３
４，
２０
０

５０
２７
０ ，
１０
０

２８
５，
５０
０

３１
５，
４０
０

３３
８，
６０
０

３７
９，
４０
０

４３
４，
７０
０

５１
２７
０ ，
６０
０

２８
６，
００
０

３１
６，
４０
０

３３
９，
８０
０

３８
０，
４０
０

４３
５，
１０
０

５２
２７
１ ，
００
０

２８
６，
５０
０

３１
７，
４０
０

３４
１，
００
０

３８
１，
３０
０

４３
５，
６０
０

５３
２７
１，
４０
０

２８
７，
００
０

３１
８，
２０
０

３４
１，
９０
０

３８
１，
９０
０

４３
６，
１０
０

５４
２７
２ ，
００
０

２８
７，
５０
０

３１
９，
２０
０

３４
３，
１０
０

３８
２，
７０
０

４３
６，
５０
０

５５
２７
２ ，
５０
０

２８
８，
００
０

３２
０，
２０
０

３４
４，
２０
０

３８
３，
５０
０

４３
６，
８０
０

５６
２７
２ ，
９０
０

２８
８，
５０
０

３２
１，
１０
０

３４
５，
５０
０

３８
４，
３０
０

４３
７，
１０
０

５７
２７
３，
３０
０

２８
９，
００
０

３２
２，
００
０

３４
６，
５０
０

３８
５，
００
０

４３
７，
５０
０

５８
２７
３ ，
７０
０

２８
９，
８０
０

３２
３，
００
０

３４
７，
４０
０

３８
５，
７０
０

５９
２７
４ ，
１０
０

２９
０，
６０
０

３２
４，
００
０

３４
８，
５０
０

３８
６，
４０
０

６０
２７
４ ，
５０
０

２９
１，
３０
０

３２
４，
９０
０

３４
９，
７０
０

３８
７，
００
０

６１
２７
４，
９０
０

２９
２，
００
０

３２
５，
８０
０

３５
０，
８０
０

３８
７，
６０
０

６２
２７
５ ，
３０
０

２９
２，
９０
０

３２
７，
００
０

３５
２，
００
０

３８
８，
２０
０

６３
２７
５ ，
７０
０

２９
３，
８０
０

３２
８，
２０
０

３５
３，
２０
０

３８
８，
９０
０

６４
２７
６ ，
１０
０

２９
４，
６０
０

３２
９，
４０
０

３５
４，
２０
０

３８
９，
５０
０

６５
２７
６，
５０
０

２９
５，
４０
０

３３
０，
１０
０

３５
５，
３０
０

３９
０，
２０
０

６６
２７
６ ，
９０
０

２９
６，
３０
０

３３
１，
２０
０

３５
６，
３０
０

３９
０，
７０
０

６７
２７
７ ，
３０
０

２９
７，
１０
０

３３
２，
３０
０

３５
７，
４０
０

３９
１，
３０
０

６８
２７
７ ，
７０
０

２９
７，
９０
０

３３
３，
２０
０

３５
８，
５０
０

３９
１，
８０
０

６９
２７
８，
１０
０

２９
８，
７０
０

３３
４，
３０
０

３５
９，
３０
０

３９
２，
２０
０

７０
２７
８ ，
６０
０

２９
９，
６０
０

３３
５，
００
０

３６
０，
４０
０

３９
２，
８０
０

７１
２７
９ ，
１０
０

３０
０，
５０
０

３３
６，
１０
０

３６
１，
５０
０

３９
３，
３０
０

７２
２７
９ ，
５０
０

３０
１，
４０
０

３３
７，
２０
０

３６
２，
５０
０

３９
３，
６０
０

７３
２７
９，
９０
０

３０
２，
３０
０

３３
８，
３０
０

３６
３，
２０
０

３９
３，
９０
０

７４
２８
０ ，
５０
０

３０
３，
２０
０

３３
９，
５０
０

３６
４，
００
０

３９
４，
４０
０

７５
２８
１ ，
１０
０

３０
４，
１０
０

３４
０，
６０
０

３６
４，
８０
０

３９
４，
８０
０

７６
２８
１ ，
６０
０

３０
５，
００
０

３４
１，
７０
０

３６
５，
５０
０

３９
５，
１０
０

７７
２８
２，
１０
０

３０
５，
８０
０

３４
２，
８０
０

３６
６，
１０
０

３９
５，
４０
０

７８
２８
２ ，
７０
０

３０
６，
８０
０

３４
３，
９０
０

３６
６，
６０
０

３９
５，
９０
０

７９
２８
３ ，
３０
０

３０
７，
８０
０

３４
４，
９０
０

３６
７，
１０
０

３９
６，
４０
０

８０
２８
３ ，
８０
０

３０
８，
７０
０

３４
６，
００
０

３６
７，
６０
０

３９
６，
９０
０

８１
２８
４，
３０
０

３０
９，
２０
０

３４
６，
９０
０

３６
８，
２０
０

３９
７，
２０
０

８２
２８
４ ，
８０
０

３１
０，
１０
０

３４
７，
９０
０

３６
８，
７０
０

３９
７，
６０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ３７ ）
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８３
２８
５，
３０
０

３１
１，
００
０

３４
８，
８０
０

３６
９，
２０
０

３９
８，
１０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

８４
２８
５，
８０
０

３１
１，
８０
０

３４
９，
８０
０

３６
９，
７０
０

３９
８，
５０
０

８５
２８
６，
３０
０

３１
２，
６０
０

３５
０，
７０
０

３７
０，
１０
０

３９
８，
９０
０

８６
２８
６ ，
８０
０

３１
３，
７０
０

３５
１，
５０
０

３７
０，
５０
０

８７
２８
７ ，
３０
０

３１
４，
７０
０

３５
２，
３０
０

３７
１，
１０
０

８８
２８
７ ，
８０
０

３１
５，
７０
０

３５
３，
１０
０

３７
１，
６０
０

８９
２８
８，
３０
０

３１
６，
６０
０

３５
３，
７０
０

３７
１，
９０
０

９０
２８
８ ，
８０
０

３１
７，
７０
０

３５
４，
３０
０

３７
２，
４０
０

９１
２８
９ ，
３０
０

３１
８，
７０
０

３５
４，
９０
０

３７
２，
８０
０

９２
２８
９ ，
８０
０

３１
９，
７０
０

３５
５，
６０
０

３７
３，
１０
０

９３
２９
０，
３０
０

３２
０，
５０
０

３５
６，
００
０

３７
３，
７０
０

９４
２９
０ ，
９０
０

３２
１，
２０
０

３５
６，
４０
０

３７
４，
２０
０

９５
２９
１ ，
５０
０

３２
１，
９０
０

３５
６，
９０
０

３７
４，
７０
０

９６
２９
２ ，
１０
０

３２
２，
５０
０

３５
７，
３０
０

３７
５，
２０
０

９７
２９
２，
７０
０

３２
３，
００
０

３５
７，
８０
０

３７
５，
８０
０

９８
２９
３ ，
２０
０

３２
３，
３０
０

３５
８，
２０
０

３７
６，
３０
０

９９
２９
３ ，
７０
０

３２
３，
９０
０

３５
８，
７０
０

３７
６，
８０
０

１０
０

２９
４ ，
２０
０

３２
４，
５０
０

３５
９，
１０
０

３７
７，
２０
０

１０
１

２９
４，
７０
０

３２
４，
９０
０

３５
９，
４０
０

３７
７，
８０
０

１０
２

２９
５ ，
２０
０

３２
５，
５０
０

３５
９，
９０
０

３７
８，
３０
０

１０
３

２９
５ ，
７０
０

３２
６，
１０
０

３６
０，
３０
０

３７
８，
８０
０

１０
４

２９
６ ，
１０
０

３２
６，
６０
０

３６
０，
６０
０

３７
９，
３０
０

１０
５

２９
６，
５０
０

３２
７，
００
０

３６
１，
００
０

３７
９，
９０
０

１０
６

２９
７ ，
００
０

３２
７，
５０
０

３６
１，
５０
０

３８
０，
３０
０

１０
７

２９
７ ，
５０
０

３２
８，
００
０

３６
２，
００
０

３８
０，
８０
０

１０
８

２９
７ ，
８０
０

３２
８，
５０
０

３６
２，
５０
０

３８
１，
３０
０

１０
９

２９
８，
００
０

３２
８，
９０
０

３６
３，
００
０

３８
１，
９０
０

１１
０

２９
８ ，
３０
０

３２
９，
３０
０

３６
３，
５０
０

１１
１

２９
８ ，
５０
０

３２
９，
６０
０

３６
４，
００
０

１１
２

２９
８ ，
８０
０

３２
９，
９０
０

３６
４，
４０
０

１１
３

２９
９，
１０
０

３３
０，
２０
０

３６
４，
８０
０

１１
４

２９
９ ，
３０
０

３３
０，
６０
０

３６
５，
２０
０

１１
５

２９
９ ，
６０
０

３３
０，
９０
０

３６
５，
７０
０

１１
６

２９
９ ，
８０
０

３３
１，
２０
０

３６
６，
２０
０

１１
７

３０
０，
１０
０

３３
１，
４０
０

３６
６，
６０
０

１１
８

３０
０ ，
４０
０

３３
１，
７０
０

３６
７，
１０
０

１１
９

３０
０ ，
７０
０

３３
２，
００
０

３６
７，
６０
０

１２
０

３０
１ ，
００
０

３３
２，
２０
０

３６
８，
１０
０

１２
１

３０
１，
３０
０

３３
２，
４０
０

３６
８，
４０
０

１２
２

３０
１ ，
７０
０

３３
２，
７０
０

１２
３

３０
２ ，
００
０

３３
３，
００
０

１２
４

３０
２ ，
３０
０

３３
３，
３０
０

１２
５

３０
２，
５０
０

３３
３，
５０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ３８ ）
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１２
６

３０
２，
７０
０

３３
３，
８０
０

１２
７

３０
３ ，
００
０

３３
４，
２０
０

１２
８

３０
３ ，
４０
０

３３
４，
４０
０

１２
９

３０
３，
６０
０

３３
４，
６０
０

１３
０

３０
３ ，
９０
０

３３
４，
８０
０

１３
１

３０
４ ，
３０
０

３３
５，
２０
０

１３
２

３０
４ ，
７０
０

３３
５，
４０
０

１３
３

３０
４，
９０
０

３３
５，
７０
０

１３
４

３０
５ ，
２０
０

３３
６，
１０
０

１３
５

３０
５ ，
５０
０

３３
６，
５０
０

１３
６

３０
５ ，
８０
０

３３
６，
９０
０

１３
７

３０
６，
００
０

３３
７，
２０
０

１３
８

３０
６ ，
３０
０

３３
７，
６０
０

１３
９

３０
６ ，
６０
０

３３
８，
００
０

１４
０

３０
６ ，
９０
０

３３
８，
４０
０

１４
１

３０
７，
１０
０

３３
８，
７０
０

１４
２

３０
７ ，
５０
０

３３
９，
１０
０

１４
３

３０
７ ，
９０
０

３３
９，
４０
０

１４
４

３０
８ ，
２０
０

３３
９，
８０
０

１４
５

３０
８，
４０
０

３４
０，
１０
０

１４
６

３０
８ ，
６０
０

３４
０，
５０
０

１４
７

３０
８ ，
９０
０

３４
０，
９０
０

１４
８

３０
９ ，
３０
０

３４
１，
３０
０

１４
９

３０
９，
５０
０

３４
１，
６０
０

１５
０

３０
９ ，
７０
０

３４
２，
００
０

１５
１

３１
０ ，
００
０

３４
２，
４０
０

１５
２

３１
０ ，
３０
０

３４
２，
８０
０

１５
３

３１
０，
７０
０

３４
３，
１０
０

１５
４

３１
０ ，
９０
０

１５
５

３１
１ ，
１０
０

１５
６

３１
１ ，
４０
０

１５
７

３１
１，
７０
０

１５
８

３１
２ ，
００
０

１５
９

３１
２ ，
３０
０

１６
０

３１
２ ，
６０
０

１６
１

３１
３，
００
０

１６
２

３１
３ ，
４０
０

１６
３

３１
３ ，
７０
０

１６
４

３１
４ ，
００
０

１６
５

３１
４，
４０
０

１６
６

３１
４ ，
７０
０

１６
７

３１
５ ，
００
０

１６
８

３１
５ ，
３０
０

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ３９ ）
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１６
９

３１
５，
７０
０

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

基
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

２４
０，
３０
０

２６
０，
８０
０

２６
８，
１０
０

２７
８，
６０
０

２９
５，
００
０

３３
２，
７０
０

３７
７，
５０
０

備
考
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ４０ ）
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（ 石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 職 員 等 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 四 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 の 表 第 二 十 二 条 の 七 （ 見 出 し を 含 む 。 ） の 項 中 「 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 」 を 「 の 見

出 し 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

第 二 十 二 条 の 七 第 四 条 第 三 項 か ら 第 十

一 項 ま で 、 第 八 条 の 二

及 び 第 九 条

第 八 条 の 二 、 第 九 条 、 第 十 条 の 三 か ら 第 十

条 の 五 ま で 、 第 十 一 条 の 二 か ら 第 十 一 条 の

五 ま で 及 び 第 二 十 一 条

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤

務 職 員

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員

（ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 九

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 六 項 を 削 り 、 同 条 第 七 項 中 「 並 び に 第 五 項 」 を 「 及 び 前 項 」 に 改 め 、 「 及 び 前 項 の 規

定 に よ る 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 」 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 六 項 と す る 。

第 八 条 第 一 項 中 「 第 十 条 ま で 」 を 「 第 九 条 ま で 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 第 十 条 ま で 」 を 「 第

九 条 ま で 」 に 改 め 、 「 、 第 二 十 条 」 を 削 り 、 同 条 第 五 項 中 「 及 び 第 十 九 条 第 二 項 」 を 「 、 第 十 九

条 第 二 項 及 び 第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 」 に 、 「 百 分 の 百 七 十 二 ・ 五 」 と 」 を 「 百 分 の 九 十 五 」 と 、

給 与 条 例 第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 「 百 分 の 百 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 八 十 七 ・ 五 」 と 」 に 改 め る 。

第 九 条 第 一 項 中 「 か ら 第 十 条 ま で 」 を 「 、 第 九 条 」 に 改 め る 。

第 十 条 第 一 項 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 第 六 条 の 二 ま で 及 び 第 十 五 条 」 を 「 第 六 条 ま で 及 び 第 六

条 の 三 」 に 、 「 特 定 任 期 付 企 業 職 員 」 を 「 第 三 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職

員 （ 企 業 職 員 で あ る 職 員 に 限 る 。 以 下 「 特 定 任 期 付 企 業 職 員 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第

一 項 と し 、 同 条 第 三 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 第 四 項 中 「 同 条 中 」 の 下 に 「 「 第 六 条 及 び 第 十 八

条 」 と あ る の は 「 第 六 条 、 第 六 条 の 三 、 第 八 条 、 第 八 条 の 二 、 第 十 六 条 及 び 第 十 八 条 」 と 、 」 を

加 え 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

（ 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 次 項 第 一 号 及 び 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で 」 を 「 次 項 第 二 号 か ら 第 五 号

ま で 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 第 一 号 を 削 り 、 第 二 号 を 第 一 号 と し 、 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で を 一 号

ず つ 繰 り 上 げ る 。

第 六 条 の 三 第 二 号 中 「 配 偶 者 」 の 下 に 「 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る

者 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。
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第 十 三 条 の 二 第 一 項 中 「 勤 務 し た 」 を 「 勤 務 を し た 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 週 休 日 等 以 外 の

日 の 午 前 零 時 か ら 」 を 「 午 後 十 時 か ら 翌 日 の 」 に 改 め 、 「 の 間 」 の 下 に 「 （ 週 休 日 等 に 含 ま れ る 時

間 を 除 く 。 ） 」 を 加 え 、 「 勤 務 し た 」 を 「 勤 務 を し た 」 に 改 め る 。

第 二 十 三 条 中 「 、 第 六 条 の 三 、 第 八 条 、 第 八 条 の 二 、 第 十 六 条 」 を 削 る 。

（ 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 石 川 県 職 員 の 定 年 等 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 条 例 （ 令 和 四 年 石 川 県 条 例 第 二

十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 十 二 条 第 一 項 中 「 附 則 第 九 条 第 三 項 」 を 「 附 則 第 九 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 四 条 第 七 項 中 「 附 則 第 九 条 第 三 項 」 を 「 附 則 第 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 八 項 中 「 か

ら 第 十 条 ま で 、 第 十 条 の 三 か ら 第 十 条 の 五 ま で 、 第 十 一 条 の 二 か ら 第 十 一 条 の 五 ま で 及 び 第 二 十

一 条 」 を 「 及 び 第 九 条 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 五 条 か ら 第 十 八 条 ま で の 規 定 中 「 附 則 第 九 条 第 三 項 」 を 「 附 則 第 九 条 第 二 項 」 に 改 め

る 。
附 則 第 二 十 条 中 「 、 第 六 条 の 三 、 第 八 条 、 第 八 条 の 二 、 第 十 六 条 」 を 削 り 、 「 附 則 第 九 条 第 三

項 」 を 「 附 則 第 九 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 十 一 条 中 「 附 則 第 九 条 第 三 項 」 を 「 附 則 第 九 条 第 二 項 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 号 給 の 切 替 え ）

第 二 条 令 和 七 年 四 月 一 日 （ 以 下 「 切 替 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い て 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す

る 条 例 （ 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で の 給 料 表 の 適 用 を 受 け て い た 職

員 で あ っ て 同 日 に お い て そ の 者 が 属 し て い た 職 務 の 級 が 附 則 別 表 に 掲 げ ら れ て い る 職 務 の 級 で

あ っ た も の の 切 替 日 に お け る 号 給 （ 次 条 及 び 同 表 に お い て 「 新 号 給 」 と い う 。 ） は 、 切 替 日 の 前

日 に お い て そ の 者 が 属 し て い た 職 務 の 級 及 び 同 日 に お い て そ の 者 が 受 け て い た 号 給 （ 同 表 に お い

て 「 旧 号 給 」 と い う 。 ） に 応 じ て 同 表 に 定 め る 号 給 と す る 。

（ 切 替 日 前 の 異 動 者 の 号 給 の 調 整 ）

第 三 条 切 替 日 前 に 職 務 の 級 を 異 に す る 異 動 を し た 職 員 及 び 人 事 委 員 会 の 定 め る こ れ に 準 ず る も の

を し た 職 員 の 新 号 給 に つ い て は 、 そ の 者 が 切 替 日 に お い て 当 該 異 動 又 は 当 該 準 ず る も の を し た も

の と し た 場 合 と の 権 衡 上 必 要 と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 必

要 な 調 整 を 行 う こ と が で き る 。

（ 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 扶 養 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 四 条 切 替 日 か ら 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例

（ 以 下 「 改 正 後 の 給 与 条 例 」 と い う 。 ） 第 九 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 た だ し 書 中
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「 対 し て は 」 と あ る の は 「 対 し て は 、 支 給 せ ず 、 次 項 第 六 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 に 係 る 扶 養 手 当

は 、 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 に 対 し て は 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 五 重 度 心 身 障 害 者 」 と あ る の は

「 五 重 度 心 身 障 害 者

六 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 ） 」
と 、 同 条 第 三 項

中 「 一 万 三 千 円 」 と あ る の は 「 一 万 千 五 百 円 」 と 、 「 と す る 」 と あ る の は 「 、 前 項 第 六 号 に 該 当

す る 扶 養 親 族 に つ い て は 三 千 円 と す る 」 と す る 。

（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 の 月 額 は 、 改 正 後 の 給 与 条 例

第 十 条 の 二 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 給 料 、 管 理 職 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 に 応 じ て 、 百 分 の 二 十 を 超 え な い 範 囲 内 で

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 項 前 段 の 地 域 手 当

の 級 地 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

２ 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 給 与 条 例 第 十 条 の 三 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 条 中 「 に は 、 前 条 」 と あ る の は 「 に は 、 前 条 又 は 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 間 、 前 条 」 と あ る の

は 「 間 、 前 条 又 は 同 項 」 と す る 。

（ 切 替 日 前 に 異 動 等 の あ っ た 職 員 等 の 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 六 条 切 替 日 の 前 日 ま で に 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 異

動 等 の あ っ た 職 員 又 は 同 日 ま で に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支

給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ た 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 附 則

第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 暫 定 再 任 用 職

員 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 、 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 七 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に

よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 附 則 第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） に つ い て は 、

改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 本 文 中 「 割 合 を い う 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 一 般 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 令

和 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を い う 」 と 、 「 割 合

を い い 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割

合 を い い 」 と 、 「 前 二 条 」 と あ る の は 「 前 二 条 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 か
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「 対 し て は 」 と あ る の は 「 対 し て は 、 支 給 せ ず 、 次 項 第 六 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 に 係 る 扶 養 手 当

は 、 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 に 対 し て は 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 五 重 度 心 身 障 害 者 」 と あ る の は

「 五 重 度 心 身 障 害 者

六 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 ） 」
と 、 同 条 第 三 項

中 「 一 万 三 千 円 」 と あ る の は 「 一 万 千 五 百 円 」 と 、 「 と す る 」 と あ る の は 「 、 前 項 第 六 号 に 該 当

す る 扶 養 親 族 に つ い て は 三 千 円 と す る 」 と す る 。

（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 の 月 額 は 、 改 正 後 の 給 与 条 例

第 十 条 の 二 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 給 料 、 管 理 職 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 に 応 じ て 、 百 分 の 二 十 を 超 え な い 範 囲 内 で

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 項 前 段 の 地 域 手 当

の 級 地 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

２ 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 給 与 条 例 第 十 条 の 三 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 条 中 「 に は 、 前 条 」 と あ る の は 「 に は 、 前 条 又 は 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 間 、 前 条 」 と あ る の

は 「 間 、 前 条 又 は 同 項 」 と す る 。

（ 切 替 日 前 に 異 動 等 の あ っ た 職 員 等 の 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 六 条 切 替 日 の 前 日 ま で に 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 異

動 等 の あ っ た 職 員 又 は 同 日 ま で に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支

給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ た 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 附 則

第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 暫 定 再 任 用 職

員 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 、 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 七 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に

よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 附 則 第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） に つ い て は 、

改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 本 文 中 「 割 合 を い う 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 一 般 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 令

和 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を い う 」 と 、 「 割 合

を い い 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割

合 を い い 」 と 、 「 前 二 条 」 と あ る の は 「 前 二 条 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 か
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「 対 し て は 」 と あ る の は 「 対 し て は 、 支 給 せ ず 、 次 項 第 六 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 に 係 る 扶 養 手 当

は 、 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 に 対 し て は 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 五 重 度 心 身 障 害 者 」 と あ る の は

「 五 重 度 心 身 障 害 者

六 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 ） 」
と 、 同 条 第 三 項

中 「 一 万 三 千 円 」 と あ る の は 「 一 万 千 五 百 円 」 と 、 「 と す る 」 と あ る の は 「 、 前 項 第 六 号 に 該 当

す る 扶 養 親 族 に つ い て は 三 千 円 と す る 」 と す る 。

（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 の 月 額 は 、 改 正 後 の 給 与 条 例

第 十 条 の 二 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 給 料 、 管 理 職 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 に 応 じ て 、 百 分 の 二 十 を 超 え な い 範 囲 内 で

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 項 前 段 の 地 域 手 当

の 級 地 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

２ 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 給 与 条 例 第 十 条 の 三 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 条 中 「 に は 、 前 条 」 と あ る の は 「 に は 、 前 条 又 は 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 間 、 前 条 」 と あ る の

は 「 間 、 前 条 又 は 同 項 」 と す る 。

（ 切 替 日 前 に 異 動 等 の あ っ た 職 員 等 の 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 六 条 切 替 日 の 前 日 ま で に 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 異

動 等 の あ っ た 職 員 又 は 同 日 ま で に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支

給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ た 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 附 則

第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 暫 定 再 任 用 職

員 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 、 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 七 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に

よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 附 則 第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） に つ い て は 、

改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 本 文 中 「 割 合 を い う 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 一 般 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 令

和 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を い う 」 と 、 「 割 合

を い い 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割

合 を い い 」 と 、 「 前 二 条 」 と あ る の は 「 前 二 条 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 か

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ４３ ）



ら 三 年 」 と あ る の は 「 か ら 二 年 」 と 、 「 変 更 に よ り 、 」 と あ る の は 「 変 更 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附

則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 区 分 、 同 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 若 し

く は 同 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 変 更 に よ り 」 と 、 同 項 た だ し 書 中 「 か ら 三 年 」 と

あ る の は 「 か ら 二 年 」 と 、 同 項 第 一 号 中 「 変 更 」 と あ る の は 「 変 更 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第

五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 区 分 、 同 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 若 し く は

同 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 変 更 」 と 、 同 項 中

「 二 当 該 異 動 等 の 日 か ら 同 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 （ 前 号 に 掲 げ る 期 間 を 除 く 。 ）

異 動 等 前 の 支 給 割 合 に 百 分 の 八 十 を 乗 じ て 得 た 割 合

三 当 該 異 動 等 の 日 か ら 同 日 以 後 三 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 （ 前 二 号 に 掲 げ る 期 間 を 除 く 。 ）

異 動 等 前 の 支 給 割 合 に 百 分 の 六 十 を 乗 じ て 得 た 割 合 」

と あ る の は 「 二 当 該 異 動 等 の 日 か ら 同 日 以 後 二 年 を 経 過 す る 日 ま で の 期 間 （ 前 号 に 掲 げ る 期 間

を 除 く 。 ） 異 動 等 前 の 支 給 割 合 に 百 分 の 八 十 を 乗 じ て 得 た 割 合 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 者 か ら 」

と あ る の は 「 者 が 、 」 と 、 「 と な つ た 者 又 は 前 項 に 規 定 す る 異 動 等 に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る も の が あ つ た 者 が 」 と あ る の は 「 と な り 」 と し て 、 同 条 の 規 定 を 適 用 す る 。

２ 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 異

動 等 の あ っ た 職 員 又 は 当 該 期 間 に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支

給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ た 職 員 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 中 「 割 合 を い う 」

と あ る の は 「 割 合 又 は 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川

県 条 例 第 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 令 和 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を い う 」 と 、 「 割 合 を い い 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則

第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を い い 」 と 、 「 前 二 条 」 と あ る の は 「 前 二 条 又 は 令

和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 変 更 に よ り 、 」 と あ る の は 「 変 更 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例

附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 区 分 、 同 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 若

し く は 同 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 変 更 に よ り 、 」 と 、 同 項 第 一 号 中 「 変 更 」 と あ

る の は 「 変 更 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 区 分 、 同

項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 若 し く は 同 項 後 段 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 級 地 の 変 更 」 と 、

同 条 第 二 項 中 「 一 級 地 」 と あ る の は 「 一 級 地 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る 級 地 の 区 分 の う ち 支 給 割 合 の 最 も 高 い 級 地 の 区 分 」 と し て 、 同 条 の 規 定 を 適 用 す

る 。

（ 単 身 赴 任 手 当 及 び 通 勤 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 七 条 改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 六 第 三 項 及 び 第 二 十 二 条 の 六 第 四 項 の 規 定 は 、 切 替 日 前 に 新 た

に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な っ た 者 に も 適 用 す る 。

（ 再 任 用 職 員 へ の 特 地 勤 務 手 当 に 準 ず る 手 当 及 び へ き 地 手 当 に 準 ず る 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 八 条 切 替 日 以 後 に 新 た に 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 職 員 （ 以 下 こ の 条 及 び 次
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「 対 し て は 」 と あ る の は 「 対 し て は 、 支 給 せ ず 、 次 項 第 六 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 に 係 る 扶 養 手 当

は 、 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 に 対 し て は 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 五 重 度 心 身 障 害 者 」 と あ る の は

「 五 重 度 心 身 障 害 者

六 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 ） 」
と 、 同 条 第 三 項

中 「 一 万 三 千 円 」 と あ る の は 「 一 万 千 五 百 円 」 と 、 「 と す る 」 と あ る の は 「 、 前 項 第 六 号 に 該 当

す る 扶 養 親 族 に つ い て は 三 千 円 と す る 」 と す る 。

（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 の 月 額 は 、 改 正 後 の 給 与 条 例

第 十 条 の 二 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 給 料 、 管 理 職 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 に 応 じ て 、 百 分 の 二 十 を 超 え な い 範 囲 内 で

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 項 前 段 の 地 域 手 当

の 級 地 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

２ 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 給 与 条 例 第 十 条 の 三 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 条 中 「 に は 、 前 条 」 と あ る の は 「 に は 、 前 条 又 は 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 間 、 前 条 」 と あ る の

は 「 間 、 前 条 又 は 同 項 」 と す る 。

（ 切 替 日 前 に 異 動 等 の あ っ た 職 員 等 の 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 六 条 切 替 日 の 前 日 ま で に 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 異

動 等 の あ っ た 職 員 又 は 同 日 ま で に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支

給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ た 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 附 則

第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 暫 定 再 任 用 職

員 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 、 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 七 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に

よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 附 則 第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） に つ い て は 、

改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 本 文 中 「 割 合 を い う 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 一 般 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 令

和 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を い う 」 と 、 「 割 合

を い い 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割

合 を い い 」 と 、 「 前 二 条 」 と あ る の は 「 前 二 条 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 か

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ４３ ）



条 に お い て 「 再 任 用 職 員 」 と い う 。 ） に 対 し て 適 用 さ れ る こ と と な る 給 与 条 例 第 十 一 条 の 三 及 び

第 十 一 条 の 五 の 規 定 は 、 切 替 日 以 後 に 第 十 一 条 の 三 第 一 項 若 し く は 第 十 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す

る 異 動 を し た 再 任 用 職 員 又 は 切 替 日 以 後 に 第 十 一 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 公 署 の 移 転 若 し く は 第

十 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 学 校 若 し く は 共 同 調 理 場 の 移 転 が あ っ た 再 任 用 職 員 に つ い て 適 用 す

る 。

（ 寒 冷 地 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 九 条 こ の 条 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 切 替 日 の 前 日 に お い て 改 正 前 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に

よ り 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め て い た 公 署 に 在 勤 し 、 か つ 、 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 法 律 等 の

一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 六 年 法 律 第 七 十 二 号 ） 第 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 国 家 公 務 員 の 寒

冷 地 手 当 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 号 ） 別 表 に 掲 げ ら れ て い た 地 域 又 は 同 日 に お

い て 同 項 の 規 定 に よ り 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め て い た 区 域 に 居 住 す る 職 員 で あ っ て 、 常 時 勤 務 に

服 す る 職 員 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 （ 暫 定 再 任 用 職 員 の

う ち 、 地 方 公 務 員 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る も の を い う 。 次

号 に お い て 同 じ 。 ） で あ る も の を い う 。

二 新 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 該 当 す る 職 員 で あ っ て 、

常 時 勤 務 に 服 す る 職 員 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 で あ る も

の を い う 。

三 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ っ て 、 新 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で な い

も の を い う 。

四 継 続 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 基 準 日 （ 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 基

準 日 を い い 、 そ の 属 す る 月 が 令 和 七 年 十 一 月 か ら 令 和 九 年 三 月 ま で の も の に 限 る 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。 ） に お い て 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ る 者 の う ち 、 切 替 日 の 前 日 か ら 当 該

基 準 日 の 前 日 ま で の 間 、 引 き 続 き 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ っ た 者 （ 再 任 用 職 員 に あ っ て

は 、 切 替 日 の 前 日 に 常 時 勤 務 に 服 す る 職 員 （ 暫 定 再 任 用 職 員 を 除 く 。 第 四 項 に お い て 同 じ 。 ）

で あ っ た 者 に 限 る 。 ） を い う 。

五 み な し 寒 冷 地 手 当 額 継 続 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 に つ き 、 基 準 日 に お け る そ の 基 準 世 帯

等 区 分 （ 当 該 者 の 切 替 日 の 前 日 以 降 に お け る 世 帯 等 の 区 分 （ 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 二

項 に 規 定 す る 世 帯 等 の 区 分 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） の う ち 、 同 項 の 表 に 掲 げ る 寒

冷 地 手 当 の 額 が 最 も 少 な い 世 帯 等 の 区 分 を い う 。 ） を そ の 世 帯 等 の 区 分 と み な し て 、 同 条 第 一

項 の 規 定 を 適 用 し た な ら ば 算 出 さ れ る 寒 冷 地 手 当 の 額 を い う 。

２ 継 続 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 に 対 し て 、 み な し 寒 冷 地 手 当 額 が 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 基 準

日 の 属 す る 月 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 額 を 超 え る こ と と な る と き は 、 改 正 後 の 給 与 条 例

第 二 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 み な し 寒 冷 地 手 当 額 か ら 同 表 の 上 欄 に 掲 げ る
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基 準 日 の 属 す る 月 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 額 を 減 じ た 額 の 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。

令 和 七 年 十 一 月 か ら 令 和 八 年 三 月 ま で 六 、 六 〇 〇 円

令 和 八 年 十 一 月 か ら 令 和 九 年 三 月 ま で 一 三 、 二 〇 〇 円

３ 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ れ る 者

に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 三 項 中 「 、 前 項 」 と あ る の は 「 、 一 般 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 。 以 下 「 令 和 七 年 改 正 条

例 」 と い う 。 ） 附 則 第 九 条 第 二 項 」 と 、 同 項 第 一 号 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 令 和 七 年 改 正 条 例 附

則 第 九 条 第 二 項 」 と 、 「 同 条 第 三 項 」 と あ る の は 「 第 二 十 四 条 第 三 項 」 と 、 同 項 第 二 号 中 「 前 項 」

と あ る の は 「 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 九 条 第 二 項 」 と 、 同 条 第 四 項 中 「 前 二 項 」 と あ る の は 「 令

和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 九 条 第 二 項 及 び 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第 二 項 」 と あ る

の は 「 同 条 第 二 項 」 と 、 同 項 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 前 項 各 号 」 と あ る の は 「 令 和 七 年 改 正 条 例 附

則 第 九 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 前 項 各 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

４ 前 二 項 の 規 定 に よ り 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ れ る 者 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 基

準 日 に お い て 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ る 者 の う ち 、 切 替 日 の 前 日 に お い て 旧 寒 冷 地 等 在 勤

等 職 員 で あ っ た 者 で あ っ て 、 切 替 日 か ら 当 該 基 準 日 の 前 日 ま で の 間 、 引 き 続 き 新 寒 冷 地 等 在 勤 等

職 員 又 は 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ っ た も の （ 前 二 項 の 規 定 に よ り 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ れ る

者 を 除 き 、 再 任 用 職 員 に あ っ て は 、 切 替 日 の 前 日 に 常 時 勤 務 に 服 す る 職 員 で あ っ た 者 に 限 る 。 ）

に 対 し て は 、 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ

に よ り 、 前 二 項 の 規 定 に 準 じ て 、 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。

５ 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 者 そ の 他 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 者 で あ っ た 者 が 、 切 替 日 以 降 に 引 き 続 き 給 与 条 例 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な り 、

特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 と な っ た 場 合 に お い て 、 任 用 の 事 情 、 切 替 日 の 前 日 か ら 特 定 旧 寒 冷 地

等 在 勤 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る 勤 務 地 等 を 考 慮 し て 前 三 項 の 規 定 に よ り 寒 冷 地

手 当 を 支 給 さ れ る 者 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 基 準 日 に お い て 特 定 旧 寒 冷 地 等

在 勤 等 職 員 で あ る 者 に 対 し て は 、 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 三 項 の 規 定 に 準 じ て 、 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。

（ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ）

第 十 条 附 則 第 二 条 か ら 前 条 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る 。
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「 対 し て は 」 と あ る の は 「 対 し て は 、 支 給 せ ず 、 次 項 第 六 号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 に 係 る 扶 養 手 当

は 、 行 政 職 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 八 級 以 上 で あ る も の 及 び 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が こ れ に 相 当 す る も の と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 に 対 し て は 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 五 重 度 心 身 障 害 者 」 と あ る の は

「 五 重 度 心 身 障 害 者

六 配 偶 者 （ 届 出 を し な い が 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 を 含 む 。 ） 」
と 、 同 条 第 三 項

中 「 一 万 三 千 円 」 と あ る の は 「 一 万 千 五 百 円 」 と 、 「 と す る 」 と あ る の は 「 、 前 項 第 六 号 に 該 当

す る 扶 養 親 族 に つ い て は 三 千 円 と す る 」 と す る 。

（ 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 五 条 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 の 月 額 は 、 改 正 後 の 給 与 条 例

第 十 条 の 二 第 二 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 給 料 、 管 理 職 手 当 及 び 扶 養 手 当 の 月 額 の 合 計

額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 地 域 手 当 の 級 地 の 区 分 に 応 じ て 、 百 分 の 二 十 を 超 え な い 範 囲 内 で

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 項 前 段 の 地 域 手 当

の 級 地 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

２ 切 替 日 か ら 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 給 与 条 例 第 十 条 の 三 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 同 条 中 「 に は 、 前 条 」 と あ る の は 「 に は 、 前 条 又 は 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 間 、 前 条 」 と あ る の

は 「 間 、 前 条 又 は 同 項 」 と す る 。

（ 切 替 日 前 に 異 動 等 の あ っ た 職 員 等 の 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 ）

第 六 条 切 替 日 の 前 日 ま で に 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 異

動 等 の あ っ た 職 員 又 は 同 日 ま で に 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 地 域 手 当 を 支

給 さ れ る 職 員 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ た 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 （ 附 則

第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 及 び 暫 定 再 任 用 職

員 （ 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法 律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 四 条 第 一 項 若 し く は

第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

第 五 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 、 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 附 則 第 九 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 七 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に

よ り 採 用 さ れ た 職 員 を い う 。 附 則 第 八 条 及 び 第 九 条 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） に つ い て は 、

改 正 後 の 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 本 文 中 「 割 合 を い う 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 一 般 職 の 職 員 の

給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 令

和 七 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割 合 を い う 」 と 、 「 割 合

を い い 」 と あ る の は 「 割 合 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割

合 を い い 」 と 、 「 前 二 条 」 と あ る の は 「 前 二 条 又 は 令 和 七 年 改 正 条 例 附 則 第 五 条 第 一 項 」 と 、 「 か
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附
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イ
行
政
職
給
料
表
の
適
用
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受
け
る
職
員
の
新
号
給

職
務

の
級

旧
号
給

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

１
１

１
１

１
１

１
１

２
１

１
１

１
１

１
１

３
１

１
１

１
１

１
１

４
１

１
１

１
１

１
１

５
１

１
１

１
１

１
１

６
２

１
１

１
１

１
１

７
３

１
１

１
１

１
１

８
４

１
１

１
１

１
１

９
５

１
１

１
１

１
１

10
６

２
２

１
１

１
１

11
７

３
３

１
１

１
１

12
８

４
４

１
１

１
１

13
９

５
５

１
１

１
１

14
10

６
６

２
１

１
１

15
11

７
７

３
１

１
１

16
12

８
８

４
１

１
１

17
13

９
９

５
１

１
１

18
14

10
10

６
２

１
２

19
15

11
11

７
３

１
２

20
16

12
12

８
４

１
２

21
17

13
13

９
５

１
２

22
18

14
14

10
６

１
２

23
19

15
15

11
７

１
３

24
20

16
16

12
８

２
３

25
21

17
17

13
９

２
３

26
22

18
18

14
10

２
３

27
23

19
19

15
11

２
４

28
24

20
20

16
12

３
４

29
25

21
21

17
13

３
４

30
26

22
22

18
14

３
４

31
27

23
23

19
15

３
５

32
28

24
24

20
16

３
５

33
29

25
25

21
17

３
５

34
30

26
26

22
18

４
５

35
31

27
27

23
19

４
６

36
32

28
28

24
20

４
６

37
33

29
29

25
21

４
６

38
34

30
30

26
22

４
６

39
35

31
31

27
23

４
６

40
36

32
32

28
24

４
７

41
37

33
33

29
25

４
７

42
38

34
34

30
26

５
43

39
35

35
31

27
５

44
40

36
36

32
28

５
45

41
37

37
33

29
５

46
42

38
38

34
30

47
43

39
39

35
31

48
44

40
40

36
32

49
45

41
41

37
33

50
46

42
42

38
34

51
47

43
43

39
35

52
48

44
44

40
36

53
49

45
45

41
37

54
50

46
46

42
38

55
51

47
47

43
39

56
52

48
48

44
40

57
53

49
49

45
41

58
54

50
50

46
42

59
55

51
51

47
43

60
56

52
52

48
44

61
57

53
53

49
45

62
58

54
54

50
63

59
55

55
51

64
60

56
56

52
65

61
57

57
53

66
62

58
58

54
67

63
59

59
55

68
64

60
60

56
69

65
61

61
57
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70
66

62
62

58
71

67
63

63
59

72
68

64
64

60
73

69
65

65
61

74
70

66
66

62
75

71
67

67
63

76
72

68
68

64
77

73
69

69
65

78
74

70
70

66
79

75
71

71
67

80
76

72
72

68
81

77
73

73
69

82
78

74
74

70
83

79
75

75
71

84
80

76
76

72
85

81
77

77
73

86
82

78
78

87
83

79
79

88
84

80
80

89
85

81
81

90
86

82
82

91
87

83
83

92
88

84
84

93
89

85
85

94
90

95
91

96
92

97
93

98
94

99
95

10
0

96
10
1

97
10
2

98
10
3

99
10
4

10
0

10
5

10
1

10
6

10
2

10
7

10
3

10
8

10
4

10
9

10
5

11
0

10
6

11
1

10
7

11
2

10
8

11
3

10
9
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職
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の
級

旧
号
給

４
級

５
級

６
級

７
級

８
級

９
級

１
１

１
１

１
１

１
２

１
１

１
１

１
１

３
１

１
１

１
１

１
４

１
１

１
１

１
１

５
１

１
１

１
１

１
６

２
１

１
１

１
１

７
３

１
１

１
１

１
８

４
１

１
１

１
１

９
５

１
１

１
１

１
10

６
２

２
１

１
１

11
７

３
３

１
１

１
12

８
４

４
１

１
１

13
９

５
５

１
１

１
14

10
６

６
２

１
１

15
11

７
７

３
１

１
16

12
８

８
４

１
１

17
13

９
９

５
１

１
18

14
10

１０
６

２
１

19
15

11
１１

７
３

１
20

16
12

１２
８

４
１

21
17

13
１３

９
５

１
22

18
14

14
１０

６
１

23
19

15
15

１１
７

１
24

20
16

16
１２

８
２

25
21

17
17

１３
９

２
26

22
18

18
14

１０
２

27
23

19
19

15
１１

２
28

24
20

20
16

１２
３

29
25

21
21

17
１３

３
30

26
22

22
18

１４
３

31
27

23
23

19
１５

３
３２

２８
２４

２４
２０

１６
３

３３
２９

２５
２５

２１
１７

３

３４
３０

２６
２６

２２
１８

４
３５

３１
２７

２７
２３

１９
４

３６
３２

２８
２８

２４
２０

４
３７

３３
２９

２９
２５

２１
４

３８
３４

３０
３０

２６
２２

４
３９

３５
３１

３１
２７

２３
４

４０
３６

３２
３２

２８
２４

４
41

３７
３３

３３
２９

２５
４

42
３８

３４
３４

３０
２６

５
43

３９
３５

３５
３１

２７
５

44
４０

３６
３６

３２
２８

５
45

41
３７

３７
３３

２９
５

46
42

３８
３８

３４
３０

47
43

３９
３９

３５
３１

48
44

４０
４０

３６
３２

49
45

41
４１

３７
３３

50
46

42
４２

３８
３４

51
47

43
４３

３９
３５

52
48

44
４４

４０
３６

53
49

45
45

４１
３７

54
50

46
46

４２
３８

55
51

47
47

４３
３９

56
52

48
48

４４
４０

57
53

49
49

45
４１

58
54

50
50

46
４２

59
55

51
51

47
４３

60
56

52
52

48
４４

61
57

53
53

49
４５

62
58

54
54

50
63

59
55

55
51

64
60

56
56

52
65

61
57

57
53

66
62

58
58

54
67

63
59

59
55

68
64

60
60

56
69

65
61

61
57

70
66

62
62

58

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ４９ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 49石 川 県 公 報



71
67

63
63

59
72

68
64

64
60

73
69

65
65

61
74

70
66

66
62

75
71

67
67

63
76

72
68

68
64

77
73

69
69

65
78

74
70

70
66

79
75

71
71

67
80

76
72

72
68

81
77

73
73

69
82

78
74

74
70

83
79

75
75

71
84

80
76

76
72

85
81

77
77

73
86

82
78

78
87

83
79

79
88

84
80

80
89

85
81

81
90

86
82

82
91

87
83

83
92

88
84

84
93

89
85

85
94

90
95

91
96

92
97

93
98

94
99

95
10
0

96
10
1

97
10
2

98
10
3

99
10
4

10
0

10
5

10
1

10
6

10
2

10
7

10
3

10
8

10
4

10
9

10
5

11
0

10
6

11
1

10
7

11
2

10
8

11
3

10
9

11
4

11
0

11
5

11
1

11
6

11
2

11
7

11
3

11
8

11
4

11
9

11
5

12
0

11
6

12
1

11
7

12
2

11
8

12
3

11
9

12
4

12
0

12
5

12
1

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５０ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外50 石 川 県 公 報



ハ
教
育
職
給
料
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
新
号
給

職
務

の
級

旧
号
給

３
級

４
級

５
級

１
１

１
１

２
１

１
１

３
１

１
１

４
１

１
１

５
１

１
１

６
１

１
１

７
１

１
１

８
１

１
１

９
１

１
１

10
１

１
１

11
１

１
１

12
１

１
１

13
１

１
１

14
２

１
１

15
３

１
１

16
４

１
１

17
５

１
１

18
６

２
２

19
７

３
３

20
８

４
４

21
９

５
５

22
10

６
６

23
11

７
７

24
12

８
８

25
13

９
９

26
14

10
10

27
15

11
11

28
16

12
12

29
17

13
13

30
18

14
14

31
19

15
15

３２
20

16
16

３３
21

17
17

３４
22

18
18

３５
23

19
19

３６
24

20
20

３７
25

21
21

３８
26

22
３９

27
23

４０
28

24
41

29
25

42
30

26
43

31
27

44
32

28
45

33
29

46
34

30
47

35
31

48
36

32
49

37
33

50
38

34
51

39
35

52
40

36
53

41
37

54
42

38
55

43
39

56
44

40
57

45
41

58
46

42
59

47
43

60
48

44
61

49
45

62
50

46
63

51
47

64
52

48
65

53
49

66
54

50
６７

55
51

６８
56

52
６９

57
53

７０
58

54

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５１ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 51石 川 県 公 報



１０
８

96
１０
９

97
１１
０

98
11
1

99
11
2

10
0

11
3

10
1

11
4

10
2

11
5

10
3

11
6

10
4

11
7

10
5

７１
59

55
７２

60
56

７３
61

57
７４

62
58

７５
63

59
76

64
60

77
65

61
78

66
79

67
80

68
81

69
82

70
83

71
84

72
85

73
86

74
87

75
88

76
89

77
90

78
91

79
92

80
93

81
94

82
95

83
96

84
97

85
98

86
99

87
10
0

88
10
1

89
１０
２

90
１０
３

91
１０
４

92
１０
５

93
１０
６

94
１０
７

95

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５２ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外52 石 川 県 公 報



ニ
教
育
職
給
料
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
新
号
給

職
務

の
級

旧
号
給

３
級

４
級

５
級

１
１

１
１

２
１

１
１

３
１

１
１

４
１

１
１

５
１

１
１

６
１

１
１

７
１

１
１

８
１

１
１

９
１

１
１

10
１

１
１

11
１

１
１

12
１

１
１

13
１

１
１

14
２

２
１

15
３

３
１

16
４

４
１

17
５

５
１

18
６

６
２

19
７

７
３

20
８

８
４

21
９

９
５

22
10

１０
６

23
11

１１
７

24
12

１２
８

25
13

１３
９

26
14

14
10

27
15

15
11

28
16

16
12

29
17

17
13

30
18

18
14

31
19

19
15

32
20

20
16

33
21

21
17

34
22

22
18

35
23

23
19

36
24

24
20

37
25

25
21

38
26

26
39

27
27

40
28

28
41

29
29

42
30

30
43

31
31

44
32

32
45

33
33

46
34

34
47

35
35

48
36

36
49

37
37

50
38

38
51

39
39

52
40

40
53

41
41

54
42

42
55

43
43

56
44

44
57

45
45

58
46

46
59

47
47

60
48

48
61

49
49

62
50

50
63

51
51

64
52

52
65

53
53

66
54

54
67

55
55

68
56

56
69

57
57

70
58

58

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５３ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 53石 川 県 公 報



10
8

96
10
9

97
11
0

98
11
1

99
11
2

10
0

11
3

10
1

11
4

10
2

11
5

10
3

11
6

10
4

11
7

10
5

71
59

59
72

60
60

73
61

61
74

62
62

75
63

63
76

64
64

77
65

65
78

66
66

79
67

67
80

68
68

81
69

69
82

70
70

83
71

71
84

72
72

85
73

73
86

74
74

87
75

75
88

76
76

89
77

77
90

78
78

91
79

79
92

80
80

93
81

81
94

82
95

83
96

84
97

85
98

86
99

87
10
0

88
10
1

89
10
2

90
10
3

91
10
4

92
10
5

93
10
6

94
10
7

95

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５４ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外54 石 川 県 公 報



ホ
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
新
号
給

職
務

の
級

旧
号
給

３
級

４
級

５
級

１
１

１
１

２
１

１
１

３
１

１
１

４
１

１
１

５
１

１
１

６
１

１
１

７
１

１
１

８
１

１
１

９
１

１
１

10
２

１
１

11
３

１
１

12
４

１
１

13
５

１
１

14
６

１
１

15
７

１
１

16
８

１
１

17
９

１
１

18
10

２
１

19
11

３
１

20
12

４
１

21
13

５
２

22
14

６
２

23
15

７
２

24
16

８
２

25
17

９
３

26
18

10
３

27
19

11
３

28
20

12
３

29
21

13
４

30
22

14
４

31
23

15
４

32
24

16
４

33
25

17
５

34
26

18
５

35
27

19
５

36
28

20
５

37
29

21
６

38
30

22
６

39
31

23
６

40
32

24
６

41
33

25
７

42
34

26
７

43
35

27
７

44
36

28
７

45
37

29
８

46
38

30
８

47
39

31
８

48
40

32
８

49
41

33
８

50
42

34
９

51
43

35
９

52
44

36
９

53
45

37
９

54
46

38
９

55
47

39
９

56
48

40
10

57
49

41
10

58
50

42
10

59
51

43
10

60
52

44
10

61
53

45
10

62
54

46
10

63
55

47
11

64
56

48
11

65
57

49
11

66
58

50
11

67
59

51
11

68
60

52
11

69
61

53
11

70
62

54
12

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５５ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 55石 川 県 公 報



71
63

55
12

72
64

56
12

73
65

57
12

74
66

75
67

76
68

77
69

78
70

79
71

80
72

81
73

82
74

83
75

84
76

85
77

86
78

87
79

88
80

89
81

ヘ
医
療
職
給
料
表
（
一
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
新
号
給

職
務

の
級

旧
号
給

２
級

３
級

４
級

１
１

１
１

２
１

１
１

３
１

１
１

４
１

１
１

５
１

１
１

６
１

１
１

７
１

１
１

８
１

１
１

９
１

１
１

10
１

１
１

11
１

１
１

12
１

１
１

13
１

１
１

14
２

１
１

15
３

１
１

16
４

１
１

17
５

１
１

18
６

２
１

19
７

３
１

20
８

４
１

21
９

５
１

22
10

６
１

23
11

７
１

24
12

８
１

25
13

９
１

26
14

10
１

27
15

11
１

28
16

12
１

29
17

13
１

30
18

14
１

31
19

15
１

32
20

16
１

33
21

17
１

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５６ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外56 石 川 県 公 報



71
59

55
72

60
56

73
61

57
74

62
58

75
63

59
76

64
60

77
65

61
78

66
62

79
67

63
80

68
64

81
69

65
82

70
66

83
71

67
84

72
68

85
73

69
86

74
70

87
75

71
88

76
72

89
77

73
90

78
91

79
92

80
93

81
94

82
95

83
96

84
97

85

34
22

18
１

35
23

19
１

36
24

20
１

37
25

21
１

38
26

22
２

39
27

23
２

40
28

24
２

41
29

25
２

42
30

26
３

43
31

27
３

44
32

28
３

45
33

29
３

46
34

30
４

47
35

31
４

48
36

32
４

49
37

33
４

50
38

34
４

51
39

35
５

52
40

36
５

53
41

37
５

54
42

38
５

55
43

39
５

56
44

40
６

57
45

41
６

58
46

42
６

59
47

43
６

60
48

44
６

61
49

45
７

62
50

46
７

63
51

47
７

64
52

48
７

65
53

49
８

66
54

50
67

55
51

68
56

52
69

57
53

70
58

54

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５７ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 57石 川 県 公 報



ト
医
療
職
給
料
表
（
二
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
新
号
給

職
務

の
級

旧
号
給

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

１
１

１
１

１
１

２
１

１
１

１
１

３
１

１
１

１
１

４
１

１
１

１
１

５
１

１
１

１
１

６
２

２
１

１
１

７
３

３
１

１
１

８
４

４
１

１
１

９
５

５
１

１
１

10
６

６
２

１
１

11
７

７
３

１
１

12
８

８
４

１
１

13
９

９
５

１
１

14
10

10
６

２
１

15
11

11
７

３
１

16
12

12
８

４
１

17
13

13
９

５
１

18
14

14
10

６
２

19
15

15
11

７
３

20
16

16
12

８
４

21
17

17
13

９
５

22
18

18
14

10
６

23
19

19
15

11
７

24
20

20
16

12
８

25
21

21
17

13
９

26
22

22
18

14
10

27
23

23
19

15
11

28
24

24
20

16
12

29
25

25
21

17
13

30
26

26
22

18
14

31
27

27
23

19
15

32
28

28
24

20
16

33
29

29
25

21
17

34
30

30
26

22
18

35
31

31
27

23
19

36
32

32
28

24
20

37
33

33
29

25
21

38
34

34
30

26
22

39
35

35
31

27
23

40
36

36
32

28
24

41
37

37
33

29
25

42
38

38
34

30
26

43
39

39
35

31
27

44
40

40
36

32
28

45
41

41
37

33
29

46
42

42
38

34
30

47
43

43
39

35
31

48
44

44
40

36
32

49
45

45
41

37
33

50
46

46
42

38
34

51
47

47
43

39
35

52
48

48
44

40
36

53
49

49
45

41
37

54
50

50
46

42
55

51
51

47
43

56
52

52
48

44
57

53
53

49
45

58
54

54
50

46
59

55
55

51
47

60
56

56
52

48
61

57
57

53
49

62
58

58
54

50
63

59
59

55
51

64
60

60
56

52
65

61
61

57
53

66
62

62
58

67
63

63
59

68
64

64
60

69
65

65
61

70
66

66
62

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５８ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外58 石 川 県 公 報



71
67

67
63

72
68

68
64

73
69

69
65

74
70

70
66

75
71

71
67

76
72

72
68

77
73

73
69

78
74

74
70

79
75

75
71

80
76

76
72

81
77

77
73

82
78

78
74

83
79

79
75

84
80

80
76

85
81

81
77

86
82

82
87

83
83

88
84

84
89

85
85

90
86

86
91

87
87

92
88

88
93

89
89

94
90

90
95

91
91

96
92

92
97

93
93

98
94

94
99

95
95

10
0

96
96

10
1

97
97

10
2

98
98

10
3

99
99

10
4

10
0

10
0

10
5

10
1

10
1

10
6

10
2

10
7

10
3

10
8

10
4

10
9

10
5

11
0

10
6

11
1

10
7

11
2

10
8

11
3

10
9

議
案
第
二
十
一
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ５９ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 59石 川 県 公 報



チ
医
療
職
給
料
表
（
三
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
新
号
給

職
務

の
級

旧
号
給

３
級

４
級

５
級

６
級

７
級

１
１

１
１

１
１

２
１

１
１

１
１

３
１

１
１

１
１

４
１

１
１

１
１

５
１

１
１

１
１

６
２

２
１

１
１

７
３

３
１

１
１

８
４

４
１

１
１

９
５

５
１

１
１

10
６

６
２

１
１

11
７

７
３

１
１

12
８

８
４

１
１

13
９

９
５

１
１

14
10

10
６

２
１

15
11

11
７

３
１

16
12

12
８

４
１

17
13

13
９

５
１

18
14

14
10

６
２

19
15

15
11

７
３

20
16

16
12

８
４

21
17

17
13

９
５

22
18

18
14

10
６

23
19

19
15

11
７

24
20

20
16

12
８

25
21

21
17

13
９

26
22

22
18

14
10

27
23

23
19

15
11

28
24

24
20

16
12

29
25

25
21

17
13

30
26

26
22

18
14

31
27

27
23

19
15

32
28

28
24

20
16

33
29

29
25

21
17

34
30

30
26

22
18

35
31

31
27

23
19

36
32

32
28

24
20

37
33

33
29

25
21

38
34

34
30

26
22

39
35

35
31

27
23

40
36

36
32

28
24

41
37

37
33

29
25

42
38

38
34

30
26

43
39

39
35

31
27

44
40

40
36

32
28

45
41

41
37

33
29

46
42

42
38

34
30

47
43

43
39

35
31

48
44

44
40

36
32

49
45

45
41

37
33

50
46

46
42

38
34

51
47

47
43

39
35

52
48

48
44

40
36

53
49

49
45

41
37

54
50

50
46

42
38

55
51

51
47

43
39

56
52

52
48

44
40

57
53

53
49

45
41

58
54

54
50

46
59

55
55

51
47

60
56

56
52

48
61

57
57

53
49

62
58

58
54

50
63

59
59

55
51

64
60

60
56

52
65

61
61

57
53

66
62

62
58

54
67

63
63

59
55

68
64

64
60

56
69

65
65

61
57

70
66

66
62
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般
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与
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等
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部
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改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ６０ ）
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71
67

67
63

72
68

68
64

73
69

69
65

74
70

70
66

75
71

71
67

76
72

72
68

77
73

73
69

78
74

74
70

79
75

75
71

80
76

76
72

81
77

77
73

82
78

78
74

83
79

79
75

84
80

80
76

85
81

81
77

86
82

82
78

87
83

83
79

88
84

84
80

89
85

85
81

90
86

86
82

91
87

87
83

92
88

88
84

93
89

89
85

94
90

90
95

91
91

96
92

92
97

93
93

98
94

94
99

95
95

10
0

96
96

10
1

97
97

10
2

98
98

10
3

99
99

10
4

10
0

10
0

10
5

10
1

10
1

10
6

10
2

10
2

10
7

10
3

10
3

10
8

10
4

10
4

10
9

10
5

10
5

11
0

10
6

10
6

11
1

10
7

10
7

11
2

10
8

10
8

11
3

10
9

10
9

11
4

11
0

11
5

11
1

11
6

11
2

11
7

11
3

11
8

11
4

11
9

11
5

12
0

11
6

12
1

11
7

12
2

11
8

12
3

11
9

12
4

12
0

12
5

12
1
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（ ６１ ）
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　 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、� 休 日 及 び

休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 四 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 部 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 五 号

次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 三 歳 に 満 た な い 」 を 「 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 」 に 改 め る 。

一 石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 八 号 ）

第 十 二 条 の 二 第 二 項 及 び 第 四 項

二 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十

九 号 ） 第 十 三 条 の 二 第 二 項 及 び 第 四 項

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 公 布 の

日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 の 日 を 時 間 外 勤 務 の 制 限 を 請 求 す る 一 の

期 間 の 初 日 と し て 本 則 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 職 員 の 勤 務 時

間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 第 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ そ の 三 歳 か ら 小 学 校 就

学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た め に 行 う も の に 限 る 。 ） を 行 お う と す る 職 員 は 、 施 行 日

前 に お い て も 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 請 求 を 行 う こ と が で き る 。

３ 施 行 日 以 後 の 日 を 時 間 外 勤 務 の 制 限 を 請 求 す る 一 の 期 間 の 初 日 と し て 本 則 （ 第 二 号 に 係 る 部 分

に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 第 十

三 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 請 求 （ そ の 三 歳 か ら 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る

た め に 行 う も の に 限 る 。 ） を 行 お う と す る 職 員 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、 当 該 請 求 を 行 う こ と が で き る 。

議 案 第 二 十 二 号

石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 学 校 職

員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ

い て

石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び

休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、

休 日 及 び 休 暇 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
二
十
二
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務
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（ ６３ ）
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　 石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 六 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

石 川 県 部 制 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 号 中 ㈥ を 削 り 、 ㈦ を ㈥ と し 、 同 条 中 第 九 号 を 第 十 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 八 号 ま で を 一

号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

二 危 機 管 理 部

危 機 管 理 及 び 防 災 に 係 る 施 策 の 総 合 的 な 企 画 、 調 整 及 び 推 進 に 関 す る 事 項

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 及 び 奥 能 登 豪 雨 を 踏 ま え 、 災 害 対 応 力 の 強 化 を 図 る た め 、 危 機 管 理 部 を 設

置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 二 十 三 号

石 川 県 部 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 部 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 部 制 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
二
十
三
号

石
川
県
部
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ６５ ）

石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 二 条 の 表 四 十 一 の 項 中 「 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 第 六 条 第 一 項 第 四 号 」 を

「 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 百 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 」

に 改 め 、 同 表 四 十 二 の 項 中 「 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 第 四 号 」 を 「 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 四 十 八 条

第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 」 に 改 め 、 同 表 四 十 五 の 項 中 「 建 築 基 準 法 、 」 を 「 建 築 基 準 法 （ 昭 和 二 十

五 年 法 律 第 二 百 一 号 ） 、 」 に 改 め 、 「 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 。 」 を 削 り 、 「 建 築 基 準 法 第 六

条 第 一 項 第 四 号 」 を 「 政 令 第 百 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 」 に 改 め 、 同 表 四 十 六 の 項 リ 及 び

ヌ を 削 り 、 同 表 五 十 の 項 及 び 五 十 一 の 項 中 「 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 第 四 号 」 を 「 建 築 基 準 法 施 行

令 第 百 四 十 八 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 」 に 改 め 、 同 表 五 十 二 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関

す る 法 律 施 行 規 則 」 に 、 「 建 築 基 準 法 第 六 条 第 一 項 第 四 号 」 を 「 建 築 基 準 法 施 行 令 第 百 四 十 八 条 第

一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

建 築 基 準 法 等 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。

議 案 第 二 十 四 号

石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
二
十
四
号

石
川
県
の
事
務
処
理
の
特
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条
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改
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る
条
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つ
い
て

（ ６７ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 63石 川 県 公 報



　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 七 号

石 川 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 別 表 に 掲 げ る 事 務 を 処 理 す る た め 、 郵 便 料 金 そ の 他 送 付 に 要 す る 費 用 が 生 じ る 場 合 に は 、 当 該

費 用 の 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

別 表 二 十 六 の 項 １ 中 「 確 認 の 申 請 」 の 下 に 「 又 は 法 第 十 八 条 第 二 項 （ 法 第 八 十 七 条 第 一 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 」 を 加 え 、 「 建 築 物 に 関 す る 確 認 申

請 手 数 料 」 を 「 建 築 物 に 関 す る 確 認 申 請 等 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 １ イ 中 「 五 千 円 」 を 「 一 万 二 千 円

（ 法 第 六 条 の 四 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 に あ っ て は 、 八 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 １ ロ 中 「 九 千 円 」

を 「 二 万 千 円 （ 法 第 六 条 の 四 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 三 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項

１ ハ 中 「 一 万 四 千 円 」 を 「 三 万 円 （ 法 第 六 条 の 四 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 円 ） 」

に 改 め 、 同 項 １ ニ 中 「 一 万 九 千 円 」 を 「 四 万 円 」 に 改 め 、 同 項 １ ホ 中 「 三 万 四 千 円 」 を 「 四 万 八 千

円 」 に 改 め 、 同 項 １ ヘ 中 「 四 万 八 千 円 」 を 「 六 万 六 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １ ト 中 「 十 四 万 円 」 を 「 十

九 万 円 」 に 改 め 、 同 項 １ チ 中 「 二 十 四 万 円 」 を 「 三 十 一 万 円 」 に 改 め 、 同 項 １ リ 中 「 四 十 六 万 円 」

を 「 六 十 一 万 円 」 に 改 め 、 同 項 １ 備 考 の 欄 �一 ② 及 び ④ 中 「 確 認 」 を 「 確 認 済 証 の 交 付 」 に 改 め 、 同

欄 �二 中 「 確 認 申 請 」 を 「 確 認 の 申 請 又 は 計 画 の 通 知 」 に 改 め 、 同 欄 ㈡ ① 中 「 九 千 円 」 を 「 一 万 五 千

円 」 に 改 め 、 同 欄 ㈡ ② 中 「 確 認 」 を 「 確 認 済 証 の 交 付 」 に 、 「 五 千 円 」 を 「 八 千 円 」 に 改 め 、 同 項

２ 中 「 確 認 の 申 請 」 の 下 に 「 又 は 法 第 八 十 七 条 の 四 に お い て 準 用 す る 法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る

建 築 設 備 に 関 す る 計 画 の 通 知 」 を 加 え 、 「 建 築 設 備 に 関 す る 確 認 申 請 手 数 料 」 を 「 建 築 設 備 に 関 す

る 確 認 申 請 等 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ 中 「 九 千 円 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ２ ロ 中 「 確 認 」

を 「 確 認 済 証 の 交 付 」 に 、 「 五 千 円 」 を 「 八 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ３ 中 「 又 は 第 二 項 」 を 「 若 し く は

第 二 項 」 に 改 め 、 「 確 認 の 申 請 」 の 下 に 「 又 は 法 第 八 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 に お い て 準 用 す

る 法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 工 作 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 」 を 加 え 、 「 工 作 物 に 関 す る 確 認 申 請 手

数 料 」 を 「 工 作 物 に 関 す る 確 認 申 請 等 手 数 料 」 に 改 め 、 同 項 ３ イ 中 「 八 千 円 」 を 「 一 万 三 千 円 」 に

改 め 、 同 項 ３ ロ 中 「 確 認 」 を 「 確 認 済 証 の 交 付 」 に 、 「 四 千 円 」 を 「 七 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ４ 中 「 及

議 案 第 二 十 六 号

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ７１ ）

び 第 十 八 条 第 四 項 本 文 」 を 「 又 は 第 十 八 条 第 五 項 本 文 」 に 改 め 、 同 項 ５ 中 「 及 び 第 十 八 条 第 四 項 た

だ し 書 」 を 「 又 は 第 十 八 条 第 五 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 項 ６ 中 「 第 七 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十

八 条 第 二 十 項 」 を 加 え 、 「 特 定 建 築 物 」 を 「 建 築 物 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑴ 中 「 一 万 円 」 を 「 二 万 三

千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑵

中 「 一 万 二 千 円 」 を 「 二 万 六 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 九

千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑶ 中 「 一 万 六 千 円 」 を 「 三 万 六 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係

る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 五 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑷ 中 「 二 万 二 千 円 」 を 「 四 万 六 千 円 」 に 改

め 、 同 項 ６ イ ⑸ 中 「 三 万 六 千 円 」 を 「 五 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑹ 中 「 五 万 円 」 を 「 六 万 八 千

円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑺ 中 「 十 二 万 円 」 を 「 十 六 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑻ 中 「 十 九 万 円 」 を

「 二 十 五 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑼ 中 「 三 十 八 万 円 」 を 「 四 十 四 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ

⑴ 中 「 九 千 円 」 を 「 一 万 九 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 五 千

円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑵ 中 「 一 万 千 円 」 を 「 二 万 二 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建

築 物 に あ っ て は 、 一 万 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑶ 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 三 万 千 円 （ 法 第 七 条 の

五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 三 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑷ 中 「 二 万 千 円 」 を

「 四 万 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑸ 中 「 三 万 五 千 円 」 を 「 五 万 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑹ 中 「 四 万 七

千 円 」 を 「 六 万 六 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑺ 中 「 十 一 万 円 」 を 「 十 四 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ

⑻ 中 「 十 八 万 円 」 を 「 二 十 三 万 七 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑼ 中 「 三 十 七 万 円 」 を 「 四 十 三 万 四 千 円 」

に 改 め 、 同 項 ６ 備 考 の 欄 ㈡ 中 「 一 万 三 千 円 」 を 「 二 万 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ を 次 の よ う に 改 め る 。

７ 法 第 七 条

第 一 項 又 は

第 十 八 条 第

二 十 項 に 規

定 す る 建 築

物 （ 建 築 物

の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 等

に 関 す る 法

律 （ 平 成 二

十 七 年 法 律

第 五 十 三

号 ） 第 十 一

条 第 一 項 に

規 定 す る 特

定 建 築 行 為

に 係 る 建 築

物 に 限

る 。 ） に 関

特 定 建 築 行 為

に 係 る 建 築 物

に 関 す る 完 了

検 査 手 数 料

６ の 規 定 の 例 に よ り 算 出 し た 額 に 次 に 掲 げ る 額 を

加 算 し た 額

イ 住 宅 以 外 の 建 築 物

⑴ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の 八 千 円

⑵ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 千 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 五 千 円

⑶ 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万 五 千 円

⑷ 床 面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 七 万 六 千 円

⑸ 床 面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一 万

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 二 万 円

⑹ 床 面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 万

五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 五 万 千 円

⑺ 床 面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上

の も の 十 八 万 九 千 円

ロ 一 戸 建 て の 住 宅 四 千 円

ハ 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅

⑴ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

金 額 の 欄

の 床 面 積

の 合 計 は 、

当 該 建 築

物 に 係 る

建 築 物 の

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 の 向

上 等 に 関

す る 法 律

第 十 一 条

第 一 項 に

規 定 す る

特 定 建 築

行 為 の 床

面 積 に つ

い て 算 定

す る 。

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７２ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外64 石 川 県 公 報



す る 完 了 検

査

の 八 千 円

⑵ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 九 千 円

⑶ 床 面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 四 万 二 千 円

⑷ 床 面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も

の 七 万 五 千 円

別 表 二 十 六 の 項 ８ 中 「 第 七 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十 八 条 第 二 十 項 」 を 加 え 、 「 一 万 三 千 円 」

を 「 二 万 円 」 に 改 め 、 同 項 ９ 中 「 第 七 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十 八 条 第 二 十 項 」 を 加 え 、 「 九 千

円 」 を 「 一 万 四 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ 中 「 第 七 条 の 三 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十 八 条 第 二 十 八 項 」

を 加 え 、 同 項 １０ イ 中 「 九 千 円 」 を 「 一 万 九 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ

て は 、 一 万 五 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 １０ ロ 中 「 一 万 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る

工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 １０ ハ 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 三 万 千 円 （ 法

第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 三 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 １０ ニ 中 「 二 万 円 」

を 「 三 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ ホ 中 「 三 万 三 千 円 」 を 「 四 万 七 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ へ 中 「 四 万

五 千 円 」 を 「 六 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ ト 中 「 十 万 円 」 を 「 十 三 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ チ 中

「 十 六 万 円 」 を 「 二 十 一 万 四 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ リ 中 「 三 十 三 万 円 」 を 「 三 十 九 万 七 千 円 」 に 改

め 、 同 項 １１ 中 「 又 は 第 二 号 」 を 「 若 し く は 第 二 号 又 は 第 十 八 条 第 三 十 八 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 」

に 改 め 、 同 項 １１ 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

イ 建 築 物 の 仮 使 用 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 百 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 一 万 五 千 円

ロ 建 築 物 の 仮 使 用 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 百 平 方 メ ー ト ル 以

内 の も の 三 万 円

ハ 建 築 物 の 仮 使 用 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 五 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 千 平 方 メ ー ト ル 以

内 の も の 六 万 円

ニ 建 築 物 の 仮 使 用 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の 十 二 万 円

別 表 二 十 六 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

７６ 建 築 確 認

申 請 台 帳 記

載 事 項 証 明

書 の 交 付

建 築 確 認 申 請

台 帳 記 載 事 項

証 明 書 の 交 付

手 数 料

証 明 書 一 枚 に つ き 五 百 円

別 表 二 十 七 の 項 ５ 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 万 四 千 円

別 表 四 十 一 の 項 １ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法

律 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 申 請 す る 場 合 （ 以 下 こ の

項 に お い て 「 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 二 万 六 千 五 百 円 ） 」 を
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号
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県
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す
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び 第 十 八 条 第 四 項 本 文 」 を 「 又 は 第 十 八 条 第 五 項 本 文 」 に 改 め 、 同 項 ５ 中 「 及 び 第 十 八 条 第 四 項 た

だ し 書 」 を 「 又 は 第 十 八 条 第 五 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 項 ６ 中 「 第 七 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十

八 条 第 二 十 項 」 を 加 え 、 「 特 定 建 築 物 」 を 「 建 築 物 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑴ 中 「 一 万 円 」 を 「 二 万 三

千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑵

中 「 一 万 二 千 円 」 を 「 二 万 六 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 九

千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑶ 中 「 一 万 六 千 円 」 を 「 三 万 六 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係

る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 五 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑷ 中 「 二 万 二 千 円 」 を 「 四 万 六 千 円 」 に 改

め 、 同 項 ６ イ ⑸ 中 「 三 万 六 千 円 」 を 「 五 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑹ 中 「 五 万 円 」 を 「 六 万 八 千

円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑺ 中 「 十 二 万 円 」 を 「 十 六 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑻ 中 「 十 九 万 円 」 を

「 二 十 五 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑼ 中 「 三 十 八 万 円 」 を 「 四 十 四 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ

⑴ 中 「 九 千 円 」 を 「 一 万 九 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 五 千

円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑵ 中 「 一 万 千 円 」 を 「 二 万 二 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建

築 物 に あ っ て は 、 一 万 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑶ 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 三 万 千 円 （ 法 第 七 条 の

五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 三 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑷ 中 「 二 万 千 円 」 を

「 四 万 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑸ 中 「 三 万 五 千 円 」 を 「 五 万 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑹ 中 「 四 万 七

千 円 」 を 「 六 万 六 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑺ 中 「 十 一 万 円 」 を 「 十 四 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ

⑻ 中 「 十 八 万 円 」 を 「 二 十 三 万 七 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑼ 中 「 三 十 七 万 円 」 を 「 四 十 三 万 四 千 円 」

に 改 め 、 同 項 ６ 備 考 の 欄 ㈡ 中 「 一 万 三 千 円 」 を 「 二 万 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ を 次 の よ う に 改 め る 。

７ 法 第 七 条

第 一 項 又 は

第 十 八 条 第

二 十 項 に 規

定 す る 建 築

物 （ 建 築 物

の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 等

に 関 す る 法

律 （ 平 成 二

十 七 年 法 律

第 五 十 三

号 ） 第 十 一

条 第 一 項 に

規 定 す る 特

定 建 築 行 為

に 係 る 建 築

物 に 限

る 。 ） に 関

特 定 建 築 行 為

に 係 る 建 築 物

に 関 す る 完 了

検 査 手 数 料

６ の 規 定 の 例 に よ り 算 出 し た 額 に 次 に 掲 げ る 額 を

加 算 し た 額

イ 住 宅 以 外 の 建 築 物

⑴ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の 八 千 円

⑵ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 千 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 五 千 円

⑶ 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万 五 千 円

⑷ 床 面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 七 万 六 千 円

⑸ 床 面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一 万

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 二 万 円

⑹ 床 面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 万

五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 五 万 千 円

⑺ 床 面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上

の も の 十 八 万 九 千 円

ロ 一 戸 建 て の 住 宅 四 千 円

ハ 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅

⑴ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

金 額 の 欄

の 床 面 積

の 合 計 は 、

当 該 建 築

物 に 係 る

建 築 物 の

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 の 向

上 等 に 関

す る 法 律

第 十 一 条

第 一 項 に

規 定 す る

特 定 建 築

行 為 の 床

面 積 に つ

い て 算 定

す る 。
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令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 65石 川 県 公 報
び 第 十 八 条 第 四 項 本 文 」 を 「 又 は 第 十 八 条 第 五 項 本 文 」 に 改 め 、 同 項 ５ 中 「 及 び 第 十 八 条 第 四 項 た

だ し 書 」 を 「 又 は 第 十 八 条 第 五 項 た だ し 書 」 に 改 め 、 同 項 ６ 中 「 第 七 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十

八 条 第 二 十 項 」 を 加 え 、 「 特 定 建 築 物 」 を 「 建 築 物 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑴ 中 「 一 万 円 」 を 「 二 万 三

千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑵

中 「 一 万 二 千 円 」 を 「 二 万 六 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 九

千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑶ 中 「 一 万 六 千 円 」 を 「 三 万 六 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係

る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 五 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑷ 中 「 二 万 二 千 円 」 を 「 四 万 六 千 円 」 に 改

め 、 同 項 ６ イ ⑸ 中 「 三 万 六 千 円 」 を 「 五 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑹ 中 「 五 万 円 」 を 「 六 万 八 千

円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑺ 中 「 十 二 万 円 」 を 「 十 六 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑻ 中 「 十 九 万 円 」 を

「 二 十 五 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ イ ⑼ 中 「 三 十 八 万 円 」 を 「 四 十 四 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ

⑴ 中 「 九 千 円 」 を 「 一 万 九 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 五 千

円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑵ 中 「 一 万 千 円 」 を 「 二 万 二 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建

築 物 に あ っ て は 、 一 万 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑶ 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 三 万 千 円 （ 法 第 七 条 の

五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 三 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑷ 中 「 二 万 千 円 」 を

「 四 万 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑸ 中 「 三 万 五 千 円 」 を 「 五 万 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑹ 中 「 四 万 七

千 円 」 を 「 六 万 六 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑺ 中 「 十 一 万 円 」 を 「 十 四 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ

⑻ 中 「 十 八 万 円 」 を 「 二 十 三 万 七 千 円 」 に 改 め 、 同 項 ６ ロ ⑼ 中 「 三 十 七 万 円 」 を 「 四 十 三 万 四 千 円 」

に 改 め 、 同 項 ６ 備 考 の 欄 ㈡ 中 「 一 万 三 千 円 」 を 「 二 万 円 」 に 改 め 、 同 項 ７ を 次 の よ う に 改 め る 。

７ 法 第 七 条

第 一 項 又 は

第 十 八 条 第

二 十 項 に 規

定 す る 建 築

物 （ 建 築 物

の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 等

に 関 す る 法

律 （ 平 成 二

十 七 年 法 律

第 五 十 三

号 ） 第 十 一

条 第 一 項 に

規 定 す る 特

定 建 築 行 為

に 係 る 建 築

物 に 限

る 。 ） に 関

特 定 建 築 行 為

に 係 る 建 築 物

に 関 す る 完 了

検 査 手 数 料

６ の 規 定 の 例 に よ り 算 出 し た 額 に 次 に 掲 げ る 額 を

加 算 し た 額

イ 住 宅 以 外 の 建 築 物

⑴ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

の 八 千 円

⑵ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 千 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 五 千 円

⑶ 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平

方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万 五 千 円

⑷ 床 面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 七 万 六 千 円

⑸ 床 面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 一 万

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 二 万 円

⑹ 床 面 積 の 合 計 が 一 万 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 万

五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十 五 万 千 円

⑺ 床 面 積 の 合 計 が 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上

の も の 十 八 万 九 千 円

ロ 一 戸 建 て の 住 宅 四 千 円

ハ 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅

⑴ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も

金 額 の 欄

の 床 面 積

の 合 計 は 、

当 該 建 築

物 に 係 る

建 築 物 の

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 の 向

上 等 に 関

す る 法 律

第 十 一 条

第 一 項 に

規 定 す る

特 定 建 築

行 為 の 床

面 積 に つ

い て 算 定

す る 。
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す る 完 了 検

査

の 八 千 円

⑵ 床 面 積 の 合 計 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 九 千 円

⑶ 床 面 積 の 合 計 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千

平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 四 万 二 千 円

⑷ 床 面 積 の 合 計 が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も

の 七 万 五 千 円

別 表 二 十 六 の 項 ８ 中 「 第 七 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十 八 条 第 二 十 項 」 を 加 え 、 「 一 万 三 千 円 」

を 「 二 万 円 」 に 改 め 、 同 項 ９ 中 「 第 七 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十 八 条 第 二 十 項 」 を 加 え 、 「 九 千

円 」 を 「 一 万 四 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ 中 「 第 七 条 の 三 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十 八 条 第 二 十 八 項 」

を 加 え 、 同 項 １０ イ 中 「 九 千 円 」 を 「 一 万 九 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ

て は 、 一 万 五 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 １０ ロ 中 「 一 万 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 （ 法 第 七 条 の 五 に 規 定 す る

工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 一 万 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 １０ ハ 中 「 一 万 五 千 円 」 を 「 三 万 千 円 （ 法

第 七 条 の 五 に 規 定 す る 工 事 に 係 る 建 築 物 に あ っ て は 、 二 万 三 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 項 １０ ニ 中 「 二 万 円 」

を 「 三 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ ホ 中 「 三 万 三 千 円 」 を 「 四 万 七 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ へ 中 「 四 万

五 千 円 」 を 「 六 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ ト 中 「 十 万 円 」 を 「 十 三 万 九 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ チ 中

「 十 六 万 円 」 を 「 二 十 一 万 四 千 円 」 に 改 め 、 同 項 １０ リ 中 「 三 十 三 万 円 」 を 「 三 十 九 万 七 千 円 」 に 改

め 、 同 項 １１ 中 「 又 は 第 二 号 」 を 「 若 し く は 第 二 号 又 は 第 十 八 条 第 三 十 八 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 」

に 改 め 、 同 項 １１ 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

イ 建 築 物 の 仮 使 用 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 百 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の 一 万 五 千 円

ロ 建 築 物 の 仮 使 用 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 五 百 平 方 メ ー ト ル 以

内 の も の 三 万 円

ハ 建 築 物 の 仮 使 用 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 五 百 平 方 メ ー ト ル を 超 え 千 平 方 メ ー ト ル 以

内 の も の 六 万 円

ニ 建 築 物 の 仮 使 用 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の 十 二 万 円

別 表 二 十 六 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

７６ 建 築 確 認

申 請 台 帳 記

載 事 項 証 明

書 の 交 付

建 築 確 認 申 請

台 帳 記 載 事 項

証 明 書 の 交 付

手 数 料

証 明 書 一 枚 に つ き 五 百 円

別 表 二 十 七 の 項 ５ 金 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 万 四 千 円

別 表 四 十 一 の 項 １ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法

律 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 申 請 す る 場 合 （ 以 下 こ の

項 に お い て 「 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 」 と い う 。 ） に あ っ て は 、 二 万 六 千 五 百 円 ） 」 を

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７３ ）

加 え 、 同 項 ２ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 万

六 千 五 百 円 ） 」 を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 八 の 項 １ イ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る

法 律 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 ２ イ ⑴ 中 「 ） に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 」 を 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 省 令 」

と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ ⑵ 中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 」 を 「 基

準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」

を 削 り 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 備 考 の 欄 �二 中 「 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 同

法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 書 」 を 、 「 当 該 確 認 」 の 下 に 「 又 は 計 画 」

を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 及 び ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 十 一

条 第 一 項 又

は 第 十 二 条

第 二 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 等

手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理

に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場 又 は 養 殖 場 、

倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、

ご み 焼 却 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） で あ る も

の
⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号

ロ に 規 定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 モ

デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 行

為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 建 築 行 為 」

と い う 。 ） に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の 一 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 七 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 八 万 円

法 第 三 十

条 第 一 項

の 規 定 に

よ る 認 定

を 受 け た

法 第 二 十

九 条 第 一

項 に 規 定

す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 （ 以

下 こ の 項

に お い て

「 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 」 と

い う 。 ）

に 記 載 さ

れ た 他 の

建 築 物

（ 同 条 第

三 項 に 規

定 す る 他

の 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
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部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７４ ）
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�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 二 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 基 準 省 令 第 一 条

第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規

定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 標 準 入 力

法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万 二 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

三 万 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 四

万 三 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 五 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 九 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 三 万 円

ロ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 以 外 （ 住 宅 を 除 く 。 ）

で あ る も の

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 八 万 六 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 一 万 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十

五 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 十 四 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

三 十 一 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

項 に お い

て 同

じ 。 ） に

係 る 手 数

料 の 金 額

は 、 イ 、

ロ 、 ハ 及

び ニ の 規

定 に か か

わ ら ず 、

当 該 他 の

建 築 物 の

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 の 評

価 ご と の

そ の 対 象

と な る 床

面 積 に 応

じ 、 非 住

宅 に あ っ

て は ５ ロ 、

住 宅 に

あ っ て は

４ ロ に 定

め る 金 額

と す る 。
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て

（ ７５ ）

加 え 、 同 項 ２ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 万

六 千 五 百 円 ） 」 を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 八 の 項 １ イ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る

法 律 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 ２ イ ⑴ 中 「 ） に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 」 を 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 省 令 」

と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ ⑵ 中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 」 を 「 基

準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」

を 削 り 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 備 考 の 欄 �二 中 「 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 同

法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 書 」 を 、 「 当 該 確 認 」 の 下 に 「 又 は 計 画 」

を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 及 び ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 十 一

条 第 一 項 又

は 第 十 二 条

第 二 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 等

手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理

に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場 又 は 養 殖 場 、

倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、

ご み 焼 却 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） で あ る も

の
⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号

ロ に 規 定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 モ

デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 行

為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 建 築 行 為 」

と い う 。 ） に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の 一 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 七 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 八 万 円

法 第 三 十

条 第 一 項

の 規 定 に

よ る 認 定

を 受 け た

法 第 二 十

九 条 第 一

項 に 規 定

す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 （ 以

下 こ の 項

に お い て

「 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 」 と

い う 。 ）

に 記 載 さ

れ た 他 の

建 築 物

（ 同 条 第

三 項 に 規

定 す る 他

の 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の
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も の 三 十 七 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 四 十 三 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ

る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 二 十 二 万 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 十 八 万 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

十 七 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

五 十 二 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

六 十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 七 十 六 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 八 十 七 万 円

ハ 建 築 物 の 用 途 が 住 宅 で あ る も の

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 標 準 入 力 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万

四 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 三 万

八 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 長 屋 又 は 共 同 住 宅 そ

の 他 の 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 共 同 住 宅 等 」 と い う 。 ） の

床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 六

万 八 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 一 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 九 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

議
案
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十
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号
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県
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数
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例
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に
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て
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�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 二 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 基 準 省 令 第 一 条

第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規

定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 標 準 入 力

法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万 二 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

三 万 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 四

万 三 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 五 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 九 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 三 万 円

ロ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 以 外 （ 住 宅 を 除 く 。 ）

で あ る も の

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 八 万 六 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 一 万 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 十

五 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 十 四 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

三 十 一 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

項 に お い

て 同

じ 。 ） に

係 る 手 数

料 の 金 額

は 、 イ 、

ロ 、 ハ 及

び ニ の 規

定 に か か

わ ら ず 、

当 該 他 の

建 築 物 の

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 の 評

価 ご と の

そ の 対 象

と な る 床

面 積 に 応

じ 、 非 住

宅 に あ っ

て は ５ ロ 、

住 宅 に

あ っ て は

４ ロ に 定

め る 金 額

と す る 。
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令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外68 石 川 県 公 報
加 え 、 同 項 ２ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 万

六 千 五 百 円 ） 」 を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 八 の 項 １ イ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る

法 律 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 ２ イ ⑴ 中 「 ） に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 」 を 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 省 令 」

と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ ⑵ 中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 」 を 「 基

準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」

を 削 り 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 備 考 の 欄 �二 中 「 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 同

法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 書 」 を 、 「 当 該 確 認 」 の 下 に 「 又 は 計 画 」

を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 及 び ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 十 一

条 第 一 項 又

は 第 十 二 条

第 二 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 等

手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理

に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場 又 は 養 殖 場 、

倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、

ご み 焼 却 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） で あ る も

の
⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号

ロ に 規 定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 モ

デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 行

為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 建 築 行 為 」

と い う 。 ） に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の 一 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 七 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 八 万 円

法 第 三 十

条 第 一 項

の 規 定 に

よ る 認 定

を 受 け た

法 第 二 十

九 条 第 一

項 に 規 定

す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 （ 以

下 こ の 項

に お い て

「 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 」 と

い う 。 ）

に 記 載 さ

れ た 他 の

建 築 物

（ 同 条 第

三 項 に 規

定 す る 他

の 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の
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案
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が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 八 万

円

⑵ 評 価 方 法 の 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万

五 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 万

八 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 五 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 八 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 一 万

円

⑶ 評 価 方 法 の 全 部 が 基 準 省 令 第 一 条 第 一 項 第

二 号 イ ⑵ 及 び ロ ⑵ の 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 基

準 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 仕 様 基 準 」 と い

う 。 ） に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万

七 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 一 万

八 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万 二 千

円
�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 五 万 六 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 五 万 円

ニ 基 準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 複 合

建 築 物 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 複 合 建 築 物 」 と

い う 。 ） で あ る 場 合 イ 又 は ロ に 定 め る 金 額 に 、
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案
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十
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号

石
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数
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例
の
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も の 三 十 七 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 四 十 三 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ

る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 二 十 二 万 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 十 八 万 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

十 七 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

五 十 二 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

六 十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 七 十 六 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 八 十 七 万 円

ハ 建 築 物 の 用 途 が 住 宅 で あ る も の

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 標 準 入 力 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万

四 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 三 万

八 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 長 屋 又 は 共 同 住 宅 そ

の 他 の 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 以 下 こ

の 項 に お い て 「 共 同 住 宅 等 」 と い う 。 ） の

床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 六

万 八 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 一 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 九 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積
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令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 69石 川 県 公 報
加 え 、 同 項 ２ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 万

六 千 五 百 円 ） 」 を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 八 の 項 １ イ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る

法 律 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 ２ イ ⑴ 中 「 ） に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 」 を 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 省 令 」

と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ ⑵ 中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 」 を 「 基

準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」

を 削 り 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 備 考 の 欄 �二 中 「 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 同

法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 書 」 を 、 「 当 該 確 認 」 の 下 に 「 又 は 計 画 」

を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 及 び ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 十 一

条 第 一 項 又

は 第 十 二 条

第 二 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 等

手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理

に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場 又 は 養 殖 場 、

倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、

ご み 焼 却 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） で あ る も

の
⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号

ロ に 規 定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 モ

デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 行

為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 建 築 行 為 」

と い う 。 ） に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の 一 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 七 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 八 万 円

法 第 三 十

条 第 一 項

の 規 定 に

よ る 認 定

を 受 け た

法 第 二 十

九 条 第 一

項 に 規 定

す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 （ 以

下 こ の 項

に お い て

「 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 」 と

い う 。 ）

に 記 載 さ

れ た 他 の

建 築 物

（ 同 条 第

三 項 に 規

定 す る 他

の 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の
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ハ に 定 め る 金 額 を 加 算 し た 金 額

２ 法 第 十 一

条 第 二 項 又

は 第 十 二 条

第 三 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

の 変 更 に 関

す る 建 築 物

エ ネ ル ギ ー

消 費 性 能 適

合 性 判 定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 変 更 判

定 等 手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 で あ る も の

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 四 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 二 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

八 万 七 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 三 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 七 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 一 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ

る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 六 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 四 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 五 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 七 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 一 万 円

法 第 三 十

一 条 第 一

項 の 規 定

に よ る 認

定 を 受 け

た 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 に 記

載 さ れ た

他 の 建 築

物 に 係 る

手 数 料 の

金 額 は 、

イ 、 ロ 、

ハ 及 び ニ

の 規 定 に

か か わ ら

ず 、 当 該

他 の 建 築

物 の エ ネ

ル ギ ー 消

費 性 能 の

評 価 ご と

の そ の 対

象 と な る

床 面 積 に

応 じ 、 非

住 宅 に

あ っ て は

８ ロ 、 住

宅 に あ っ

て は ７ ロ

に 定 め る

金 額 と す

る 。
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が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 八 万

円

⑵ 評 価 方 法 の 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万

五 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 万

八 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 五 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 八 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 一 万

円

⑶ 評 価 方 法 の 全 部 が 基 準 省 令 第 一 条 第 一 項 第

二 号 イ ⑵ 及 び ロ ⑵ の 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 基

準 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 仕 様 基 準 」 と い

う 。 ） に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万

七 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 一 万

八 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万 二 千

円
�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 五 万 六 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 五 万 円

ニ 基 準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 複 合

建 築 物 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 複 合 建 築 物 」 と

い う 。 ） で あ る 場 合 イ 又 は ロ に 定 め る 金 額 に 、

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７７ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外70 石 川 県 公 報
加 え 、 同 項 ２ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 万

六 千 五 百 円 ） 」 を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 八 の 項 １ イ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る

法 律 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 ２ イ ⑴ 中 「 ） に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 」 を 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 省 令 」

と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ ⑵ 中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 」 を 「 基

準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」

を 削 り 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 備 考 の 欄 �二 中 「 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 同

法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 書 」 を 、 「 当 該 確 認 」 の 下 に 「 又 は 計 画 」

を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 及 び ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 十 一

条 第 一 項 又

は 第 十 二 条

第 二 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 等

手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理

に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場 又 は 養 殖 場 、

倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、

ご み 焼 却 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） で あ る も

の
⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号

ロ に 規 定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 モ

デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 行

為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 建 築 行 為 」

と い う 。 ） に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の 一 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 七 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 八 万 円

法 第 三 十

条 第 一 項

の 規 定 に

よ る 認 定

を 受 け た

法 第 二 十

九 条 第 一

項 に 規 定

す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 （ 以

下 こ の 項

に お い て

「 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 」 と

い う 。 ）

に 記 載 さ

れ た 他 の

建 築 物

（ 同 条 第

三 項 に 規

定 す る 他

の 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７４ ）



ロ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 以 外 （ 住 宅 を 除 く 。 ）

で あ る も の

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 四 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

六 万 三 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 八

万 六 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 六 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 十 二 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 二 十 六 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 三 十 二 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ

る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 十 一 万 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 五 万 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二

十 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

三 十 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

三 十 九 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 四 十 六 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 五 十 三 万 円

ハ 建 築 物 の 用 途 が 住 宅 で あ る も の

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７９ ）

ハ に 定 め る 金 額 を 加 算 し た 金 額

２ 法 第 十 一

条 第 二 項 又

は 第 十 二 条

第 三 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

の 変 更 に 関

す る 建 築 物

エ ネ ル ギ ー

消 費 性 能 適

合 性 判 定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 変 更 判

定 等 手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 で あ る も の

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 四 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 二 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

八 万 七 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 三 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 七 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 一 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ

る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万 六 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 四 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 五 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 七 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 十 一 万 円

法 第 三 十

一 条 第 一

項 の 規 定

に よ る 認

定 を 受 け

た 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 に 記

載 さ れ た

他 の 建 築

物 に 係 る

手 数 料 の

金 額 は 、

イ 、 ロ 、

ハ 及 び ニ

の 規 定 に

か か わ ら

ず 、 当 該

他 の 建 築

物 の エ ネ

ル ギ ー 消

費 性 能 の

評 価 ご と

の そ の 対

象 と な る

床 面 積 に

応 じ 、 非

住 宅 に

あ っ て は

８ ロ 、 住

宅 に あ っ

て は ７ ロ

に 定 め る

金 額 と す

る 。

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７８ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 71石 川 県 公 報
加 え 、 同 項 ２ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 万

六 千 五 百 円 ） 」 を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 八 の 項 １ イ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る

法 律 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 ２ イ ⑴ 中 「 ） に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 」 を 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 省 令 」

と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ ⑵ 中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 」 を 「 基

準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」

を 削 り 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 備 考 の 欄 �二 中 「 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 同

法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 書 」 を 、 「 当 該 確 認 」 の 下 に 「 又 は 計 画 」

を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 及 び ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 十 一

条 第 一 項 又

は 第 十 二 条

第 二 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 等

手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理

に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場 又 は 養 殖 場 、

倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、

ご み 焼 却 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） で あ る も

の
⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号

ロ に 規 定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 モ

デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 行

為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 建 築 行 為 」

と い う 。 ） に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の 一 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 七 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 八 万 円

法 第 三 十

条 第 一 項

の 規 定 に

よ る 認 定

を 受 け た

法 第 二 十

九 条 第 一

項 に 規 定

す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 （ 以

下 こ の 項

に お い て

「 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 」 と

い う 。 ）

に 記 載 さ

れ た 他 の

建 築 物

（ 同 条 第

三 項 に 規

定 す る 他

の 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の
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⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 標 準 入 力 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万

九 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 万

千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万 九 千

円
�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 六 万 七 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 二 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 八 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万

五 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 一 万

六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 五 万 二 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 九 万 六 千 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 四 万 円

⑶ 評 価 方 法 の 全 部 が 仕 様 基 準 に よ る も の

�イ 一 戸 建 て の 住 宅 一 万 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 三 万 八 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル
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ロ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 等 以 外 （ 住 宅 を 除 く 。 ）

で あ る も の

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が モ デ ル 建 物 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 四 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

六 万 三 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 八

万 六 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 六 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 十 二 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 二 十 六 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 三 十 二 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 全 部 又 は 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ

る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 未 満 の も の 十 一 万 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 五 万 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二

十 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

三 十 万 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

三 十 九 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 四 十 六 万 円

�ト 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 万 五 千 平

方 メ ー ト ル 以 上 の も の 五 十 三 万 円

ハ 建 築 物 の 用 途 が 住 宅 で あ る も の
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令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外72 石 川 県 公 報
加 え 、 同 項 ２ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 万

六 千 五 百 円 ） 」 を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 八 の 項 １ イ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る

法 律 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 ２ イ ⑴ 中 「 ） に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 」 を 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 省 令 」

と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ ⑵ 中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 」 を 「 基

準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」

を 削 り 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 備 考 の 欄 �二 中 「 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 同

法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 書 」 を 、 「 当 該 確 認 」 の 下 に 「 又 は 計 画 」

を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 及 び ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 十 一

条 第 一 項 又

は 第 十 二 条

第 二 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 等

手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理

に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場 又 は 養 殖 場 、

倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、

ご み 焼 却 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） で あ る も

の
⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号

ロ に 規 定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 モ

デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 行

為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 建 築 行 為 」

と い う 。 ） に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の 一 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 七 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 八 万 円

法 第 三 十

条 第 一 項

の 規 定 に

よ る 認 定

を 受 け た

法 第 二 十

九 条 第 一

項 に 規 定

す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 （ 以

下 こ の 項

に お い て

「 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 」 と

い う 。 ）

に 記 載 さ

れ た 他 の

建 築 物

（ 同 条 第

三 項 に 規

定 す る 他

の 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７４ ）



未 満 の も の 七 万 三 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 一 万 円

ニ 複 合 建 築 物 で あ る 場 合 イ 又 は ロ に 定 め る 金

額 に 、 ハ に 定 め る 金 額 を 加 算 し た 金 額

別 表 八 十 三 の 十 の 項 ３ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築

物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 、 「 第 十 一 条 」 を 「 第 十 三 条 」 に 改 め 、

同 項 ４ 中 「 第 三 十 四 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 建 築 物 エ

ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 ４ イ 中 「 第 三 十 五 条 第 一 項 各 号 」 を 「 第 三 十

条 第 一 項 各 号 」 に 改 め 、 同 項 ４ イ ⑶ 中 「 長 屋 又 は 共 同 住 宅 そ の 他 の 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 以

下 こ の 項 に お い て 「 共 同 住 宅 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 共 同 住 宅 等 」 に 改 め 、 同 項 ４ の 備 考 欄 ㈡ 中 「 第 三

十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 三 十 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 ５ 中 「 第 三 十 四 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 一

項 」 に 改 め 、 同 項 ５ イ 中 「 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 十 四 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主

要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 ６ 中 「 第 三 十 四 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ７ 中 「 第

三 十 六 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ８ 中 「 第 三 十 六 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 一 条

第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ８ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 ９ 中 「 第 三 十 六 条 第 一 項 」 を 「 第

三 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 １０ か ら １２ ま で を 削 り 、 同 表 八 十 五 の 三 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 十 五 の 三

石 川 県 動 物

の 愛 護 及 び

管 理 に 関 す

る 条 例 （ 令

和 三 年 石 川

県 条 例 第 三

十 四 号 。 以

下 こ の 項 に

お い て 「 条

例 」 と い

う 。 ） に 関

す る 事 務

１ 条 例 第 二

十 二 条 第 一

項 （ 同 条 第

三 項 に お い

て 準 用 す る

場 合 を 含

む 。 ） の 規

定 に よ る 動

物 の 返 還

動 物 返 還 手

数 料

次 に 掲 げ る 額 を 合 算 し た 額

イ 一 頭 、 一 匹 又 は 一 羽 の 動 物 一 日

に つ き 四 百 円

ロ 一 件 に つ き 四 千 円

２ 条 例 第 二

十 三 条 の 規

定 に よ る 犬

又 は 猫 の 譲

渡 し

犬 又 は 猫 の

譲 渡 手 数 料

一 頭 に つ き 一 万 三 千 円

別 表 八 十 六 の 項 ５ ニ ⑶ 中 「 複 雑 」 を 「 複 雑 �ａ 」 に 改 め 、 同 項 ５ ニ 中 ⑷ を ⑸ と し 、 ⑶ の 次 に 次 の よ

う に 加 え る 。
⑷ 複 雑 �ｂ 一 項 目 に つ き 五 千 八 百 五 十 円

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８１ ）

⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 標 準 入 力 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万

九 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 二 万

千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万 九 千

円
�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 六 万 七 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 十 二 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 八 万 円

⑵ 評 価 方 法 の 一 部 が 標 準 入 力 法 に よ る も の

�イ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 一 万

五 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 一 戸 建 て の 住 宅 の 床

面 積 が 二 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 一 万

六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三 万 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 五 万 二 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 九 万 六 千 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 四 万 円

⑶ 評 価 方 法 の 全 部 が 仕 様 基 準 に よ る も の

�イ 一 戸 建 て の 住 宅 一 万 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 二 万 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 三 百 平 方 メ ー ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル

未 満 の も の 三 万 八 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８０ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 73石 川 県 公 報
加 え 、 同 項 ２ 中 「 三 万 三 千 円 」 の 下 に 「 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ り 申 請 す る 場 合 に あ っ て は 、 二 万

六 千 五 百 円 ） 」 を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 八 の 項 １ イ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る

法 律 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 十 四 条 第 一 項 」 に

改 め 、 同 項 ２ イ ⑴ 中 「 ） に 規 定 す る モ デ ル 建 築 物 を 用 い る 」 を 「 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 基 準 省 令 」

と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 同 項 ２ イ ⑵ 中 「 モ デ ル 建 物 法 以 外 の 」 を 「 基

準 省 令 第 一 条 第 一 項 第 一 号 イ 又 は 第 二 号 イ ⑴ 及 び ロ ⑴ に 規 定 す る 」 に 改 め 、 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」

を 削 り 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 備 考 の 欄 �二 中 「 申 請 書 」 の 下 に 「 又 は 同

法 第 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 書 」 を 、 「 当 該 確 認 」 の 下 に 「 又 は 計 画 」

を 加 え 、 同 表 八 十 三 の 十 の 項 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 項 １ 及 び ２ を 次 の よ う に 改 め る 。

１ 法 第 十 一

条 第 一 項 又

は 第 十 二 条

第 二 項 に 規

定 す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 確 保 計 画

に 関 す る 建

築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性

能 適 合 性 判

定 等

建 築 物 エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能

適 合 性 判 定 等

手 数 料

イ 建 築 物 の 用 途 が 工 場 、 危 険 物 の 貯 蔵 又 は 処 理

に 供 す る 建 築 物 、 水 産 物 の 増 殖 場 又 は 養 殖 場 、

倉 庫 、 卸 売 市 場 、 火 葬 場 、 と 畜 場 、 汚 物 処 理 場 、

ご み 焼 却 場 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 建 築 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） で あ る も

の
⑴ 評 価 方 法 の 全 部 が 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 基 準 省 令 」 と い う 。 ） 第 一 条 第 一 項 第 一 号

ロ に 規 定 す る 方 法 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 モ

デ ル 建 物 法 」 と い う 。 ） に よ る も の

�イ 法 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 行

為 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特 定 建 築 行 為 」

と い う 。 ） に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も の 一 万 八 千 円

�ロ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 三 百 平 方

メ ー ト ル 以 上 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

二 万 六 千 円

�ハ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 千 平 方 メ ー

ト ル 以 上 二 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の 三

万 七 千 円

�ニ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 二 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

九 万 五 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 五 千 平 方

メ ー ト ル 以 上 一 万 平 方 メ ー ト ル 未 満 の も の

十 四 万 円

�へ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 床 面 積 が 一 万 平 方

メ ー ト ル 以 上 二 万 五 千 平 方 メ ー ト ル 未 満 の

も の 十 八 万 円

法 第 三 十

条 第 一 項

の 規 定 に

よ る 認 定

を 受 け た

法 第 二 十

九 条 第 一

項 に 規 定

す る 建 築

物 エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 （ 以

下 こ の 項

に お い て

「 建 築 物

エ ネ ル

ギ ー 消 費

性 能 向 上

計 画 」 と

い う 。 ）

に 記 載 さ

れ た 他 の

建 築 物

（ 同 条 第

三 項 に 規

定 す る 他

の 建 築 物

を い う 。

以 下 こ の

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７４ ）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

未 満 の も の 七 万 三 千 円

�ホ 特 定 建 築 行 為 に 係 る 共 同 住 宅 等 の 床 面 積

が 五 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の 十 一 万 円

ニ 複 合 建 築 物 で あ る 場 合 イ 又 は ロ に 定 め る 金

額 に 、 ハ に 定 め る 金 額 を 加 算 し た 金 額

別 表 八 十 三 の 十 の 項 ３ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築

物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 、 「 第 十 一 条 」 を 「 第 十 三 条 」 に 改 め 、

同 項 ４ 中 「 第 三 十 四 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 建 築 物 エ

ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 ４ イ 中 「 第 三 十 五 条 第 一 項 各 号 」 を 「 第 三 十

条 第 一 項 各 号 」 に 改 め 、 同 項 ４ イ ⑶ 中 「 長 屋 又 は 共 同 住 宅 そ の 他 の 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅 （ 以

下 こ の 項 に お い て 「 共 同 住 宅 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 共 同 住 宅 等 」 に 改 め 、 同 項 ４ の 備 考 欄 ㈡ 中 「 第 三

十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 三 十 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 項 ５ 中 「 第 三 十 四 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 一

項 」 に 改 め 、 同 項 ５ イ 中 「 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 十 四 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ５ イ ⑵ 中 「 又 は 主

要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 ６ 中 「 第 三 十 四 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ７ 中 「 第

三 十 六 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ８ 中 「 第 三 十 六 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 一 条

第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 ８ イ ⑵ 中 「 又 は 主 要 室 入 力 法 」 を 削 り 、 同 項 ９ 中 「 第 三 十 六 条 第 一 項 」 を 「 第

三 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 １０ か ら １２ ま で を 削 り 、 同 表 八 十 五 の 三 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 十 五 の 三

石 川 県 動 物

の 愛 護 及 び

管 理 に 関 す

る 条 例 （ 令

和 三 年 石 川

県 条 例 第 三

十 四 号 。 以

下 こ の 項 に

お い て 「 条

例 」 と い

う 。 ） に 関

す る 事 務

１ 条 例 第 二

十 二 条 第 一

項 （ 同 条 第

三 項 に お い

て 準 用 す る

場 合 を 含

む 。 ） の 規

定 に よ る 動

物 の 返 還

動 物 返 還 手

数 料

次 に 掲 げ る 額 を 合 算 し た 額

イ 一 頭 、 一 匹 又 は 一 羽 の 動 物 一 日

に つ き 四 百 円

ロ 一 件 に つ き 四 千 円

２ 条 例 第 二

十 三 条 の 規

定 に よ る 犬

又 は 猫 の 譲

渡 し

犬 又 は 猫 の

譲 渡 手 数 料

一 頭 に つ き 一 万 三 千 円

別 表 八 十 六 の 項 ５ ニ ⑶ 中 「 複 雑 」 を 「 複 雑 �ａ 」 に 改 め 、 同 項 ５ ニ 中 ⑷ を ⑸ と し 、 ⑶ の 次 に 次 の よ

う に 加 え る 。
⑷ 複 雑 �ｂ 一 項 目 に つ き 五 千 八 百 五 十 円

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８１ ）

（ 経 過 措 置 ）

２ 改 正 後 の 別 表 八 十 六 の 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 依 頼 に 係 る 試 験 又 は 検 査 等 の 手

数 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 依 頼 に 係 る 試 験 又 は 検 査 等 の 手 数 料 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。

提 案 理 由

建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 新 た に 手 数 料 を 定 め る 等

の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議
案
第
二
十
六
号

石
川
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８２ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外74 石 川 県 公 報



　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 八 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 九 号

（ 石 川 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 十 四 条 の 八 第 一 項 第 一 号 中 「 第 二 条 第 十 五 項 」 を 「 第 二 条 第 十 六 項 」 に 改 め る 。

（ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年

石 川 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 号 中 「 第 二 条 第 八 項 」 を 「 第 二 条 第 九 項 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 議 会 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 石 川 県 議 会 の 保 有 す る 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和 五 年 石 川 県 条 例 第 十 七 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 十 項 中 「 第 二 条 第 八 項 」 を 「 第 二 条 第 九 項 」 に 改 め る 。

第 十 二 条 第 五 項 の 表 第 三 十 八 条 第 一 項 第 一 号 の 項 中 「 第 二 条 第 九 項 」 を 「 第 二 条 第 十 項 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関

係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 二 十 七 号

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 税 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
二
十
七
号

石
川
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８３ ）

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
本 則 の 表 七 尾 市 の 項 中 「 二 百 二 人 」 を 「 二 百 一 人 」 に 改 め 、 同 表 小 松 市 の 項 中 「 二 百 五 十 五 人 」

を 「 二 百 五 十 七 人 」 に 改 め 、 同 表 輪 島 市 の 項 中 「 百 三 十 三 人 」 を 「 百 三 十 二 人 」 に 改 め 、 同 表 加 賀

市 の 項 中 「 二 百 一 人 」 を 「 二 百 三 人 」 に 改 め 、 同 表 か ほ く 市 の 項 中 「 八 十 八 人 」 を 「 九 十 一 人 」 に

改 め 、 同 表 白 山 市 の 項 中 「 二 百 六 十 三 人 」 を 「 二 百 六 十 四 人 」 に 改 め 、 同 表 能 美 市 の 項 中 「 九 十 四

人 」 を 「 九 十 九 人 」 に 改 め 、 同 表 川 北 町 の 項 中 「 十 七 人 」 を 「 十 九 人 」 に 改 め 、 同 表 内 灘 町 の 項 中

「 六 十 人 」 を 「 六 十 一 人 」 に 改 め 、 同 表 宝 達 志 水 町 の 項 中 「 五 十 七 人 」 を 「 五 十 九 人 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

民 生 委 員 の 定 数 に つ い て 、 地 域 の 実 情 に 応 じ 、 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出

す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 二 十 八 号

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
二
十
八
号

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８５ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 75石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 栄 養 士 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 号

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
本 則 の 表 七 尾 市 の 項 中 「 二 百 二 人 」 を 「 二 百 一 人 」 に 改 め 、 同 表 小 松 市 の 項 中 「 二 百 五 十 五 人 」

を 「 二 百 五 十 七 人 」 に 改 め 、 同 表 輪 島 市 の 項 中 「 百 三 十 三 人 」 を 「 百 三 十 二 人 」 に 改 め 、 同 表 加 賀

市 の 項 中 「 二 百 一 人 」 を 「 二 百 三 人 」 に 改 め 、 同 表 か ほ く 市 の 項 中 「 八 十 八 人 」 を 「 九 十 一 人 」 に

改 め 、 同 表 白 山 市 の 項 中 「 二 百 六 十 三 人 」 を 「 二 百 六 十 四 人 」 に 改 め 、 同 表 能 美 市 の 項 中 「 九 十 四

人 」 を 「 九 十 九 人 」 に 改 め 、 同 表 川 北 町 の 項 中 「 十 七 人 」 を 「 十 九 人 」 に 改 め 、 同 表 内 灘 町 の 項 中

「 六 十 人 」 を 「 六 十 一 人 」 に 改 め 、 同 表 宝 達 志 水 町 の 項 中 「 五 十 七 人 」 を 「 五 十 九 人 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

民 生 委 員 の 定 数 に つ い て 、 地 域 の 実 情 に 応 じ 、 改 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出

す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 二 十 八 号

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
二
十
八
号

民
生
委
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８５ ）

（ 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

第 六 条 の 二 第 二 項 第 五 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 、 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

（ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

別 表 第 六 ト の 表 １ 級 の 項 中 「栄養士 」 の 次 に 「、管理栄養士 」 を 加 え る 。

（ 保 護 施 設 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

一 保 護 施 設 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 二

号 ） 第 十 三 条 第 一 項 第 六 号 及 び 第 二 十 一 条 第 一 項 第 六 号

二 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十

四 号 ） 第 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 六 号

三 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十

四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 一 号 ） 第 七 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 三 号

四 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石

川 県 条 例 第 五 十 二 号 ） 第 五 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 四 号

五 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二

十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 三 号 ） 第 八 十 八 条 第 四 項

六 指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川

県 条 例 第 五 十 四 号 ） 第 三 十 六 条 第 五 項

七 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例

第 五 十 五 号 ） 第 四 十 五 条 第 四 項

議 案 第 三 十 号

栄 養 士 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 に つ い て

栄 養 士 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

栄 養 士 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例

議
案
第
三
十
号

栄
養
士
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ８９ ）
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八 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十

八 号 ） 第 二 十 九 条 第 五 項

九 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十 二

号 ） 第 二 十 六 条 第 一 項 、 第 四 十 四 条 第 二 号 、 第 五 十 八 条 第 一 項 、 第 六 十 八 条 第 一 項 、 第 三 項 た

だ し 書 及 び 第 八 項 た だ し 書 、 第 八 十 二 条 第 一 項 本 文 及 び 第 一 号 、 第 九 十 二 条 第 一 項 並 び に 第 百

条 第 一 項

十 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第

四 十 号 ） 第 五 条 第 七 項 第 二 号 及 び 附 則 第 八 項 第 二 号

（ 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 軽 費 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四

十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 栄 養 士 と 」 を 「 栄 養 士 若 し く は 管 理 栄 養 士 と 」 に 、 「 栄 養 士 、 」 を

「 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を 、 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加

え る 。
附 則 第 十 二 項 た だ し 書 中 「 栄 養 士 、 事 務 員 」 を 「 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 、 事 務 員 」 に 、 「 栄 養

士 、 第 六 号 」 を 「 栄 養 士 若 し く は 管 理 栄 養 士 、 第 六 号 」 に 、 「 そ の 他 職 員 、 」 を 「 そ の 他 職 員 を 、 」

に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

（ 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例

第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 五 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え 、 同 条 第 三

項 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 若 し く は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

第 四 十 五 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 五 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

（ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十

四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 百 四 十 八 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 四 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え 、 同 条

第 五 項 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 若 し く は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

第 百 八 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 三 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

（ 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成

二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 百 三 十 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 四 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え 、 同 条 第

五 項 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 若 し く は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。
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（ ９０ ）
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　 旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 一 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 い し か わ 動 物 愛 護 基 金 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 二 号

第 百 六 十 七 条 第 一 項 た だ し 書 及 び 第 三 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 又 は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

（ 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石

川 県 条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 四 項 中 「 、 栄 養 士 又 は 」 を 「 、 栄 養 士 若 し く は 管 理 栄 養 士 又 は 」 に 改 め る 。

（ 女 性 自 立 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 女 性 自 立 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 令 和 六 年 石 川 県 条 例 第 十 一

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 第 一 項 第 三 号 中 「 栄 養 士 」 の 下 に 「 若 し く は 管 理 栄 養 士 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

栄 養 士 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 条 例 の 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出

す る 理 由 で あ る 。
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（ ９１ ）

旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 石 川 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 一 号 中 「 浴 そ う 」 を 「 浴 槽 」 に 、 「 湯 せ ん 」 を 「 湯 栓 」 に 、 「 水 せ ん 」 を 「 水 栓 」 に 改 め 、

同 条 第 二 号 中 「 浴 そ う 」 を 「 浴 槽 」 に 、 「 そ の つ ど 」 を 「 そ の 都 度 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 号 を 加

え る 。
三 浴 槽 の 湯 は 、 規 則 で 定 め る 水 質 基 準 を 満 た す こ と 。

本 則 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 委 任 ）

第 十 三 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

公 衆 浴 場 に お け る 水 質 基 準 等 に 関 す る 指 針 及 び 他 の 地 方 公 共 団 体 に お け る 規 定 状 況 に 鑑 み 、 浴 槽

水 の 水 質 基 準 を 規 定 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 三 十 一 号

旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

旅 館 業 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ９３ ）
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　 い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 三 号

（ 設 置 ）

第 一 条 人 と 動 物 の 共 生 す る 社 会 の 実 現 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 施

策 に 要 す る 経 費 の 財 源 に 充 て る た め 、 い し か わ 動 物 愛 護 基 金 （ 以 下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す

る 。

（ 積 立 て ）

第 二 条 基 金 と し て 積 み 立 て る 額 は 、 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 第 四 条 及 び 第 五 条 に お い て 「 予 算 」

と い う 。 ） に お い て 定 め る 額 と す る 。

（ 管 理 ）

第 三 条 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 金 融 機 関 へ の 預 金 そ の 他 の 最 も 確 実 か つ 有 利 な 方 法 に よ り 運 用 し な

け れ ば な ら な い 。

２ 基 金 に 属 す る 現 金 は 、 必 要 に 応 じ 、 最 も 確 実 か つ 有 利 な 有 価 証 券 に 代 え る こ と が で き る 。

（ 運 用 益 金 の 処 理 ）

第 四 条 基 金 の 運 用 か ら 生 ず る 収 益 は 、 予 算 に 計 上 し て 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る も の と す る 。

た だ し 、 こ の 基 金 に 編 入 す る こ と を 妨 げ な い 。

（ 繰 替 運 用 等 ）

第 五 条 知 事 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方 法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て

基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え て 、 又 は 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 歳 入 に 繰 り 入 れ て 運

用 す る こ と が で き る 。

（ 処 分 ）

第 六 条 基 金 は 、 第 一 条 の 経 費 の 財 源 に 充 て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で

き る 。

（ 委 任 ）

第 七 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

議 案 第 三 十 二 号

い し か わ 動 物 愛 護 基 金 条 例 に つ い て

い し か わ 動 物 愛 護 基 金 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

い し か わ 動 物 愛 護 基 金 条 例
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（ ９５ ）

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

人 と 動 物 の 共 生 す る 社 会 の 実 現 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 施 策 に 要

す る 経 費 の 財 源 に 充 て る た め 、 い し か わ 動 物 愛 護 基 金 を 設 置 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（ ９６ ）

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 、 第 一 条 、 第 十 八 条 の 三 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 、 第 六 章 の 三 の 章 名 並 び に 第 八 十 三 条 の 四 の 見 出

し 及 び 同 条 第 二 項 中 「 貧 困 対 策 」 を 「 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 」 に 改 め る 。

第 八 十 三 条 の 五 の 見 出 し 中 「 貧 困 対 策 」 を 「 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 子

ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」 を 「 こ ど も の 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」

に 、 「 第 九 条 第 一 項 」 を 「 第 十 条 第 一 項 」 に 、 「 貧 困 対 策 」 を 「 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ

が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 三 十 三 号

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ９７ ）
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　 石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 四 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 五 号

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 （ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 、 第 一 条 、 第 十 八 条 の 三 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 、 第 六 章 の 三 の 章 名 並 び に 第 八 十 三 条 の 四 の 見 出

し 及 び 同 条 第 二 項 中 「 貧 困 対 策 」 を 「 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 」 に 改 め る 。

第 八 十 三 条 の 五 の 見 出 し 中 「 貧 困 対 策 」 を 「 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 子

ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」 を 「 こ ど も の 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 」

に 、 「 第 九 条 第 一 項 」 を 「 第 十 条 第 一 項 」 に 、 「 貧 困 対 策 」 を 「 貧 困 の 解 消 に 向 け た 対 策 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

子 ど も の 貧 困 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 理 す る 必 要 が あ る 。 こ れ

が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 三 十 三 号

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ９７ ）

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

石 川 県 安 心 こ ど も 基 金 条 例

第 一 条 中 「 保 育 所 の 計 画 的 な 整 備 そ の 他 の 」 を 削 り 、 「 保 育 環 境 の 」 を 「 環 境 の 」 に 、 「 石 川 県 保

育 環 境 整 備 基 金 」 を 「 石 川 県 安 心 こ ど も 基 金 」 に 改 め る 。

附 則 第 二 項 中 「 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 令 和 十 二 年 三 月 三 十 一 日 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 二 項 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら

施 行 す る 。

提 案 理 由

国 の 緊 急 経 済 対 策 に 伴 い 設 置 し た 保 育 環 境 整 備 基 金 に よ る 事 業 の 実 施 期 限 を 延 長 す る 等 の 必 要 が

あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 三 十 四 号

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 保 育 環 境 整 備 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（ ９９ ）

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 二

条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 一 時 保 護 施 設 （ 以 下 「 一 時 保 護 施 設 」 と い う 。 ）

の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る も の と す る 。

（ 最 低 基 準 の 目 的 ）

第 二 条 最 低 基 準 （ こ の 条 例 で 定 め る 基 準 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 一 時 保 護 施 設 に 入 所

し て い る 児 童 （ 以 下 「 入 所 児 童 」 と い う 。 ） が 、 明 る く 衛 生 的 な 環 境 の 下 で 、 素 養 が あ り 、 か つ 、

適 切 な 訓 練 を 受 け た 職 員 の 支 援 に よ り 、 心 身 と も に 健 や か に し て 、 安 全 な 生 活 を 送 る こ と を 保 障

す る も の と す る 。

（ 最 低 基 準 の 向 上 ）

第 三 条 知 事 は 、 最 低 基 準 を 常 に 向 上 さ せ る よ う 努 め る も の と す る 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 最 低 基 準 を 超 え て 、 常 に 、 そ の 設 備 及 び 運 営 を 向 上 さ せ る よ う 努 め な け れ ば

な ら な い 。

３ 最 低 基 準 を 超 え て 設 備 を 設 け 、 又 は 運 営 を し て い る 一 時 保 護 施 設 に お い て は 、 最 低 基 準 を 理 由

と し て 、 そ の 設 備 又 は 運 営 を 低 下 さ せ て は な ら な い 。

（ 一 般 原 則 ）

第 四 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 権 利 に 十 分 配 慮 す る と と も に 、 一 人 一 人 の 人 格 を 尊 重 し て 、

そ の 運 営 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 児 童 の 保 護 者 及 び 地 域 社 会 に 対 し 、 当 該 一 時 保 護 施 設 の 運 営 の 内 容 を 適 切 に

説 明 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 自 ら そ の 行 う 業 務 の 質 の 評 価 を 行 う と と も に 、 定 期 的 に 外 部 の 者 に よ る 評 価

を 受 け て 、 そ れ ら の 結 果 を 公 表 し 、 常 に そ の 改 善 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。

４ 一 時 保 護 施 設 は 、 法 第 三 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 一 時 保 護 の 目 的 を 達 成 す る た め に

必 要 な 設 備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。

議 案 第 三 十 五 号

一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 に つ い て

一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例
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（１０１）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外80 石 川 県 公 報



（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 二

条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 一 時 保 護 施 設 （ 以 下 「 一 時 保 護 施 設 」 と い う 。 ）

の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る も の と す る 。

（ 最 低 基 準 の 目 的 ）

第 二 条 最 低 基 準 （ こ の 条 例 で 定 め る 基 準 を い う 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ） は 、 一 時 保 護 施 設 に 入 所

し て い る 児 童 （ 以 下 「 入 所 児 童 」 と い う 。 ） が 、 明 る く 衛 生 的 な 環 境 の 下 で 、 素 養 が あ り 、 か つ 、

適 切 な 訓 練 を 受 け た 職 員 の 支 援 に よ り 、 心 身 と も に 健 や か に し て 、 安 全 な 生 活 を 送 る こ と を 保 障

す る も の と す る 。

（ 最 低 基 準 の 向 上 ）

第 三 条 知 事 は 、 最 低 基 準 を 常 に 向 上 さ せ る よ う 努 め る も の と す る 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 最 低 基 準 を 超 え て 、 常 に 、 そ の 設 備 及 び 運 営 を 向 上 さ せ る よ う 努 め な け れ ば

な ら な い 。

３ 最 低 基 準 を 超 え て 設 備 を 設 け 、 又 は 運 営 を し て い る 一 時 保 護 施 設 に お い て は 、 最 低 基 準 を 理 由

と し て 、 そ の 設 備 又 は 運 営 を 低 下 さ せ て は な ら な い 。

（ 一 般 原 則 ）

第 四 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 権 利 に 十 分 配 慮 す る と と も に 、 一 人 一 人 の 人 格 を 尊 重 し て 、

そ の 運 営 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 児 童 の 保 護 者 及 び 地 域 社 会 に 対 し 、 当 該 一 時 保 護 施 設 の 運 営 の 内 容 を 適 切 に

説 明 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 自 ら そ の 行 う 業 務 の 質 の 評 価 を 行 う と と も に 、 定 期 的 に 外 部 の 者 に よ る 評 価

を 受 け て 、 そ れ ら の 結 果 を 公 表 し 、 常 に そ の 改 善 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。

４ 一 時 保 護 施 設 は 、 法 第 三 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 一 時 保 護 の 目 的 を 達 成 す る た め に

必 要 な 設 備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。

議 案 第 三 十 五 号

一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 に つ い て

一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例
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（１０１）

５ 一 時 保 護 施 設 の 構 造 設 備 は 、 採 光 、 換 気 等 入 所 児 童 の 保 健 衛 生 及 び 入 所 児 童 に 対 す る 危 害 の 防

止 に 十 分 考 慮 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。

６ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 人 権 の 擁 護 、 入 所 児 童 に 対 す る 虐 待 の 防 止 等 の た め 、 責 任 者 を 設

置 す る 等 必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と と も に 、 職 員 に 対 し 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置 を 講 ず る よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。

（ 非 常 災 害 対 策 ）

第 五 条 一 時 保 護 施 設 は 、 消 火 設 備 そ の 他 非 常 災 害 に 際 し て 必 要 な 設 備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 施 設 防 災 計 画 （ 入 所 児 童 の 特 性 、 当 該 一 時 保 護 施 設 の 周 辺 地 域 の 環 境 等 を 踏

ま え 、 火 災 、 地 震 、 津 波 、 風 水 害 等 の 非 常 災 害 の 種 類 に 応 じ て 、 当 該 非 常 災 害 が 発 生 し た 場 合 に

お け る 入 所 児 童 の 安 全 の 確 保 の た め の 体 制 、 避 難 の 方 法 等 を 定 め た 計 画 を い う 。 以 下 こ の 条 に お

い て 同 じ 。 ） を 策 定 し 、 定 期 的 に 職 員 に 周 知 し な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 施 設 防 災 計 画 に 基 づ き 、 非 常 災 害 時 に お け る 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 及 び 連 携

並 び に 入 所 児 童 の 避 難 誘 導 を 円 滑 に 行 う た め の 体 制 を 整 備 し 、 定 期 的 に 、 当 該 体 制 に つ い て 職 員

及 び 入 所 児 童 に 周 知 す る と と も に 、 避 難 訓 練 、 消 火 訓 練 そ の 他 必 要 な 訓 練 を 行 わ な け れ ば な ら な

い 。

４ 前 項 の 訓 練 の う ち 、 避 難 訓 練 及 び 消 火 訓 練 は 、 毎 月 一 回 以 上 行 わ な け れ ば な ら な い 。

５ 一 時 保 護 施 設 は 、 第 三 項 の 訓 練 の 結 果 に 基 づ き 、 施 設 防 災 計 画 の 検 証 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 当

該 施 設 防 災 計 画 の 見 直 し を 行 う も の と す る 。

（ 安 全 計 画 の 策 定 等 ）

第 六 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 安 全 の 確 保 を 図 る た め 、 当 該 一 時 保 護 施 設 の 設 備 の 安 全 点 検 、

職 員 、 入 所 児 童 等 に 対 す る 一 時 保 護 施 設 外 で の 活 動 、 取 組 等 を 含 め た 一 時 保 護 施 設 で の 生 活 そ の

他 の 日 常 生 活 に お け る 安 全 に 関 す る 教 育 、 職 員 の 研 修 及 び 訓 練 そ の 他 一 時 保 護 施 設 に お け る 安 全

に 関 す る 事 項 に つ い て の 計 画 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 安 全 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 当 該 安 全

計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 職 員 に 対 し 、 安 全 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も に 、 前 項 の 研 修 及 び 訓 練 を 定

期 的 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 定 期 的 に 安 全 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 当 該 安 全 計 画 の 変 更 を 行 う

も の と す る 。

（ 自 動 車 を 運 行 す る 場 合 の 所 在 の 確 認 ）

第 七 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 一 時 保 護 施 設 外 で の 活 動 、 取 組 等 の た め の 移 動 そ の 他 の 入 所

児 童 の 移 動 の た め に 自 動 車 を 運 行 す る と き は 、 入 所 児 童 の 乗 車 及 び 降 車 の 際 に 、 点 呼 そ の 他 の 入

所 児 童 の 所 在 を 確 実 に 把 握 す る こ と が で き る 方 法 に よ り 、 当 該 入 所 児 童 の 所 在 を 確 認 し な け れ ば

な ら な い 。

（ 入 所 児 童 を 平 等 に 取 り 扱 う 原 則 ）
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５ 一 時 保 護 施 設 の 構 造 設 備 は 、 採 光 、 換 気 等 入 所 児 童 の 保 健 衛 生 及 び 入 所 児 童 に 対 す る 危 害 の 防

止 に 十 分 考 慮 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。

６ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 人 権 の 擁 護 、 入 所 児 童 に 対 す る 虐 待 の 防 止 等 の た め 、 責 任 者 を 設

置 す る 等 必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と と も に 、 職 員 に 対 し 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置 を 講 ず る よ う 努

め な け れ ば な ら な い 。

（ 非 常 災 害 対 策 ）

第 五 条 一 時 保 護 施 設 は 、 消 火 設 備 そ の 他 非 常 災 害 に 際 し て 必 要 な 設 備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 施 設 防 災 計 画 （ 入 所 児 童 の 特 性 、 当 該 一 時 保 護 施 設 の 周 辺 地 域 の 環 境 等 を 踏

ま え 、 火 災 、 地 震 、 津 波 、 風 水 害 等 の 非 常 災 害 の 種 類 に 応 じ て 、 当 該 非 常 災 害 が 発 生 し た 場 合 に

お け る 入 所 児 童 の 安 全 の 確 保 の た め の 体 制 、 避 難 の 方 法 等 を 定 め た 計 画 を い う 。 以 下 こ の 条 に お

い て 同 じ 。 ） を 策 定 し 、 定 期 的 に 職 員 に 周 知 し な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 施 設 防 災 計 画 に 基 づ き 、 非 常 災 害 時 に お け る 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 及 び 連 携

並 び に 入 所 児 童 の 避 難 誘 導 を 円 滑 に 行 う た め の 体 制 を 整 備 し 、 定 期 的 に 、 当 該 体 制 に つ い て 職 員

及 び 入 所 児 童 に 周 知 す る と と も に 、 避 難 訓 練 、 消 火 訓 練 そ の 他 必 要 な 訓 練 を 行 わ な け れ ば な ら な

い 。

４ 前 項 の 訓 練 の う ち 、 避 難 訓 練 及 び 消 火 訓 練 は 、 毎 月 一 回 以 上 行 わ な け れ ば な ら な い 。

５ 一 時 保 護 施 設 は 、 第 三 項 の 訓 練 の 結 果 に 基 づ き 、 施 設 防 災 計 画 の 検 証 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 当

該 施 設 防 災 計 画 の 見 直 し を 行 う も の と す る 。

（ 安 全 計 画 の 策 定 等 ）

第 六 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 安 全 の 確 保 を 図 る た め 、 当 該 一 時 保 護 施 設 の 設 備 の 安 全 点 検 、

職 員 、 入 所 児 童 等 に 対 す る 一 時 保 護 施 設 外 で の 活 動 、 取 組 等 を 含 め た 一 時 保 護 施 設 で の 生 活 そ の

他 の 日 常 生 活 に お け る 安 全 に 関 す る 教 育 、 職 員 の 研 修 及 び 訓 練 そ の 他 一 時 保 護 施 設 に お け る 安 全

に 関 す る 事 項 に つ い て の 計 画 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 安 全 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 当 該 安 全

計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 職 員 に 対 し 、 安 全 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も に 、 前 項 の 研 修 及 び 訓 練 を 定

期 的 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 定 期 的 に 安 全 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 当 該 安 全 計 画 の 変 更 を 行 う

も の と す る 。

（ 自 動 車 を 運 行 す る 場 合 の 所 在 の 確 認 ）

第 七 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 一 時 保 護 施 設 外 で の 活 動 、 取 組 等 の た め の 移 動 そ の 他 の 入 所

児 童 の 移 動 の た め に 自 動 車 を 運 行 す る と き は 、 入 所 児 童 の 乗 車 及 び 降 車 の 際 に 、 点 呼 そ の 他 の 入

所 児 童 の 所 在 を 確 実 に 把 握 す る こ と が で き る 方 法 に よ り 、 当 該 入 所 児 童 の 所 在 を 確 認 し な け れ ば

な ら な い 。

（ 入 所 児 童 を 平 等 に 取 り 扱 う 原 則 ）

議
案
第
三
十
五
号

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て

（１０２）

第 八 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 国 籍 、 信 条 、 社 会 的 身 分 等 に よ っ て 、 差 別 的 取 扱 い を し て は

な ら な い 。

（ 児 童 の 権 利 擁 護 ）

第 九 条 知 事 又 は 児 童 相 談 所 長 は 、 一 時 保 護 施 設 に お い て 一 時 保 護 を 行 う に 当 た っ て は 、 児 童 に 対

し 、 児 童 の 権 利 、 児 童 の 権 利 を 擁 護 す る 仕 組 み 、 一 時 保 護 を 行 う 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 、

年 齢 、 発 達 の 状 況 そ の 他 の 当 該 児 童 の 事 情 に 応 じ た 説 明 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 に 対 し 、 そ の 意 見 又 は 意 向 （ 法 第 三 十 三 条 の 三 の 三 に 規 定 す る 意 見

聴 取 等 措 置 に お い て 表 明 さ れ た 意 見 又 は 意 向 を 含 む 。 ） を 尊 重 し た 支 援 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 入 所 児 童 の 権 利 の 制 限 ）

第 十 条 一 時 保 護 施 設 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 入 所 児 童 の 権 利 を 制 限 し て は な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 に 、 や む を 得 ず 入 所 児 童 の 権 利

を 制 限 す る と き は 、 そ の 理 由 に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 い 、 当 該 入 所 児 童 の 理 解 を 得 る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。

（ 入 所 児 童 の 行 動 の 制 限 ）

第 十 一 条 一 時 保 護 施 設 は 、 施 錠 等 に よ り 入 所 児 童 の 行 動 を 制 限 し て は な ら な い 。

（ 入 所 児 童 の 所 持 品 ）

第 十 二 条 一 時 保 護 施 設 は 、 合 理 的 な 理 由 が な く 、 入 所 児 童 の 所 持 す る 物 の 持 込 み を 禁 止 し て は な

ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 合 理 的 な 理 由 が あ る 場 合 に 、 や む を 得 ず 入 所 児 童 の 所

持 す る 物 の 持 込 み を 禁 止 す る と き は 、 そ の 理 由 に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 い 、 当 該 入 所 児 童 の 理 解

を 得 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 入 所 児 童 の 所 持 す る 物 を 保 管 す る 場 合 は 、 紛 失 、 盗 難 、 毀 損 等 が 生 じ

な い よ う な 設 備 に 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

（ 虐 待 等 の 禁 止 ）

第 十 三 条 職 員 は 、 入 所 児 童 に 対 し 、 法 第 三 十 三 条 の 十 各 号 に 掲 げ る 行 為 そ の 他 当 該 入 所 児 童 の 心

身 に 有 害 な 影 響 を 及 ぼ す 行 為 を し て は な ら な い 。

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ）

第 十 四 条 一 時 保 護 施 設 は 、 感 染 症 及 び 非 常 災 害 の 発 生 時 に お い て 、 入 所 児 童 に 対 す る 支 援 の 提 供

を 継 続 的 に 実 施 し 、 及 び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 業 務 継 続 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 職 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練

を 定 期 的 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 当 該 業 務 継 続 計 画 の 変
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第 八 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 国 籍 、 信 条 、 社 会 的 身 分 等 に よ っ て 、 差 別 的 取 扱 い を し て は

な ら な い 。

（ 児 童 の 権 利 擁 護 ）

第 九 条 知 事 又 は 児 童 相 談 所 長 は 、 一 時 保 護 施 設 に お い て 一 時 保 護 を 行 う に 当 た っ て は 、 児 童 に 対

し 、 児 童 の 権 利 、 児 童 の 権 利 を 擁 護 す る 仕 組 み 、 一 時 保 護 を 行 う 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ い て 、

年 齢 、 発 達 の 状 況 そ の 他 の 当 該 児 童 の 事 情 に 応 じ た 説 明 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 に 対 し 、 そ の 意 見 又 は 意 向 （ 法 第 三 十 三 条 の 三 の 三 に 規 定 す る 意 見

聴 取 等 措 置 に お い て 表 明 さ れ た 意 見 又 は 意 向 を 含 む 。 ） を 尊 重 し た 支 援 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 入 所 児 童 の 権 利 の 制 限 ）

第 十 条 一 時 保 護 施 設 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 入 所 児 童 の 権 利 を 制 限 し て は な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 に 、 や む を 得 ず 入 所 児 童 の 権 利

を 制 限 す る と き は 、 そ の 理 由 に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 い 、 当 該 入 所 児 童 の 理 解 を 得 る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。

（ 入 所 児 童 の 行 動 の 制 限 ）

第 十 一 条 一 時 保 護 施 設 は 、 施 錠 等 に よ り 入 所 児 童 の 行 動 を 制 限 し て は な ら な い 。

（ 入 所 児 童 の 所 持 品 ）

第 十 二 条 一 時 保 護 施 設 は 、 合 理 的 な 理 由 が な く 、 入 所 児 童 の 所 持 す る 物 の 持 込 み を 禁 止 し て は な

ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 前 項 に 規 定 す る 合 理 的 な 理 由 が あ る 場 合 に 、 や む を 得 ず 入 所 児 童 の 所

持 す る 物 の 持 込 み を 禁 止 す る と き は 、 そ の 理 由 に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 い 、 当 該 入 所 児 童 の 理 解

を 得 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 入 所 児 童 の 所 持 す る 物 を 保 管 す る 場 合 は 、 紛 失 、 盗 難 、 毀 損 等 が 生 じ

な い よ う な 設 備 に 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

（ 虐 待 等 の 禁 止 ）

第 十 三 条 職 員 は 、 入 所 児 童 に 対 し 、 法 第 三 十 三 条 の 十 各 号 に 掲 げ る 行 為 そ の 他 当 該 入 所 児 童 の 心

身 に 有 害 な 影 響 を 及 ぼ す 行 為 を し て は な ら な い 。

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ）

第 十 四 条 一 時 保 護 施 設 は 、 感 染 症 及 び 非 常 災 害 の 発 生 時 に お い て 、 入 所 児 童 に 対 す る 支 援 の 提 供

を 継 続 的 に 実 施 し 、 及 び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 業 務 継 続 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な

け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 職 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練

を 定 期 的 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 当 該 業 務 継 続 計 画 の 変
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更 を 行 う も の と す る 。

（ 設 備 の 基 準 ）

第 十 五 条 一 時 保 護 施 設 の 設 備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一 入 所 児 童 の 居 室 、 学 習 等 を 行 う 室 、 屋 内 運 動 場 （ 一 時 保 護 施 設 の 付 近 に あ る 屋 内 運 動 場 に 代

わ る べ き 場 所 を 含 む 。 第 九 号 及 び 第 二 十 八 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 屋 外 運 動 場 （ 一 時 保

護 施 設 の 付 近 に あ る 屋 外 運 動 場 に 代 わ る べ き 場 所 を 含 む 。 第 九 号 及 び 第 二 十 八 条 第 二 項 に お い

て 同 じ 。 ） 、 相 談 室 、 食 堂 （ ユ ニ ッ ト （ 居 室 、 居 室 に 近 接 し て 設 け ら れ る 相 互 に 交 流 を 図 る こ と

が で き る 設 備 、 浴 室 及 び 便 所 に よ り 一 体 的 に 構 成 さ れ る 場 所 で あ っ て 、 そ の 利 用 定 員 が お お む

ね 六 人 以 下 で あ る も の を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） を 整 備 し 、 各

ユ ニ ッ ト に お い て 食 事 を 提 供 す る 場 合 を 除 く 。 ） 、 調 理 室 、 浴 室 、 便 所 、 医 務 室 及 び 静 養 室 を 設

け る こ と 。

二 入 所 児 童 が で き る 限 り 良 好 な 家 庭 的 環 境 に お い て 安 全 に か つ 安 心 し て 生 活 を 送 る こ と が で き

る よ う 、 ユ ニ ッ ト を 整 備 す る よ う 努 め る こ と 。

三 職 員 が 入 所 児 童 の 見 守 り を 行 い や す い よ う 、 死 角 を で き る 限 り な く し た 構 造 と す る と と も に 、

自 然 の 採 光 の 確 保 、 木 材 の 利 用 等 に よ り 温 か み を 感 じ ら れ る 環 境 の 整 備 に 努 め る こ と 。

四 居 室 は 、 入 所 児 童 が 穏 や か に 過 ご す こ と が で き 、 か つ 、 安 心 し て 生 活 を 送 る こ と が で き る 環

境 と す る こ と 。

五 居 室 の 一 室 の 定 員 は 四 人 以 下 と し 、 そ の 面 積 は 入 所 児 童 一 人 に つ き 四 ・ 九 五 平 方 メ ー ト ル 以

上 と す る こ と 。 た だ し 、 乳 児 又 は 幼 児 の み の 居 室 に あ っ て は 、 一 室 の 定 員 を 六 人 以 下 と し 、 そ

の 面 積 を 入 所 児 童 一 人 に つ き 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る 。

六 少 年 （ 法 第 四 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 少 年 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 居 室 に あ っ て

は 、 一 室 の 定 員 を 一 人 と し 、 そ の 面 積 を 八 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る よ う 努 め る こ と 。

七 少 年 で あ っ て も 、 そ の 福 祉 の た め に 必 要 が あ る と き は 、 複 数 の 入 所 児 童 （ 少 年 を 含 む 。 ） で

の 利 用 が 可 能 な 居 室 を 設 け る こ と 。

八 入 所 児 童 の 年 齢 等 に 応 じ 、 男 子 と 女 子 の 居 室 を 別 に す る こ と 。

九 学 習 等 を 行 う 室 並 び に 屋 内 運 動 場 及 び 屋 外 運 動 場 は 、 入 所 児 童 の 数 に 応 じ 必 要 な 面 積 を 有 す

る こ と 。

十 浴 室 及 び 便 所 は 、 男 子 用 と 女 子 用 と を 別 に す る こ と 。 た だ し 、 少 数 の 入 所 児 童 を 対 象 と し て

設 け る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

十 一 居 室 、 浴 室 及 び 便 所 を 設 け る に 当 た っ て は 、 入 所 児 童 の 年 齢 、 性 別 、 性 的 指 向 及 び ジ ェ ン

ダ ー ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 多 様 性 に 関 す る 国 民 の 理 解 の 増 進 に 関 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 六 十

八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 性 的 指 向 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る ジ ェ ン ダ ー ア イ デ ン テ ィ

テ ィ 等 に 配 慮 す る こ と 。

十 二 入 所 児 童 の 生 活 の 場 は 、 当 該 入 所 児 童 の プ ラ イ バ シ ー の 保 護 に 十 分 に 配 慮 し た 環 境 と す る
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更 を 行 う も の と す る 。

（ 設 備 の 基 準 ）

第 十 五 条 一 時 保 護 施 設 の 設 備 の 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。

一 入 所 児 童 の 居 室 、 学 習 等 を 行 う 室 、 屋 内 運 動 場 （ 一 時 保 護 施 設 の 付 近 に あ る 屋 内 運 動 場 に 代

わ る べ き 場 所 を 含 む 。 第 九 号 及 び 第 二 十 八 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 屋 外 運 動 場 （ 一 時 保

護 施 設 の 付 近 に あ る 屋 外 運 動 場 に 代 わ る べ き 場 所 を 含 む 。 第 九 号 及 び 第 二 十 八 条 第 二 項 に お い

て 同 じ 。 ） 、 相 談 室 、 食 堂 （ ユ ニ ッ ト （ 居 室 、 居 室 に 近 接 し て 設 け ら れ る 相 互 に 交 流 を 図 る こ と

が で き る 設 備 、 浴 室 及 び 便 所 に よ り 一 体 的 に 構 成 さ れ る 場 所 で あ っ て 、 そ の 利 用 定 員 が お お む

ね 六 人 以 下 で あ る も の を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） を 整 備 し 、 各

ユ ニ ッ ト に お い て 食 事 を 提 供 す る 場 合 を 除 く 。 ） 、 調 理 室 、 浴 室 、 便 所 、 医 務 室 及 び 静 養 室 を 設

け る こ と 。

二 入 所 児 童 が で き る 限 り 良 好 な 家 庭 的 環 境 に お い て 安 全 に か つ 安 心 し て 生 活 を 送 る こ と が で き

る よ う 、 ユ ニ ッ ト を 整 備 す る よ う 努 め る こ と 。

三 職 員 が 入 所 児 童 の 見 守 り を 行 い や す い よ う 、 死 角 を で き る 限 り な く し た 構 造 と す る と と も に 、

自 然 の 採 光 の 確 保 、 木 材 の 利 用 等 に よ り 温 か み を 感 じ ら れ る 環 境 の 整 備 に 努 め る こ と 。

四 居 室 は 、 入 所 児 童 が 穏 や か に 過 ご す こ と が で き 、 か つ 、 安 心 し て 生 活 を 送 る こ と が で き る 環

境 と す る こ と 。

五 居 室 の 一 室 の 定 員 は 四 人 以 下 と し 、 そ の 面 積 は 入 所 児 童 一 人 に つ き 四 ・ 九 五 平 方 メ ー ト ル 以

上 と す る こ と 。 た だ し 、 乳 児 又 は 幼 児 の み の 居 室 に あ っ て は 、 一 室 の 定 員 を 六 人 以 下 と し 、 そ

の 面 積 を 入 所 児 童 一 人 に つ き 三 ・ 三 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る 。

六 少 年 （ 法 第 四 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 少 年 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 居 室 に あ っ て

は 、 一 室 の 定 員 を 一 人 と し 、 そ の 面 積 を 八 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る よ う 努 め る こ と 。

七 少 年 で あ っ て も 、 そ の 福 祉 の た め に 必 要 が あ る と き は 、 複 数 の 入 所 児 童 （ 少 年 を 含 む 。 ） で

の 利 用 が 可 能 な 居 室 を 設 け る こ と 。

八 入 所 児 童 の 年 齢 等 に 応 じ 、 男 子 と 女 子 の 居 室 を 別 に す る こ と 。

九 学 習 等 を 行 う 室 並 び に 屋 内 運 動 場 及 び 屋 外 運 動 場 は 、 入 所 児 童 の 数 に 応 じ 必 要 な 面 積 を 有 す

る こ と 。

十 浴 室 及 び 便 所 は 、 男 子 用 と 女 子 用 と を 別 に す る こ と 。 た だ し 、 少 数 の 入 所 児 童 を 対 象 と し て

設 け る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

十 一 居 室 、 浴 室 及 び 便 所 を 設 け る に 当 た っ て は 、 入 所 児 童 の 年 齢 、 性 別 、 性 的 指 向 及 び ジ ェ ン

ダ ー ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 多 様 性 に 関 す る 国 民 の 理 解 の 増 進 に 関 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 六 十

八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 性 的 指 向 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る ジ ェ ン ダ ー ア イ デ ン テ ィ

テ ィ 等 に 配 慮 す る こ と 。

十 二 入 所 児 童 の 生 活 の 場 は 、 当 該 入 所 児 童 の プ ラ イ バ シ ー の 保 護 に 十 分 に 配 慮 し た 環 境 と す る
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（１０４）

こ と 。

（ 職 員 の 一 般 的 要 件 ）

第 十 六 条 入 所 児 童 の 保 護 に 従 事 す る 職 員 は 、 健 全 な 心 身 を 有 し 、 豊 か な 人 間 性 と 倫 理 観 を 備 え 、

児 童 福 祉 事 業 に 熱 意 の あ る 者 で あ っ て 、 で き る 限 り 児 童 福 祉 事 業 の 理 論 及 び 実 務 に つ い て 訓 練 を

受 け た も の で な け れ ば な ら な い 。

（ 職 員 の 知 識 及 び 技 能 の 向 上 等 ）
さ ん

第 十 七 条 職 員 は 、 常 に 自 己 研 鑽 に 励 み 、 法 第 三 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 一 時 保 護 の 目

的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 の 修 得 、 維 持 及 び 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 職 員 に 対 し 、 そ の 資 質 の 向 上 の た め に 、 入 所 児 童 の 権 利 の 擁 護 、 入 所 児 童 の 意 見 又 は

意 向 を 尊 重 し た 支 援 の 実 施 そ の 他 必 要 な 事 項 に 関 す る 研 修 の 機 会 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

（ 職 員 の 配 置 ）

第 十 八 条 一 時 保 護 施 設 は 、 児 童 指 導 員 、 嘱 託 医 、 看 護 師 、 保 育 士 、 心 理 療 法 担 当 職 員 、 個 別 対 応

職 員 、 学 習 指 導 員 、 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 及 び 調 理 員 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 児 童 十

人 以 下 を 入 所 さ せ る 一 時 保 護 施 設 に あ っ て は 個 別 対 応 職 員 を 、 学 習 指 導 の 全 部 又 は 一 部 を 委 託 す

る 一 時 保 護 施 設 に あ っ て は 学 習 指 導 員 を 、 児 童 四 十 人 以 下 を 入 所 さ せ る 一 時 保 護 施 設 に あ っ て は

栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を 、 調 理 業 務 の 全 部 を 委 託 す る 施 設 に あ っ て は 調 理 員 を 置 か な い こ と が で

き る 。

２ 児 童 指 導 員 及 び 保 育 士 の 総 数 は 、 満 二 歳 に 満 た な い 幼 児 お お む ね 一 ・ 六 人 に つ き 一 人 以 上 、 満

二 歳 以 上 満 三 歳 に 満 た な い 幼 児 お お む ね 二 人 に つ き 一 人 以 上 、 満 三 歳 以 上 の 児 童 お お む ね 三 人 に

つ き 一 人 以 上 と す る 。

３ 心 理 療 法 担 当 職 員 の 数 は 、 児 童 お お む ね 十 人 に つ き 一 人 以 上 と す る 。

４ 学 習 指 導 員 は 、 児 童 の 数 に 応 じ た 適 切 な 数 を 置 く よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 夜 間 の 職 員 配 置 ）

第 十 九 条 一 時 保 護 施 設 は 、 夜 間 、 職 員 二 人 以 上 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

２ ユ ニ ッ ト を 整 備 し て い る 一 時 保 護 施 設 は 、 夜 間 、 一 の ユ ニ ッ ト ご と に 職 員 一 人 以 上 を 置 か な け

れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 夜 間 、 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 告 に 係 る 対 応 を 行 う 場 合 に は 、 前

二 項 に 規 定 す る 職 員 の ほ か 、 当 該 対 応 の た め に 必 要 な 職 員 を 置 く よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 管 理 者 等 ）

第 二 十 条 一 時 保 護 施 設 は 、 人 格 が 高 潔 で 識 見 が 高 く 、 一 時 保 護 施 設 を 適 切 に 運 営 す る 能 力 を 有 す

る 管 理 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 職 員 の 指 導 及 び 教 育 を 行 う 指 導 教 育 担 当 職 員 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

３ 指 導 教 育 担 当 職 員 は 、 一 時 保 護 施 設 に お け る 業 務 又 は 児 童 相 談 所 に お け る 児 童 の 福 祉 に 係 る 相

談 援 助 業 務 （ 法 第 十 三 条 第 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 相 談 援 助 業 務 を い う 。 ） に 通 算 し て お お む ね 五
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こ と 。

（ 職 員 の 一 般 的 要 件 ）

第 十 六 条 入 所 児 童 の 保 護 に 従 事 す る 職 員 は 、 健 全 な 心 身 を 有 し 、 豊 か な 人 間 性 と 倫 理 観 を 備 え 、

児 童 福 祉 事 業 に 熱 意 の あ る 者 で あ っ て 、 で き る 限 り 児 童 福 祉 事 業 の 理 論 及 び 実 務 に つ い て 訓 練 を

受 け た も の で な け れ ば な ら な い 。

（ 職 員 の 知 識 及 び 技 能 の 向 上 等 ）
さ ん

第 十 七 条 職 員 は 、 常 に 自 己 研 鑽 に 励 み 、 法 第 三 十 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 一 時 保 護 の 目

的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 の 修 得 、 維 持 及 び 向 上 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 職 員 に 対 し 、 そ の 資 質 の 向 上 の た め に 、 入 所 児 童 の 権 利 の 擁 護 、 入 所 児 童 の 意 見 又 は

意 向 を 尊 重 し た 支 援 の 実 施 そ の 他 必 要 な 事 項 に 関 す る 研 修 の 機 会 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。

（ 職 員 の 配 置 ）

第 十 八 条 一 時 保 護 施 設 は 、 児 童 指 導 員 、 嘱 託 医 、 看 護 師 、 保 育 士 、 心 理 療 法 担 当 職 員 、 個 別 対 応

職 員 、 学 習 指 導 員 、 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 及 び 調 理 員 を 置 か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 児 童 十

人 以 下 を 入 所 さ せ る 一 時 保 護 施 設 に あ っ て は 個 別 対 応 職 員 を 、 学 習 指 導 の 全 部 又 は 一 部 を 委 託 す

る 一 時 保 護 施 設 に あ っ て は 学 習 指 導 員 を 、 児 童 四 十 人 以 下 を 入 所 さ せ る 一 時 保 護 施 設 に あ っ て は

栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 を 、 調 理 業 務 の 全 部 を 委 託 す る 施 設 に あ っ て は 調 理 員 を 置 か な い こ と が で

き る 。

２ 児 童 指 導 員 及 び 保 育 士 の 総 数 は 、 満 二 歳 に 満 た な い 幼 児 お お む ね 一 ・ 六 人 に つ き 一 人 以 上 、 満

二 歳 以 上 満 三 歳 に 満 た な い 幼 児 お お む ね 二 人 に つ き 一 人 以 上 、 満 三 歳 以 上 の 児 童 お お む ね 三 人 に

つ き 一 人 以 上 と す る 。

３ 心 理 療 法 担 当 職 員 の 数 は 、 児 童 お お む ね 十 人 に つ き 一 人 以 上 と す る 。

４ 学 習 指 導 員 は 、 児 童 の 数 に 応 じ た 適 切 な 数 を 置 く よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 夜 間 の 職 員 配 置 ）

第 十 九 条 一 時 保 護 施 設 は 、 夜 間 、 職 員 二 人 以 上 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

２ ユ ニ ッ ト を 整 備 し て い る 一 時 保 護 施 設 は 、 夜 間 、 一 の ユ ニ ッ ト ご と に 職 員 一 人 以 上 を 置 か な け

れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 夜 間 、 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 通 告 に 係 る 対 応 を 行 う 場 合 に は 、 前

二 項 に 規 定 す る 職 員 の ほ か 、 当 該 対 応 の た め に 必 要 な 職 員 を 置 く よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 管 理 者 等 ）

第 二 十 条 一 時 保 護 施 設 は 、 人 格 が 高 潔 で 識 見 が 高 く 、 一 時 保 護 施 設 を 適 切 に 運 営 す る 能 力 を 有 す

る 管 理 者 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 職 員 の 指 導 及 び 教 育 を 行 う 指 導 教 育 担 当 職 員 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

３ 指 導 教 育 担 当 職 員 は 、 一 時 保 護 施 設 に お け る 業 務 又 は 児 童 相 談 所 に お け る 児 童 の 福 祉 に 係 る 相

談 援 助 業 務 （ 法 第 十 三 条 第 三 項 第 三 号 に 規 定 す る 相 談 援 助 業 務 を い う 。 ） に 通 算 し て お お む ね 五

議
案
第
三
十
五
号

一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て

（１０５）

年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。

４ 管 理 者 及 び 指 導 教 育 担 当 職 員 は 、 二 年 に 一 回 以 上 、 一 時 保 護 施 設 の 運 営 に 関 す る 必 要 な 知 識 の

習 得 及 び そ の 資 質 の 向 上 の た め の こ ど も 家 庭 庁 長 官 が 指 定 す る 者 が 行 う 研 修 又 は こ れ に 準 ず る 研

修 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 児 童 指 導 員 の 資 格 ）

第 二 十 一 条 児 童 指 導 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。

一 都 道 府 県 知 事 の 指 定 す る 児 童 福 祉 施 設 の 職 員 を 養 成 す る 学 校 そ の 他 の 養 成 施 設 を 卒 業 し た 者

（ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 修 了 し た 者 を

含 む 。 ）

二 社 会 福 祉 士 の 資 格 を 有 す る 者

三 精 神 保 健 福 祉 士 の 資 格 を 有 す る 者

四 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 次 号 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） に お い て 、 社 会

福 祉 学 、 心 理 学 、 教 育 学 若 し く は 社 会 学 を 専 修 す る 学 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒

業 し た 者

五 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 に お い て 、 社 会 福 祉 学 、 心 理 学 、 教 育 学 又 は 社 会 学 に 関 す る 科 目 の

単 位 を 優 秀 な 成 績 で 修 得 し た も の と し て 同 法 第 百 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 大 学 が 置 く 大 学

院 へ の 入 学 を 認 め ら れ た 者

六 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 院 に お い て 、 社 会 福 祉 学 、 心 理 学 、 教 育 学 若 し く は 社 会 学 を 専 攻 す

る 研 究 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 修 了 し た 者

七 外 国 の 大 学 に お い て 、 社 会 福 祉 学 、 心 理 学 、 教 育 学 若 し く は 社 会 学 を 専 修 す る 学 科 又 は こ れ

ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者

八 学 校 教 育 法 に 基 づ く 高 等 学 校 若 し く は 中 等 教 育 学 校 を 卒 業 し た 者 、 同 法 第 九 十 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 同 法 に 基 づ く 大 学 へ の 入 学 を 認 め ら れ た 者 若 し く は 通 常 の 課 程 に よ る 十 二 年 の 学 校 教

育 を 修 了 し た 者 （ 通 常 の 課 程 以 外 の 課 程 に よ り こ れ に 相 当 す る 学 校 教 育 を 修 了 し た 者 を 含 む 。 ）

又 は 文 部 科 学 大 臣 が こ れ と 同 等 以 上 の 資 格 を 有 す る と 認 定 し た 者 で あ っ て 、 二 年 以 上 児 童 福 祉

事 業 に 従 事 し た も の

九 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ） に 規 定 す る 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 又 は

高 等 学 校 の 教 諭 の 免 許 状 を 有 す る 者 で あ っ て 、 知 事 が 適 当 と 認 め た も の

十 三 年 以 上 児 童 福 祉 事 業 に 従 事 し た 者 で あ っ て 、 知 事 が 適 当 と 認 め た も の

２ 前 項 第 一 号 の 指 定 は 、 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 ） 別 表 第 一 に 定 め

る 教 育 内 容 に 適 合 す る 学 校 又 は 施 設 に つ い て 行 う も の と す る 。

（ 心 理 療 法 担 当 職 員 の 資 格 ）

第 二 十 二 条 心 理 療 法 担 当 職 員 は 、 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 若 し く は 大 学 院 に お い て 、 心 理 学 を 専

修 す る 学 科 、 研 究 科 若 し く は こ れ に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者 で あ っ て 個 人 及 び 集 団 心 理
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年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。

４ 管 理 者 及 び 指 導 教 育 担 当 職 員 は 、 二 年 に 一 回 以 上 、 一 時 保 護 施 設 の 運 営 に 関 す る 必 要 な 知 識 の

習 得 及 び そ の 資 質 の 向 上 の た め の こ ど も 家 庭 庁 長 官 が 指 定 す る 者 が 行 う 研 修 又 は こ れ に 準 ず る 研

修 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 児 童 指 導 員 の 資 格 ）

第 二 十 一 条 児 童 指 導 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。

一 都 道 府 県 知 事 の 指 定 す る 児 童 福 祉 施 設 の 職 員 を 養 成 す る 学 校 そ の 他 の 養 成 施 設 を 卒 業 し た 者

（ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に 基 づ く 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 を 修 了 し た 者 を

含 む 。 ）

二 社 会 福 祉 士 の 資 格 を 有 す る 者

三 精 神 保 健 福 祉 士 の 資 格 を 有 す る 者

四 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 （ 短 期 大 学 を 除 く 。 次 号 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ） に お い て 、 社 会

福 祉 学 、 心 理 学 、 教 育 学 若 し く は 社 会 学 を 専 修 す る 学 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒

業 し た 者

五 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 に お い て 、 社 会 福 祉 学 、 心 理 学 、 教 育 学 又 は 社 会 学 に 関 す る 科 目 の

単 位 を 優 秀 な 成 績 で 修 得 し た も の と し て 同 法 第 百 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 大 学 が 置 く 大 学

院 へ の 入 学 を 認 め ら れ た 者

六 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 院 に お い て 、 社 会 福 祉 学 、 心 理 学 、 教 育 学 若 し く は 社 会 学 を 専 攻 す

る 研 究 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 修 了 し た 者

七 外 国 の 大 学 に お い て 、 社 会 福 祉 学 、 心 理 学 、 教 育 学 若 し く は 社 会 学 を 専 修 す る 学 科 又 は こ れ

ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者

八 学 校 教 育 法 に 基 づ く 高 等 学 校 若 し く は 中 等 教 育 学 校 を 卒 業 し た 者 、 同 法 第 九 十 条 第 二 項 の 規

定 に よ り 同 法 に 基 づ く 大 学 へ の 入 学 を 認 め ら れ た 者 若 し く は 通 常 の 課 程 に よ る 十 二 年 の 学 校 教

育 を 修 了 し た 者 （ 通 常 の 課 程 以 外 の 課 程 に よ り こ れ に 相 当 す る 学 校 教 育 を 修 了 し た 者 を 含 む 。 ）

又 は 文 部 科 学 大 臣 が こ れ と 同 等 以 上 の 資 格 を 有 す る と 認 定 し た 者 で あ っ て 、 二 年 以 上 児 童 福 祉

事 業 に 従 事 し た も の

九 教 育 職 員 免 許 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 百 四 十 七 号 ） に 規 定 す る 幼 稚 園 、 小 学 校 、 中 学 校 又 は

高 等 学 校 の 教 諭 の 免 許 状 を 有 す る 者 で あ っ て 、 知 事 が 適 当 と 認 め た も の

十 三 年 以 上 児 童 福 祉 事 業 に 従 事 し た 者 で あ っ て 、 知 事 が 適 当 と 認 め た も の

２ 前 項 第 一 号 の 指 定 は 、 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 十 一 号 ） 別 表 第 一 に 定 め

る 教 育 内 容 に 適 合 す る 学 校 又 は 施 設 に つ い て 行 う も の と す る 。

（ 心 理 療 法 担 当 職 員 の 資 格 ）

第 二 十 二 条 心 理 療 法 担 当 職 員 は 、 学 校 教 育 法 に 基 づ く 大 学 若 し く は 大 学 院 に お い て 、 心 理 学 を 専

修 す る 学 科 、 研 究 科 若 し く は こ れ に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 者 で あ っ て 個 人 及 び 集 団 心 理
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療 法 の 技 術 を 有 す る も の 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る と 認 め ら れ る 者 で な け れ ば な ら な い 。

（ 学 習 指 導 員 の 資 格 ）

第 二 十 三 条 学 習 指 導 員 は 、 教 育 職 員 免 許 法 に 規 定 す る 小 学 校 、 中 学 校 又 は 高 等 学 校 の 教 諭 の 免 許

状 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。

２ 学 校 教 育 法 第 十 八 条 に 規 定 す る 学 齢 児 童 及 び 学 齢 生 徒 を 入 所 さ せ る 一 時 保 護 施 設 で あ っ て 学 習

指 導 員 を 二 人 以 上 置 く も の に あ っ て は 、 教 育 職 員 免 許 法 に 規 定 す る 小 学 校 の 教 諭 の 免 許 状 を 有 す

る 学 習 指 導 員 及 び 同 法 に 規 定 す る 中 学 校 の 教 諭 の 免 許 状 を 有 す る 学 習 指 導 員 を そ れ ぞ れ 一 人 以 上

置 く よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 他 の 社 会 福 祉 施 設 を 併 せ て 設 置 す る と き の 設 備 及 び 職 員 の 基 準 ）

第 二 十 四 条 一 時 保 護 施 設 は 、 他 の 社 会 福 祉 施 設 を 併 せ て 設 置 す る と き は 、 必 要 に 応 じ 、 当 該 一 時

保 護 施 設 の 設 備 及 び 職 員 の 一 部 を 併 せ て 設 置 す る 社 会 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 職 員 に 兼 ね る こ と が で

き る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 居 室 及 び 一 時 保 護 施 設 に 特 有 の 設 備 並 び に 入 所 児 童 の 保 護 に 直 接 従 事 す る 職 員

に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 衛 生 管 理 等 ）

第 二 十 五 条 入 所 児 童 の 使 用 す る 設 備 、 食 器 等 又 は 飲 用 に 供 す る 水 に つ い て は 、 衛 生 的 な 管 理 に 努

め 、 又 は 衛 生 上 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 当 該 一 時 保 護 施 設 に お い て 感 染 症 又 は 食 中 毒 が 発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な い よ

う に 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 の 予 防

及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 希 望 等 を 勘 案 し 、 清 潔 を 維 持 す る こ と が で き る よ う 適 切 に 、 入 所

児 童 を 入 浴 さ せ 、 又 は 清 拭 し な け れ ば な ら な い 。

４ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 に 清 潔 な 衣 服 を 支 給 し 、 又 は 貸 与 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 下 着 は 、 入 所 児 童 の 所 持 す る 物 を 使 用 さ せ 、 又 は 未 使 用 の も の を 支 給 し 、 若 し く は 貸 与

し な け れ ば な ら な い 。

５ 一 時 保 護 施 設 は 、 必 要 な 医 薬 品 そ の 他 の 医 療 品 を 備 え る と と も に 、 そ れ ら の 管 理 を 適 正 に 行 わ

な け れ ば な ら な い 。

（ 食 事 ）

第 二 十 六 条 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 入 所 児 童 に 食 事 を 提 供 す る と き は 、 当 該 一 時 保 護 施 設 内 で 調

理 す る 方 法 （ 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 当 該 一 時 保 護 施 設 の 調 理 室 を 兼 ね て い る 他 の 社 会

福 祉 施 設 の 調 理 室 に お い て 調 理 す る 方 法 を 含 む 。 ） に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 入 所 児 童 に 食 事 を 提 供 す る と き は 、 そ の 献 立 は 、 で き る 限 り 、 変 化 に

富 み 、 入 所 児 童 の 健 全 な 発 育 に 必 要 な 栄 養 量 を 含 有 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 に お け る 食 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 食 品 の 種 類 及 び 調 理 方 法 に つ い て 栄 養
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（１０７）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外86 石 川 県 公 報



療 法 の 技 術 を 有 す る も の 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 能 力 を 有 す る と 認 め ら れ る 者 で な け れ ば な ら な い 。

（ 学 習 指 導 員 の 資 格 ）

第 二 十 三 条 学 習 指 導 員 は 、 教 育 職 員 免 許 法 に 規 定 す る 小 学 校 、 中 学 校 又 は 高 等 学 校 の 教 諭 の 免 許

状 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。

２ 学 校 教 育 法 第 十 八 条 に 規 定 す る 学 齢 児 童 及 び 学 齢 生 徒 を 入 所 さ せ る 一 時 保 護 施 設 で あ っ て 学 習

指 導 員 を 二 人 以 上 置 く も の に あ っ て は 、 教 育 職 員 免 許 法 に 規 定 す る 小 学 校 の 教 諭 の 免 許 状 を 有 す

る 学 習 指 導 員 及 び 同 法 に 規 定 す る 中 学 校 の 教 諭 の 免 許 状 を 有 す る 学 習 指 導 員 を そ れ ぞ れ 一 人 以 上

置 く よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 他 の 社 会 福 祉 施 設 を 併 せ て 設 置 す る と き の 設 備 及 び 職 員 の 基 準 ）

第 二 十 四 条 一 時 保 護 施 設 は 、 他 の 社 会 福 祉 施 設 を 併 せ て 設 置 す る と き は 、 必 要 に 応 じ 、 当 該 一 時

保 護 施 設 の 設 備 及 び 職 員 の 一 部 を 併 せ て 設 置 す る 社 会 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 職 員 に 兼 ね る こ と が で

き る 。

２ 前 項 の 規 定 は 、 居 室 及 び 一 時 保 護 施 設 に 特 有 の 設 備 並 び に 入 所 児 童 の 保 護 に 直 接 従 事 す る 職 員

に つ い て は 、 適 用 し な い 。

（ 衛 生 管 理 等 ）

第 二 十 五 条 入 所 児 童 の 使 用 す る 設 備 、 食 器 等 又 は 飲 用 に 供 す る 水 に つ い て は 、 衛 生 的 な 管 理 に 努

め 、 又 は 衛 生 上 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 は 、 当 該 一 時 保 護 施 設 に お い て 感 染 症 又 は 食 中 毒 が 発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な い よ

う に 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 の 予 防

及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 希 望 等 を 勘 案 し 、 清 潔 を 維 持 す る こ と が で き る よ う 適 切 に 、 入 所

児 童 を 入 浴 さ せ 、 又 は 清 拭 し な け れ ば な ら な い 。

４ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 に 清 潔 な 衣 服 を 支 給 し 、 又 は 貸 与 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 下 着 は 、 入 所 児 童 の 所 持 す る 物 を 使 用 さ せ 、 又 は 未 使 用 の も の を 支 給 し 、 若 し く は 貸 与

し な け れ ば な ら な い 。

５ 一 時 保 護 施 設 は 、 必 要 な 医 薬 品 そ の 他 の 医 療 品 を 備 え る と と も に 、 そ れ ら の 管 理 を 適 正 に 行 わ

な け れ ば な ら な い 。

（ 食 事 ）

第 二 十 六 条 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 入 所 児 童 に 食 事 を 提 供 す る と き は 、 当 該 一 時 保 護 施 設 内 で 調

理 す る 方 法 （ 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 当 該 一 時 保 護 施 設 の 調 理 室 を 兼 ね て い る 他 の 社 会

福 祉 施 設 の 調 理 室 に お い て 調 理 す る 方 法 を 含 む 。 ） に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 に お い て 、 入 所 児 童 に 食 事 を 提 供 す る と き は 、 そ の 献 立 は 、 で き る 限 り 、 変 化 に

富 み 、 入 所 児 童 の 健 全 な 発 育 に 必 要 な 栄 養 量 を 含 有 す る も の で な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 に お け る 食 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 食 品 の 種 類 及 び 調 理 方 法 に つ い て 栄 養
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（１０７）

並 び に 入 所 児 童 の 身 体 的 状 況 及 び 嗜 好 を 考 慮 し た も の で な け れ ば な ら な い 。

４ 一 時 保 護 施 設 に お け る 調 理 は 、 あ ら か じ め 作 成 さ れ た 献 立 に 従 っ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 少 数 の 入 所 児 童 を 対 象 と し て 家 庭 的 な 環 境 の 下 で 調 理 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

５ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 健 康 な 生 活 の 基 本 と し て の 食 を 営 む 力 の 育 成 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。

（ 入 所 児 童 及 び 職 員 の 健 康 状 態 の 把 握 等 ）

第 二 十 七 条 児 童 相 談 所 長 は 、 入 所 児 童 の 健 康 状 態 を 把 握 す る た め に 、 当 該 入 所 児 童 の 状 況 等 に 応

じ 、 医 師 又 は 歯 科 医 師 に よ る 診 察 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 医 師 又 は 歯 科 医 師 は 、 前 項 の 措 置 の 実 施 に よ り 入 所 児 童 の 健 康 状 態 を 把 握 し た と き は 、 当 該 入

所 児 童 の 健 康 を 記 録 す る 表 に 必 要 な 事 項 を 記 入 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ 、 一 時 保 護 の 解 除 及 び

医 療 上 の 措 置 等 必 要 な 手 続 を と る こ と を 児 童 相 談 所 長 又 は 知 事 に 勧 告 し な け れ ば な ら な い 。

３ 職 員 の 健 康 状 態 の 把 握 に 当 た っ て は 、 特 に 入 所 児 童 の 食 事 を 調 理 す る 者 に つ い て 、 綿 密 な 注 意

を 払 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 養 護 ）

第 二 十 八 条 一 時 保 護 施 設 に お け る 養 護 は 、 入 所 児 童 に 対 し て 安 定 し た 生 活 環 境 を 整 え る と と も に 、

生 活 支 援 及 び 教 育 を 行 い つ つ 当 該 入 所 児 童 を 養 育 す る こ と に よ り 、 入 所 児 童 の 心 身 の 健 や か な 成

長 を 支 援 す る こ と を 目 的 と し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 学 習 等 を 行 う 室 、 屋 内 運 動 場 、 屋 外 運 動 場 等 に お け る 活 動 は 、 そ れ ら の 面 積 及 び 利 用 す る 入 所

児 童 の 数 を 勘 案 し て 、 当 該 入 所 児 童 の 安 全 が 確 保 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。

（ 生 活 支 援 、 教 育 及 び 親 子 関 係 再 構 築 支 援 等 ）

第 二 十 九 条 一 時 保 護 施 設 に お け る 生 活 支 援 は 、 入 所 児 童 の 自 主 性 を 尊 重 し つ つ 、 基 本 的 生 活 習 慣

を 確 立 す る と と も に 豊 か な 人 間 性 及 び 社 会 性 を 養 う こ と が で き る よ う に 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 に お け る 教 育 は 、 入 所 児 童 が そ の 適 性 、 能 力 等 に 応 じ た 学 習 を 行 う こ と が で き る

よ う 、 適 切 な 相 談 、 助 言 、 情 報 の 提 供 等 の 支 援 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 学 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 （ 幼 稚 園 を 除 く 。 ） に 在 籍 し て い る 入 所 児

童 が 適 切 な 教 育 を 受 け ら れ る よ う 、 当 該 入 所 児 童 の 希 望 を 尊 重 し つ つ 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 そ

の 他 の 事 情 を 勘 案 し 、 通 学 の 支 援 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

４ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 家 庭 の 状 況 に 応 じ 、 親 子 関 係 の 再 構 築 等 が 図 ら れ る よ う 、 必 要 な

支 援 等 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

５ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 が 適 切 な 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 一 時 保 護 の 解 除 後 も 当 該 解 除 を 行 っ

た 児 童 相 談 所 に 必 要 な 協 力 を す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 関 係 機 関 と の 連 携 ）

第 三 十 条 児 童 相 談 所 長 は 、 入 所 児 童 の 支 援 に 当 た っ て は 、 当 該 入 所 児 童 の 通 学 す る 学 校 及 び 必 要

に 応 じ 警 察 、 医 療 機 関 等 関 係 機 関 と 密 接 に 連 携 し な け れ ば な ら な い 。
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並 び に 入 所 児 童 の 身 体 的 状 況 及 び 嗜 好 を 考 慮 し た も の で な け れ ば な ら な い 。

４ 一 時 保 護 施 設 に お け る 調 理 は 、 あ ら か じ め 作 成 さ れ た 献 立 に 従 っ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 少 数 の 入 所 児 童 を 対 象 と し て 家 庭 的 な 環 境 の 下 で 調 理 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

５ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 健 康 な 生 活 の 基 本 と し て の 食 を 営 む 力 の 育 成 に 努 め な け れ ば な ら

な い 。

（ 入 所 児 童 及 び 職 員 の 健 康 状 態 の 把 握 等 ）

第 二 十 七 条 児 童 相 談 所 長 は 、 入 所 児 童 の 健 康 状 態 を 把 握 す る た め に 、 当 該 入 所 児 童 の 状 況 等 に 応

じ 、 医 師 又 は 歯 科 医 師 に よ る 診 察 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 医 師 又 は 歯 科 医 師 は 、 前 項 の 措 置 の 実 施 に よ り 入 所 児 童 の 健 康 状 態 を 把 握 し た と き は 、 当 該 入

所 児 童 の 健 康 を 記 録 す る 表 に 必 要 な 事 項 を 記 入 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ 、 一 時 保 護 の 解 除 及 び

医 療 上 の 措 置 等 必 要 な 手 続 を と る こ と を 児 童 相 談 所 長 又 は 知 事 に 勧 告 し な け れ ば な ら な い 。

３ 職 員 の 健 康 状 態 の 把 握 に 当 た っ て は 、 特 に 入 所 児 童 の 食 事 を 調 理 す る 者 に つ い て 、 綿 密 な 注 意

を 払 わ な け れ ば な ら な い 。

（ 養 護 ）

第 二 十 八 条 一 時 保 護 施 設 に お け る 養 護 は 、 入 所 児 童 に 対 し て 安 定 し た 生 活 環 境 を 整 え る と と も に 、

生 活 支 援 及 び 教 育 を 行 い つ つ 当 該 入 所 児 童 を 養 育 す る こ と に よ り 、 入 所 児 童 の 心 身 の 健 や か な 成

長 を 支 援 す る こ と を 目 的 と し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 学 習 等 を 行 う 室 、 屋 内 運 動 場 、 屋 外 運 動 場 等 に お け る 活 動 は 、 そ れ ら の 面 積 及 び 利 用 す る 入 所

児 童 の 数 を 勘 案 し て 、 当 該 入 所 児 童 の 安 全 が 確 保 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。

（ 生 活 支 援 、 教 育 及 び 親 子 関 係 再 構 築 支 援 等 ）

第 二 十 九 条 一 時 保 護 施 設 に お け る 生 活 支 援 は 、 入 所 児 童 の 自 主 性 を 尊 重 し つ つ 、 基 本 的 生 活 習 慣

を 確 立 す る と と も に 豊 か な 人 間 性 及 び 社 会 性 を 養 う こ と が で き る よ う に 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２ 一 時 保 護 施 設 に お け る 教 育 は 、 入 所 児 童 が そ の 適 性 、 能 力 等 に 応 じ た 学 習 を 行 う こ と が で き る

よ う 、 適 切 な 相 談 、 助 言 、 情 報 の 提 供 等 の 支 援 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

３ 一 時 保 護 施 設 は 、 学 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 （ 幼 稚 園 を 除 く 。 ） に 在 籍 し て い る 入 所 児

童 が 適 切 な 教 育 を 受 け ら れ る よ う 、 当 該 入 所 児 童 の 希 望 を 尊 重 し つ つ 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 そ

の 他 の 事 情 を 勘 案 し 、 通 学 の 支 援 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

４ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 家 庭 の 状 況 に 応 じ 、 親 子 関 係 の 再 構 築 等 が 図 ら れ る よ う 、 必 要 な

支 援 等 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

５ 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 が 適 切 な 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 一 時 保 護 の 解 除 後 も 当 該 解 除 を 行 っ

た 児 童 相 談 所 に 必 要 な 協 力 を す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 関 係 機 関 と の 連 携 ）

第 三 十 条 児 童 相 談 所 長 は 、 入 所 児 童 の 支 援 に 当 た っ て は 、 当 該 入 所 児 童 の 通 学 す る 学 校 及 び 必 要

に 応 じ 警 察 、 医 療 機 関 等 関 係 機 関 と 密 接 に 連 携 し な け れ ば な ら な い 。
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（ 内 部 の 規 程 ）

第 三 十 一 条 一 時 保 護 施 設 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 の う ち 必 要 な 事 項 に つ き 規 程 を 設 け な け れ ば な ら な

い 。
一 入 所 児 童 の 支 援 に 関 す る 事 項

二 そ の 他 施 設 の 管 理 に つ い て の 重 要 事 項

（ 帳 簿 ）

第 三 十 二 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 処 遇 の 状 況 を 明 ら か に す る 帳 簿 を 整 備 し な け れ ば な ら な

い 。

（ 秘 密 保 持 等 ）

第 三 十 三 条 職 員 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り 得 た 児 童 及 び そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら し て

は な ら な い 。

２ 知 事 は 、 一 時 保 護 施 設 の 職 員 で あ っ た 者 が 、 正 当 な 理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り 得 た 児 童 及 び

そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら す こ と が な い よ う 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

（ 苦 情 へ の 対 応 ）

第 三 十 四 条 知 事 は 、 入 所 児 童 及 び そ の 保 護 者 等 か ら の 苦 情 に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 す る た め に 、 苦

情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 を 設 置 す る 等 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 前 項 の 必 要 な 措 置 と し て 、 苦 情 の 公 正 な 解 決 を 図 る た め に 、 苦 情 の 解 決 に 当 た っ て 当

該 一 時 保 護 施 設 の 職 員 以 外 の 者 を 関 与 さ せ な け れ ば な ら な い 。

（ 電 磁 的 記 録 ）

第 三 十 五 条 一 時 保 護 施 設 及 び そ の 職 員 は 、 記 録 、 作 成 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の う ち 、 こ の 条

例 の 規 定 に お い て 書 面 （ 書 面 、 書 類 、 文 書 、 謄 本 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等

人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 物 を い う 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。 ） で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る 又 は 想 定 さ れ る も の に つ い て は 、 書 面 に 代 え て 、

当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が

で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ）

に よ り 行 う こ と が で き る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 設 備 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 一 時 保 護 施 設 （ 建 築 中 の も の を 含 み 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 後 に

全 面 的 に 改 築 さ れ た も の を 除 く 。 ） に 係 る 設 備 に つ い て は 、 第 十 五 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 こ

の 場 合 に お い て は 、 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川

県 条 例 第 六 十 二 号 。 附 則 第 四 項 に お い て 「 児 童 福 祉 施 設 設 備 運 営 基 準 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 七
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（ 内 部 の 規 程 ）

第 三 十 一 条 一 時 保 護 施 設 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 の う ち 必 要 な 事 項 に つ き 規 程 を 設 け な け れ ば な ら な

い 。
一 入 所 児 童 の 支 援 に 関 す る 事 項

二 そ の 他 施 設 の 管 理 に つ い て の 重 要 事 項

（ 帳 簿 ）

第 三 十 二 条 一 時 保 護 施 設 は 、 入 所 児 童 の 処 遇 の 状 況 を 明 ら か に す る 帳 簿 を 整 備 し な け れ ば な ら な

い 。

（ 秘 密 保 持 等 ）

第 三 十 三 条 職 員 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り 得 た 児 童 及 び そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら し て

は な ら な い 。

２ 知 事 は 、 一 時 保 護 施 設 の 職 員 で あ っ た 者 が 、 正 当 な 理 由 が な く 、 そ の 業 務 上 知 り 得 た 児 童 及 び

そ の 家 族 の 秘 密 を 漏 ら す こ と が な い よ う 、 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

（ 苦 情 へ の 対 応 ）

第 三 十 四 条 知 事 は 、 入 所 児 童 及 び そ の 保 護 者 等 か ら の 苦 情 に 迅 速 か つ 適 切 に 対 応 す る た め に 、 苦

情 を 受 け 付 け る た め の 窓 口 を 設 置 す る 等 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

２ 知 事 は 、 前 項 の 必 要 な 措 置 と し て 、 苦 情 の 公 正 な 解 決 を 図 る た め に 、 苦 情 の 解 決 に 当 た っ て 当

該 一 時 保 護 施 設 の 職 員 以 外 の 者 を 関 与 さ せ な け れ ば な ら な い 。

（ 電 磁 的 記 録 ）

第 三 十 五 条 一 時 保 護 施 設 及 び そ の 職 員 は 、 記 録 、 作 成 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の う ち 、 こ の 条

例 の 規 定 に お い て 書 面 （ 書 面 、 書 類 、 文 書 、 謄 本 、 抄 本 、 正 本 、 副 本 、 複 本 そ の 他 文 字 、 図 形 等

人 の 知 覚 に よ っ て 認 識 す る こ と が で き る 情 報 が 記 載 さ れ た 紙 そ の 他 の 有 体 物 を い う 。 以 下 こ の 条

に お い て 同 じ 。 ） で 行 う こ と が 規 定 さ れ て い る 又 は 想 定 さ れ る も の に つ い て は 、 書 面 に 代 え て 、

当 該 書 面 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が

で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ）

に よ り 行 う こ と が で き る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 設 備 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 一 時 保 護 施 設 （ 建 築 中 の も の を 含 み 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 後 に

全 面 的 に 改 築 さ れ た も の を 除 く 。 ） に 係 る 設 備 に つ い て は 、 第 十 五 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 こ

の 場 合 に お い て は 、 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 石 川

県 条 例 第 六 十 二 号 。 附 則 第 四 項 に お い て 「 児 童 福 祉 施 設 設 備 運 営 基 準 条 例 」 と い う 。 ） 第 五 十 七
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（１０９）

条 の 規 定 を 準 用 す る 。

（ 職 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 令 和 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 項 中 「 栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士 」 と あ る の は 、 「 栄 養 士 」 と す る 。

４ 一 時 保 護 施 設 の 職 員 の 確 保 の 状 況 そ の 他 特 別 の 事 由 に よ り 、 第 十 八 条 及 び 第 十 九 条 の 規 定 に よ

り 難 い と 知 事 が 認 め る 一 時 保 護 施 設 に つ い て は 、 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 第 十 八 条 及

び 第 十 九 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 児 童 福 祉 施 設 設 備 運 営 基 準 条 例 第 五 十

八 条 及 び 第 六 十 五 条 の 規 定 を 準 用 す る 。

５ 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 一 時 保 護 施 設 は 、 第 二 十 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第

十 二 条 の 三 第 二 項 第 六 号 に 規 定 す る 児 童 福 祉 司 で あ っ て 、 一 時 保 護 施 設 の 職 員 の 指 導 及 び 教 育 を

行 う た め に 必 要 な 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 と し て 児 童 相 談 所 長 が 適 当 と 認 め た 者 を 指 導 教 育 担 当

職 員 と し て 置 く こ と が で き る 。

提 案 理 由

児 童 福 祉 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 児 童 相 談 所 が 設 置 す る 一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準

を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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（１１０）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 89石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 七 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 六 号

石 川 県 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 石 川 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 た だ し 書 中 「 一 に 」 を 「 い ず れ か に 」 に 改 め 、 同 条 第 一 号 中 「 主 要 構 造 部 」 を 「 特 定 主 要

構 造 部 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

建 築 基 準 法 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る

理 由 で あ る 。

議 案 第 五 十 三 号

石 川 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１４５）

石 川 県 県 営 住 宅 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 一 項 第 一 号 中 「 し な い が 」 を 「 し て い な い が 、 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 イ 中 「 第 三 号 」 を

「 第 四 号 」 に 改 め 、 同 号 ロ 中 「 第 三 項 第 四 号 」 を 「 第 三 項 第 五 号 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 第 三 号 中 「 小

学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 」 を 「 十 八 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ る 」

に 改 め 、 同 項 中 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 入 居 者 の 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し て い な い が 、 事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 そ の 他

の 婚 姻 の 予 約 者 を 含 む 。 ） の 他 に 同 居 者 が な く 、 か つ 、 当 該 入 居 者 又 は 同 居 者 の い ず れ か が 三

十 五 歳 未 満 の 者 で あ る 場 合

第 六 条 第 四 項 第 四 号 ロ 中 「 第 十 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 十 条 の 二 」 を 加 え る 。

第 七 条 第 二 項 中 「 前 条 第 三 項 第 四 号 」 を 「 前 条 第 三 項 第 五 号 」 に 改 め る 。

第 十 九 条 第 三 項 た だ し 書 中 「 家 賃 」 の 下 に 「 、 第 二 十 二 条 第 四 号 の 費 用 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

子 育 て 世 帯 及 び 若 者 夫 婦 世 帯 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 る た め 、 入 居 収 入 要 件 の 見 直 し を 行 う 等 の

必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 五 十 二 号

石 川 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１４３）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外90 石 川 県 公 報



　 石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 に 係 る 布 設 工 事 監 督 者 及 び 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 等 を 定 め る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 八 号

石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 に 係 る 布 設 工 事 監 督 者 及 び 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 等 を 定 め る 条 例 （ 平 成

二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 号 中 「 の 土 木 工 学 科 若 し く は こ れ に 相 当 す る 課 程 に お い て 衛 生 工 学 若 し く は 水 道 工 学

に 関 す る 学 科 目 を 修 め て 卒 業 し た 後 、 」 を 削 り 、 「 お い て 土 木 工 学 科 若 し く は 」 を 「 お い て 土 木 工 学

科 又 は 」 に 、 「 二 年 以 上 水 道 」 を 「 三 年 以 上 水 道 、 工 業 用 水 道 、 下 水 道 、 道 路 又 は 河 川 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 水 道 等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 「 者 」 の 下 に 「 （ 一 年 六 月 以 上 水 道 に 関 す る 技 術 上 の 実 務

に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 二 号 中 「 の 土 木 工 学 科 」 を 削 り 、 「 こ れ 」 を

「 旧 大 学 令 に よ る 大 学 に お い て 機 械 工 学 科 若 し く は 電 気 工 学 科 又 は こ れ ら 」 に 改 め 、 「 に お い て 衛

生 工 学 及 び 水 道 工 学 に 関 す る 学 科 目 以 外 の 学 科 目 」 を 削 り 、 「 三 年 以 上 水 道 」 を 「 四 年 以 上 水 道 等 」

に 改 め 、 「 者 」 の 下 に 「 （ 二 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 」

を 加 え 、 同 条 第 三 号 中 「 よ る 専 門 学 校 」 の 下 に 「 （ 次 号 に お い て 「 短 期 大 学 等 」 と い う 。 ） 」 を 、 「 修

了 し た 後 」 の 下 に 「 。 次 号 に お い て 同 じ 。 」 を 加 え 、 「 水 道 」 を 「 水 道 等 」 に 改 め 、 「 者 」 の 下 に 「 （ 二

年 六 月 以 上 水 道 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 六 号 を

同 条 第 八 号 と し 、 同 条 第 五 号 中 「 水 道 」 を 「 水 道 等 」 に 改 め 、 「 者 」 の 下 に 「 （ 五 年 以 上 水 道 の 工 事

に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 七 号 と し 、 同 条

第 四 号 中 「 よ る 中 等 学 校 」 の 下 に 「 （ 次 号 に お い て 「 高 等 学 校 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 「 水 道 」 を 「 水

道 等 」 に 改 め 、 「 者 」 の 下 に 「 （ 三 年 六 月 以 上 水 道 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者

に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 五 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六 高 等 学 校 等 に お い て 機 械 科 若 し く は 電 気 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後 、

八 年 以 上 水 道 等 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 （ 四 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術

上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ）

議 案 第 五 十 四 号

石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 に 係 る 布 設 工 事 監 督 者 及 び 水 道 技 術 管 理 者 の 資

格 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 に 係 る 布 設 工 事 監 督 者 及 び 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 等 を 定 め る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 水 道 用 水 供 給 事 業 に 係 る 布 設 工 事 監 督 者 及 び 水 道 技 術 管 理 者 の 資 格 等 を 定 め る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１４７）

第 三 条 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 短 期 大 学 等 に お い て 機 械 科 若 し く は 電 気 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後 、

六 年 以 上 水 道 等 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 （ 三 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術

上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ）

第 四 条 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 前 条 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 五 号 に 規 定 す る 学 校 に お い て 土 木 工 学 科 若 し く は 土 木 科 又 は こ れ

ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後 （ 学 校 教 育 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、

修 了 し た 後 ） 、 同 条 第 一 号 に 規 定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 に つ い て は 三 年 以 上 、 同 条 第 三 号 に 規

定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 （ 同 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、 修 了 し た 者 ） に つ い

て は 五 年 以 上 、 同 条 第 五 号 に 規 定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 に つ い て は 七 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術

上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者

第 四 条 第 二 号 中 「 及 び 第 四 号 」 を 「 又 は 第 五 号 」 に 改 め 、 「 土 木 工 学 以 外 の 」 を 削 り 、 「 に 関 す る

学 科 目 又 は こ れ ら に 相 当 す る 学 科 目 」 を 「 の 課 程 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 （ 土 木 工 学 科 及 び 土 木

科 並 び に こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 同 条 第 四 号 」 を 「 同 条 第 五 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

水 道 法 施 行 令 の 一 部 改 正 に よ り 、 布 設 工 事 監 督 者 の 資 格 要 件 等 が 変 更 さ れ た こ と に 伴 い 、 関 係 規

定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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例
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て

（１４８）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 91石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 証 紙 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 十 九 号

第 三 条 第 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 短 期 大 学 等 に お い て 機 械 科 若 し く は 電 気 科 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後 、

六 年 以 上 水 道 等 に 関 す る 技 術 上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 （ 三 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術

上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 に 限 る 。 ）

第 四 条 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 前 条 第 一 号 、 第 三 号 又 は 第 五 号 に 規 定 す る 学 校 に お い て 土 木 工 学 科 若 し く は 土 木 科 又 は こ れ

ら に 相 当 す る 課 程 を 修 め て 卒 業 し た 後 （ 学 校 教 育 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、

修 了 し た 後 ） 、 同 条 第 一 号 に 規 定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 に つ い て は 三 年 以 上 、 同 条 第 三 号 に 規

定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 （ 同 法 に よ る 専 門 職 大 学 の 前 期 課 程 に あ っ て は 、 修 了 し た 者 ） に つ い

て は 五 年 以 上 、 同 条 第 五 号 に 規 定 す る 学 校 を 卒 業 し た 者 に つ い て は 七 年 以 上 水 道 に 関 す る 技 術

上 の 実 務 に 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者

第 四 条 第 二 号 中 「 及 び 第 四 号 」 を 「 又 は 第 五 号 」 に 改 め 、 「 土 木 工 学 以 外 の 」 を 削 り 、 「 に 関 す る

学 科 目 又 は こ れ ら に 相 当 す る 学 科 目 」 を 「 の 課 程 又 は こ れ ら に 相 当 す る 課 程 （ 土 木 工 学 科 及 び 土 木

科 並 び に こ れ ら に 相 当 す る 課 程 を 除 く 。 ） 」 に 、 「 同 条 第 四 号 」 を 「 同 条 第 五 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

水 道 法 施 行 令 の 一 部 改 正 に よ り 、 布 設 工 事 監 督 者 の 資 格 要 件 等 が 変 更 さ れ た こ と に 伴 い 、 関 係 規

定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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る
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例
に
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（１４８）

（ 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第

三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 五 項 中 「 お い て 手 数 料 」 の 下 に 「 そ の 他 歳 入 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 手 数 料 等 」 と い

う 。 ） 」 を 加 え 、 「 当 該 手 数 料 」 を 「 当 該 手 数 料 等 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 証 紙 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 証 紙 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 歳 入 に あ つ て は 、 証 紙 に よ る 収 入 の 方 法 に よ ら な い こ

と が で き る 。

一 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 三 十 一 条 の 二 の 二 の 規 定 に よ り 、 同 法

第 二 百 三 十 一 条 の 二 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 を 委 託 す る 手 数 料 そ の 他 歳

入
二 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第

三 十 二 号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 技 術

を 利 用 す る 方 法 に よ り 徴 収 す る 手 数 料 そ の 他 歳 入

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

行 政 手 続 に お け る 県 民 の 利 便 性 向 上 を 図 る た め 、 手 数 料 そ の 他 歳 入 を 指 定 納 付 受 託 者 に 委 託 す る

議 案 第 五 十 五 号

石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 及 び 石 川

県 証 紙 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 証 紙 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 証 紙 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１４９）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外92 石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 二 十 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 二 十 一 号

（ 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第

三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 五 項 中 「 お い て 手 数 料 」 の 下 に 「 そ の 他 歳 入 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 手 数 料 等 」 と い

う 。 ） 」 を 加 え 、 「 当 該 手 数 料 」 を 「 当 該 手 数 料 等 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 証 紙 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 証 紙 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 歳 入 に あ つ て は 、 証 紙 に よ る 収 入 の 方 法 に よ ら な い こ

と が で き る 。

一 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 三 十 一 条 の 二 の 二 の 規 定 に よ り 、 同 法

第 二 百 三 十 一 条 の 二 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 納 付 受 託 者 に 納 付 を 委 託 す る 手 数 料 そ の 他 歳

入
二 石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 石 川 県 条 例 第

三 十 二 号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 技 術

を 利 用 す る 方 法 に よ り 徴 収 す る 手 数 料 そ の 他 歳 入

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

行 政 手 続 に お け る 県 民 の 利 便 性 向 上 を 図 る た め 、 手 数 料 そ の 他 歳 入 を 指 定 納 付 受 託 者 に 委 託 す る

議 案 第 五 十 五 号

石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 及 び 石 川

県 証 紙 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 証 紙 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 及 び 石 川 県 証 紙 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例
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（１４９）

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

第 十 三 条 第 二 項 第 二 号 中 「 六 百 四 十 円 」 を 「 八 百 四 十 円 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

職 員 の 勤 務 実 態 及 び 他 の 地 方 公 共 団 体 に お け る 支 給 状 況 を 考 慮 し て 、 遭 難 救 助 等 作 業 に 従 事 す る

警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 見 直 し を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 五 十 六 号

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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て

（１５１）

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 八 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 自 動 車 の 保

管 場 所 の 確 保

等 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 三 十

七 年 法 律 第 百

四 十 五 号 。 以

下 こ の 項 に お

い て 「 法 」 と

い う 。 ） に 関

す る 事 務

法 第 四 条 第 一 項

に 規 定 す る 保 管

場 所 の 確 保 を 証

す る 書 面 の 交 付

又 は 同 項 た だ し

書 に 規 定 す る 当

該 書 面 に 相 当 す

る 通 知 の 申 請 に

対 す る 審 査

自 動 車 保 管 場

所 証 明 申 請 手

数 料

イ 法 第 四 条 第 一 項 に 規

定 す る 保 管 場 所 の 確 保

を 証 す る 書 面 の 交 付

二 千 三 百 円

ロ 法 第 四 条 第 一 項 た だ

し 書 に 規 定 す る 保 管 場

所 の 確 保 を 証 す る 書 面

に 相 当 す る 通 知 二 千

二 百 円

申 請 者 が 国

又 は 地 方 公

共 団 体 で あ

る 場 合 は 、

手 数 料 を 徴

収 し な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 等 に 伴 い 、 手 数 料 を 廃 止 す る 等 の 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 五 十 七 号

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例
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案
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て

（１５３）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 93石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 及 び 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日
� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 二 十 二 号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 及 び 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩　

石 川 県 条 例 第 二 十 三 号

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 八 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

八 自 動 車 の 保

管 場 所 の 確 保

等 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 三 十

七 年 法 律 第 百

四 十 五 号 。 以

下 こ の 項 に お

い て 「 法 」 と

い う 。 ） に 関

す る 事 務

法 第 四 条 第 一 項

に 規 定 す る 保 管

場 所 の 確 保 を 証

す る 書 面 の 交 付

又 は 同 項 た だ し

書 に 規 定 す る 当

該 書 面 に 相 当 す

る 通 知 の 申 請 に

対 す る 審 査

自 動 車 保 管 場

所 証 明 申 請 手

数 料

イ 法 第 四 条 第 一 項 に 規

定 す る 保 管 場 所 の 確 保

を 証 す る 書 面 の 交 付

二 千 三 百 円

ロ 法 第 四 条 第 一 項 た だ

し 書 に 規 定 す る 保 管 場

所 の 確 保 を 証 す る 書 面

に 相 当 す る 通 知 二 千

二 百 円

申 請 者 が 国

又 は 地 方 公

共 団 体 で あ

る 場 合 は 、

手 数 料 を 徴

収 し な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 改 正 等 に 伴 い 、 手 数 料 を 廃 止 す る 等 の 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 五 十 七 号

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
五
十
七
号

石
川
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（１５３）

（ 石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 中 「 二 千 六 百 八 十 七 人 」 を 「 二 千 六 百 八 十 四 人 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一

号 中 「 六 千 三 百 十 三 人 」 を 「 六 千 二 百 四 十 三 人 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 二 百 六 十 三 人 」 を 「 二

百 六 十 四 人 」 に 改 め る 。

（ 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 職 員 定 数 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 五 号 中 「 二 百 五 十 五 人 」 を 「 二 百 六 十 二 人 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

児 童 生 徒 数 の 変 動 等 に 伴 い 、 教 職 員 定 数 を 改 定 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出

す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 五 十 八 号

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 及 び 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に

つ い て

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 及 び 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 教 職 員 定 数 条 例 及 び 石 川 県 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
五
十
八
号

石
川
県
教
職
員
定
数
条
例
及
び
石
川
県
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（１５５）

（ 石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 中 備 考 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。

区 分 使 用 料 の 額 （ 一 人 当 た り ）

宿 泊 使 用 料

高 校 生 以 下 一 泊 に つ き 五 三 ○ 円

一 般 一 泊 に つ き 一 、 二 〇 ○ 円

日 帰 り 使 用 料

高 校 生 以 下 一 日 に つ き 一 ○ ○ 円

一 般 一 日 に つ き 三 ○ ○ 円

食 事 料 実 費 を 考 慮 し て 知 事 が 別 に 定 め る 額

冷 暖 房 料 一 泊 に つ き 一 ○ ○ 円

（ 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 石 川 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 食 事 料 の 項 及 び 寝 具 料 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

食 事 料 実 費 を 考 慮 し て 知 事 が 別 に 定 め る 額

寝 具 料 一 人 一 回 に つ き 三 三 〇 円

別 表 ス キ ー 用 具 料 の 項 中 「 二 一 〇 円 」 を 「 三 八 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 小 型 カ ヌ ー 料 及 び ボ ー ト 料

の 項 中 「 二 一 〇 円 」 を 「 二 四 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

議 案 第 五 十 九 号

石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 及 び 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 及 び 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 及 び 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例

議
案
第
五
十
九
号

石
川
県
立
白
山
青
年
の
家
使
用
料
条
例
及
び
石
川
県
立
少
年
自
然
の
家
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（１５７）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外94 石 川 県 公 報



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 能 登 復 興 応 援 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 七 年 三 月 二 十 五 日

� 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 条 例 第 二 十 四 号

こ の 条 例 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

最 近 に お け る 経 済 情 勢 等 に 鑑 み 、 石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 の 使 用 料 等 の 額 を 改 定 す る 等 の 必 要 が あ

る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議
案
第
五
十
九
号

石
川
県
立
白
山
青
年
の
家
使
用
料
条
例
及
び
石
川
県
立
少
年
自
然
の
家
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（１５８）

（ 石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 中 備 考 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。

区 分 使 用 料 の 額 （ 一 人 当 た り ）

宿 泊 使 用 料

高 校 生 以 下 一 泊 に つ き 五 三 ○ 円

一 般 一 泊 に つ き 一 、 二 〇 ○ 円

日 帰 り 使 用 料

高 校 生 以 下 一 日 に つ き 一 ○ ○ 円

一 般 一 日 に つ き 三 ○ ○ 円

食 事 料 実 費 を 考 慮 し て 知 事 が 別 に 定 め る 額

冷 暖 房 料 一 泊 に つ き 一 ○ ○ 円

（ 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 （ 昭 和 四 十 八 年 石 川 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 表 食 事 料 の 項 及 び 寝 具 料 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

食 事 料 実 費 を 考 慮 し て 知 事 が 別 に 定 め る 額

寝 具 料 一 人 一 回 に つ き 三 三 〇 円

別 表 ス キ ー 用 具 料 の 項 中 「 二 一 〇 円 」 を 「 三 八 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 小 型 カ ヌ ー 料 及 び ボ ー ト 料

の 項 中 「 二 一 〇 円 」 を 「 二 四 〇 円 」 に 改 め る 。

附 則

議 案 第 五 十 九 号

石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 及 び 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 及 び 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 二 月 二 十 五 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

石 川 県 立 白 山 青 年 の 家 使 用 料 条 例 及 び 石 川 県 立 少 年 自 然 の 家 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例

議
案
第
五
十
九
号

石
川
県
立
白
山
青
年
の
家
使
用
料
条
例
及
び
石
川
県
立
少
年
自
然
の
家
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（１５７）

能 登 復 興 応 援 基 金 条 例 （ 令 和 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 寄 附 金 」 の 下 に 「 及 び 国 か ら 交 付 を 受 け る 交 付 金 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 等 か ら の 創 造 的 復 興 の た め に 国 か ら 交 付 を 受 け る 交 付 金 を 活 用 し 、 被 災 地

支 援 の 取 組 を 実 施 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

議 案 第 七 十 七 号

能 登 復 興 応 援 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

能 登 復 興 応 援 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。

令 和 七 年 三 月 六 日 提 出

石 川 県 知 事 馳 浩

能 登 復 興 応 援 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

議
案
第
七
十
七
号

能
登
復
興
応
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（ ７３ ）

令和７年３月 25 日（火曜日） 号� 外 95石 川 県 公 報
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